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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月８日

自  午前１０時４７分

至  午前１０時５１分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委 員 長

湊  亮太 副 委 員 長

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

畑島 晃貴 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１０時４７分 開会 ―

【坂口委員長】ただいまから観光生活建設委員

会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず、委員席につきまして、配布しておりま

す配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

次に、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、中村委員、まきやま委員

のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和７年９月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。しばらく休憩いたします。

― 午前１０時４９分 休憩 ―

― 午前１０時５０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

といたします。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の観光生活建設委員会を終了

いたします。大変お疲れさまでした。

― 午前１０時５１分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２４日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ４時２４分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委員長（分科会長）

湊  亮太 副委員長（副会長）

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

山内 洋志 土 木 部 長

中村 泰博 土 木 部 技 監

犬塚 尚志 土 木 部 次 長

椎名 大介
土木 部参事 監

（まちづくり推進担当）

高稲 稔也 監 理 課 長

金子 哲也 建設 企画課 長

濱崎 正一
建設企画課企画監

（入札・契約担当）

真鳥 喜博 都市 政策課 長

平  博敏 道路 建設課 長

田﨑  智 道路 維持課 長

本多 健一 港湾課長(参事監)

田中  隆
港 湾 課 企 画 監
（港湾管理担当）

小川 秀文 河川課長(参事監)

岩永  彰
河川 課企画 監
（ ダ ム 担 当 ）

田中 良一 砂 防 課 長

小島 俊郎 建 築 課 長

進藤 政洋 営繕課長(参事監)

野口  孝 住 宅 課 長

小栁 正典
住宅 課企画 監
（訴訟・管理担当）

牛島 孝二 用 地 課 長

舩越 一成 盛土 対策室 長

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（観光生活建設分科会）

第88号議案

令和7年度長崎県一般会計補正予算（第4号）

（関係分）

第89号議案

令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第1号）

７、付託事件の件名

○観光生活建設委員会

（1）議 案

第92号議案

長崎県営交通事業の企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例

第96号議案

契約の締結の一部変更について

第97号議案

財産の取得について

第98号議案

財産の処分について
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第99号議案

和解について

第100号議案

令和6年度長崎県流域下水道事業会計利益剰

余金の処分について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・令和８年度離島振興の推進に関する要望書

・国政・県政に対する要望書（長崎県町村会）

・県の施策に関する要望書（新上五島町）

・諫早市政策要望

・要望書（壱岐市）

・令和７年度長崎県への施策に関する要望・提

案書（雲仙市）

・令和７年度長崎県へ施策に関する要望・提案

書（南島原市）

・要望書（一般県道以善田平港線の早期改良）

・要望書（平戸市）

・要望書（島原天草長島連絡道路（南島原市深

江町～口ノ津港間）の早期事業化についてほ

か）

・西九州自動車道の建設促進に関する要望書

・石木ダム建設は、私利私欲の政治屋による政

治屋の為の政治をすべきではありません。水

道料金28%値上げにより、市民の生活を苦し

める政治より、安価で代替え可能な南部水系

下ノ原ダムかさあげに変更することに、関す

る陳情書

・要望書（長与町）

・要望書（島原市）

・要望書（西海市）

・「パートナーシップ宣誓制度」導入に関する

陳情書

・要望書（東彼杵道路の早期整備）

・要望書（主要地方道「佐世保日野松浦線」及

び一般県道「佐世保世知原線」の整備促進）

・要望書（高規格道路「西彼杵道路」の整備促

進について

・要望書（高規格道路「長崎南北幹線道路」の

整備促進について）

・要望書（一般国道４９９号の整備促進につい

て）

・要望書（長崎外環状線の早期完成について）

・要望書（一般国道２０２号の整備推進ならび

に（仮称）福田バイパスの早期事業化につい

て）

・要望書（一般国道３４号の整備推進につい

て）

・要望書（五島市）

・要望書（長崎市）

・要望書（佐々町）

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開会 ―

【坂口委員長】ただいまから、観光生活建設委

員会及び予算決算委員会観光生活建設分科会を

開会いたします。

なお、畑島委員から欠席する旨の届が出てお

りますので、ご了承願います。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

92号議案「長崎県営交通事業の企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例」のほか5件であります。

そのほか陳情27件の送付を受けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を観

光生活建設分科会において審査することになっ

ておりますので、本分科会として審査いたしま
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す案件は、第88号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第4号）」のうち関係部分ほか1件

であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お配りして

おります審査順序のとおり行いたいと存じます

が、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、

審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、これより土木部関係の審査を行い

ます。

審査に入ります前に、山内土木部長が本委員

会の初の出席となりますので、紹介を受けるこ

とにいたします。

【山内土木部長】土木部長の山内でございます。

7月10日に国土交通省より参りました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

長崎県は、初の勤務となりますが、まずは現

場をいっぱい回って、多くの方とお話をしてい

く中で、県としての課題を認識いたしまして、

その上で、私が今まで培ってきた経験ですとか、

ネットワークとか生かせるものは全部活かして

県政の、土木行政の推進に貢献してまいりたい

と思います。どうぞご指導よろしくお願いいた

します。

【坂口委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

なお、本日追加の配付資料といたしまして、

委員会部長説明追加3及び委員会補足説明議案

外、「女神大橋の監視体制について」がサイド

ブックスに掲載されておりますので、ご確認お

願いします。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案の説明を求めます。

【山内土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします

「予算決算委員会観光生活建設分科会説明資

料」の土木部の2ページをお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

88号「令和7年度長崎県一般会計補正予算（第4

号）」のうち関係部分、第89号議案「令和7年度

長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第1号）」

であります。

第88号議案のうち、土木部関係では、合計271

億2,362万4,000円の繰越明許費を設定しようと

するものであります。

次に、第89号議案については、3ページに記載

のとおり合計2億7,650万円の繰越明許費を設定

しようとするものであります。

以上をもちまして、土木関係の説明を終わり

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂口分科会長】次に、監理課長より補足説明

を求めます。

【高稲監理課長】土木部の繰越明許費について

補足して説明いたします。

「分科会補足説明資料」の3ページをご覧くだ
さい。

表の縦の区分が款項目の予算科目、横の区分
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が繰越明許費の理由別内訳となっております。

表の左端の欄は、上から総務費、土木費、災

害復旧費となっております。

一般会計と特別会計を合わせた土木部の合計

は、554件、274億12万4,000円であり、その内訳

につきましては記載のとおりとなります。

これは、地元調整の遅れ等により、やむを得

ず発注時期がずれ込むなど年度内で工期を確保

できない工事等について、あらかじめ繰越しの

承認をいただき、翌年度にまたがる適正な工期

を確保した上で発注につなげようとするもので

あります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】堀江です。今の繰越額理由別調書

の内容について質問いたします。

額、それから、件数、額については今、説明

があったとおりなんですけれども、例年この時

期は年度内に工事ができないということで、繰

越しが出されるわけですが、ちょっと昨年と比

較をしますと、件数にして190％の増、額にして

162％の増。ちょっと遡って令和5年度と比較を

しますと、件数にして304％の増、額にして229％

の増ということで、一概にそれぞれの額があり、

それから工事の内容があり、一概に単純に比較

はできないんですが、今回のこの繰越額がちょ

っと多いような気がするんですが、この点につ

いてどのように分析をされているのか、その点

の説明がなかったので、そのことを教えてくだ

さい。

【高稲監理課長】今のご質問に対しまして、私

の方から少し全体的な状況をお話しまして、具

体の内容につきましては各事業担当課からご説

明させていただければと思います。

まず、今回計上しております一般会計の繰越

明許費につきましては、先ほど部長からご説明

しましたとおり件数が551件で、金額が約271億

円でありました。昨年、令和6年の9月に計上し

ていた件数としましては290件、金額が約167億

円でありまして、件数で261件、金額で約104億

円の増となっております。

昨年9月から増加をしております内容として、

この繰越額理由別調書の目の欄の予算の科目で

見てみますと、件数で言いますと大きく増えて

いますのが、主に道路維持費、砂防費それから

港湾費で各50件程度増えております。それから、

金額で申し上げますと、港湾費、河川費でそれ

ぞれ20億円強増加している状況であります。具

体的には、事業担当からご説明させていただき

ます。

【本多港湾課長】先ほどご質問のありました繰

越しについてご説明いたします。

港湾事業におきましては、海上工事が主な工

事になりますので、作業船でありますとか特殊

な作業船を利用する工事が多くなります。その

ため、1件の工事量も大きくなりまして、工期が

長くなる傾向にございます。そのため、先ほど

監理課長が話しましたように、担い手3法の改正

を踏まえて、この着手の余裕期間とか適正工期

の確保とか、施工時期の平準化をさらに進める

ことが必要ですので、今回計上が多くなったと

いうことになります。

【小川河川課長】河川課の繰越し増の主な理由

としましては、単独事業の緊急自然災害防止事

業と緊急浚渫推進事業において、これまで災害

を未然に防止するために、河川の施設整備や堆

積土砂の除去などを計画的、重点的に実施して
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きたところでございます。

また、本事業で対応する箇所はまだまだ多く

残っておりまして、計画区間の未完了区間や、

早めの対応が必要な箇所など、必要な予算を積

み上げた結果、昨年度より実施箇所数が増え、

予算も大幅に増額となっております。

また、これに加えまして、本来であれば債務

負担行為によって次年度にまたがって工事を行

うべきところでもございますけども、先ほど申

しましたこの事業につきましては、まだ継続と

いう見通しが立っていなかったということから、

債務負担での計上ができなかったというのも、

繰越額の増額の要因だと考えております。

【堀江委員】 説明ありがとうございました。

そこでちょっと次の質問なんですけれども、

委員会資料の13ページ、発信しますね。河川課

の河川総合開発費3億500万円、それから水源地

域ダム対策費1,000万円、これの事業の中身は何

ですか。

【岩永河川課企画監】まず、河川総合開発費で

すけれども、これは石木ダム建設事業に係る費

用でございます。

内容といたしましては、付替県道工事、付替

町道工事、進んでおりますけれども、そちらの

工程ですね、前工事が終わってから次の工事に

かかるというようなその順番もございますので、

それと現場に入るための工事用道路等の建設に

時間を要したということで繰越しを計上させて

いただいております。

それからもう一つ、水源地域ダム対策費です

けれども、こちらにつきましては、ダムが完成

した後の水源地域整備計画といいます地域振興

策、こちらの実施計画を作成する業務になりま

す。こちらにつきましては、関係機関との協議

に時間を要しているということでございまして、

今回、繰越しの計上をさせていただいておりま

す。

【堀江委員】いずれも本年度中に予算が執行で

きないということなんですが、予算が執行でき

ない理由は何ですか。

【岩永河川課企画監】まず、河川総合開発費の

方ですけれども、付替道路工事ということで、

こちらにつきましても1件当たりの発注額が約

7,000万円とか結構大きい額になっておりまし

て、施工計画、工事用道路、進入路の建設であ

りますとか、そういった工程計画が必要となっ

てまいります。

それから、先ほどありました余裕期間といっ

たこともございます。そういったものを考慮し

た上で事業を進めないといけないということで

繰越しを計上させていただいております。

それからもう一つ、水源地域ダム対策費につ

いてですが、これは先ほど申しましたが水源地

域整備計画、ダムができた後の地域振興策を計

画するものでございます。

こちらにつきましては、地元からの要望であ

りますとか、地元町からの要望、こういったも

ののすり合わせに時間を要しているということ

がございまして、年度内の完成が見込めないと

いうことで繰越しを計上させていただいており

ます。

【堀江委員】河川総合開発費の3億500万円の中

で、付替道路工事が指摘というか、事業名とし

て出されていますけれども、その説明の中に計

画が必要ということですが、これはそもそも計

画そのものは新年度を含めてその前の段階に出

されていて、これは計画が必要だから予算が繰

越しになるの。事業そのもの、工事そのものが

できないから予算の繰越しに、ということでは

ないんですか。
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【岩永河川課企画監】河川総合開発費の方だと

思うんですけれども、これは計画を策定してい

るということだったかと思うんですけど、これ

は前年度から引き続き付替道路工事というのを

続けております。前年度工事が終わった後に、

新規区間に着手するとかそういったことがござ

いますので、そういった工程の兼ね合いがあり

まして今回、繰越しを計上させていただいてい

るものでございます。

【堀江委員】これまで私の認識として、なぜ石

木ダム事業の予算内の執行ができないのってい

うふうな私の質問に対して、河川課の回答とし

ては、いわゆる妨害者、要するに石木ダム推進

に対して反対の皆さんのことを、河川課の皆さ

んはこれまで妨害者と呼んでいたんですけれど

も、妨害者のために事業の推進ができなかった

というふうな答弁をこれまでやってきたかと思

うんですけど、今回はそういう答弁じゃないの

ね。確認です。

【岩永河川課企画監】今、委員からご指摘があ

りました妨害者っていう話ですけれども、現在

でも事業区間内、工事区間内で一部座込みをさ

れている部分はございます。その部分について

は、工事ができないということがございますの

で、その部分を避けたほかの部分で工事を進め

ているというところでございます。その中で先

ほどから申しております前後の工事の工程の関

係等がございまして、繰越しを計上させていた

だいているものでございます。

【堀江委員】 そうしますと、現在、座込みをし

ています。そういう人たちを妨害者という認識

は、今も変わっていないということですか。

【岩永河川課企画監】今も工事区間内で座込み

をされておりますので、その認識は変わってお

りません。

【堀江委員】現在も工事区間内で座っておられ

る。その座込みをしている。その人たちのこと

を妨害者というふうに呼ぶことについては、今

も変わっていないという答弁だったと思います。

そこで、この点だけ１点、その事業の進捗と

か関わって。妨害者ということでは、地元の方

こそ長崎県が妨害者ではないかっていう指摘が

ありますよね。私たちが工事の妨害者、とんで

もない。知事こそ、長崎県こそ私たちの妨害者

ではないか。知事の妨害で穏やかな日常の暮ら

しが送れない。家のことを一区切りさせて、朝

8時前に座込みの現地に行かなければならない。

毎日毎日、気を張ってその苦労が分かるか、い

つまでこんな生活を続けるのか、続けなければ

ならないのか。こういう声が私のところにもず

っと届いています。

そういう意味では、私はこの妨害者というこ

とについては、見直していただきたいというこ

とを最後に要望したいと思いますが、見解を求

めます。

【岩永河川課企画監】 今、住民の方とか、その

支持者の方々が座込みをされている箇所といい

ますのは、県が任意で買収をした土地になりま

す。そこに座込みをされているということで、

工事ができない状況にあるということでござい

ますので、その妨害者という認識は、今も変わ

っていないというものでございます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】今、堀江委員から質問がありまし

たように、ちょっと今回の繰越明許費271億円、

確かに例年と比べて多いような感じがいたしま

す。大体、今、昨年の1年前の9月、これと比べ

て167件、104億円の増というようなことで、や

っぱりこういう状況があるということをしっか

り認識をしておきたいと思います。
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それで、どうしてこういうふうに今回、繰越

額が増大しているのかと。その要因については、

今いろいろと説明がございましたので、大体理

解をいたしたところでございます。

いわゆる、何ていうか、担い手3法というのが

この制度化されて法律になったと。こういうよ

うなことで、やっぱり、この一定の工期を確保

しなくちゃいかんとか、いろいろ次々に発注す

ることが非常に厳しく、難しくなったと。こう

いうことも要因になっているのではなかろうか

と。こういうふうに、実は思慮いたしていると

ころでございます。

そこで、では今年度の公共事業の発注はどの

ようになっていくのかということは、非常に大

きな関心事に私としてはなっております。今年

度の公共事業発注状況はどういうふうになって

いるのかということについて、監理課長にお尋

ねをしたいと思います。

【高稲監理課長】今年度の公共事業の発注状況

につきましてですが、土木部におきましては、

上半期中の発注額の目標値を設定しておりまし

て、施工時期の平準化に取り組んでおります。

今年度の発注状況につきましては、令和6年度

の経済対策補正分を令和7年度に繰り越した分

につきましては、今年6月末の目標が85％に対し

て、発注額が94％となっております。それから、

令和7年度、現年度予算につきましては、6月末

の目標45％に対しまして57％という状況であり

まして、また9月末直近の状況につきましては、

目標の65％に対しては84％の発注額を見込んで

いるところでございます。

今回、多額の繰越しとなりましたけれども、

繰越しの承認をいただきましたら、適正な工期

を確保して、早期の発注に努めてまいりたいと

思っておりまして、各施工箇所の完成に遅れが

生じないよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

【小林委員】これだけの繰越しがあっているわ

けだから、今年度の公共事業の発注もかなりの

遅れと言うんじゃないが、繰越しが出てくるの

ではなかろうかと、こういうふうに思っており

ましたけれども、今のご答弁においては、大体

今年の発注状況は9月末まで、9月末はもう過ぎ

たけども、目標65％に対して84％を見込んでい

ると。こういうようなことで安心をいたしまし

た。65％に対して84％を見込んでいると。これ

が今年度の発注状況になると、こういうことで

すね。

そうしますと、いつも思いますけど、こうや

って予算を確保していただき、こういう発注を

やるということ。こういうことから考えていけ

ば、なかなか職員の方々の事業を発注するとい

う、工事を発注するということは、それだけの

事前の準備、それだけの対応をしていただかな

ければいかんから、やっぱり職員の方々は忙し

いし、また大変ではないかと、こういうふうに

受け止めているわけであります。

これは部長、新しく来られたけども、大変予

算を確保していただきありがたい。同時に、こ

ういう予想を上回るような状況で発注は続いて

いるということでございまして、今、私が言う

ように、大変職員の方々が頑張っていただいて

いると。これは、言うまでもなく部長をはじめ、

皆さん方が評価をしていただいているものと、

こう考えておりますから、この点は、どうぞ頑

張っていただくようにお願いをしたいと思いま

す。

何といいましても、公共工事が地元にいろい

ろ発注されるということは、その地域の経済に

大きな経済効果を生むわけです。そういうこと
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で、経済対策とかいろんなことが言われますけ

ども、やっぱり公共事業の発注というのは地域

に活性を与えると、こういうことでございます

から、ぜひその点はよろしくお願いをいたしま

す。

なお、いわゆるこの担い手3法というやつ。こ

れは、一定の工期を設けなければいかんとか、

以前から比べれば、相当業者の方々も、ある意

味では落ち着いて、大変助かっていらっしゃる

と思うし、またいい仕事につながっていると、

こういうふうな感じが致すわけでございます。

したがって、そういうことで考えていけば、こ

ういう一定の工期を確保するということについ

ては、やっぱりこの繰越しとか債務負担行為と

か、それなりの状況が出てくるんじゃないかと。

こういうことで、債務負担とか繰越しとか、一

定の活用もしていかなければならんということ

になってくると思います。

それで、そういう点から考えて、今後の繰越

額の見込みはどういうふうになるのか、その点

はどのように考えていらっしゃいますか。

【高稲監理課長】今後の繰越額の見込みでござ

いますけれども、現時点で繰越しが想定されま

すものは今回の計上をしておりますが、今後、

どうしても年度内の工事完成を見込んでいたも

のの、発注前後に不測の事態が発生してやむを

得ず繰越しを計上するというものは、過去の例

からしても一定見込まれるところでございます。

なお繰越しにつきましては、先ほど委員おっ

しゃったように担い手3法、そういった法改正を

機にしまして、発注者側の責務としまして、適

正な工期の設定でありますとか、施工時期の平

準化ということが求められております。

特に近年、建設業におきましても労働時間の

上限規制の適用でありますとか、工事現場にお

ける熱中症対策の強化が義務化されるなど、建

設業の労働環境の改善ですとか働き方改革、こ

ういったものを念頭に工事の発注を行うといっ

た状況にございます。このための、引き続き予

算の効率的な執行に努めながら、必要な繰越額

を精査して計上させていただくとともに前金払

いですとか出来高払いという制度も使うことに

よりまして、実際の繰越額を可能な限り縮減す

るよう取り組んでまいりたいと思っております。

【小林委員】 今、監理課長から説明を受けて、

いろいろ配慮いただいていることがよく伝わっ

てきます。法律も制度もそうだけども、やっぱ

りこの前渡金というか、前渡金的なものを4割渡

す、しかも20％ぐらいの工事になってきたら、

中途で2割ぐらいを渡すと。それで、完成時にま

た4割と。これだけのしっかりとした対策を取っ

ていただいている。前渡金で4割、それから年

20％ぐらいの中間で2割、それからまた最後に、

完成時に4割と。これだけの支援もしていただく

ということは、大変業者の方々にとってはあり

がたい限りだと思うわけです。その辺は、本当

に業者の方々もしっかり受け止めて、いい仕事

につなげていただきたいと思うんです。

先ほど、それと同時に、この施工時期の平準

化というようなことで、今まで年度初めの4、5、

6とかそういう端境期だとか言うて、なかなか仕

事にありつかないとか仕事が発注できないと、

こんな時期があったことは事実でありますけれ

ども、今はこういうような新しい制度、仕組み、

新しい法律の下において、この辺のところがう

まく流れて、本当に工事の平準化がうまくいっ

ていると。これは、本当にそれぞれ業界の皆さ

ん方においては、ありがたい限りだと。

それで、何度も言うように、だからしっかり

いいものを造ってもらいたいと、こう思ってい
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るわけですが、先ほどから県の支援もあってお

るということの中で、今から一番大事なことは、

やっぱり業界の人手不足、そういうような対策

はしっかりとらなければいけないと。やっぱり

業界の人手不足を解消するためには、ある程度

の賃金、ある程度の人件費を考えていただかな

ければいけない。

同時に、いわゆるこの週2日制である4週8休か、

こういうようなこともしっかりやっていただか

なければいけないと。人件費と、この労働環境

というか、働く環境整備、これは県の行政から

も、それぞれ業界の方々にお願いをしなければ

ならないことであります。

最低制限価格が上がりました。そういう中か

ら、そのときの条件として最低制限を上げるわ

けだから、ある程度人件費は頼みますよ、やっ

ぱり週2日制は頼みますよと、労働環境をしっか

り整備してくださいと、こういうようなお願い

はしただろうと思うわけでございますが、今の

現況はどういうふうになっているか。このこと

についてお尋ねをしておきたいと思います。

【金子建設企画課長】まず、最低制限価格の引

上げの効果というところですけども、給与なん

ですが、業界が策定いたしましたアクションプ

ランにおきましては、3年間で約5％給与を上げ

るということが記載されております。今、引上

げから2年経過しているんですけれども、2年間

の給与が、今のところ4.7％増えているというこ

とで、あと目標まで0.3％というところまで来て

おります。

続きまして、週休2日の実施状況なんですけれ

ども、これにつきましては、令和6年度に完成し

た工事におきまして、これ、土木部発注の工事

なんですけども、それが98％において4週8休が

実現されているということになっておりますの

で、業界の方もアクションプランに基づいてし

っかりやっていただいているものと考えている

ところでございます。

【小林委員】分かりました。そういうことで人

件費も3年間で5％というアクションプラン、今、

4.7％引き上げていると。おおよそ、ほとんどが

そういう状況になっているというようなことと、

週2日体制は、しっかりやっていただいていると。

こういう環境整備がなければ立派ないい仕事が

できないと、また、人も集まってこないという

ようなことでありますから、こういうアクショ

ンプランを、もう完璧に100％実行して結果を出

していただけるように、これは強くまたお願い

をしておいて、質問を終わりたいと思います。

【坂口分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【田川委員】 おはようございます。私、ちょっ

とこの説明資料について、予算の繰越明許で、

ほとんどの説明の中に地元調整のために不測の

事態、日数を要しましたっていう。先ほど堀江

委員からもありましたように、聞かれて初めて

その付替道路とかそういう話が出てくるわけで

すけれども。部品が高騰した、あるいは部品の

製造が間に合わなくて、そういうのは分かるん

ですけども、大半が不測の事態で日数を要した。

これ、慣例かもしれませんけども、できれば一

手間かけて、具体的な事例を1行でも2行でも書

いていただければ、私たちの認識も深まるんじ

ゃないかと思うんですけども、その点の見解に

ついてお尋ねいたします。

【高稲監理課長】繰越しにつきましては、この

繰越額理由別調書と、もう一つ、先ほど少し資

料の中身について議論がありました、いわゆる

横長、2種類の資料を提供させていただいており

ます。この中の説明として、いろいろな理由を

記載しておりますが、この辺りについてどうい
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った形で分かりやすくご説明できるかというの

は、内部で少し検討してまいりたいと考えてお

ります。

【田川委員】 検討していただくということで、

もう慣例で恐らくずっとこれでやってきたんじ

ゃないかなと。恐らく、こう書くとなかなか質

問もしづらいところあるんですけど、具体的に

言えば、全部質問したいわけですよね。不測の

事態って何でしょうか、日数を要したというの

はですね。それは、地元企業なのか、あるいは

地元住民なのかとか、いろいろございますので、

ほんの一手間ですけども、1行でもよろしいです

から、ぜひ検討していただければと思いますよ

ろしくお願いします。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第88号「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第4号）のうち関係部分」繰越明許

費の中に、石木ダム建設事業の予算が含まれて

います。石木ダムは不要な事業であり、事業を

進めることは、水没予定地に現に生活している

13世帯、約50人を強制的に収用することにつな

がり、絶対に認められません。石木ダムは要ら

ないと今日も気温が下がっている朝から座り込

んでいる人たちを妨害者と認識していることは

改めていただきたいと思います。強く要望しま

す。

石木ダム建設事業の予算を繰り越しすること

については反対をいたします。

【坂口分科会長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

まず、第88号議案のうち関係部分について採

決を行います。

第88号議案のうち、関係部分は、原案のとお

り可決することに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口分科会長】 起立多数。

よって、第88号議案のうち関係部分について

は、原案のとおり可決すべきものと決定されま

した。

次に、その他の議案について採決いたします。

第89号議案は、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第89号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より総括説明を求めます。

【山内土木部長】土木関係の議案についてご説

明をいたします。

「観光生活建設委員会関係議案説明資料土木

部」の2ページをご覧ください。

また、これに加え追加1、追加2及び追加3をお

配りしております。今回ご審議をお願いしてお

りますのは、第96号議案「契約の締結の一部変

更について」、第97号議案「財産の取得につい

て」、第98号議案「財産の処分について」、第

99号議案「和解について」であり、その内容は

記載のとおりであります。
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なお、横長資料を配付させていただいており、

後ほど担当課長からご説明させていただきます。

続きまして、議案外の報告事項についてご説

明いたします。

3ページをご覧ください。

和解及び損害賠償の額の決定について。

令和6年度及び令和7年度に発注した県の管理

瑕疵による事故の和解及び損害賠償の額の決定

4件について、地方自治法第180条の規定に基づ

く軽易な事項として専決処分させていただいた

ものであり、その内容は記載のとおりでありま

す。

起訴前の和解について。

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いに係

る起訴前の和解の申立て1件を、地方自治法第

180条の規定に基づく軽易な事項として専決処

分させていただくものであり、その内容は記載

のとおりであります。

公共用地の取得状況について。

令和7年5月1日から令和7年7月31日までの一

定基準以上の土木部所管の公共用地の取得状況

については、長崎市における長崎港松ヶ枝地区

旅客船ターミナル整備工事、ほか１件でありま

す。

次に、主な所管事項についてご説明いたしま

す。

4ページをご覧ください。

公共事業の再評価、事後評価について。

今年度の土木関係の公共事業評価については、

再評価33事業、事後評価4事業を長崎県公共事業

評価監視委員会に諮問し、8月29日に知事に対し

意見書の提出が行われたところです。

再評価33事業の全事業を「継続」とし、また

事後評価4事業については「事業効果が発現して

おり、改善措置は不要」とする県の対応方針に

ついて、いずれも妥当であるとの答申をいただ

きました。

今後とも適正な事業評価に努め、効率的かつ

効果的な事業実施を図ってまいります。

石木ダムの推進について。

石木ダムについては、渇水や洪水などの自然

災害から地域の皆様の安全・安心を確保する上

で必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す

必要があることから、工期内の確実な完成に向

け、工事工程に沿って着実に工事を進めてまい

ります。

一方、川原地区にお住まいの13世帯の皆様の

ご理解とご協力を得た上で事業を円滑に進める

ことが最善であるとの考えに変わりはなく、今

年度、川棚町で開催している石木ダムの技術的

な疑問等に対する説明会は、去る8月23日に第3

回を開催し、これまでいただいたご質問に対し、

県の考えを一通りご説明させていただいたとこ

ろであります。

また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進

めております水源地域整備計画については、昨

年12月に素案の公表を行い、広くご意見を伺っ

たところであります。

今後、地元説明会を開催した上で、その結果

も踏まえ、国へ計画を提出する予定としており

ます。

県としましては、石木ダムの一日も早い完成

に向けて、引き続き、佐世保市及び川棚町と一

体となって、事業の推進に全力を注いでまいり

ます。

5ページをご覧ください。

長崎港元船地区整備について。

長崎港元船地区において、港湾機能の再編に

合わせたにぎわいの創出を進めており、賑わい

施設については、ＰＦＩ手法の活用を検討して
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いるため、令和7年2月議会で「実施方針の策定

の見通し」の公表について報告しておりました

が、今回、内容の見直しが必要となったため、

改めて「実施方針の策定の見通し」を公表する

こととしています。

道の駅「251いいもりじゃがーロード」の開駅

について。

追加1の資料をご覧ください。

諫早市飯盛町の一般国道251号において令和

元年度より諫早市と整備を進めておりました、

道の駅「251いいもりじゃがーロード」が令和7

年11月1日に開駅することとなりました。

この道の駅は、長崎市と島原半島を結ぶ路線

上にあり、地域振興施設として地元物産品を扱

う直売所や多目的交流スペース、休憩施設とし

て24時間利用可能なトイレや大型車対応の駐車

場の整備をすることにより、地域活性化や道路

利用者の利便性の向上を図るものです。

諫早西部団地開発事業者の公募について。

続いて、追加2の資料をご覧ください。

諫早西部団地の未処分地については、長崎県

住宅供給公社において、令和7年3月に2回目の公

募を実施し、9月10日に一部区域の優先交渉権者

を決定・公表しました。県としましては、残り

の区域の公募が速やかに実施できるよう、公社

に対し適切に助言・指導を行ってまいります。

女神大橋の事故について。

続いて、追加3の資料をご覧ください。

去る9月13日、女神大橋においてトレーラーが

乗用車に追突する死亡事故が発生いたしました。

この事故を受け、女神大橋の管理主体である道

路公社の監視体制については、事実関係の確認

を進めるとともに、事故の重大性を踏まえ、今

後の監視体制の在り方について検討を進めてま

いります。

そのほか、今回ご説明いたしますのは、長崎

県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025等の進捗

状況について。

新たな総合計画の作成についてであり、内容

は記載のとおりであります。

なお、長崎港元船地区整備について、道の駅

251いいもりジャガーロードの開駅について、諫

早西部団地開発事業者の公募について、女神大

橋の事故については、補足説明資料を配付させ

ていただいており、後ほど担当課長からご説明

をさせていただきます。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。何とぞよろしくご審議を賜りますよう

よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】次に、道路維持課長より、補足

説明を求めます。

【田﨑道路維持課長】観光生活建設委員会説明

横長資料4ページ、第96号議案「契約の締結の一

部変更について」ご説明いたします。

5ページをご覧ください。

一般国道383号橋梁補修工事（平戸大橋・橋梁

補修工事）でございます。

工事場所につきましては、平戸大橋の上町か

ら田平町小手田免でございます。平戸大橋は本

土と平戸島を結ぶ唯一の連絡道路であり、緊急

輸送道路にも位置づけられている重要な橋梁で

あります。橋梁点検におきまして、床組縦桁支

承部の損傷や縦桁垂直補剛材に亀裂が確認され、

また、その他橋梁施設にも損傷が確認されてい

ることから、補修工事を実施しているものでご

ざいます。

工事概要といたしましては、縦桁改良工25横

断、床組改良工1箇所、一般補修工1式でありま

す。

契約相手は、株式会社大島造船所で、現在の
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契約金額は、消費税を含め12億5,564万3,400円

であります。今回、1億3,744万6,100円増額し、

13億9,308万9,500円に変更するものであります。

契約工期は、令和6年7月12日から令和9年3月

8日であります。

6ページをご覧ください。

橋梁一般図を示しており、今回の主な変更内

容と箇所を示してございます。朱書きが変更箇

所となっております。

次に、7ページをご覧ください。

高欄防護柵の補修工の追加でございます。当

初、本工事での高欄防護柵の補修は計画してお

りませんでしたが、今年度の7月に点検を実施し

たところ、前回、令和2年度の点検結果と比べま

して、平戸側側径間北側の高欄防護柵の腐食が

著しく進行しており、孔食も確認されたところ

でございます。

当該箇所の直下には公園や駐車場があり、腐

食片の落下による歩行者や公園利用者への被害

が予見されることから、腐食が著しい箇所につ

きまして緊急的に補修を行うものでございます。

これにより約6,300万円の増額となります。

次に、8ページをご覧ください。

ハンドロープの補修工の数量の変更について

でございます。前回調査、令和2年度の結果から、

当初、契約数量は20か所としておりましたが、

着工前の近接目視調査を行ったところ腐食の進

行が見られるということで、こちらの方も腐食

片の落下により通行車両等への被害が懸念され

ることから、数量を増加変更し、増額するもの

でございます。これにより、約4,500万円の増額

となります。

そのほか、センターステイケーブルの補修工

の追加、ハンドホール蓋の取付工の追加等によ

り約2,900万円の増額となります。

以上で、第96号議案「契約の締結の一部変更

について」の補足説明を終わらせていただきま

す。

ご審議賜りますようよろしくお願いいたしま

す。

【坂口委員長】次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【本多港湾課長】同じ資料の11ページをご覧く

ださい。

第97号議案「財産の取得について」ご説明い

たします。

12ページをご覧ください。

国が長崎空港を整備する際、県は空港の早期

完成を図るため箕島を買収し、土取り場として

活用しました。その際、空港と箕島の間に閉鎖

水域が残ったことから、空港関連用地の確保や

水質悪化等に考慮して埋め立てることとし、長

崎県土地開発公社に依頼して埋立て、造成を行

ったものです。将来、県が買い戻すことを前提

に依頼しており、令和8年度に公社が解散される

方針となっていることから、買戻しをさせてい

ただきます。

なお、公社が取得した用地を処分する場合は、

その取得等に要した費用が基準とされているこ

とから、簿価での買戻しを行います。

当該用地約19ヘクタールのうち、約13億ヘク

タールは、隣接する県有地とともにメガソーラ

ー用地として貸付けを行っておりますので、引

き続きメガソーラー用地として貸付けを行って

まいります。

続いて、14ページをご覧ください。

第98号議案「財産の処分について」ご説明い

たします。

堂崎港埋立地は雲仙普賢岳からの発生する土

石流や公共残土等処分として、港湾事業により
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整備し、令和3年に全体22ヘクタールのうち約

6.8ヘクタールが無事に竣工し、このうち約6.1

ヘクタールを南島原市へ売払いを行っておりま

す。

今回、残りの約15.2ヘクタールが、令和6年に

竣工したため、このうち面積13万8,686.42平方

メートルについて、売却価格7億784万7,864円で、

前回と同様に南島原市へ売払いを予定しており

ます。

南島原市からは、業務施設用地として利用す

る計画であることを伺っております。

両案件につきましては、議会に諮る案件とな

りますので、県議会の議決を得ようとするもの

であります。

以上で第97号議案、第98号議案についての補

足説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【坂口委員長】次に、河川課長より補足説明を

求めます。

【小川河川課長】 第99号議案「和解について」

に関して補足説明いたします。

横長資料17ページをご覧ください。

本件は、長崎県所有地の不法占拠に関し、令

和3年8月13日に相手方を提訴した事件について、

令和6年8月8日に長崎地方裁判所より、原告であ

る県側の主張を全面的に認めた判決が出ており

ます。

被告らは判決内容を不服として、令和6年8月

28日に福岡高等裁判所へ控訴したところ、同裁

判所から県が提示した土地代金等で相手方が買

い取ることを趣旨とした和解案が示されたので、

双方これに応じ、和解を行うものです。

横長資料20ページをご覧ください。

着色した部分の土地は、佐世保市を流れる2級

河川小野川の廃川敷であり、この土地に昭和55

年、隣接する土地の地権者がアパートを建設し、

その建物の一部が越境するとともに、駐車場と

して利用されておりました。このような行為は

不法占拠に当たるため、問題解決に向け相手方

と交渉を重ねた結果、平成14年に払下げ申請書

が提示されております。

しかしながら、その後、一方的に払下げを翻

意にされ、売買契約に応じなかったことから、

再三にわたり文書送付や自宅訪問等の働きかけ

を実施してきましたが、解決に至らず、令和3年

8月に相手方を提訴したところ、冒頭申し上げた

とおり裁判所から和解案が示されたものです。

つきましては、県有地を不法占拠している相

手方との和解により、本件土地を売却し、不法

占拠の状態を解消するため、地方自治法第96条

第1項第12号の規定により、議会の議決をお願い

するものであります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【坂口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【小林委員】97号議案のことだけれどもね、地

元、大村のことでありますから、この際お尋ね

をしておきたいと思います。

大体約19ヘクタールを買い戻すということだ

が、この土地は今、何に使われているんですか。

【田中港湾課企画監】この買い戻す用地でござ

いますけれども、隣接する県有地と併せて、一

体的にメガソーラーの貸付けが行われておりま

す。この買い戻す用地のうち約13ヘクタールの

部分には、メガソーラーのソーラーパネルが設

置してございます。残りの部分につきましては、

空港関連施設用地ということで、何か使うとき

のために、そのままの更地の状態で保有してい
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るというところでございます。

【小林委員】 約13ヘクタール、これは大体4万

坪ぐらいかな、約4万坪ぐらいの土地、県有地に、

メガソーラーが設置されているというようなこ

とで、このことは当然承知をしていますが、地

元ですから。県は、このメガソーラーでどのよ

うなメリットを受けているんですか。

【田中港湾課企画監】メガソーラーに貸し付け

ている部分のうち、この買戻しに係る部分で土

地開発公社に収入が入りますけれども、約5,900

万円の収入を得ております。

このほか、隣接する県有地の部分につきまし

ては9,600万円ほどの収入を得ておりまして、全

体で1億5,000万円ほどの収入となります。

また、このほか全体の事業につきまして、社

会体育振興に関する事業に供するため、という

ことで5,000万円の寄附金をいただいておりま

す。こういったメリットがございます。

【小林委員】 毎年、トータルとして約2億円、

それぞれ県に収入はあるということは理解いた

しました。メガソーラーの用地として、また、

いつまで貸し付けるのかということ。それから

社会体育振興として、年間5,000万円をこの寄附

金としていただいている。

所管は教育委員会かもしれないが、この社会

体育振興という意味では、どんなふうに貢献を

していただいているのか、貢献されているか。

県がそのお金をいただいてどんなふうにこれを

活用しているのかと。そういうことについてお

尋ねをしたいと思います。

【田中港湾課企画監】メガソーラーとしての貸

付けが、平成27年から貸付けをさせていただい

ております。それからこのメガソーラーの売電

期間ですけれども、実際に売電を始めまして20

年間と、その施設の撤去に要する期間というこ

とで、20年間が終了するのが令和18年7月。これ

に加えまして、その撤去に要する期間までを貸

し付けるということになっております。

また、寄附金についての使い道でございます

けれども、一旦、港湾課で寄附金をいただきま

して、教育庁が所管しております社会体育振興

基金に積立てをさせていただいておりますが、

この基金におきまして令和6年度実績で申しま

すと、例えば、オリンピックアスリート等特別

強化事業ということで、県内在住の日本代表選

手などへの競技力向上のための支援であるとか、

オリンピアンなどの著名な指導者を招聘して、

指導いただくための費用、こういったことに令

和6年度の場合でいきますと約1,100万円、この

ほか、未来ながさきスポーツプロジェクト推進

事業ということで、本県出身のアスリートの方

が本県に戻っていただいて、それで働きながら

競技を行える環境づくりということで、令和6年

度でいきますと1,900万円、こういったもののほ

か、競技で使用するヨットであるとか自転車な

どの整備に係る費用、整備に係る支援というこ

とで約900万円、こういった支援が行われており

ます。

【小林委員】 企画監、ありがとうございます。

あなた、今度は教育委員会に行った方がいいぞ、

よく内容が詳しくて明快だね。ついでに申し上

げておきたいと思います。

そういうことで、この19ヘクタールのこれを

買い戻すと。そういうことで、右側にも広い土

地があるわけですよ。空港の、そこの場所は。

これも合わせるとどれくらいの大きさになるの

かな、広さ、これご存じですか。

【田中港湾課企画監】この約19ヘクタールと合

わせまして、右側にも平たい土地がございます

けれども、全体で約29ヘクタールになります。
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【小林委員】約29ヘクタールと。これは10万坪

からちょっと欠けるかもしれんが、9万坪ぐらい

か。大体ね、大きな広大な土地です。

それで、今、答弁があったように、年間2億円

の収入はとてもありがたいと。これは感謝して

おりますけども、現在は、既に相手方と契約を

交わしていますので、現状はあと10年、メガソ

ーラーを設置していかなければいかんと。

ただ、メガソーラーというのは、あまり雇用

を創出しないわけ。やっぱり雇用も、人を雇わ

ないと。というようなことから考えていくと、

こういう29ヘクタールという広大な土地をいか

に活用していくかということは10年後になるか

もしれんが。あの場所は、我々は地元にあって、

水とか電気、この辺の課題があるような感じが

します。

だから、例えば、この29ヘクタールぐらいに

なりますと、この航空機関連の工場、航空機の

関連の企業等をいっぱい誘致してもらって、大

きな雇用を図っていただき、それで地域の振興

について、十分考えていただきたいと。こんな

考え方を持っております。

貸付けの期間が終了したら、改めて地域の経

済に有効的な活用の仕方をお願いしておきたい

と思います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【中村(一)委員】98号議案、堂崎の埋立地につ

いて、ちょっと何点か質問をしたいと思います。

30年かけてやっと埋め立てました。この間か

らＪＡの方には6ヘクタールですかね、売ってい

るんですけれども。その辺の単価と、今度の買

う単価、大体坪単価で同じなのか、その辺をお

尋ねいたします。

【本多港湾課長】ご質問ですけれども、堂崎港

の以前の売却単価と今回の売却単価ということ

ですけれども、令和4年3月に南島原市と契約し

ておりますが、そのときも平米単価は4,650円に

なります。今回6筆ございますが、平均いたしま

すと約5,100円で売却ということになります。

【中村(一)委員】 ということは、大体500円ぐ

らい単価が上がっているというようなことです

けれども、あそこら辺の国道周辺の大体評価額

は、どのくらいなのかということと、多分、昨

年でしたかね、多比良の埋立地、売却をされた

んですけれども、その辺の単価も併せてお願い

したいと思います。

【本多港湾課長】堂崎港付近の近傍地価という

ことで、住宅地の単価ですけれども、堂崎港付

近の住宅地として1平米単価が1万1,800円、坪に

直しますと3万9,000円ほどになります。

多比良港につきましては、令和2年3月に契約

をしておりまして、その時の雲仙市への売却単

価は、平米単価ですけれども8,050円になってお

ります。

【中村(一)委員】分かりました。今回の売却に

おいては、いわゆる不動産鑑定士とか、土地鑑

定士とか、そういったことを入れてのこの単価

なのか、その辺も含めてお願いします。

【本多港湾課長】売却単価につきましては、土

地鑑定評価を不動産鑑定の2社に委託いたしま

して、2社の平均値を採用している状況でござい

ます。

【中村(一)委員】 そしてまた、6筆に今回分か

れていますよね。その6筆に分けた理由を教えて

いただきたい。

【本多港湾課長】横長資料の15ページ、16ペー

ジを見ていただければ分かるかと思います。16

ページの方でよろしいですか、赤い部分が今回

売却の用地の場所になりますし、形となってお

ります。
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まず、用地につきましては道路に区切られた

部分の面積、広い面積のところの単価となりま

す。それと細長い下側になりますけれども、部

分につきましては市道として整備をされる部分

について分けているという状況でございます。

【中村(一)委員】 分かりました。これから、南

島原市も多分、議決をされるというふうに思っ

ております。

今後において、誘致企業は今、産業労働部の

方で一生懸命誘致をするようにしておりますけ

ども、あそこは国道と今度の完成予定地の間口

等がやはり誘致をしたときに、大変混雑をする

というふうに思っておりますが、その辺の間口

等の工法というんですかね、工事ですかね、そ

の辺はどのような考えをお持ちですか。

【本多港湾課長】この出入口の交差点の話にな

りますけれども、信号設置という話が出ている

んですけども、市道の形状上、なかなか難しい

点があるというふうに聞いておりますので、今

後調査をしてよりよいものになっていくものか

と思っております。

【中村(一)委員】 確かに、あそこに今、ＪＡさ

んが6ヘクタールして、結構車の交通が多いです。

今度、13.8ヘクタールですかね、売却をされて

誘致をするんですけども、あそこ2車線しかない

んですよね。絶対道路等が混雑してきますので、

ある程度その辺も計画をしていただきたいとい

うふうに思っておりますので、これ要望に代え

ておきます。ありがとうございました。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【まきやま委員】おはようございます。第99号

議案なんですけれども、そもそもなぜこういう

問題が生じたのか教えてください。

【小川河川課長】 99号議案についてのお尋ね

ですけども、もともと小野川、昭和46年から小

野川の河川改修工事に着手しております。その

後、改修が終わった後、背後地が埋められてお

りまして、そこに昭和55年にアパートが建った

ということで。昭和58年当時にある程度河川敷

に越境しているということは気づいていたんで

すけれど、そのときも払下げを、県の土地を買

収したいということでおっしゃっていて、工事

が完了後に、じゃあ、払下げしましょうという

ことになっておりました。

平成13年になりまして、工事が完了しました

ものですから、払下げをしたいということで測

量を行っております。そのときに初めて、アパ

ートも越境しているということが判明して、平

成14年に払下げの申請書を提出されたんですけ

れども、翌年、平成15年に相手方が一方的に払

下げを翻意されております。

それから、払下げの告示から20年たったら時

効取得になるということで、令和3年に裁判を起

こしたものでございます。

【まきやま委員】時効にはなったということで

すけども、本来は先に払下げをしてから許可を

下ろすべきだったのではないかと思うんですけ

れどいかがでしょうか。

【小川河川課長】委員がおっしゃるとおり、先

に払下げを終わらせていれば境界も確定されて

おり、このような問題にはならなかったものと

考えております。

【まきやま委員】分かりました。ありがとうご

ざいます。

続きまして、96号議案の平戸大橋のチェック

の件なんですけれども、これは何年に一度の間

隔でやられているのか教えてください。

【田崎道路維持課長】平戸大橋の点検は、令和

2年に行っております。道路法の改正によりまし

て5年に1回の点検となっており、詳細点検は5年
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に1回行っております。それから1年点検も、重

点維持管理橋梁ということで行っておりまして、

職員によって毎年定点を決めて行う点検を併せ

て行っております。

【まきやま委員】 1年に1回の職員による点検

も行っているということでしたけれども、点検

の際にちょっと腐食が見られる部分の発見とか

あった場合はどういう対応になっていますか。

【田﨑道路維持課長】軽微な対応でございまし

たら、その都度、工事を発注して対応というこ

とになります。

今回の場合は箇所も多くて、工事を別に発注

していたということもありまして、こちらの方

に追加をすることで対応したいと考えてござい

ます。

【まきやま委員】今回の腐食については、毎年

のチェックで上がってこなかったという認識で

よろしいですか。

【田﨑道路維持課長】当然、損傷の具合は把握

しておりましたけれども、だんだんと進行が進

んできたということでございます。

【まきやま委員】もし、毎年チェックして把握

をしているのであれば、その都度、その都度、

応急措置というか、修理をした方がものは長も

ちすると思うんですけれども、いかがかお考え

でしょうか。

【田﨑道路維持課長】 委員おっしゃるとおり、

その都度、軽微なうちに損傷を修理するという

ことは基本でございますので、基本的にはそう

いうふうな考え方でやってございます。

【まきやま委員】それでは、今後毎年のチェッ

クの際に、できる限り修繕も加えてやっていく

という方向でよろしいでしょうか。

【田﨑道路維持課長】事業費というか、工事費

の額にもよりますので、その都度出てきて軽微

で対応できるものであれば、点検後に補修を行

っていきたいと考えてございます。

【まきやま委員】 以上で終わります。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【田川委員】今の平戸大橋の補修ですけれども、

1年に1回と今、ご答弁ありましたけれども、点

検方法についてもう少し詳しく、事前の調査で

令和5年だったですかね、そのときはある程度軽

微だったのが、直近では結構大きな補修が必要

な場所になったという。そういうのを考えたと

きに、その点検はどうやって行っているのか。

下から見てするのか、具体的にもう少し説明願

えないでしょうか。

【田﨑道路維持課長】点検の方法でございます

が、5年に一度の詳細点検では、近接目視が基本

でございます。当然、平戸大橋みたいに大きな

橋になりますと、クレーン車を使って、そこの

場所を直接見るというやり方をやっております。

それは5年に1回です。

1年に1回というのは、職員ができる範囲です

ので、遠望目視も加えながらやっておりますの

で、高いところであるとか、桁の下であるとか

いうところは、見えないところが毎年の点検で

はあるということでございます。

5年に1回の点検では、全てそういうところを

点検しているということでございます。

【田川委員】ありがとうございます。5年に1回

はちょっと大規模に本格的に調査するというこ

とで。クレーンっていう手法もなかなか橋桁の

ところは発見の可能性も増すんじゃないかなと

思うんですけども、中央部等については新しい

技術のドローン等も使って30センチとかそうい

う近くまで、あるいは望遠でも映りますので、

そういう取組等についてのお考えはありません

か。
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【田﨑道路維持課長】委員ご質問のとおり、詳

細点検というのは、近接目視というのが基本に

なってございます。当然、近接まで行けないと

ころにつきましてはそういうドローン等も使っ

て、新技術を活用しながら、そういう損傷がな

いか、大規模な損傷がないかという確認をする

ことになりますけれども、基本は全て近接目視

ということに今はなっております。

【田川委員】基本は近接目視っていうことです

けれども、こういった多額の費用を要すること

につながってきますので、今からドローンで建

設、あるいは土木だけじゃなくて、農業も漁業

もそういう技術を活用していろんな場面で利用

可能になるんじゃないかなと思っていますけど。

ぜひ今後は、ドローンについてはもう少し積極

的に取り組んでいただきたいと思います。これ

はもう要望にとどめておきますのでよろしくお

願いいたします。

もう一点、先ほどまきやま委員も言われまし

たけれども、アパート、99号議案ですけれども、

埋め立てした後に、そして私から見ると善意の

第三者じゃないかなと思うんですけれども、ア

パートを建てた。相手方の方が払下げを申請し

た。

実は、逆に言えば、官民の境界線については、

行政サイドも慎重な調査をしたりすべきじゃな

かったのかなと私は正直思っています。ですか

ら、この議案そのものには賛成するんですけれ

ども、果たして行政サイドに落ち度はなかった

のか。調べるチャンスというのは、固定資産税

とかそういうので建物を建てたらそれを見に行

くわけですね。それがどこに建っているのか、

そこで、行政サイドが先に見つける、私はそれ

が最も理にかなった方法だと思うんですけれど、

その点についてのご見解をお願いいたします。

【小川河川課長】委員ご指摘のとおり、アパー

トが建つ当時にちゃんと境界線を県の方もしっ

かり確認しておいたら、このような事態といい

ますか、ここまで大きくはならなかったという

ふうに考えております。

【田川委員】本当に、何かこれを読んでいてか

わいそうになってですね。それで、自分から自

主的に申請して払下げお願いしますよとやった。

事前のお話によりますと、当時の所有者が変わ

って、なかなか意思の疎通ができなくて、こち

ら側から、行政サイドから訴えるという手法で

すね。和解で話がまとまるわけですけれども、

もうそういったことも含めて、今後はそういう

新しい埋立地、私も事例を幾つか知っているん

ですけれども、用心して、常に注意を払って、

官民の境界線についてはしていただかないと、

悪者になってしまうわけですよね。提訴されて

ですよ。行政サイドは、裁判というのはあまり

抵抗ないかもしれませんけれども、民間にとっ

て裁判を起こされると非常に苦痛になります。

ですから、そういうことがないようにしてい

ただきたいんですれけど、まず一点、そういう

体制づくりということについて、どのような対

策を講じられておられるのか。今後、あるいは

講じられるのかお尋ねいたします。

【小川河川課長】まず、官民境界っていうのは、

例えば今、現在は河川工事が終わったら境界杭

をちゃんと立てるとかそのような対応というの

が1つはいい手段かなと思っております。

官民境界については、今後も細心の注意を図

ってこういったトラブルといいますか、こうい

った問題が起きないように努めていきたいとい

うふうに考えております。

【田川委員】これもう要望になるんですけれど

も、今回の相手方に対して、やはり和解という
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ことで決着はつくんですけれども、過去に遡っ

て河川課長の責任では全くないと私は思うんで

すけれど、立場上、そういう時期に課長をされ

ている。ですから、当時の人からこういう経緯

なりましたけどという丁寧な謝罪じゃないです

けど、ご説明、行政が謝ることはなかなかでき

ないかもしれませんけれども、やはり誠意を持

った対応で、この和解に向けての話合いをして

いただきたいと思いますので、これも要望では

ありますけど、いかがですか。

【小川河川課長】和解という案件がきちんと片

付きますよう、誠意を持って対応したいと思っ

ております。

【田川委員】 よろしくお願いします。

【坂口委員長】 他に質疑はありませんか。

【冨岡委員】ありがとうございます。同様に99

号議案についてです。先ほどのご説明とあとは

まきやま委員と田川委員のご質問によってある

程度、経緯などについては承知いたしました。

あと、ご説明がちょっと足りなかったなと思

うのが、和解案の中で1,500万円ということで、

この1,500万円で売買することによって、もう全

てをチャラにしようっていうか、もう解決しよ

うという話なんですけど、この1,500万円の根拠

の部分、根拠というか、その合理性、妥当性に

ついて、ちょっとご説明が足りなかったかなと

思いますので、お話しいただけたらと思います。

【小川河川課長】 1,500万の経緯ですけども、

今後、土地を買っていただくというのは、土地

の現在価値を計ったら、1,384万1,000円という

ことになります。それに不当利得金を上乗せし

て1,500万円ということが相当だということで

判断しております。

これ、相手方の経済能力、財政能力とか、そ

ういったものを加味してのものでございます。

【冨岡委員】承知しました。ちょっと法律的に

ここの上のところですね、前回の令和6年8月8日

の裁判判決によると、損害賠償と表現している。

不法行為に基づく損害賠償請求の話なのか、先

ほどおっしゃられたように不当利得の話なのか

いいとして、額としてはとにかく、709万円、313

万円、85万円ということで、約1,100万円分の不

当利得なり、損害賠償請求が本来できるけれど

も、それを減額というか債権放棄というのか分

かりませんけれどもするんだということで。

その金額は、相手側の資力であるとかその辺

含めて大体1,380万円ですか、だったのを1,500

万にするということは、1,100万円ぐらいを、そ

れを120万円ぐらいに、もう我々としてはその辺

りが落としどころだということで納得してもら

いたいというような議案という認識でよろしい

でしょうか。

【小川河川課長】冨岡委員おっしゃるとおりで

ございます。

【冨岡委員】 承知いたしました。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第96号議案ないし第99号議案については、原
案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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【坂口委員長】ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおりそれぞれ可決

すべきものと決定されました。

次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明を求めます。

【高稲監理課長】政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づき、本委員会に提出いたしました土

木部関係の資料についてご説明いたします。

提出しております内容は、1,000万円以上の契

約状況一覧表、陳情・要望に対する対応状況、

附属機関等会議結果報告となっており、今回の

報告対象期間は、令和7年6月から8月までに実施

したものであります。

資料の2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約状況について、建設工事、

建設工事関連の委託、その他の3つに区分し、そ

れぞれ契約状況一覧表から入札結果一覧表の順

に添付しております。

次に、611ページをご覧ください。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

最後に、734ページから748ページまで、附属

機関等の会議結果を記載しております。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【坂口委員長】次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【本多港湾課長】長崎港元船地区の整備につい

て補足してご説明いたします。

観光生活建設委員会補足説明資料3ページを

ご覧ください。

左側の計画平面図のとおり長崎港元船地区整

備は、岸壁や道路などの黄色枠の公共事業とリ

ニューアル施設等の紫枠のＰＰＰ、ＰＦＩ事業

を組み合わせて実施することとしており、ＰＰ

Ｐ、ＰＦＩ事業の最初の手続となる実施方針の

策定の見通しと今後の予定として、ＰＦＩ事業

に係る今後の手続予定を令和7年2月議会で報告

しておりましたが、今後の手続の時期を見直し

ましたので、今回その内容を報告するものです。

右下のＰＦＩ事業に係る今後の手続予定の赤

い文字の時期を変更しており、変更に至った理

由は、今年度実施したサウンディングの結果、

ＰＦＩ事業の契約から、賑わい施設の開業まで

の期間が長いと投資リスクや物価上昇のめどが

立たないなどの意見があったことを受けての対

応となります。

次に、4ページをご覧ください。

下段に、前回と今回のスケジュールを示して

おりますが、その対応策として、ＰＰＰ、ＰＦ

Ｉ事業の開始時期を2年間後ろ倒しさせ、事業契

約から全体運営開始までの期間を短縮させるこ

とで、事業者のリスク軽減を図りたいと考えて

おります。

具体的には、これまでＰＰＰ、ＰＦＩ事業で

実施としていた工事の最初の工程となるＣ棟の

解体等を県が実施することに変更し、これに伴

うＰＰＰ、ＰＦＩ事業の開始時期が変更となり

ますが、解体を行う時期は前回から変更はなく、

スケジュールの右側に示す全体運用開始に変更

はありません。

最後に、次の5ページに示す様式が、今回、実

施方針の策定の見通しの公表を行う変更後の内

容となります。

以上で、長崎港元船地区整備についての補足

説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いします。
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【坂口委員長】次に、道路維持課長より補足説

明を求めます。

【田﨑道路維持課長】続きまして、補足説明資

料6ページをご覧ください。

道の駅251いいもりじゃがーロードについて

ご説明いたします。

現在、諫早市と県とで整備を進めております

道の駅251いいもりじゃがーロードが令和7年11

月1日に開駅いたします。

道の駅の概要についてご説明いたします。

諫早市飯盛町の一般国道251号において、県と

市で整備する県市一体型として進めてございま

す。

事業期間は令和元年度に着手して、令和4年度

より県におきましてトイレ・休憩情報発信施設

や駐車場の整備を、諫早市においては地域振興

施設などの整備を進めております。

事業費といたしましては、全体で17.6億円に

なり、その内訳として県が3.3億円、諫早市が

14.3億円となっております。

令和7年1月31日に、国土交通省にて道の駅の

登録を受け工事を進めておりまして、県内12番

目の道の駅として11月1日に開駅することとな

っております。

主な施設といたしましては、直売所などが入

る地域振興施設や休憩情報発信施設内にトイレ

23基、駐車場101台でございます。

以上をもちまして道路維持課の補足説明を終

わります。

【坂口委員長】次に、住宅課長より補足説明を

求めます。

【野口住宅課長】 同じ資料の7ページをご覧く

ださい。

諫早西部団地開発事業者の公募について、ご

報告させていただきます。

長崎県住宅供給公社が所有する諫早西部団地

は、平成10年度より造成、販売を開始した住宅

団地であり、全体面積78.7ヘクタールのうち、

現在約21ヘクタールの未処分地がございます。

公社は、昨年10月にこの未処分地全体を一括

して開発する事業者の公募を行いましたが、参

加表明者はおらず、今回、全体、一括に限らず、

部分的な開発も可能とした2回目の公募を本年3

月に行い、9月10日にＡゾーンの優先交渉権者を

決定、公表したところでございます。

引き続き、8ページをご覧ください。

今回決定しましたＡゾーンとは、ページ中央

のピンク色の部分、約5.2ヘクタールでございま

す。残るＢ、Ｃ、Ｄの3つのゾーンにつきまして

は、公社は再公募に向けた民間事業者のサウン

ディング調査を実施しておりまして、県としま

しても、速やかに公募が実施できるよう公社に

対し、引き続き助言、指導を行ってまいります。

以上でございます。

【坂口委員長】次に、道路建設課長より補足説

明を求めます。

【平道路建設課長】観光生活建設委員会、補足

説明資料追加1をご覧ください。

女神大橋で発生した死亡事故を受け、県とし

ての立場から、長崎県道路公社の監視体制に関

する今後の対応方針等についてご報告いたしま

す。

資料1、事故の概要をご覧ください。

去る9月13日土曜日午前2時55分頃、女神大橋

においてトレーラーが乗用車に追突した後、中

央分離帯を乗り越え、対向車線に飛び出して車

両防護柵等を突き破り、トレーラーの運転手が

車外に投げ出され海に転落し、死亡された事故

が発生しております。

なお、乗用車は駐停車禁止の車道上に約27分
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間停車しており、初めの約14分間はライトを点

灯、またはハザードを点滅しておりましたが、

事故直前の約13分間はライトが消灯した状態で

した。

2、報道の内容について説明いたします。

報道におきましては、有料道路の女神大橋は、

道路公社が24時間体制で監視する決まりとなっ

ているが、当時、監視員が席を外し、停車して

いる車や事故を見逃していた。

女神大橋には6台の監視カメラが設置されて

おり、約6キロメートル離れたながさき出島道路

の料金所近くにある管理事務所のモニターで監

視しており、異常があれば、拡声機で指示した

り、警察に通報したりしている。

夜間の監視員は1人で、事故当時は席を離れて

業務日誌を書いていた。監視員が事故を知った

のは、発生の約20分後だったなどの内容が報道

されております。

3、監視業務について説明いたします。

道路公社では、監視業務を外部に委託してお

り、ながさき女神大橋道路だけではなく、計3つ

の路線の機器モニターの監視及び道路情報盤の

操作を行っております。

監視すべき機器モニターには、監視カメラの

ライブ映像だけではなく、気象観測装置などが

含まれております。

なお、監視カメラの設置は、異常気象時や事

故発生時など道路の通行規制が必要な状況にお

いて、速やかに現場状況を確認し、規制等の対

応を行うことを本来の目的として設置しており

ます。

補足して説明いたしますと、監視カメラは駐

停車車両などによる事故の未然防止を目的とし

たものではございませんが、監視業務における

運用として、可能な範囲でカメラの映像を確認

し、駐停車している車両を確認した際に、設置

している拡声機を用いて注意を促したり、警察

に通報したりすることとしております。

4、今後の対応について説明いたします。

県といたしましては、道路公社を指導、監督

する立場から、今回の事故の重大性を重く受け

止め、今後、監視体制の実態把握を行い、他県

の道路監視体制も参考にしつつ、より実効性の

ある監視体制の在り方について検討してまいり

ます。

また、利用者に対して、駐停車禁止であるこ

との周知や注意喚起につきましても、関係機関

と連携して必要な対策を講じてまいります。

以上、女神大橋の監視体制についての説明を

終わります。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

書につきましては、承っておくこととします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【冨岡委員】 ありがとうございます。3点確認

させてください。

1点目は確認なんですけども、1,000万円以上

の契約状況一覧表で、4番、6番、7番、14番、22

番が全てエレベーターの改修工事について、随
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意契約となっています。その理由、何となく分

かるんですけども、その理由の部分を教えてい

ただけたらと思います。

【進藤営繕課長】エレベーター改修工事に関わ

るお尋ねです。

既存のエレベーターの改修になります。基本

的には、機器の更新改修でございまして、入居

しながらの改修になりますので、できるだけ停

止期間を短くするために、既存のエレベーター

を設置するメーカーと随意契約をして、必要な

機器の取替えを行っているものでございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

そうですね、ほかのところでお願いして、や

ってしまうと、もう利用もできないということ

で、そういうことは当然とは思うんですけれど、

でもそうしますと随意契約で、じゃあ向こうの

言い値っていうか、極論これ3,000万円から

3,500万円ぐらいになってますけれども、向こう

が5,000万円と言ってもしょうがないよという

話になるのかどうか、そういった契約交渉、あ

るいはほかのところに替えるような手段とかが

ないのかどうか、そこを教えていただけたらと

思います。

【進藤営繕課長】当然、何年か継続してやって

ございますので、前回の契約金額等、あるいは

今回の物価上昇等、あるいは人件費の上昇等、

そういったものを勘案して検討して決定してい

るものでございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

あとはすみません、43番、4ページですね。

こちら、一般国道202号道路維持工事（災害時

緊急対策工）、これについても随意契約となっ

ていますけれども、その理由を教えていただけ

たらと思います。

【田﨑道路維持課長】こちらは、長崎市の相川

町に起きました豪雨による道路災害でございま

して、道路災害の応急復旧ということで随意契

約で工事をさせていただいてございます。

緊急を要するということで、建設業協会と大

規模支援協定を結んでおりまして、そちらに加

盟している会社と随意契約をしているというこ

とでございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。当然、緊

急を要すると、すぐにでも工事しないといけな

いということで、そういった団体があってそこ

に通知したら、もうそこと自動的に契約を結ぶ、

そういう仕組みにそもそもなっているというこ

とでしょうか。

【田﨑道路維持課長】委員おっしゃるとおりで

ございます。

【冨岡委員】 それでは、175番の主要地方道平

戸田平線道路災害復旧工事、こちらについても

同様ということでよろしいでしょうか。

【田﨑道路維持課長】こちらの方も、平戸市の

高越町で発生している、土石流で道路が被災し

たことによる災害の応急復旧工事ということで

ございます。

【冨岡委員】すみません、ちょっと正確な名前

が出てきませんけど、その団体に言って、すぐ

にしてもらえると。してもらえる際に、先方が

あくまでここと決めたところにするのであって、

こちら側から、当然そこを原則とするとしても、

その中でももうちょっと安くできるところがな

いのかとか、そういった交渉などは一切できな

いものなんでしょうか。

【田﨑道路維持課長】建設業協会の方に依頼を

して、協会の方で選ぶということで。さらに数

社から見積りを取ってというやり方はやってご

ざいません。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。

【堀江委員】 堀江です。まず、追加で説明があ

りました女神大橋の監視体制の問題なんですけ

れども、これは、どういう意図を持って補足説

明となったんですか。

というのは、事故の概要だけじゃなくて報道

の内容、いわゆるマスコミで報道されました。

報道はこうなんですよと議会で説明をする。か

といって、今後の対応というのは、今の段階、

原因も含めて今、調査されていると思うので、

今後の対応というのは検討しますだけの話です

よね。議会に報道の内容を改めて示して検討し

ますって、どういう補足説明ですか。よく分か

りません。補足説明をした意図をまず聞かせて

ください。

【平道路建設課長】補足説明しました意図とし

ましては、説明資料の2番、報道の内容に書いて

いるところでございますけども、まず一番上の

ところ、道路公社が24時間体制で監視する決ま

りとなっているが、とか、道路公社が監視カメ

ラを用いて常時24時間監視することを前提とし

ているような報道が今回なされております。

そうではございませんで、もともと監視カメ

ラ自体は、本来、事故を未然に防ぐことを目的

として設置しているものではなく、異常気象や

事故発生などの際の通行規制を速やかに行うこ

とを目的としております。

そうした中、様々な業務がありますけども、

その可能な中で確認した際には拡声機とかで移

動するように促しているものでございまして、

報道に言われていることと、実態の業務という

のが少し乖離しているというところで、皆様に

誤解を抱かれないように今回、委員会で報告さ

せていただいているものでございます。

【堀江委員】 今の説明だとよく分かりますね。

だから、逆に言えば、報道の内容がこうだった

んだけれども、実際はこういうふうに運用して

いるというふうにね。横長にこう書くんじゃな

くて、報道の内容で、監視カメラは実際どうな

のかと。実際はこうなんですと。そこは事実を

伝えたいということで出されたのであれば、ご

めんなさい、読み取る私の力がなかったと思う

んだけれども、そういうところをきちんと出し

て補足説明をしますということを。そうしない

と、これ、しかも急でしょ。事前に出された資

料じゃないですよ、議会の資料としても。読み

込む力も時間もなかったと、これは私の弁明で

すけどね。

それを思えば、もう少しこの書き方ではなく

て、今言ったように、監視カメラ1つ取っても、

こういう報道があるけれども実はこうだったん

ですという、そこがもうちょっと分かる、これ

補足説明資料にすべきではなかったんでしょう

か。見解どうですか。

【平道路建設課長】委員おっしゃいますように、

今回、委員会に報告するその意図が不足した点

につきまして、おわび申し上げます。本来、そ

こをもう少し明確に書くべきだったと、今後、

そうしたところに留意して報告したいと考えて

おります。

【堀江委員】 そうしますと、例えば報道では、

防げた事故ではないかとか、そういう、報道が

ありますよね。そういったことについても、じ

ゃあ実際にでは今後の対応の中では、今後、検

討しますと。そしてさらに新たな対策を検討し

ますということで、今の段階としては、いろい

ろ含めて方向性が出せる部分ではないわけでし
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ょ。そしてまた原因もどこまで言えるかという

問題もあるわけですから。

そうしますと、私が例えばこの防げた事故で

はないか、ということに対してどうなのかとい

うことすらも、これは答弁できない範囲になっ

ていくんじゃないですか。そこら辺はどうです

か。

【平道路建設課長】委員おっしゃいましたよう

に、防げた事故ではないかということに関しま

しては、もしも監視員が常時停車した車両を発

見していれば、事故を防げた可能性があるとい

うことは否めないものと考えております。

しかしながら、24時間、1秒たりとも監視を見

続けるということは不可能でございますし、今

回、事故があったその時間帯にどういった状況

であったかというのを、その辺を我々としても

現状を確認することにより、通常の業務を行い

ながらも、監視モニターをできる範囲で監視で

きるような体制づくり、モニター監視の運用方

法であったりとか、あと監視員が報道の中で席

を離れていたと、さもそれが悪いことのように

書かれていますけれども、席を離れざるを得な

い状況もございました。

そうしたところで、モニターの前の席を離れ

るときは、どうしたときに離れるのか、離れる

ときのルールとはどういったものか、どういう

ふうなことに気づけば、もう少しモニターを見

る時間が増えるとか、気づくことができるとか、

そうしたものを具体的に道路公社とも話し合い

ながら今後のよりよい改善策、よりモニターに

気づくような取組というのを検討したいと考え

ているところでございます。

【堀江委員】つまり、県としては監視体制の実

態把握っていうのはこれからであって、実際ど

うなのかということは、これから十分に調査を

しないと、議会に対しても答弁できないわけで

すよね。

私が、例えば防げた事故ではないかというふ

うに私が質問したとしたら、そういうことも一

理あるかもしれないというふうに否定はしない

けれども、かといって肯定もできないというふ

うな、そういう答弁しかできないわけですよね。

だから、そういう意味ではこういう事故があ

った。そのことについては重く受け止めたいと、

そこは私もそうしてもらわないと困るし県民も

そう思っていると思うんですけれど、じゃあ、

それを議会に説明するという際に、いまだ実態

把握も今の時点でできていない、これからの対

応もこれから考えるというときに、議会への説

明の仕方がどうあるべきかというのはもっと検

討すべきではないかと思います。

もちろん、こういう事故がありましたという

ことを説明するというのは、それも1つの方法だ

と思いますけれども、そうであれば、通常のこ

ういう説明の仕方のような資料のつくり方では

なくて、報道と事実がどうだったかと。ここの

部分がせめてこの実態だけは知ってほしいとい

うことで、それは議会に説明しますという意図

で説明するのであれば、補足説明資料が今まで

の同じような形式ではなく、これ検討しなけれ

ばいけないと私は思うんですよね。そこは私も

評価しますけれども、でもそれは、私が質問し

て初めて補足説明の意図が何なのかっていうの

は、私は最初読み取れませんでしたし、ごめん

なさい。その文章を読んだだけでも意図が私は

読み切れなかった。

これは、私が読む力がなかったかもしれない

んだけれど、そこが、こういう場合、実態が把

握しない中で議会に説明するという際の補足説

明仕方というのは、非常に私は問われているの
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ではないか。

でも、しかしこれは県民にとっても大きな関

心事だし、今後どうなるのかという、そういう

県民の視点もあります。だからそういう意味で

は、補足説明したということは一定、評価しつ

つも、議会の論議になり得るのかなというちょ

っと私は率直に思ったので、再度見解を求めま

す。

【平道路建設課長】委員おっしゃいますように、

今回この事故を非常に重く受け止めていること

は事実でございます。13日の深夜に発生した事

故でございまして、テレビ局、新聞紙、各社多

数の報道機関から取り上げられていた状況でご

ざいます。こうした状況を鑑みて、先ほど説明

しましたけど、報道内容と事実が異なるところ

がございました。その点について、まずは委員

会で報告することが重要と考えたところです。

ただ、その報告の仕方につきまして、視点を

もう少し明確にして報告をすべきであったとい

うところを、今後きちんと整理した上で、何で

この委員会に報告するのか、そこをしっかり委

員にお伝えできるように、報告の仕方について

今後、精査してまいりたいと思っております。

【堀江委員】それで、一応、この女神大橋の補

足説明についてはその答弁、了といたします。

委員長、これでもう10分使っちゃったので、

2巡目のときにまたお願いをいたします。

【坂口委員長】 分かりました。

ほかに質問はありませんか。

【田川委員】 今の事故の件ですけれども、今、

ご説明なさったことを正式に報道関係者にきち

んと説明されたんでしょうか。1点だけお尋ねし

ます。

【平道路建設課長】道路建設課と長崎県道路公

社の関係でいきますと、県は公社を監督、指導

する立場にございます。

現在、県の方からは報道機関に対して直接説

明したことはございません。ただし、道路公社

が報道機関から取材を受けている旨は承知して

おります。その取材の中において、道路公社が

その質問に対してはきちんと説明をしていると

いうことは報告を受けています。

ただ、道路公社が報道機関に説明したけど、

報道機関の受け取り方とか、いろんな忙しい中

で誤解が生まれたものと考えております。そう

した誤解につきまして、今回、委員会で説明さ

せていただいた次第でございます。

【田川委員】確認ですけれども、今おっしゃっ

たことは、実は道路公社の方が報道機関に対し

てきちんと説明した。そもそも監視するのは事

故を未然に防ぐものではなくてっていうお話で

説明されているということでよろしいですね。

【平道路建設課長】公社の方からきちんと説明

していると聞いております。

【田川委員】 はい。ありがとうございます。

【坂口委員長】それでは、土木部関係の審査の

途中ですが、午前中の審査はこれにてとどめ、

午後は1時30分から再開し、引き続き土木部関係

の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

午前中に引き続き、土木部関係の審査を行い

ます。

質問のある方いらっしゃいますか。

【小林委員】長崎県の大きな懸案事項の1つで、

石木ダムがありますね。この石木ダムについて、
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知事の最近の動きと発言内容についてお尋ねを

したいと思っております。

国の事業採択を受けた石木ダム、これも半世

紀、約50年経過をすると、大変なものでありま

す。そういう中において、大石知事も頑張って

くださっていると思いますが、我々の記憶によ

ると、2023年12月に現地に行かれて、しかし、

13世帯の皆様方とは応対ができなかったと。お

話をすることができなかったと、こういうふう

なことを聞いておるわけです。

そして、それから約1年半ぐらいは全く石木ダ

ムについては大石知事の姿は見えなかったとい

うような状況であるけれども、先月の末頃、佐

世保の市長と地元の川棚町長、そして知事、3者

そろって初めてこの現地を訪れて、3者そろって

初めてというところにみそがあるわけですけれ

ども、当然、関係3名の市長とか、あるいは町長

とか、あるいは県知事とか一緒に行くわけであ

りますから、大きく報道されたことは論を待ち

ません。

そこで、なぜこの時期に3人そろって現地に行

かれたのか。ここは非常に大きなみそなんです

けれども、大体、佐世保市長も関係者、川棚市

長は地元の町長、それから県の事業というよう

なことだから、そんなこの関係者が何で9月の末

頃において3者そろって行かなければならんの

かと。もっと早い時期に3者そろって行くべきで

はなかったかという感じもするわけだけれども。

それはいろいろな戦略があるのか、考え方があ

るのか分からんけれども、とにかく3人そろって

行かれたと。3人そろって行かれた目的は一体何

だったのかと。

それで、それによって、3人行ったことによっ

て、何か成果が上がったのか、成果は何だった

のか、まずこの点についてお尋ねをしたいと思

います。

【小川河川課長】 先だっての知事と佐世保市

長と川棚町長の3者による現地視察の質問の件

ですけども、まず目的としまして、今年度、私

ども県が川棚町におきまして、技術的な説明会

を3回実施しております。その説明会の中で、知

事の出席を求めるご意見がございました。その

ご意見があったことから、説明会の出席に向け

てその前に現地を視察しておこうということで

現地に3者による視察に行かれたところです。

成果につきましてですけれども、なかなか先

ほど小林委員おっしゃったように3者で現地を

視察するというのは初めてでございます。佐世

保市長と川棚町長の方にも知事の方からお声が

けをして実現したわけですけれども、その現場

の進捗状況というのを3者によって確認できた

と、共有できたっていうことが成果じゃなかっ

たかなというふうに思っております。

【小林委員】今の答弁の課長の話では、要する

に目的は、今、この進捗状況を視察に行くとい

うことで、何もこの時期に行くこともなくても

っと早く行ってもらいたいと。これだけやっぱ

り懸案事項なんだから、3者が何度も行っても全

然おかしくないわけだよ。何で今初めて3者で行

ったのかということについての目的は何だった

のかと。進捗状況を視察に行ったんだと、こう

いうことで。

じゃあ、視察に行って、例えば13世帯の方々

とお話をするという、その考え方、その取組は

全くなかったのか。何も成果が上がってないと

言うけれども、何といっても13世帯の方々とお

話をして、ご了解をいただかなければいけない、

理解をいただかなければいけないと。

それが、3者そろって行く大きな意義があるん

じゃないかと私は考えるけれども、そういう点
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から考えてみて、13世帯の方々と面会を求める

とか、あるいは面会をお願いしたりとか、そう

いう流れは全くなかったのか。

【小川河川課長】当日、視察に行くときにも13

世帯の方にお会いしたいということで申入れを

いたしましたけれども、結果としては13世帯の

方にお断りされたというのが現状です。

【小林委員】 13世帯の方々とお話をしたいと

いう申入れをしたけども残念ながらお断りにな

ったと、こういう経過なんだな。そうすると、

3人行ったところで、今の進捗状況は見たけども、

要するに何か成果が上がったかと言われれば、

何も成果がないと。こういうようなことで今の

ご答弁だと思います。

そうしますと、今、長崎新聞等で書かれてい

る内容を見てみると、何で今、1年半ぶりに3者

かというようなことも含め、何か来年2月の知事

選挙のアピールかと、こういうことで揶揄され

ていると。そういうような状況で、テレビに映

ること、大きくクローズアップしてもらうよう

なこと、そんなパフォーマンスを求めて行った

かのような、そういう見方をされているという

ことは、率直に言っていささか残念と。本当の

狙いが、皆さん方に伝わってないと、こういう

ことが言えるんではないかと思います。

そこで一番大事なことは、この間の一般質問

初日だったかな、たしか溝口議員の質問に対し

て、知事は思い切った少し前向きな答弁もして

いるわけだな。

知事の答弁をちょっと見てみますと、令和14

年度の完成のためには、来年度中のダム本体工

事の発注が必要だと。来年度中のダム本体工事

の発注が必要だと。そのためには、支障となる

物件の撤去について責任がある判断をしなけれ

ばならないと。物件の撤去について責任ある判

断をしなければならないと。従来より踏み込ん

だ答弁をされているわけです。

そこでお尋ねしますけど、その本体発注に支

障となる物件とは何のことなのか、まずここを

お尋ねしたい。

【小川河川課長】本体発注の支障となる物件に

ついてのお尋ねですけれども、ダム本体の堤体

部のところに位置する団結小屋というものがご

ざいます。本体発注のところに直接関わってお

りますので、支障になる物件というのは団結小

屋ということになります。

【小林委員】支障となる物件が、13世帯ではな

くして、この住居でも13世帯の住居じゃなくし

て、団結小屋となることは一体どういうことな

のかお尋ねしたい。

【小川河川課長】団結小屋というのは、ダム本

体の建設に直接支障となる位置に存在しており

ます。

13世帯の住居につきましては、湛水池のとこ

ろに位置しますので、本体工事には直接支障が

ないところに存在しているところでございます。

【小林委員】 13世帯の住居ではないと。今、支

障のある物件というのは、団結小屋と。これは、

もう課長ははっきり言い切るわけだな。団結小

屋のことか。そういうことが支障となる物件と。

そういうことと同時に、知事が答弁したその

発言内容、責任のある判断をしなければならな

いと。責任のある判断をしなければならないと

いうのは、具体的にどういう意味を指している

のか。あなたは分かりますか。

【小川河川課長】団結小屋につきましては、県

が取得補償を行っております。したがいまして、

団結小屋は県の所有になっております。また、

土地についても、国の名義になっているところ

でございます。
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しかしながら、団結小屋の中に事業に反対さ

れている住民の方が置かれている動産があり、

今現在、不法占拠されている状態にあります。

したがって、一刻も早く動産を撤去していただ

き、明渡しをお願いしたいというところですけ

ども、今後しばらくの間、期限を切って任意に

よる明渡しのお願いを続けてまいりたいと思っ

ております。

なお、本体工事前に、団結小屋の撤去が必要

でありますけども、その対応については、知事

が判断されることであり、現時点で私の方から

申し上げることはできないという状況です。

【小林委員】ちょっと私の質問にあまり真正面

に答えてないような気がするな。なかなか難し

いよね、立場上。

ただ、今言うように、責任がある判断をしな

ければならないと、こういうことを言っている。

それが、要するに団結小屋というこの支障ある

物件というのは、団結小屋ということになって

いると。これ、あなたが明快におっしゃった。

知事の認識も団結小屋と。その物件という表現

を使っているわけだな。物件イコール団結小屋

と、こういうようなことだというが、やっぱり

新聞報道なんか見ると、このいわゆる責任ある

判断は、状況次第においては、いわゆる行政代

執行に踏み切る可能性を示唆したと思われる、

こういう、そんなことをやっぱり指摘されてい

るわけだ。

だから、あなたがね、責任ある判断は、そう

いうマスコミにおいては、状況次第においては、

行政代執行に踏み切る可能性を示唆したと思わ

れるとこういうふうに実は論説に書かれておる

わけだけども、あなたもそういうふうに受け止

めておりますか。いかがですか。

【小川河川課長】 繰り返しになりますけども、

先ほど申し上げたとおり、今後の状況を見なが

ら知事が適切に判断されることであるというふ

うに認識しております。

【小林委員】要するに、知事が適切に判断をす

ると。ということは、行政代執行でもやるぞと

いうことを、あなたも言っているようなものだ

ぞ。自分で言っていること分かっているか。知

事が判断をすると。こういう責任がある、こう

いう判断をしなければならないと、こういうこ

とについては、当然、議会においてどう答弁す

るかとか、この質問に対してはどういう内容の

答弁をするかと、いわゆる事前の勉強会があっ

ているはずです。

当然、この石木問題の重要な、そういう内容

については、あなた方と十分意見の交換をされ

ていると思うんですよ。そのときに、いいです

か、河川課長、あなたがこういう答弁をしなさ

いと。つまり、責任がある判断をしなければな

らないと、あなたが知事に言わせているのか。

それとも、知事が勝手に言っているのか、どっ

ちか。

【小川河川課長】知事の答弁において、私の方

が責任ある判断を答弁してくださいという、そ

のようなことは申し上げておりません。

【小林委員】責任ある判断をしなければならな

いという大変な重いこういう答弁を、あなた方、

事務方サイドがいかに専門家といえども、こう

いう発言は今、いかがなものかという状況から

考えて、そんな進言はしていないと、そんな事

前の打合せはやっていないということを明確に

言っているわけだな。もう一回ちょっと聞く。

はい、どうぞ。

【小川河川課長】ダムの最終年度であります令

和14年度の完成を目指すのであれば、来年度、

本体発注が最良であるということについては、
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私ども、知事も含めて認識しているところでご

ざいますけども、私の方から先ほど申し上げた

とおり責任ある判断というのを言ってくれと、

そういったことは申し上げておりません。

【小林委員】ちょっと質問の仕方を変えるけど、

団結小屋がいわゆる本体工事に支障になる物件

と、こういって、その物件とは団結小屋だとこ

う言っているわけだ、あなたは。

そうすると、当然あなた方については、さっ

きも言っているように、答弁をどうするかと、

これについてはどう答えるべきかと、答弁内容

をあなた方が明らかにしながら議論をするわけ

だよ。そのときに知事は、もうこの物件につい

ては、責任ある行動を取らなければいかんよな

と、こんなことをあなた方に言いましたか、言

わなかったですか、どっちですか。あなたが進

言したものじゃないと。知事はそういう発言を

あなた方にしましたか、どうですか。

【小川河川課長】知事としては、県民の命を守

る上で責任ある立場としてそのような判断をし

なければいけないっていうことをおっしゃって

います。

【小林委員】 もう一回言って。

【小川河川課長】知事としては、県民の命を守

る責任ある立場として、責任ある判断をしなけ

ればいけないということはおっしゃっていまし

た。

【小林委員】いま一つ、どっちの命かよく分か

らん。命、命があるぞ。

そういうことで、我々としても早くこの問題

は、13世帯の方々のご理解とご了解をいただい

て、いち早く、そして令和14年度の完成に向け

て、来年度中は本体工事のダム工事が進むこと

ができるようにと、それは心から願っているわ

けだよ。

しかし、代執行をにおわせるような発言とな

っていくと、うまくいっているものがとか、や

り方次第ではどうにかなるものが、かえってで

きなくなるという可能性もある。過去の例もい

ろいろあったわけだよ。そういう点から考えて

みて、やっぱり何ていうか、知事がこうやって

誤解を招くようにとか、あるいは代執行をにお

わせるような発言ということになってくると、

ますます現地は、13世帯の方々は、やっぱり頑

なになってしまうと。こういうことは分かって

いるはずだと思うんだよな。

だから、そういう点からしてみて、あなた方

と十分に本当の、そういう、きちんと打合せの

上で、これを進捗させるためにはどういうよう

な発言をしなければならないかと。これが十分

できてなくて、結局1人迷走しているような、そ

んな意味合いに受け止めてしまうと。そして、

ひょっとしたら行政代執行をやるんじゃないか

と、こういうような受け止め方をされていると。

これは、やっぱり考えていかなければいかんこ

とだと思うんです。

それで、やっぱり団結小屋、これは、所有権

も県側にあるわけでしょ。そういうところから、

法律的には、この団結小屋が不法占拠されてい

るということは大体分かるわけだ。

しかしながら、そういう団結小屋を強制撤去、

代執行に踏み切るとどのような状態になるかと

いうことは、大体語らんでも理解ができると思

うんですよ。ですから、そういう点から考えて

みても、やっぱり知事の発言は重いんだから、

佐世保を含め、県北の皆さんの方の、そういう

水の確保ということは、いろいろアピールした

いことは分かる。それは理解をするけれども、

やっぱりその発言が、またうまくいくものもう

まくいかなくなってしまうとか、やっぱりいろ
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んな各方面に誤解を与えるような、そんな発言

じゃなくして、もう少し分かるような言葉で、

しっかりと誤解を生まないような発言をしなけ

ればならないんじゃないかと。

これから、副知事なんかもおるわけだし、ま

た新しい部長も来ているわけだし、もう少しこ

ういう点については、よくよく語り合いながら、

意見の交換をしながら、長崎県の方針をきちん

と前進させていただきたいと。こんな思いをす

るけども、部長、あなたこのことに答えられる

か、何か。国交省だろう。やってくれ。

【山内土木部長】今回、一般質問において知事

が踏み込んだ発言をされたこと、またそれが報

道においてどのように捉えられたかということ

は重々承知をしております。

知事としては、今回申し上げたかったのは、

再評価を受けて令和14年度までに完成するとい

うことを、知事自身が決定されたことですので、

それを守るんだということが知事の思いという

ふうに承知をしております。

そのためには、工程を遡ると、令和8年度中、

来年度中の本体工事の発注が必須になるという

ことでございまして、それを責任を持って遂行

していくというのが知事の思いかと思っていま

す。

その際に支障となるのが、いわゆる団結小屋

でございまして、それについてはその状況に応

じて必要な判断をするということを知事はおっ

しゃったのかなというふうに考えております。

一方で、その工事工程を守りつつも13世帯の

方にご理解いただきつつ事業を進めることが最

善ということに知事のお考えは一切変わりあり

ませんので、併せて事業の進捗をこれから進め

ていくということかというふうに承知をしてお

ります。

【小林委員】最後に部長から明快なお答えをい

ただいたと思いますが、要するに今回の知事の

発言が、何か行政代執行的な、そんな疑いを持

って何か取られると。こういうことが、石木ダ

ムの工事を推進する上において果たしてどうな

のかと。確かに令和14年度の完成、逆算してみ

れば、来年度いっぱいでダムの本体工事をやら

ないといけない。そのために団結小屋の問題が

あるというようなことをもって、ここに判断を

しなければいけないと、こういうことを言われ

ると。

これは、知事の1人の発言で、今まで皆さん方

とやっていただいている状況の中で、土木部長

にも何の前触れも、何か意見交換もなかったん

ですか。1人で走っているのか。どうなんですか。

【山内土木部長】 まず、1人で走っているとい

うことはございません。知事の答弁については、

関係部局とも綿密に打合せをした上で知事にど

のようなご発言をしていただくか、もちろん知

事のお考えがあってそれを事務的に支えるのは

我々の役割ですので、事実関係を整理して知事

がどのようにおっしゃるのかということは、知

事が決定されるというところでございます。

今回、行政代執行という言葉が出ております

けれども、知事の方から行政代執行について言

及しているわけではないのかなというふうに承

知をしております。

ただ、責任ある判断というのがそのように捉

われているところでございます。知事は、行政

代執行についてほかの場面で問われることがあ

ると、肯定もしないし、否定もしませんという

ことで、今の時点では何ら判断を持っていない

というところかなというふうに考えております。

【坂口委員長】 ほかに質問はありますか。

【中村(一)委員】私、一般質問しましたけれど
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も、再質問について、ちょっと質問が足りませ

んでしたので、確認の意味で3点について、一応、

答弁をお願いしたいと思います。

諫早市のゆめタウンの開業に伴う周辺道路の

整備についてですが、南島原市、諫早市へのア

クセスについては、雲仙市、小浜町から愛野町

を経由するルートがありますが、このルート上

で進められている国道57号富津防災について現

在の進捗状況をお尋ねします。

【平道路建設課長】国において進められている

国道57号富津防災につきましては、これまでに

測量や地質調査、設計などが進められておりま

す。

今年度は延長3.4キロメートルの全区間にお

いて用地調査が実施され、協力が得られる箇所

から順次用地交渉に着手する予定であると伺っ

ております。

県としましては、引き続き富津防災の整備促

進につきまして、国に対し働きかけてまいりた

いと思います。

【中村(一)委員】ありがとうございます。用地

買収に今、かかっているというようなことで、

この用地買収の進捗状況というか、大体どのぐ

らいかけて、用地買収をするのか。その辺はど

のようにお聞きですか。

【平道路建設課長】用地買収、用地取得につき

ましては、これから着手するということですの

で、期間については用地の協力体制とかそうし

たものがありますので、まだ国からいつまでと

いうのはお聞きしておりませんけども、速やか

に工事に着手できるよう国・県・市が連携して

取り組んでまいりたいと考えております。

【中村(一)委員】ありがとうございます。でき

れば、この用地買収が一番最初ですので、円滑

に進むように国の方にも訴えていただきたいと

思います。

2点目に、島原道路の半島内の各工区の進捗状

況についてお尋ねをいたします。

【平道路建設課長】島原半島内につきましては、

現在、県で3工区に分けて整備を進めております。

まず、瑞穂吾妻バイパスにつきましては、9割

を超える用地を取得し、現在、大型管渠の設置

工事を行っているところでございます。

続きまして、有明瑞穂バイパス、こちらにつ

きましては、約4割の用地を取得し、今年度から

橋梁の工事に着手することにしております。

出平有明バイパスにつきましては、用地取得

が昨年度完了し、早期開通に向けて残る工事の

進捗を図っているところでございます。引き続

き、島原道路全線の完成に向け、重点的に整備

に取り組んでまいりたいと考えております。

【中村(一)委員】ありがとうございます。着々

と進められている状況がうかがえます。

また、南島原市の深江から口之津間も、部長

等も南島原市、振興局と話し合って進められて

いると思いますけども、なかなかそっちの方は

進まないでいますけども、部長も当然、この間、

要望に来たときに、とにかく南島原市の今、現

状を見てくれよというようなことで言っており

ました。部長、見ましたか。南島原市。

【山内土木部長】委員からも言われまして、先

週ようやく島原1周することができました。改め

て島原1周してみると、それぞれの置かれた厳し

い状況ですとか、地域の方の声とかお聞きしま

して、道路ネットワークの必要性ですとか、事

業の必要性について、改めて認識を新たにした

ところでございますので、引き続き推進してま

いりたいと思います。

【中村(一)委員】ありがとうございます。本当

に今、南島原市の現状を見たときに、100人が100
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人、やっぱり道路状況が悪いと言うような状況

ですので、もう本当にこれ合併当時5万5,000人

おりましたけど、今3万8,000人、毎年1,000人ず

つ減っています。道路事情等もあって、そうい

うような誘致企業とかも来ませんので、できれ

ば、早急にまた目星をつけていただきたいと思

いますのでどうぞよろしくお願いします。

また、もう一点、令和4年度から事業を進めら

れている県道山口南有馬線の井手清水工区の進

捗状況についてお尋ねをしておきます。

【平道路建設課長】井手清水工区につきまして

は、これまでに測量設計を進めてきております。

昨年1月には、地元説明会を開催し、現在、用地

取得を進めているところでございます。引き続

き、南島原市と連携しながら着実に事業を推進

してまいりたいと考えております。

【中村(一)委員】ありがとうございました。こ

の山口線も、南有馬町の悲願の道路ですので、

ぜひとも完成に向けて進捗をしていただきたい

というふうに思っております。

今年の8月、9月、南島原市付近に線状降水帯

が発生をしております。市内では1時間に約80か

ら90ミリを超える非常に猛烈な豪雨が観測をさ

れました。口之津では6時間で257から281ミリの

降雨となり、観測史上最大、また平年の9月雨量

の1.5倍から6倍に達しております。このときの

被害状況をまずお伺いいたします。

【小川河川課長】 9月10日、線状降水帯の発生

もありまして、南島原市では、時間雨量93ミリ、

24時間で319ミリという猛烈な雨を記録してお

ります。この雨によりまして、災害の発生状況

ですけれども、現時点での公共土木施設災害の

県内においてはこの南島原市の市の管理の施設

災害のみでございまして、全部で25件発生して

おります。

内訳としましては、河川8か所、道路15か所、

橋梁2か所の災害報告を現時点で行っていると

ころでございます。

【中村(一)委員】 河川8か所、道路15か所、の

り面の崖崩れは道路に入っているんですか。

【小川河川課長】のり面の崖崩れっていいます

のは、農林の方だと思うんですけども。

【中村(一)委員】分かりました。土木の方も多

分ご存じだと思いますので、その辺は、お互い

横の連携を持って被害状況を聞いておりますか

らね、前もってですね。崖崩れが何件あったの

か、河川は県の2級河川の管理でしたけれども、

その辺もできれば、今後においては、被害状況

ですので。ただ、この所管の被害状況を聞いて

おりませんので、その辺はちょっとよく考えて

答弁していただきたいと思います。

河川のことですけども、非常に今、土砂の堆

積が県内どこでも一緒と思うんです。非常に堆

積して、もう大雨が降ったりとか、大潮とかそ

ういったときに、もうぎりぎりの状況になって

おります。

今回も、口之津町、南有馬町においてあと30

分、あの豪雨が続いていたら、かなりの被害が

出ていたと思うんですよね。ただ、その30分が

ぎりぎりの状態だったんですよね。開田公園と

か、あるいは川の側面も全てぎりぎりの状態か、

あるいは5センチアップしておりますので、その

辺の道路の堆積あたりの除去についてどのよう

に考えておられるのか。

【小川河川課長】河川水位の上昇といいますの

は、土砂の堆積等も幾らか影響していることと

思います。

実際、南島原市の田町川におきましては、浸

水被害とか発生しておりますけども、それは河

川の水位が上昇したことによって、内水がはけ
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なかったというふうな状況は報告があっており

ます。その区間においても、土砂の堆積が上下

流にあるっていうことで、今後、現地の調査を

行いまして、緊急浚渫推進事業の活用も念頭に

置きながら、早急な対応を検討していきたいと

いうふうに考えているところです。

【中村(一)委員】2級河川の橋等も2つの橋が被

害に遭ったんですけれども。その辺の被災状況

も当然されておりますけども、そこには、民家

が上に2軒、いわゆる車が通る道ですね橋ですね。

近くにはアパート、あるいは家等が5、6軒ある

んですけれども、今後の復旧はどのように考え

ておられるのか。

【小川河川課長】被災を受けております橋梁の

災害につきましては、管理者である南島原市の

方が災害の申請から復旧まで行うことになって

おります。

また、今後の手順としましては、年内に災害

査定を実施しまして、その後速やかに復旧工事

を発注し、令和8年度中の完成を目指すことにな

るというふうに考えております。

橋梁災害の場合は、査定前に国と事前協議を

実施しなければならないとか一定のノウハウが

必要になってきます。県としても、南島原市に

対しまして助言、指導を行いながら申請から復

旧までしっかりとサポートしていきたいという

ふうに考えています。

【中村(一)委員】早く復旧できるように願って

おります。

それと、かなりの国道あたりが道幅から30セ

ンチ、20センチとあったんですよね。そのとき

に土砂あたりが国道とか、あるいは県道とか堆

積していると。そういったときには、振興局に

ある道路パトロールですかね、黄色い車、そう

いったものはどのような動きをするんですか。

【田﨑道路維持課長】 9月10日の雨のときです

けども、豪雨ということで雨がやんだ直後から

パトロール等々行っております。まずは、交通

優先ということで、国道、県道に堆積した土砂

を、このときは5か所撤去しております。

事前通行規制の区間が南串山町の赤間から加

津佐町の権田区間につきましては、朝の6時半か

ら夕方の6時半まで12時間通行止めを行ってお

ります。こちらの通行規制を解除するときには、

土砂の除去等を行った上で、安全の確認をして

開放しております。

【中村(一)委員】赤間―権田間は今年になって、

何回ぐらい通行止めですかね。

【田﨑道路維持課長】 令和7年度は今まで4回、

計32時間ほどの通行規制となってございます。

【中村(一)委員】雨が降るたびに赤間―権田間

は、もう通りも少ないし時間雨量30ミリ時間、

日間雨量200ミリですかね。そういったときに通

行止め、4回で済んでいるけど、そうでもないな

と思っていますけども。

地域の人はどうしても、もう雨が降ったら怖

いというようなことで、あそこは通らないとい

うようなこともあります。いろいろ工事はされ

ておりますけども、その工事がなかなか進まな

いということで懸念をしていますが、あの道路

パトロールは、島原振興局管内には何台あるん

ですか。

いいです、何台あるのはいいです。あの道路

パトロールは、どういった状況でパトロールを

されているのか。島原半島を一巡にしておるの

か、毎日毎日、土曜日曜もなく関係なくしてお

るのか。それをどのように把握されております

か。

【田﨑道路維持課長】島原振興局のパトロール

体制ですけども、直営のパトロールが2班、民間
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に委託しているパトロールが2班、計4班ござい

ます。

この4班で島原半島の振興局管内の道路パト

ロールを行っております。交通量に応じて、交

通パトロールの頻度を決めてございまして、交

通量が5,000台以上であれば1週間に3回程度、

1,000台から5,000台については1週間に2回程度、

1,000台未満については1週間に1回程度という

ことで、パトロールの頻度を決めておりまして、

この4班で島原半島を網羅しているということ

でございます。

【中村(一)委員】今回の豪雨においては、加津

佐、口之津、南有馬、北有馬町が一番降雨量が

多かったんですよね。

当然、先ほども言ったように、国道に土砂が

堆砂して、なかなか災害協定を結んでいる町で

は建設業者が来たんですけども、口之津町にお

いては、災害協定をしている建設会社が少ない

というようなことで、かなり国道のところに堆

砂して、民間の普通の人がスコップを持って国

道のところをしていたんですよね。その辺で、

何で道路パトロール車がその辺を把握してなか

ったのかなというような思いなんですけれども、

その辺は聞いておりますか。

【田﨑道路維持課長】先ほども申し上げました

けども、土砂の流出があったところについては

対応していますが、今、委員おっしゃったとこ

ろについては、道路は通れたということもあり、

その箇所についての確認はできていなかったよ

うですので、そちらについては、引き続きパト

ロールを徹底してまいりたいと考えてございま

す。

【中村(一)委員】本当に南島原市の災害協定を

結んでいるところは、建設業者、町はある程度

率先してやってくれます。だから、見えないと

ころの部分が、今回も口之津は特にゼロ地帯で

すので、海面とあれが一緒ですからね。結構、

土砂が上がるのが多いんですよね。その辺もパ

トロール車がせっかく多いので、重点的にとは

言いませんけども、よく見るようにしておいて

いただきたいと思います。

それともう一点、道路パトロール車あたりは、

国道にある草とか、そういったものは管理しな

いんですか。

【田﨑道路維持課長】道路を管理しております

ので、植栽の状況等は把握しておりますが、パ

トロールで作業自体は行っておりませんので、

別に工事を発注して除草作業等を行うことにな

ります。

【中村(一)委員】 251号線あたりは、もう一回

確認していただければいいけども、私は毎日そ

こを通って県に来ていますので、かなり草木が

国道の白線からはみ出てしておりますので、そ

の辺も一応、振興局さんは見ているんでしょう

けども、ちょっとこういうこともあったよとい

うようなことで言っていただければと。

あそこを通行される方もおられるんですよね。

白線の内側をですね。かなり現状は非常にそう

いうような状況であります。

それと、もう一つは、県が管理している公園

みたいなところの草木、その辺は土木の所管じ

ゃないんですか。

【真鳥都市政策課長】県の方が管理している公

園は、島原半島でいいますと百花台公園のみに

なります。あとは市が管理している公園になろ

うかと思います。

【中村(一)委員】 分かりました。あれは、中尾

川のあるところは公園じゃなかったですもんね。

あれは、管理地の管理の道かな。あそこも、行
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ったらもう草木が、私が把握しているだけでも

5年間は通行止めでなくて、入らなくして、現状

を見てください。いっぱい、草が物すごく生え

ていますよ。それでのり面等も草木が下げて、

非常に私の感じでは、いやあ、これすごいねっ

ていうような感じで言ったんですけれども、な

かなかそういったよう手をつけられませんので、

そういった部分においても、ちょっと振興局の

方にも言っていただければというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。

今度、緊急浚渫事業が令和6年度で時限的な事

業でありますけれども、5年間延伸されたことで

令和12年度までの事業となり、非常に助かって

いるところであります。

同様に災害発生の予防や災害拡大の防止に活

用している緊急自然災害防止対策事業について

も、河川管理のためには大切な事業だと考えて

おりますので、本事業は、令和7年度までの時限

事業であることから、緊急浚渫推進事業と同様、

適切な延伸を国に対して強く要望していただき

たいと思います。終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【まきやま委員】 お疲れさまです。それでは、

私からは石木ダムについて質問いたします。

国交省から来ていただいている山内部長に質

問いたします。

まず、ある特定の地域の流域雨量を調べる場

合なんですけれども、その当該地域の雨量計の

データを用いることは基本ですよね。そして、

もしその雨量計がなかった場合に、近隣の雨量

データから推定するということもあり得るとい

う理解でよろしいでしょうか。

【山内土木部長】国交省から来ているからとい

ってあまり詳しいわけではないんですけれども、

今おっしゃっているのはまさに石木の話かと思

いますが、委員もご案内のとおり、当時、計画

を策定するに当たって、本来でしたら流域内の

雨量計があればそれが一番いいということは、

技術者としてよく分かりますが、残念ながらそ

れがなかった。時間雨量が必要なところ日雨量

しかなかったというところですので、そのとき

の手段として近傍の佐世保のデータから相関関

係を取って、それを技術的にちゃんと検証した

上で使用しているということはあり得るのかな

とは思っています。

各流域河川によって事情が違いますので、そ

れは当時の計画を立てるときの判断であって、

正しかったのかなというふうに考えております。

【まきやま委員】それから、また部長にお聞き

します。

今度4回目の説明会なんですけれども、知事は

出席していただけるでしょうか。

【山内土木部長】知事としては、従前から申し

上げているとおり13世帯の方とお話をさせてい

ただきたいという思いは一貫して変わりません。

ですが、13世帯の方のご意向といたしましては、

市民委員会の方に委任をされてお話をするとい

うことがご希望でしたので、私どもとしてはち

ょっと調整させていただいて、今まで1回から3

回については、13世帯の方と市民委員会の方に

対してご説明させていただいたところでござい

ます。

知事も13世帯の方にご説明させていただく機

会をいただきたいというのは、従来から変わり

ませんので、今、第4回に向けては調整をしてお

りますが、何とか双方の合意するやり方で調整

をさせていただきたいというふうに考えており

ます。

【まきやま委員】今の答弁で調整がうまくつけ

ば出席がかなうということで理解いたしました。
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次に行きます。

先ほど部長から説明がありました石木ダム推

進についてというところの文章なんですけれど

も、まず、その市民委員会の説明会で成果は得

られましたでしょうか。部長じゃなくても大丈

夫です。

【岩永河川課企画監】市民委員会の説明なんで

すけれども、今年度になって3回、4月、6月、8

月と3回にわたって説明会を開いております。そ

の中で、市民委員会の方を通してなんですけれ

ども、13世帯の皆様、住民の皆様にも来ていた

だいて説明を聞いていただいているという状況

でございます。その中で、もともとそうなりま

した経緯といいますのが、住民の方から自分た

ちでは技術的な専門的なことは分からない部分

もあるので、専門の方も入れてほしいというよ

うなご希望がございましたので、県の方としま

しては、説明すべき相手は、事業の当事者であ

る13世帯の方ということは従前から変わらない

んですけれども、市民委員会の方同席の上でも

13世帯の方がいらっしゃるのであればというこ

とで説明会を開催したところでございます。

その中で、広範囲にわたって治水計画であり

ますとか、地質とか環境の話、覚書の話等もご

ざいましたけれども、ご説明をさせていただき

ました。その中で、市民委員会の方々からも一

定の評価といいますか、共通認識は持てたとい

う言葉をいただいております。

ただし、依然として議論が平行線になってい

るというところもあるということでございます

ので、我々とすれば、誠意を持って13世帯の方

に向けて事業の必要性等について説明をさせて

いただいたというふうに認識をしております。

【まきやま委員】休日の日に一生懸命取り組ん

でいただきましてありがとうございました。せ

っかく税金を使って取り組んでいるもので、成

果が得られたのであれば、幾つかの項目のうち、

幾つ疑問が解消したという文章をきちんとこの

石木ダム推進についてというところに加えたら

どうかと思いますけれども、いかがでしょうか。

【岩永河川課企画監】各項目について全てご理

解を得られたというわけではございません。例

えば、治水計画のある部分については共有でき

たというようなこともありますので、全ての項

目にわたって、例えばこの項目について全て理

解をしたというような結果ではないというふう

に認識しておりますので、なかなか幾つ、何項

目理解を得ることができたっていうのは、少し

難しいのかなとは思っておりますけれども、各

項目について説明をさせていただいている状況

というのは、何らかの形でＰＲできればと思っ

ております。

【まきやま委員】では、県としてはっきり疑問

が解消されたという項目は何点ありましたか。

【岩永河川課企画監】先ほど申しましたとおり、

この項目について完全に理解を得られたという

ようなことはまだないかと思いますけれども、

例えば環境の話であるとか、地質の部分である

とか、こういったところは、一定の理解は得ら

れたのではないかなというふうに考えておりま

す。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

次に、結構、昔に裁判が行われていると思い

ますけども、その際に県が提出した書類で、川

棚川流域の流域平均雨量は、同流域に雨量計が

存在しなかった昭和22年から昭和60年までは、

以降、ありますけれども、実際はどうだったん

でしょうか。

【岩永河川課企画監】この事業認定取消訴訟に

つきましては、平成27年の11月に事業に反対す
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る住民の方、その支援者の方から提訴されてお

りまして、国が被告となっております。

最終的に最高裁で結論が出たのが、令和2年の

10月ということになっております。その中で、

今、委員からご質問がありました雨量の話がご

ざいましたけれども、昭和22年から昭和60年ま

で、川棚川流域に雨量計はございましたけれど

も、それがその日雨量ですね、1日で何ミリ降っ

たという日雨量のデータしかないものであった

りですとか、時間雨量があっても、例えば欠測

が多かったりということがございまして、川棚

川の治水計画を策定するのに必要な雨量、24時

間雨量、それから3時間雨量、こちら、川棚川、

中小河川ということになりますので、洪水に影

響を与える短い時間の雨量、3時間の雨量という

のが必要となります。この時間雨量を有してい

る雨量局が昭和60年以前はなかったということ

でございます。

昭和61年以降は、流域内に雨量局ができまし

て、その時間雨量が測れるようになったという

ことがありますので、その昭和61年以降の流域

内の雨量局のデータを使った流域平均雨量と先

ほどありました近傍の佐世保雨量局のデータ、

両局のデータの相関を取って、その相関係数か

ら佐世保雨量局の0.94倍の値を川棚川流域平均

雨量として採用して、川棚川の治水計画を作成

しているというところでございます。

【まきやま委員】雨量計があったと分かったの

はいつになりますか。

【岩永河川課企画監】これは、あったというの

は、もう当初から分かっておりましたので、そ

の計画を立てるときから知らなかったというこ

とではなくて、あったということは認識した上

で、計画を策定しているということになります。

【まきやま委員】それでは、平成23年の3月6日

の地権者との意見交換で、川棚川流域に昭和60

年以前には、雨量の資料はないと断言されてい

るんですけれども、これは虚偽になりますか。

【岩永河川課企画監】そのときの経緯について

はっきり把握しているわけではございませんけ

ども、先ほど申しましたように、時間雨量のデ

ータが存在する雨量局がないということを言わ

れたのではないかというふうに考えております。

【まきやま委員】でも、この0.94っていうのは、

日雨量で導き出したものですよね。ということ

は、日雨量はありましたよね、データはね。な

ぜ、この実測値というか、実際の流域のデータ

を使わないんでしょうか。

【岩永河川課企画監】まず、先ほどから申して

おりますけれども、川棚川の治水計画を立てる

ことに対しては、24時間雨量だけでなく、3時間

雨量も必要となります。これがやっぱり中小河

川でありますので、洪水に影響を与えるこの3時

間雨量というのも必要になってまいりますので、

それが分かるための資料、時間雨量になります

ので、それがどうしても必要だったということ

になります。

【まきやま委員】その3時間雨量ということに、

日雨量で求めた0.94を使っているのが、以前言

ったように統計的に誤りということです。次に

行きます。

佐世保市に降った、例えば100ミリ降ったら、

川棚川流域に96ミリぐらい降るという計算なん

ですけれども、実際、昭和42年7月に大きな雨が

降ったとき、佐世保市には204ミリ降っているん

ですけども、川棚川の流域には76ミリなんです

よね。だから、こういった相関を使うときに非

常に回帰式を重用するっていうのがすごい問題

があると思うんですけれども、その点はいかが

考えますでしょうか。
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【岩永河川課企画監】委員おっしゃられますよ

うに、ある特定の雨に対しては、例えば佐世保

雨量の0.94倍になっていないというご指摘がご

ざいましたけど、それは当然そういった場合も

あるかと思われますけれども、我々が計算して

おりますのは、その各時々の雨が、佐世保雨量

局の雨に対して、川棚川流域平均雨量で何ミリ

になるということを正確に出そうとしているわ

けではなく、あくまでも確率雨量、100年に1回

にどれぐらいの雨が降るかっていうことを出す

ことを目的にこの雨量の計算をしております。

これにつきましては、先ほど日雨量が昭和22

年からもあったということを申しましたけれど

も、昭和22年から昭和51年まで、流域内で気象

庁の川棚と上波佐見観測所の日雨量データがご

ざいます。この値を用いまして、その後は流域

内に新たに設置した時間雨量のものを含めまし

て100年に1回の確率雨量がどれぐらいになるか

っていう計算も検討しております。

その中で、もともと佐世保雨量局のデータだ

けを使った確率雨量と比較して大きな違いはな

いということで、その妥当性を確認、チェック

しているということでございます。

【まきやま委員】では、洪水流出モデルについ

て、実績の洪水水量で検証していないのはどう

してでしょうか。

【岩永河川課企画監】実績の洪水流量というこ

とでございますけれども、先ほどの100年に1回

の雨が降ったときに、川棚川流域にどれだけの

流量が流れるということを流出計算モデルで検

証をしております。その中で、昭和63年とか平

成元年、平成2年ですか、このときに実際に降っ

た雨をその流出計算モデルに入れて、計算をし

ております。

それと、実際に川棚川流域で水位観測を行っ

ておりましたので、そこから計算される流量と

比較して、そこでそのモデルが間違いないと、

正しいものだということを確認しておりますの

で、その実測の数値を用いてこの流出計算を行

っているということに間違いはないかと思って

おります。

【まきやま委員】それでは、なぜ令和3年8月の

洪水時の流量データでは検証はされてないんで

しょうか。

【岩永河川課企画監】まず、この石木ダムの計

画ですね、皆さんよく50年前の計画と言われる

方もいらっしゃるんですけれども、正式に決ま

ったのが、平成17年、河川整備基本方針、その

後、河川整備計画ができておりますけれども、

その中で最終的に石木ダムの計画が位置づけら

れております。約20年前ですね。そのときに、

先ほど申しました平成元年とか平成2年の雨、そ

れからその流量を用いて妥当性の検証をしてお

るというものでございます。

その際に、平成17年に決まった計画がもう固

まっていたということがあります。令和3年8月

につきましては、当然水位計を設置しておりま

したので、流量の推測というのはできます。そ

の流量は、我々が川棚川に100年に1回の大雨が

降ったときの流量までは6割とかそれぐらいの

流量にしかなっていなかったということでござ

いますので、そこで改めて計画を見直す必要性

はないというふうに判断したというところでご

ざいます。

【まきやま委員】平成23年の3月6日ですね、先

ほどの地権者との意見交換のときに、地権者の

方から流量も測りなおさなければいけないとか、

それをしていないということで指摘を受けてい

ますけども、長崎県の回答として、していなか

ったということです。過去のデータの蓄積努力
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を怠ったということについては、そのとおりだ

と思いますという発言があっていますけれども、

今はデータはきちんと取られていて、検証もさ

れているんでしょうか。

【岩永河川課企画監】各河川に水位計を設置し

ております。その水位計で大雨のときの洪水時

の水位も分かりますので、それから流量の変換

もできるようになっておりますので、大雨が降

りました際には、そういったことで流量の換算

をして、計画の妥当性、要するに計画の必要性

自体をチェックしているということになります。

【まきやま委員】それでは、最新のデータで検

証はしている、それで問題はないと出ているん

でしょうか。

【岩永河川課企画監】先ほど申しましたけども、

直近の雨で一番大きい雨というのは令和3年の8

月の降雨になります。令和3年8月ですね。その

際に、今流れてくる流量が計画しているものよ

りも小さいということを確認しているというこ

とでございます。

【まきやま委員】市民委員会のときは、計画が

もうその時点で固まっていたので、やる必要は

なかったのですという回答をされています。ち

ょっと意見が食い違うようなんですけれども、

やはり、過去の統計の手法の間違いとか、最初

からビルが傾いているのが分かっているのにそ

んなビルを税金をかけて、450億円以上かけて使

ってやるということが、ちょっと愚かな感じを

受ける、感じというか愚かだと思うんですけれ

ども。きちんとやはり見直す必要があると思い

ますけども、いかがでしょうか。

【岩永河川課企画監】 この石木ダム建設事業、

昨年度に再評価を受けておりますけども、最新

の事業費が420億円でございます。その中で、昨

年の再評価を受けた中で、令和14年度完成、そ

れから事業費420億円ですけれども、それだけの

事業を継続していく妥当性があるというものは

判断されたというふうに考えておりますので、

我々としては地域の安全安心のためにも、今の

計画を早急に進めていくべきだというふうに考

えております。

【坂口委員長】まきやま委員、お時間が来てお

りますので、最後。

【まきやま委員】今、人件費が入ってないので、

人件費この前聞いたら50億以上という回答をい

ただいていますので、それ以上になるという話

をしたまでですけれども、再評価については2巡

目に行います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。1

巡目、よろしいですか。

【山口委員】お疲れさまです。一般質問でも取

り上げましたので、大まかなことは申し上げま

せんが。特に部長がおいでになって7月から来ら

れてまだ2か月しかたっていない状況にありま

すので、私が一般質問で技監から丁寧に答弁を

いただいたんですが、その中身についてまず少

しお話をさせていただきたいと思うんですが。

まず、率直にご質問申し上げますが、私が先

日の一般質問の中で取り上げました国道207号

のいわゆる佐瀬地区、堂崎地区の関係です。

あと坂口委員長のところの長田地区もござい

ますけれども、佐瀬地区、堂崎地区の関係につ

いて、現場を見られたか、見られていないか、

そこだけでも、まずそこからお尋ねをします。

【山内土木部長】まだ長崎県内全ての現場を回

っているわけでございませんので、まだ拝見し

ておりません。

【山口委員】ぜひ見ていただきたいと思います

が、国道207号線の私が申し上げている未改良区

間の関係について申し上げますと、大村湾を一
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周する国道が122キロあります。その中の5キロ

が未改良の区間、それでその5キロの未改良区間

を長与側からと、諫早市側と今、工事を進めて

います。それで一応、工区、事業が成立してい

るのは5キロの中の0.8キロ、0.8キロの1.6、あ

とは3.3キロが全く未改良ということで、手つか

ずです。ですから、いずれにしましても122キロ

の中の5キロ、いわゆる3.3キロが中央線がない

全く狭い、狭隘な道路で、標識が3つ立っている

ことも申し上げましたが、県道33号から入ると

ころは、国道207の左折はできませんよって書い

てあるんですよ。国道に入らないようにと。諫

早市側から来る県道との分かれ道には、直進は

駄目ですと、左折してください、いわゆる県道

に入りなさい。今度、国道207に入ったところの

標識には、大型車は入ってはいけません。当然、

県道側にも左折は大型車、入っていけませんと。

こういう国道が、日本国内に果たしてあるの

かなというのがまず率直な疑問なんです。ある

としたら、やっぱり早急な改善がされているん

じゃないかと思いますが、あまり聞きませんの

で、長崎県として、これはちょっと恥ずかしい

部分だなと。

昔ですね、昔というか、この工事に入る前、

いわゆる標識が入る前は、県外車もどんどん入

ってくるものですから、大型車も、脱輪して事

故を起こすわけです。それがもう頻繁に起きて

いました。だけど、それは土木事務所長名で、

入ったらいけないという標識がなってから、事

故は減ったと思っています。

ただし、そう言いながらも、今、あそこは長

崎県内唯一のみかん産地です。みかんの収穫時

期が今から始まります。そうしますと、トラッ

クが行ったり来たりするわけです。中央線がな

い、離合がままならないという状況ですから、

これだけは何とかして解消しなければならない

と思っていますので、ぜひしっかり現場を見て

いただいて、未改良区間の3.3キロに手をつけて

いただきたいと思っています。

じゃあ、その範囲内で入り口側、出口側、今、

工事着工しているわけですから、じゃあ、真ん

中にもう一個、工区が設定できるのかどうかと

いうのは、専門家の皆さん方の裁量の部分だろ

うと思うんですが、もう一か所とにかく事業化

して工区を設定する。そのことによって、残り

5キロが早く上がるというふうに思っています

ので、そのことについてご見解を求めたいと思

います。

【山内土木部長】先ほど、まだ現場を残念なが

ら見てないということを申し上げましたが、い

ろんなところからご要望もかなりいただいてお

りますし、写真とかで見ておりますので、現場

の状況は少しは分かっているつもりです。

あと、今、委員がおっしゃいました看板の話

ですね。あれも質問の後、実際にどんな看板が

あるのかということを写真で拝見いたしました。

いずれにいたしましても、まずは今事業を進

めている両端ですね、2か所については、何より

も予算の確保が必要になりますので、まずそれ

に努めてまいりたいと思います。

一方で、残る未事業化区間、真ん中の3キロで

すね、それについてはすぐにとはいかないです

が、両事業間の進捗などを見ながら検討を進め

てまいりたいと思っております。

【山口委員】付近には福山雅治が生まれたお母

さんの実家もありまして、そこの先は桜並木で

す。県の職員さんたちもあそこを通られて桜街

道をそれぞれ行ったり来たりなさっていると思

いますけれども、そういう風光明媚でもありま

すし、サイクリング道路でもありますし。1つき
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れいに仕上げることによって、長崎県の大きな

売りになると思うので、人口減少対策にも、そ

のことによって少しは解消するのかなという気

がします。

要するに、往来のできない国道が宝の持ち腐

れであって、そのことがかえって邪魔している

というふうに思います。若い人たちも出ていく。

そういうことを止めるためにも、ぜひこの道路

は必要です。私の地域を出ると、冨岡委員の時

津町です。それから、田川委員の西海市、そし

て湊副委員長の佐世保市に入って、小林委員の

大村市を越えて、坂口委員長のところに入って、

長田の工区は設定をしてありますから、いずれ

にしても長田にしても佐瀬にしても、早めに仕

上げていただくということをご要望しておきま

す。よろしくお願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【浅田委員】 すみません。1点だけお伺いをし

たいと思います。

土木部長が今回初めてということで、ぜひと

も前回の土木部長のときに積み残された案件で

ぜひとも次に引き継いでほしいというお願いを

私させていただいたんですけれども、まさしく

ここから見える旭大橋の案件は伺ってますでし

ょうか。これは、私はずっとこだわり続けてい

る橋梁なんですけれども、もともとはこの県庁

移転が決まったときに、その旭大橋は低床化し

て、駅とこの県庁をつなげると。その発表がな

された時点で長崎では対岸という言われ方をす

る方もいるんですが、そちら側が活性化するん

じゃないかということで、丸尾地区、稲佐地区

の方は、それをすごく喜んでいたというのがあ

ったのですが、その後に結果としては国交省の

通達もあり、こういう全国的な橋梁とか、まだ

まだ耐用年数があるものに関しては、しっかり

と伸ばしていこうというような状況になってい

るかと思います。そこの中で、結局、旭大橋も

低床化することなくあと20年か30年間、こうい

う状況を続けるということが決まったんですね。

今、ご存じのようにここは駐車場になってお

ります。それを、市内、県内の方々が違った形

でも活用したいと、今、確かに駐車場になって

いることによって家賃等々は年間入ってきてい

るということは私も存じ上げているんですけれ

ども、やはりもっと活用の幅を、この辺りはも

うご存じのとおり駅も再開発をされ、メッセも

でき、ジャパネットも近くにあるということで、

この辺全体が100年に一度のまちづくりと言わ

れているところなんです。それをさらにもっと

もっと活気づけようということで、様々な提案

がなされているわけですけれども、なかなかそ

の駐車場というところから変わらないのか。

そうやっていると、私はここにこだわって最

初に質問してもう既に十何年もたっているわけ

ですよ、15年ぐらい。それと同じような年月が

達してしまうと、またどうなるのっていうこと

で、代わるたびに土木部長に私、お伺いをして

いるんですが、その辺りのところのご見解と進

捗状況と、どうするつもりなのかということを

お聞かせいただければと思います。

【山内土木部長】旭大橋下の周辺の利活用につ

いては、前任の中尾からもしっかり引継ぎを受

けて、着任後も関係するところからレクを受け

ているところでございます。利活用を希望され

ている事業者がいるということとか、いろんな

制約があるということも承知をしております。

現在、県庁の中で、これ関係部局かなり多岐に

わたりますので、横断的に意見交換を行ってい

るところでございます。

今後、準備が整い次第、広く事業者のご意向
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ですとか、提案を伺うなど、今後の利活用の方

針を検討してまいりたいと思っております。

【浅田委員】もう同じ答弁が多いですね。こう

いうところの利活用に関しては、庁内での幅広

くというようなことで。これに関しては、その

ままこの供用を続けるということが決まった時

点から、もう何十年もたっているわけです。そ

の時代からいろんなご意見等々はあっているし、

地域の声というのは伺い続けているかと思うん

ですね。そこであるならば、やっぱり目途を決

めていかないと、だらだらだらだらしていても

結局一向に進まないのではないかと思います。

そういう意味において、お話を早速に来てい

ただいて、しっかりと中尾前部長からも引き継

いでいただいたということは私もありがたいこ

とではあるんですが、やっぱり目途を決めてい

ただかないと計画というものもやっぱりどんど

んどんどん変わっていってしまいます。その辺

りはどのようにお考えでしょうか。

【山内土木部長】ちょっとまだ関係部局で意見

交換している最中ですので、この場でスケジュ

ールについて申し上げることはできませんが、

繰り返しになりますが、準備が整い次第、事業

者のご意向とか提案を伺う機会をつくって方針

を決定していくということで推進してまいりた

いと思っています。

【浅田委員】もうあまり進まないと思いますの

でこれで終わりますけれども、次の委員会ぐら

いには、ある程度のことをもう少し進んだ、1歩

でも2歩でも進んだご答弁をいただけるように

期待をして終わりたいと思います。

【坂口委員長】審査の途中ですが、ここでしば

らく休憩をいたします。

再開後を午後3時から再開いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４８分 休憩 ―

― 午後 ３時００分 再開 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。質問のある方はいらっしゃいますか。

【堀江委員】 石木ダム事業について、大きく3

点質問したいと思います。

今議会での知事の答弁、責任ある判断をしな

くてはならないとはどういうことか。これまで

の質疑を踏まえて質問いたします。

知事、土木部長、河川課の認識として1つ、令

和14年度に石木ダムを完成させる。2つ、団結小

屋が本体工事の支障になる物件だ。この2つは、

知事、土木部長、河川課の認識としては一致を

している。これは確認していいですか。

【小川河川課長】 堀江委員おっしゃるとおり、

令和14年度の完成と、支障物件は団結小屋とい

うことにつきましては、知事、土木部長、河川

課の認識は一致しているところでございます。

【堀江委員】責任ある判断をしなくてはならな

い。本会議で答弁されたこの文言ですけれども、

河川課長が担当課として、自分達から答弁して

くださいとは言っていないと、これは知事の答

弁の範囲ですと先ほど答えられました。土木部

長は、知事の答弁が1人で走っているのではない

というふうに先ほど答弁をいたしました。

そこで質問ですが、責任ある判断をしなくて

はならないというこの知事の本会議の答弁その

ものは、本会議でいきなり出た答弁ですか。答

えてください。

【山内土木部長】答弁内容については、事前に

担当部局としても事実誤認がないかなどを確認

しており、あらかじめ知事と担当部局において

ご相談させていただいた内容になります。

【堀江委員】 この質問は、一括質問、一括答弁



令和７年観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２４日）

- 46 -

ですから、当然、答弁としては既に答弁書の中

に責任ある判断をしなくてはならないっていう

のは、これは書かれていたんだと私も推測をい

たします。

ただ、事前に知っていたのよね。ということ

は、責任ある判断をしなくてはならないという

のは、皆さんが事前にこの文言でいいよってい

うことで認識の誤差がないということも含めた

上で知事は答弁したということですね。知って

いたのね。土木部長も、河川課長も。

【山内土木部長】私どもから知事の、何と言い

ましょうか、提案と言うんでしょうか、こうい

うふうに答弁を考えていますということは申し

上げておりますけれども、最終的に判断された

のは知事でございますので、知事が判断をされ

て、知事の言葉としてそのようにご発言をした

ということかと思います。

【堀江委員】私の質問に答えてない。答弁書だ

から、事前に皆さん見たんでしょ、知事の答弁

書を。一括質問、一括答弁ですから。知事の責

任ある判断をしなくてはならないっていう答弁

がもう書いてあったんでしょ。

だから、私が言っているのは、知事がいきな

り本会議で、この問題、この答弁をしたのでは

なくて、事前に答弁書があるわけですから、知

っていたということですよね。知っていたのか、

いなかったのか、それを答えてください。

【山内土木部長】担当部局としては、認識をし

ております。

【堀江委員】そうしますと、先ほどから知事が

答弁している、責任ある判断をしなくてはなら

ないということは、いきなり知事が本会議で言

った文言ではなくて、一括質問、一括答弁です

から、こういう答弁をするよっていうことは皆

さん知っていたわけですよね。

確かに河川課長が言うように、自分たちがこ

ういうことを言ってくださいと言ったわけでは

ない。土木部長が言うように、それは知事の答

弁の範囲だけれども、責任ある判断をしなくて

はならないということは、皆さんは知事が答弁

するということは知っていた。

そうすると、最初に確認しましたね。令和14

年度までに完成しなければならないと。そして、

団結小屋が本体工事の支障になる物件だという

ことは確認、みんな同じ、知事、土木部長、河

川課が同じ認識であれば、責任ある判断をしな

くてはならないということはどういうことかと

いうときに、マスコミが指摘をするような行政

代執行に踏み切る可能性を示唆したと思われる。

あるいは、小林委員の言葉を借りれば、行政代

執行するかのような発言だ。これはそのとおり

じゃないですか。どこが違うの。そのとおりで

はないですか。答弁を求めます。

【山内土木部長】知事は、答弁としては来年度

中の本体工事発注に支障となる物件の撤去につ

いて県民を守る立場にある責任ある判断をしな

ければならないというふうに答弁をしたという

ふうに承知をいたしております。

知事から行政代執行という言葉を発している

ものではないというふうに承知をしております。

【堀江委員】議会の答弁、あるいは本会議での

答弁というのは、言い回しがいろいろあって、

それを分かりやすく言ったらどういうことなの

っていうふうに私は聞いているんですよ。

責任ある判断をしなくてはならないと言いま

した。そして、土木部長も知事も河川課も、令

和14年度に石木ダムを完成させるということと、

団結小屋が本体工事の支障になる物件だという

ことは一致しているんだと。そして、責任ある

判断をしなくてはならないとなれば、これを平
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たく言えば、行政代執行で団結小屋を撤去する。

これは、そういうことになるでしょということ

なんですよ。

要は、言い方はいろいろあるんですよ。言い

方はいろいろある。そうやって逆に言えば、県

民から見ると逃げる答弁だ、それは。私が言う

ように平たく言えば、マスコミが指摘している

でしょう。行政代執行に踏み切る可能性を示唆

したんじゃないか。小林委員が言ったでしょ、

行政代執行するかのような発言ではないか。言

い換えればそのことじゃないですか。

だからいろいろ言わなくていいんです。県民

が聞いて分かりやすい答弁をしてください。部

長に答弁を求めます。

【山内土木部長】答弁内容については、先ほど

から申し上げているとおりですが、別の場でい

ろんな対応の中において、知事は行政代執行に

ついて見解を問われたときには、イエスともノ

ーとも言っていない。選択肢として排除はして

いないというふうにお答えをしておりますので、

今回、一般質問中ではそのような答弁内容には

なっておりませんが、知事の考えはそういうこ

とかというふうに考えております。

【堀江委員】つまりは、部長に聞きますね。今、

部長の答弁は、知事がこんな言っていましたと

いう答弁ですよね。知事はこんなふうに言って

いますということを今、部長として答弁しまし

たね。私は部長に聞きます。土木部長に聞きま

す。

行政代執行に踏み切る可能性を示唆したと思

われるというマスコミの表現、そして小林委員

がこの委員会で言った行政代執行をするかのよ

うな発言、これ同じ文言ですよね。違いますか。

土木部長に答弁を求めます。

【山内土木部長】繰り返しになりますが、どの

ように取られるかは人それぞれだとは思います

が、知事としては、先ほどからお話のあるよう

な答弁をしているというふうに承知をしており

ます。

【堀江委員】どのように取られるかはそれぞれ

だ。じゃあ、マスコミが言った行政代執行に踏

み切る可能性を示唆した、あるいは行政代執行

をするかのような発言、そういうふうに取って

もいいということですよね、これは。土木部長

の、どのように取るかは、取る側の言葉ってい

うことなんでしょう。ということは、行政代執

行に踏み切る可能性を示唆したと思われるし、

行政代執行をするかのような発言というふうに

指摘をされても仕方がないというふうに認識を

いたします。

次に、大きく2点目に入ります。

知事出席の説明会についてです。まず、これ

まで河川課長が答弁しましたように、3回の説明

会を持っていただきました。昨年の12月から河

川課長を先頭に、市民委員会の皆さんの要望を

受け、もちろん、皆さん13世帯、川原の皆さん

の要望でもあるんですけれども、説明会を持っ

てほしいということで、その努力をされたこと

には、私からも敬意を表したいというふうに思

います。

その上で確認ですけど、先ほどまきやま委員

も指摘をいたしましたが、知事の出席の説明会

はどうなのかということで、先ほどは調整中と

いう答弁がありました。6月の議会で河川課長は、

どのように機会を設けるか改めて調整をさせて

いただきたいと言いましたし、当時の土木部長

が前向きな調整ができないかというふうに検討

しているというふうに答弁されました。

これは確認の質問なんですが、そうしますと、

強いて言えば、先ほどもなぜ現地に3人、知事、
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佐世保市長、川棚町長が行ったのかっていうこ

とでは、知事は説明会の準備のために行きまし

たっていう答弁もありました。つまり、この第

4回の説明会、これはどういう文言になるか判り

ませんが、知事が出席しての説明会を、これは

設けるというか、行うということで調整中、実

現する方向で検討しているということで認識し

ていいか確認させてください。

【小川河川課長】説明会の件についてのお尋ね

ですけれども、まず県が説明すべき相手という

のは、あくまでも13世帯の方々であるというふ

うに考えております。知事の方も13世帯の方々

とお会いして話をする機会を得たいというふう

におっしゃっておりますので、その機会を得ら

れるよう、現在、市民委員会を窓口として調整

を行っているところでございます。

【堀江委員】 これは、先の6月議会でも私が指

摘しましたように、当時の6月議会で土木部長、

当時の部長が、知事が話をされたいのは13世帯

の皆様なのです。同じような答弁をしましたね。

そして、しかし13世帯の皆さんは、自分たちで

は単独で会いませんと。だから、自分たちが委

任している市民委員会の皆さんに、そこは任せ

ます。委任していますというふうに言われまし

た。それで当時の土木部長も、市民委員会の方

があそこに見えても当然いいはずなんですって、

そういうふうに答弁をしているので、6月議会の

答弁、そして今回の答弁も含めて、知事出席の

説明会を調整中ということですので、その実現

のためにぜひ頑張っていただきたいということ

を改めて、これは要望にさせていただきますけ

れどもお願いをいたします。

もう一つ、3点目、公共事業の再評価について

質問いたします。

これまで3回の説明会をした中で、参加をされ

た県民、市民の皆さんから、長崎県の公共事業

再評価についてどうなのかというか、その発言

を改めて確認したいという点があっています。

それは第3回の説明会の中で、長崎県はこのよ

うに答えましたね。

長崎県の再評価とは、その時点での残りの工

期の話、事業費の見直し、そういったものにつ

いていろいろ専門家の方々で判断をしていただ

いております。その上で、長崎県は県の再評価

において、長崎県の再評価制度の実施要綱とい

うのがあって、それで判断をしていますと。そ

して、長崎県は再評価はするが、見直しや中止

の選択肢はないと断言をしたというふうに、私

もその場で聞いておりましたけれども、こうい

う発言はあったのかどうか、このことについて

はどうですか。

【岩永河川課企画監】 8月23日の第3回目説明

会で、私の方がその旨の発言をしておりますけ

れども、ちょっと正確に言わせていただきます

と、長崎県の再評価は、例えば残りの工期や事

業費の見直しを含めて、各分野の専門家に今後、

継続していく必要があるかどうかの妥当性を判

断していただいていると。その中で治水計画で

ある河川整備計画については、策定時に検討さ

れておりますので、県の再評価委員会の中で改

めて審議することはしないということで県は行

っていますと発言しております。

さらに、説明会の中で少し誤解を招くような

発言がありましたので、その説明会の中断後、

再開のときに少し訂正、補足をさせていただい

ておりまして、治水計画につきましては、現行

の洪水対策の計画を策定する際の流量である基

本高水を超えるような降雨が発生した場合には、

必要に応じて見直しを行うものとされておりま

すということで、見直しの可能性もあるという
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ことで説明をさせていただいております。

【堀江委員】見直しの可能性もあると発言しま

したか。発言しましたか。

【岩永河川課企画監】休憩後の発言の中で、小

川課長の方から発言をしております。

【堀江委員】そこの部分は文字起こしをしてい

ますか。もし、その文字起こしをしていたらく

ださい。私はその覚えがありません。

【岩永河川課企画監】 はい。お持ちします。

【堀江委員】私がここで言いたいのは、先ほど

言われたように、県が、国交省がですよね、こ

の公共事業再評価制度について、縷々こういう

ふうに実施要領とかにあるので、こういうふう

にやりなさいというふうにやっているんだけれ

ども、長崎県はそこに則ってやっていないんじ

ゃないかという指摘が県民の皆さんからあった

んですよ。

実際に、長崎県は県の再評価制度においては

事業の見直しや中止の選択肢はないというふう

に断言をしたんですね。でも、今言うところで

はそういうことは言ってないというふうに言っ

たんですけれども、違いますか。

【岩永河川課企画監】その中でも説明させてい

ただきましたが、過去に長崎県においても、ダ

ム事業、4事業ほど中止をしております。説明会

の中では3事業と申しましたが、正確には4事業

中止をしております。それは、県の方でいろん

な事情、例えば、利水者、多目的ダムの利水者

が計画の参画を取りやめるでありますとか、事

業費の増大に伴ってほかの代替案の方が経済的

であるととかそういった理由があることから中

止をするということを県の方が原案として出し

まして、再評価委員会の中で中止という判断を

していただいたというものもございます。

【堀江委員】 確かに振り返りますと、雪浦第2

ダムですか、を含めまして中止になったダムも

あるというふうに私は認識しておりますけれど

も、第3回の説明会のときには、国交省が決めた

公共事業の評価はこういうふうにやりなさいと

いった手順とは違うやり方で、長崎県はやって

いますという説明をしたんですよ。したんです。

私、いましたからそこに。でも、取り消しまし

たというふうに今、発言しました。取り消した

ということではなくて、補足説明をいたしまし

たと。その補足説明は文字起こしをしているの

で、後で持参しますということなんですが、今、

市民委員会の皆さんから出されている要望は、

国の公共事業の再評価監視委員会とは違うルー

ルで長崎県がやっているんじゃないかと。じゃ

あ、それ何に基づいてやったんだということで、

それは大きな問題になっているんですが。

改めて山田勝彦議員がこのことを国交省に問

い合わせたら、長崎県としては、国交省に対し、

いえ、そういうことは言っておりませんと。国

交省のルール実施要綱に基づいて適切に対応を

決定していますというふうに回答しているんで

すけれどね。いるんですけれども、ただ、実際

にその場で聞いていた住民、県民からは納得で

きないので、私が改めてこの質問したところで

す。

いずれにしましても、文字起こしのそこの部

分を頂いてから、機会があればまた質問したい

というふうに思っております。ちょうど時間で

すので終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】担当は監理課長になるかな。海砂

採取業者の行政処分についてということでお尋

ねをいたします。

今手元に資料もありますけれども、今年の5月

の27日頃、長崎新聞で、砂利採取業者を行政処
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分にすると、こういう報道がなされております。

この行政処分というのは、何ゆえに行政処分を

するのか。その理由、それから行政処分の内容

についてまずお尋ねをいたします。

【高稲監理課長】 委員おっしゃいますように、

今年5月に海砂の採取業者に対する行政処分を

行いまして、プレスリリースをしております。

その内容でございますけれども、この採取業

者がもともと採取、海砂の採取をするに当たっ

ては、許可を県の方が行って、その上で、その

許可の内容に基づいて採取をするといった状況

でございますけれども、その実際に採取を行っ

たものについて、許可を受けた採取区域の外側

であります長崎県内の海域でありますけれども、

ここで合計約6,000立米の海砂を採取したとい

うことが判明しまして、この砂利採取法に基づ

きまして、県が認可しました採取計画に反する

ということで、法の21条に定める採取計画の遵

守義務に違反するという行為で、許可の効力を

1か月間、6月1日から1か月間停止する行政処分

を行ったところでございます。

【小林委員】大体、今の答弁で分かりましたが、

要するに許可された区域外、外側で海砂を採取

したということだが、区域外というのは、何県

側ですか。

【高稲監理課長】採取区域の外側、外ですけど

も、本件、長崎県内の海域においての採取でご

ざいました。

【小林委員】 新聞記事を見ますと、6,045立米

の海砂を採取したというようなことで報道され

ておりますね。そうしますと、例えば、海底だ

から、そういうお互いが境界線をつくっている。

ここの境界線が海底だからこれが見えないで、

偶発的に県境を越えたというようなことは考え

られますか。

【高稲監理課長】採取、まず許可申請を出すに

当たりまして、具体的にどの地域で採取をする

のかというのは、きちんと申請を出していただ

きます。その区域が本県の採取の許可の範囲内

であるのかというのは、事前に審査をすること

になります。

具体的には振興局の方で審査をして、許可の

決定をするということになってまいります。そ

して、実際に採取をした後につきましては、そ

の実績を報告していただくことになりますので、

それにつきましても、実際に船にはＧＰＳを備

えていてどのポイントでどれくらいの量を採取

したのかっていうのを報告していただくことに

なりまして。ということで、基本的に今回の分

も本県内であったということが確認できた状況

でございます。

【小林委員】そうすると、偶発的にたまたま県

境を越えてしまったと、区域をと、こういうこ

とはあり得ないわけだな。ということは、これ

はどういう意味ですか。しかも新聞記事による

と、これはね、大体1月15日、それから1月30日

のこの2日間プラス2月2日の計3日間、こういう

ことで、許可された区域の外側で6,045立米の海

砂を採取したと、こういうふうになっているね。

大体、この海砂、これくらい、6,045立米ぐら

いで幾らになりますか。売買価格は幾らですか。

俺が調べたから3,000円だよ。3,000円、ちょっ

と掛けてみなさい。

【高稲監理課長】先ほど申し上げました立米当

たり3,000円ということで6,045立米を掛けます

と、1,813万5,000円でございます。

【小林委員】私は好意的に見て、やっぱり海底

が、県境というか、境界線が分かりにくいんじ

ゃないかと。たまたまということで間違って偶

発的に入ったのかと。こういうふうな捉え方も
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したわけだけれども、いろいろ専門家に聞くと

ね、そんなことは絶対ないと。この緯度とか経

度とか今頃はもう進んでいて、そういうこの線

引きされた県境というのは、明確に分かってい

るというわけだ。そうすると偶発的ではないと。

偶発的じゃないと、3日間続けてやっているとい

うことは、いわゆる確信犯的な区域外と。ここ

で採取採集していると、こんなことも言えるん

じゃないかと思うけれど、それはどう思うか。

【高稲監理課長】採取業者におきましては、先

ほど申し上げましたように採取の計画をまず立

てていただいて、それが例えば2か月から3か月

の間にこのエリアでこれだけの量を採取します

という部分の許可申請と併せて出していただく

ことになります。

今回の、なぜ採取区域の外側である海域で

6,045立米採取したのかというのをいろいろ聞

き取りといいますか、確認をしましたところ、

この採取をするに当たって、もう一つ、いわゆ

る試掘、試し掘り、本当に良質な砂が取れるか

どうかという試し掘りをできるような運用にし

ております。これは試し掘りですので、当然、

採取した後また戻すということが当然なんです

けれども。

今回の事案で言いますと、いわゆる船長が以

前、試し掘りをした区域を採取許可区域と誤認

していたといったことが分かったということで

ありました。採取の実績は、当月末の部分を翌

月の10日に県の方に出していただくことになり

ますけれども、実際、採取業者が県の方に実績

報告を出すに当たり、その実際に採取した部分

を、先ほど申しましたようないろんな記録を取

っていますので、それを見ると、許可区域の外

であったというのが分かったということで、県

の方に実績報告を出す前にまず一報がございま

した。そこがまず発端でありまして、その後、

実際に出していただいた実績報告を県の方でも

確認すると、許可区域外であったということが

確認できたということで、今回の行政処分に至

ったといった経緯でございます。

【小林委員】 そうすると、試し掘り、また戻す

ということはやっていないわけだ。試し掘りと

言うけども、戻してはいないわけだ、海砂は。

自分でこうやって1,800万円か幾らか知らない

が、そういうことをちゃんと売買をしていて、

自分の利益にしていると。こういうことは明ら

かになっているわけだね。

それでは、ちょっとお尋ねしますがね。いろ

いろ実施をしてきて、自分の方から境界線を越

えましたよというようなことを連絡してきたみ

たいなことを言ったな、今。

その前に、新聞には生産協同組合を行政処分

とこう書いてあるんだけれども、これ生産協同

組合だったら複数の会社が入っているんだよな。

これは、個人の1社なのか、協同組合なのか、ど

っちなんですか。

【高稲監理課長】この長崎県海砂生産協同組合

の中で採取業者としては、構成しているのは5社

が加入している組合でございます。

【小林委員】 だから、5社が一緒になってこう

やって区域外をやったのか。その業者が、何社

か入っているのか、問題を起こしたのは。全部

か。

【高稲監理課長】そのうちの1社、1つの船でご

ざいます。

【小林委員】 監理課長、生産協同組合は今、5

社と言ったけど、私の調査では4社だよ。5社は

いつの話をしているのかね。そういうようなこ

とで現在4社、その中の1社がこういうような区

域外ということで行政処分が行われたというこ
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とですね。

そうすると、今回の1社は過去においても、こ

ういう県境を越えた区域外の違法操業を、採取

をやっているのかどうか、そこの点はどうです

か。

【高稲監理課長】生産組合については、その組

合としての今回処分に至っておりますが、その

生産協同組合としては過去にその構成の会社が

違反をしたといったような事実は過去にもござ

いました。

【小林委員】ちょっと僕はね、きちんと言って

もらうぞ。これ、分かることだから。さっき言

ったように、生産協同組合というのは、あなた

が言う5社、私の調査では4社と。

しかし、その4社、5社とか言うんじゃなくて、

1社だと、こう言っているだろ。その1社、その

限定されたこの業者の方は、過去においても区

域外ということで、過去にそういう対象の行政

処分を受けたことがありますか、どうですかと。

そういうことを丁寧に聞いているんだから、あ

なたも事実をしっかりやらんと。調べるとすぐ

分かることだから。どうですか。

【高稲監理課長】すみません。ちょっと生産協

同組合の特定の1社が行っていたのかというの

は、少し、すみません。お時間いただきます。

ちょっと確認をさせていただければと思います。

【小林委員】それは、要するに監理課が行政処

分を行うんだろ。あなたは、そのときに監理課

長やっていなかったかもしれないが、私は通告

をしているわけだ。こういう質問をするぞと。

しかも、27日の新聞の内容でやるんだというこ

とを丁寧に通告しているわけだ。だから、あな

たには、やっぱり誠意のある回答をしてもらい

たい。

だから、この業者が、過去においてそういう

ような区域外で同じような違法採取をやってい

たかどうかということを聞いていて、それは言

い切れないのか、それとも分からないのか。そ

の業者の名前を言い切れないのか、どっちです

か。

【高稲監理課長】 すみません。今、手元の資料

にありますが、あくまでも海砂生産協同組合に

対する処分ということで、その構成しているそ

の1社が、その船の所有がどこなのかというとこ

ろまでは、今ちょっと手元にありませんので、

ちょっと至急、担当班に確認しまして、ご回答

差し上げたいと思っております。申し訳ありま

せん。

【小林委員】 今頃は、一緒に誰もいないのか、

監理課は。昔はぱーっと走っていって、ぱっと

持ってきていたぞ。そういうような、答弁がで

きないような形にはしなかった。ちゃんとぱっ

とメモ渡してくれていたけれども。何か言いづ

らいのかな。

ここの生産協同組合じゃないんだよ。そこで、

こういう違法操業を、違法採取をやったところ

は1社だと、こう言っていて、その同じ会社が、

過去においても、県内の区域外で違法採取を行

ったことがあって、処分されたことがあるかど

うかと。当たり前の質問だよ。だから、何でそ

れに答えないのか。答え切れないのか。

要するに、そんなのを見て、その業者が悪質

なのか、それともまともなのかとか、そんなこ

とも判断をするわけよ。過去においてどんなこ

とをやっているのかと。

私の調査では、その今回の対象の業者の方は、

残念ながら過去において、そうやって、そうい

う行政処分になったことがあると、なっている

というふうな情報をいただいているわけだよ。

だから、今回が初めてではないと。過去におい
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ても、そういう行政処分を受けていると。

つまり、そういう状況から考えて、やっぱり

行政処分が甘いのではないかと。こんな考え方

を持つんだけれども、こんな、そうやって県界

を越えて、境界線を越えてこの海砂の採取を違

法的に行っていると。こういうことに対して、

何か行政処分を見たら、1か月だけ停止と。その

許可を取り上げるみたいな形になっていて、そ

れでたった1か月、それで十分事足りるのかと。

私は、こういう行政処分の内容というのについ

ては、極めて納得がいかないと、そんなふうに

実は思っているわけだよ。

だから、そういう点からしても、本来ならば、

刑事告発だとか、あるいは登録抹消とか、そん

なようなことが厳しくあるはずなのに、僅か1か

月停止。それで、もう一回聞きますが、採取す

る場所、長崎県が許可している採取する場所は

何か所ありますか。

【高稲監理課長】 令和6年度に許可が行われた

採取地の数で申し上げますと、県内23か所であ

りまして、今回、処分の対象となりました壱岐

の海域でいいますと、19か所でございます。

【小林委員】そうすると、今回停止をされると、

1か月の行政処分を行ったということで、例えば、

その業者は、いわゆる県境を越えた、そういう

区域外で違法採取をやったと。その場所が1か月

はできないと。後の19とか20という別のそうい

う許可されている海域では、採取はできるよう

になっているのか、それはどうなんですか。

【高稲監理課長】委員おっしゃるように、違反

行為があった箇所については、採取ができない

ということになっております。

この点につきましては、所管省庁は経済産業

省でありますけれども、この砂利採取法に基づ

き行政処分を行うことができるのは、当該違反

行為があった内容に対してであるという考え方

も示されておりまして、この点を踏まえて対応

しているところでございます。

【小林委員】 監理課長、よく分かりません、今

の話は。私が聞いた質問は、今回、県境を越え

た、そういう問題の場所、そこで1か月間のいわ

ゆる採取ができませんという許可を取り上げる

と。だから、そこだけができないで、後の19と

か、許可されている海域では、そうやって採取

はできるのかどうかということを聞いているん

ですが。そこはどうなんですか。

【高稲監理課長】今回の部分で言いますと、違

反の区域、許可されましたが違反したその許可

の区域についての効力の停止といったことであ

りまして、それ以外の海域での採取は可能な状

況でございます。

【小林委員】 委員長、時間ですから、もう一度

お願いいたします。

【坂口委員長】では、ほかに質問はありません

か。

【まきやま委員】堀江委員の質問に続きまして、

再評価だの捉え方ですね。私も聞きに行ったん

ですけれども、県独自のルールがあって、期間

の延長とか、予算の増額を見直すだけで、取消

しとかは考えていないという発言があったよう

には思うんですけれども、いかがでしょうか。

【岩永河川課企画監】先ほど、堀江委員のご質

問の中でもお答えしたんですけれども、そうい

った中でも、治水計画につきましては、現行で

定めている洪水流量を超えるような降雨が発生

した場合においては、見直すこともあり得ると

いうことで、その説明会の中で回答させていた

だいております。

【まきやま委員】国交省に問い合わせたところ、

やはり恣意的に県が運用することはできないと
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いうことでした。

私も、文字起こし、動画もありますので、そ

れを待とうと思います。もし、説明会で違うこ

とを発言したとなれば、覚書とかもありました

ので、また住民の方にうそをついてごまかした

ということで、ますます理解が得られない状況

になりますので、回答の言葉には気をつけない

といけないと思っております。

続きまして、先ほどの降水水量モデルの検証

を水位で行ったということでお聞きしましたけ

れども、流量観測は行っていないんでしょうか。

【岩永河川課企画監】洪水時の流量観測は行っ

ておりません。ただし、水位から流量に換算で

きるということで、そちらの方でチェックを行

っているというものでございます。

【まきやま委員】これは、水位で推計してはい

けません。実績の降水量で検証しないといけま

せん。ですので、モデルは当てはまらないこと

になります。ですので、石木ダムから山道橋ま

で行くのに50分ぐらいかかるということで、本

流の方から山道橋まで来るのに3時間かかると

いう説明だったんですけれども、県の出してい

るデータでは、ちょうど1時にピークが一致して

います。これは、モデルがでたらめだからこう

なるんじゃないでしょうか。

【岩永河川課企画監】少し技術的な話になるん

ですけれども、過去のいろんな雨の降り方、こ

れを検討しまして、その雨の降り方をこの川棚

川の計画雨量である100年に1回の雨量、3時間雨

量が203ミリ、24時間雨量が400ミリという形に、

過去の雨の形を引き伸ばして検討をしておりま

す。そのいろんな雨の降り方の中の一つのパタ

ーンですので、先ほど一致しているというふう

に委員おっしゃられましたけれども、正確に言

うと約8分ほどデータずれておりまして、雨の降

り方によって変わってくるものですので、それ

によって直ちにそれがおかしい、間違っている

というものではないというふうに考えておりま

す。

【まきやま委員】 8分の違いっていうことなん

ですけれども、それ、かなり誤差の範囲だと思

うんですけれども。8分って誤差の範囲に入りま

すかね。

【岩永河川課企画監】誤差の範囲といいますか、

流出計算をした結果がそういった結果になった

というところでございます。

【まきやま委員】これ、実際はピークがずれて、

元々示してある1,400トンは以下になると思う

んですけれども、これについてはどう考えます

か。

【岩永河川課企画監】先ほどから申しましてお

りますとおり、過去の雨の降り方、実際は9パタ

ーンの雨の降り方によって洪水流出計算をして

おります。その中で、一番流量が大きくなるも

の、山道橋地点で毎秒1,400トンの流量が流れて

くるということをベースに計画を策定している

ということになりますので、いろんな雨の降り

方によって変わってくるものでありますので、

その中の一番危険になる大きな流量に対して計

画を定めているということになります。

【まきやま委員】同じように、この雨の降り方

によっては当然そういうことも考えられるとい

うことで、石木ダムが造られたことによって、

川棚川の本川のピークの流量は増加する可能性

があると県は認めています。

そこで、国交省河川局開発課の戒めによりま

すと、ダムを造ることによって、かえって洪水

量を増加させることはしてはならない。このよ

うなおそれのあるダム建設はしてはいけないと

あります。これに当たると思いますけれども、



令和７年観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２４日）

- 55 -

いかが考えますか。

【岩永河川課企画監】これも、先ほどから言い

ますいろんな雨の降り方の話なんですけれども、

ダムそもそもの目的といいますのが、洪水時に

流れてくる流量をダムでせき止めて、下流に安

全な流量を流すというのが、ダムの構造になっ

ておりますので。

委員がおっしゃられるような話というのは、

本当に想定を超えるような、もう何百年に1回と

いう雨が降ったときに、そういったことがあり

得るということをおっしゃられておりますので、

この川棚川で想定しております100年に1回の洪

水といった場合には、ダムがあることによって、

下流の流量が増すということはないということ

で考えておりますので、そのダムの目的ですね、

ダムを造ることによって、大雨のときの洪水被

害の軽減を図るということにつながるというふ

うに考えております。

【まきやま委員】そのように自由に雨の降り方

を変えれば、何とでも言えることになってしま

います。実際に洪水流出モデルを実績の洪水流

量で行っていないのは、大きな間違いですので、

これは改めていただきたいと要望いたします。

【岩永河川課企画監】今、ありましたけれども、

雨の降り方を自由に設定しているわけではござ

いません。過去に実際に降った雨の降り方、そ

の波形を引き伸ばしてモデルをつくっておりま

すので、こちらが恣意的に自由に流量が大きく

なるような雨の降り方を設定しているというも

のではございません。

【まきやま委員】こちらの手元の資料では、全

地域で同じ降り方をするように設定されていま

す。これもおかしいと思います。

【岩永河川課企画監】こちら、流域面積が約80

平方キロということで、比較的小さな流域の河

川ということでございます。

おっしゃられますように、その流域の中で幾

つか分割して雨のパターンを与えられるような

そういったデータがあれば、それに越したこと

はないと思うんですけれども、こちらの方は先

ほどから申しておりますけども、佐世保の雨量

を使ったデータで行っておりますので、流域に

1つのパターンの雨を降らせて流出計算を行っ

ているというところでございます。

【まきやま委員】洪水流出モデルが、実績の降

水水量で検証されていないということで、モデ

ルが当てはまらないことが明らかになったと思

います。

【岩永河川課企画監】先ほどから申しておりま

すけれども、実際の洪水のときの水位、これか

ら流量に変換したもの、これを昭和63年とか平

成元年、2年のときの実際の洪水を当てはめて、

その流出計算モデルの妥当性というのを検証し

ているということでございますので、それがモ

デルが合っていないということではないと思っ

ております。妥当なモデルになっていると考え

ております。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【高稲監理課長】 すみません。先ほど、小林委

員からご質問がありました海砂に関して、追加

してちょっとご回答を差し上げたいと思います。

まず、県の海砂生産協同組合が、先ほど5社で

あるのか、4社であるのかというお話がございま

した。県の海砂生産協同組合で構成している業

者だけで申しますと、6社であります。このうち、

採取を行っている業者が5社、1社はいわゆる船

を貸す役割といいますか、実際に採取業を行っ

ているのが、5社です。このうち、先ほどの5月

の処分に関係する壱岐の海域で、採取を行って

いる業者は3社でございますので、先ほど委員が
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おっしゃった4社というのは、この3社プラス1社

の4社ではないかと思われます。

ちなみに、県の海砂生産協同組合を構成して

いる6社の名前を申し上げますと、富士工業、シ

ーサンド、サンド工業、南国商事、近海産業、

有明商事の6社でございます。

それともう一点、先ほど今回の5月の処分に当

たって、過去に処分を受けたのか否かというと

ころで、今回の処分、5月の処分はあくまでも協

同組合員に対しての処分ということになります。

先ほど申し上げたうちの1社については、過去に

これは行政処分ではなくて行政指導ではありま

すけども、指導を受けたといったところで、そ

ういった違反というのは過去に生じております。

【小林委員】 ありがとうございます。

ご答弁ありましたように、いろいろ呼び名が

あるだろうけれども、過去において行政指導で

あったとしても、違法行為、この区域外で採取

をやっているということが明らかになりました

よね。

だから、これ、初犯じゃないわけだよ。初め

ての間違いではないわけですよ。そういう点か

ら考えてみたときに、今回のそういう行政処分

の場所、つまり県境を越えたところ、そこで1か

月は採取はできないが、あと19とか20幾つとか、

そういうふうな別のところでは採取ができると

いうようなことをおっしゃいました。それは本

当ですか。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時５６分 休憩 ―

― 午後 ３時５７分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【高稲監理課長】繰り返しになりますが、まず

今回の違反をした区域外採取は、長崎県内の海

域でございます。というのが1点と、それから、

ほかの海域で採取ができるかというところです

けども、今回の許可の効力の停止といいますの

は、その許可申請があって、その許可を与えた

区域については、採取行為を1か月間停止します

と、その許可区域は認められませんということ

ですので、新たに別の許可の申請があって、そ

の許可が認められれば、そのほかの区域では可

能ということになります。

【小林委員】そんな行政処分がどこにあるのか。

そんなやり方がまかり通るんですか。ちょっと

正直言って、驚きますね。この場所は駄目だけ

どもと。後はまた、何ですか、許可をするんで

すか。許可申請があったらやるんですか、どう

ですか。はい、お尋ねします。

【高稲監理課長】当然、許可の効力の停止の一

月という期間がまずあってのことですけれども、

それ以外に許可を認めないといったところ、先

ほどちょっと申し上げましたが、国にもいろい

ろ確認をしたんですけれども、砂利採取法に基

づき行政処分を行うのは、当該違反行為のあっ

た部分に対してであるという考え方が示されて

おりますので、それに基づき対応をしてきてい

るところでございます。

【小林委員】国がどう言っているのかね。県が

それに従って行政処分の内容を決めると。実際、

海砂というのは、非常に貴重なものですよ。こ

れは、国民、県民の財産なんだよ。そこはきち

んと保護していかなければいけない。それだけ

の責務があると思うんです。今みたいな行政処

分の内容ではね。しかもこれだけの内容であり

ながら、1か月の停止と。しかもそこだけが1か

月の停止で、後は全然今までと変わらず採取は

できますよと。

こんな生ぬるい軽々しい行政処分は聞いたこ
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ともなければ、見たこともない。それは相手方

の違反を起こしたところは、率直に言わしてい

ただければ、これは痛くもかゆくもないじゃな

いか。だから、過去においてもそういうような

違法の採取をやっていると。こういうことで行

政指導を受けていると、こういうことになって

いるわけだよね。

だから、これちょっと1回、見直していただか

ないといけないと。こういう罰則規定もない、

こんな生ぬるいそういう行政処分の内容は、断

じてあってはいけないと。こういうことを、特

に強調し、また次の議会でその辺の内容は、尋

ねてみたいと思います。

そこで、私は実は、佐賀県議会の有力な県会

議員の与党の重みのある県会議員、ここからの

紹介で、私に嘆願書が届いています。

これは、玄界灘と共に生きる会会長、浪口志

郎さんから、私宛てに送られてきた嘆願書です。

そして、今、佐賀県と長崎県は、新幹線をは

じめとして、非常に微妙な問題を抱えているわ

けだ。本当に、この嘆願書の中身、書かれてい

る内容が明らかに表になると、佐賀県民の皆様

方はどのように考えられるか、どのように受け

止められるか。

この内容をちょっと見てみますと、境界線付

近での海砂採取事業の即時停止と原状回復を求

める嘆願書と。以前から、佐賀県と長崎県の協

定境界線を越え、佐賀県側の海砂を長崎県の業

者が区域外採取をいまだに行っているとの通報

を受け、漁業探索機で佐賀県側の海底の凹凸を

確認、ＧＰＳによる運行記録を確認したところ、

境界線を越えて、海砂の区域外採取が繰り返さ

れている実態が見受けられ、違法操業が現在も

繰り返されていることを確信した次第でありま

すと。

こういうような内容から、いろいろあってい

ますよ。今、私が言うように、やっぱりこの佐

賀県との関係は大事にしていただかないと、目

の前に新幹線がぶら下がっていると。そういう

点から考えてみたときに、こういうような嘆願

書が我々の手元に届くというところ、尋常じゃ

ありませんよ。

それで、今聞いてみると、こういうような行

政処分の内容、こんなね、どうにもならんよう

な、考えられないよ。これは行政処分とは言わ

んよ。こんなようなことをまかり通らせるやり

方は絶対あってはいけない。

そこでもう少し聞きたいけどね、今、大事な

ことは、大体、県内に海砂の本当に必要な需要

量というかな、それは大体どのくらいと考えて

いますか。

【高稲監理課長】それに当たりまして、実際に

どれぐらいの県内の需要量、必要量があるかと

いうことは、民間の会社に委託をして調査をし

ております。

それで言いますと、大体、現在の限度量が240

万立米ですけども、県内需要でいきますと大体

130から50といったような形での見込みの量が

民間の委託会社から数字として出されたところ

でございます。

【小林委員】 では、私の持っている資料、これ

は平成3年頃に県からもらった資料が、たまたま

出てきたわけだよ。それの数字と、実際この検

討委員会とかに出されている、県内需要量実績、

こういうところの数字が全然違うわけだよ。驚

いた。今日は時間がないから、この点までは深

く追求しないけれども、これは改ざんされてい

るんじゃないかと。私の持っている過去の資料

と、ここに県内需要量実績のこういうところが

全然違うというところをまず指摘はしておきま
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すけども。

仮に、今言う、そういう民間の調査会社で130

万立米から150万立米と、大体が、これが県内で

使うところの必要な需要量と、それに対して、

ではお尋ねしますが、限度量は幾らですか。

【高稲監理課長】年間の採取限度量は、現在240

万立米でございます。

【小林委員】その130万立米、150万立米でいい

と言っているのに、それが何で限度額はそれを

はるかに上回る。100万立米以上、上回っている

んだぞ。

こういうような、何で海砂採取の限度量が240

万じゃなければいけないのか。その理由は何で

すか。

【高稲監理課長】海砂の採取限度量につきまし

ては、実際に限度量の設定をどのようにした方

がいいのかというのを、有識者の委員会でご議

論いただいております。その中で、基本的な考

え方は、水産資源の保護、それから自然環境の

保全との調和を図ると。

一方で、やっぱり骨材、生コンの原材料であ

る骨材の安定供給の確保という観点も踏まえて

検討するということになっております。

全体的な方向性としては、5年に一度、限度量

を決めていくわけですけども、ピーク時でいき

ますと600万立米ありましたものが、現在240万

ということで、県内需要からすると、まだ多い

状況にありますが、かなり段階的に削減してい

るといった状況でございます。

【小林委員】実際から遊離しているな。確かに

過去600万立米と、そういう時代があったことは

私も分かっています。今回、調べてみた。

しかし、今、あなたが言うように、130万立米

から150万立米、これが長崎県内で今、必要とさ

れている需要量だと。それを何で100万立米以上

も超えるような、240万立米にしているのかと。

この海砂というのも、あなたも知っていると思

うけれども、徐々に徐々に減ってきていると。

これは、無尽蔵にあるわけじゃなくて、やっぱ

り限界があるわけだよ。大事に使わないといけ

ないと。

それで聞きますと、長崎県の海砂というのは、

非常に骨材として、非常に重宝がられて、大変

ありがたいですね。強靱な海砂ということで資

材の規定はこれ以上のものはないと、みんなか

ら非常に喜ばれているわけです。そういう点か

ら考えても、他県と比べてみて、大体限度量と

いうのを調べてみた。

例えば、高知県が限度量は35万台、今。それ

から山口県が111万、それから熊本県はもう実は

平成25年から禁止、大分県は26万立米、鹿児島

県も100万、沖縄県も100万、現在はなし。それ

から、佐賀県も100万。

こういうところから見れば、長崎県の限度量

というのは、240万立米、突出しているわけだよ。

何でこんなことをするんですかと。技監、答え

切れるか。

【中村土木部技監】海砂の突出が長崎県のみか

なり大きいのではないかというようなご質問な

んですけれども、私が全て把握しているわけで

はございませんけれども、これはちょっと聞い

た話ですと、他県の砂がコンクリート製品の骨

材に対して、十分な品質を有してないというふ

うなところで、採取限度量も減っているという

ふうなところの話を、以前お聞きしたことがあ

ります。

【小林委員】 答えになっていない。だから、こ

の240万立米というのが他県と比べても、現実に

長崎県の需要量からもはるかに超えていると、

こう言っているわけだよ。そして、こういう海
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砂も、長崎県は上等であるがゆえに、こういう

ことは大事に育てないといけないと。

そういう点から考えてみると、あまりにも、

こういう立派な資源を無造作に扱っているとい

う感じがするわけだよ。そういう点から考えて

みても、もう一度こういう全体のこの総量につ

いては、総量規制とか、そういうことについて

は、もう一度検討する必要があると思うんだけ

れども、これは監理課長で答え切れるかな。検

討する必要があると思うんだけども。

【高稲監理課長】海砂の採取限度量の取扱いに

つきましては、現在5年に一度決めておりますの

で、令和10年度までは240万立米という形で決め

ておりまして、次は令和11年度以降の限度量を

どうするかというのを、令和10年度にやはり同

様に検討委員会でご議論いただくという形にな

ります。

その検討をしていただくに当たりましては、

直近のいろいろな状況、実際の採取の実績であ

りますとか、また需要見込みがどうであるかと

か、そういった部分の調査をしまして、その資

料をお示ししてご議論いただくといった状況に

ございます。

ですので、この数年、そういったきちんと現

状の部分の数字、いろんな把握をしまして、ま

た検討委員会でご議論いただきたいと思ってお

ります。

【小林委員】これもう最後にしますがね、私は

海砂行政を今回、少し調べてみました。まだま

だ私の調査も足りないところです。まだこれか

ら調査に足る内容がたくさんあります。しかし、

今日のこのあなたとのやり取りだけでも明らか

になったように、この行政処分の内容、こんな

に内容が軽いのかと。もうとにかく痛くもかゆ

くもないと。こんなことを野放しにしている、

この土木行政、海砂行政が、果たして長崎県が

まともにやっていることかと。

そしてこうして要するに佐賀県からもこんな

嘆願書まで来ていろんな意見が出てきていると。

こういうことから考えてみても、しかも、大切

な資源が、大体が今、130万立米から150万立米

と言いながら、何で240万立米にしなければいけ

ないのかと。

それで、今のご答弁では、いや、これは10年

まで続きますよと。こういうような形で、大体、

さっきも言ったけども、これは、この業者の方々

から、県に毎年幾らお金が入ってきているんで

すか。1立米、幾らで売っていて、年間幾ら一般

会計の中にその業者の方々の恩恵があるんです

か。

【高稲監理課長】海砂採取した分の県へのお支

払いいただく分ですけども、1立米当たり税抜き

で94円、税込みで103円という単価になっており

ます。

【小林委員】私が聞いたところによると、大体、

県が100円ぐらい。それで、大体年間2億9,000万

円、3億円ぐらい、一般会計の中にこの海砂で頂

いていると。漁協の方は、これが4億円ぐらい頂

いているということ。業者の方々は4社、5社、

いろいろとありますけども3,000円で売って、

240万立米をかけてみると、大体、72億円、業者

の方々には、それで4社か5社かというところで

すけれども、72億円ぐらいのお金がやっぱり年

間入っていると。これは、4社だったら4社で分

けるのか、どうかというところだけれども、か

なりの裕福な状況になってきていると。

そんなことを考えてみると、やっぱり総量規

制は検討すべき内容ではないかと。こういうふ

うに思いますから、こういう長崎県の土木行政

の中の、そういう海砂の行政がこんないいかげ
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んなものであるということは、絶対あってはい

けないと思います。このことは、しっかり申し

上げて、私もいろんな調査をしながら、また議

会ごとに発言をしていきたいと思いますので、

取りあえず以上で終わりたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に自由民主党会派より、ガソリンの暫定税率

廃止に関する意見書（案）提出の提案があって

おりますので、事務局より文案の配付をお願い

します。

それでは、冨岡委員より意見書提出について

の提案、趣旨説明等をお願いいたします。

【冨岡委員】ガソリンの暫定税率廃止に関する

意見書（案）について。

多くの国民が物価高による家計負担の軽減を

求めている状況を背景に、いわゆるガソリンの

暫定税率の早期廃止に向けた議論が与野党間で

加速しております。

しかしながら、ガソリンの暫定税率による税

収は約1.5兆円と見込まれており、地方のインフ

ラ整備や維持管理、老朽化対策等にも充てられ

る重要な財源となっております。

また、このうちの地方の財源は約5,000億円と

試算されており、財源の乏しい地方にとって極

めて貴重なものとなっております。

一方、令和7年6月に閣議決定された第1次国土

強靱化実施中期計画では、国土強靱化の推進が

特に必要となる施策の事業規模として、今後5年

間でおおむね20兆円強程度がうたわれておりま

すが、安定的な地方財源が確保されなければ、

県民の生命、財産、暮らしを守るための社会イ

ンフラの更新や老朽化対策、防災・減災事業な

どの進捗に大幅な遅れが生じるおそれがござい

ます。

さらに、本県はもとより各地方自治体におい

ても、既に当該財源を基に令和7年度予算を編成

し、各種事業を実施する中、唐突な廃止は財源

不足を招き、地方行政が機能不全に陥ることも

懸念されております。

つきましては、ガソリンの暫定税率の廃止に

おいては、これから述べる事項を講じられるよ

う強く要望するものでございます。

1つ、ガソリンの暫定税率の廃止については、

安定的な行政サービスの提供及び財政運営を担

う地方への影響等を十分考慮し、財源論なき減

税を行わないこと。

1つ、地方の減収に対しては、代替となる恒久

財源を措置するなど、国・地方を通じた安定的

な財源を確保すること。

これらを内容とする意見書を、地方自治法第

99条の規定により提出するものでございます。

【坂口委員長】ただいま説明がありました「ガ

ソリンの暫定税率廃止に関する意見書（案）」

について、ご意見等はありませんか。

【堀江委員】 冨岡委員に質問いたします。

この意見書は、平たく言えば、ガソリンの暫

定税率の廃止をするなということではなくて、

税率の廃止ということであれば、地方自治体の

影響を考慮し、さらには財源を確保してほしい

という、そういう理解でいいですか。平たく言

えば。

【冨岡委員】堀江委員のご理解でよろしいです。

【坂口委員長】 ほかにご意見はありませんか。

【山口委員】今、冨岡委員から読み上げて提案

いただきましたが、基本的には賛成の立場です。

基本的には賛成の立場でありますけれども、

文言を少し修正した方がいいのではないかなと

思っているところがあります。「唐突な廃止は」
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となっていますね。「各種事業を実施している

中、唐突な廃止は」と。今、三党合意に基づい

てそれぞれに議論がなされていますし、今回の、

いわゆる総裁選挙においても、この暫定税率を

取り上げられている方もいらっしゃいます。そ

ういう状況においては、もう国民の皆さん唐突

とは思っていないんです。そういう意味では、

長崎県が唐突というような形でこの文言を上げ

るということはいかがなものかなと思っていま

すので、委員長、副委員長にちょっと修正をお

願いしたいなと思っています。

参考で言いますと、「各種事業を実施する中

において、廃止は」ということであれば、特に

問題ないのかなという感じはします。

【坂口委員長】正副委員長に一任ということで、

修正が必要かどうかも含めて一任ということで

よろしいですか。

【山口委員】 はい、お願いします。

【坂口委員長】それでは、ほかにご意見ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】では、ほかにご意見がないよう

ですので、しばらく休憩をいたします。

― 午後 ４時２２分 休憩 ―

― 午後 ４時２２分 再開 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

意見書（案）の提出について採決を行います。

「ガソリンの暫定税率廃止に関する意見書（案）」

の提出をすることに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、ガソリンの暫定税率廃止に関する意

見書(案）については提出することに決定されま

した。

なお、体裁の修正等については正副委員長一

任ということでよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】では、以上で委員会の審査が終

了いたしましたので、土木部関係の審査結果に

ついて整理をしたいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時２３分 休憩 ―

― 午後 ４時２４分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、文化観光国際部関係

の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時２４分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ０時 ９分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委員長（分科会長）

湊  亮太 副委員長（副会長）

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

伊達 良弘 文化観光国際部長

村田 利博 文化観光国際部政策監

加藤 一征 文化観光国際部次長

松尾 泰子 文化振興・世界遺産課長

野田  希
文化振興・世界遺産課企画監
(世界遺産・日本遺産担当)

小栁 剛志 ながさきピース文化祭課長

伊東  猛
ながさきピース文化祭課企画監
（国民文化祭事業担当）

長野 敦志 観光振興課長

小宮 健志
インバウンド推進課長
（参 事 監）

庄司 孝繁 物産ブランド推進課長

貝淵 裕幸 国 際 課 長

久間 哲彦
国際 課企画 監
（平和推進・国際協力担当）

川瀬 亨介 スポーツ振興課長

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、畑島委員から欠席する旨の届出が出て

おりますのでご了承をお願いいたします。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より予算議案の説明を求め

ます。

【伊達文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、文化観光国際部関係の議案につい

てご説明いたします。予算決算委員会観光生活

建設分科会関係議案説明資料の2ページをお開

き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第88号議案令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）のうち関係部分であります。

歳出予算、商業費440万円の増であります。歳

出予算の内容についてご説明いたします。

本県アンテナショップ「日本橋長崎館」の管

理運営業務委託契約が、令和7年度末をもって満
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了となることから、令和8年度以降の新たな契約

に向けて準備を進めております。

これに併せて、県産品のさらなる認知度向上

や観光誘客等につなげるため、回遊性向上や軽

飲食機能強化等のリニューアルに係る実施設計

に要する経費として、情報発信拠点企画運営事

業費に440万円を計上いたしております。

この結果、令和7年度の文化観光国際部所管の

歳出予算総額は、55億2,354万7,000円となりま

す。

それでは、3ページをお開きください。

債務負担行為について。

次に、令和8年度に債務負担行為を行うものに

ついてご説明いたします。

「日本橋長崎館」のリニューアル工事に要す

る経費に係る令和8年度の債務負担行為として、

3,435万7,000円を計上いたしております。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。

【坂口分科会長】次に物産ブランド推進課長よ

り補足説明を求めます。

【庄司物産ブランド推進課長】おはようござい

ます。

それでは、お手元に配付いたしております予

算決算委員会観光生活建設分科会補足説明資料

をご覧願います。資料の4ページをお願いいたし

ます。

今回、情報発信拠点企画運営事業費といたし

まして、「日本橋長崎館」のリニューアルに向

け、今年度実施する実施設計費440万円と、令和

8年度からの本工事費に係る債務負担行為とし

て3,435万7,000円を計上いたしております。

主な事業内容でございますが、県のアンテナ

ショップ「日本橋長崎館」は、令和7年度末をも

って10年目を迎え、令和8年度に運営事業者の更

新となることから、さらなる県産品の認知度向

上や観光誘客等につなげるため、回遊性向上や

軽飲食機能強化などのリニューアルを実施する

ものであります。

今年度の運営事業者の公募に当たっては、リ

ニューアルに向けた設計工事も含めて公募を実

施することから、令和8年度からのリニューアル

工事に係る経費について債務負担の設定をお願

いするものであります。

次に、主なリニューアルの内容としましては、

老朽化した冷蔵・冷凍ショーケースの更新や、

店内の視認性・回遊性向上のための重機の入替

えなどであります。

今回の公募では、リニューアルに係る提案を

募り、最も優れた提案を基に設計施工を進めて

まいりますが、県が想定するリニューアル例を

8ページに参考としておつけしております。

また、5ページに財源内訳を記載しております。

今回の予算額は総額3,875万7,000円となります

が、可能な限り国の交付金や起債を活用するこ

ととしております。

説明は以上でございます。よろしくご審議を

賜りますようお願い申し上げます。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 この「日本橋長崎館」の来館者数

ですが、例えば過去3年間、来館者数がどういう

ふうに推移をしているのかということが分かり

ますか。

【庄司物産ブランド推進課長】 過去3年間の来

館者数でございますが、令和4年度は28万6,771
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名、令和5年度は31万6,253名、令和6年度は34万

5,100名ということになっております。

【堀江委員】そこで、後の長崎県総合計画に関

わるかと思うんですが、こことちょっと関連し

て、今回リニューアルして、さらに来館者を増

やしたいってことなんですけれども、発信しま

すね、総合計画の161ページになりますけれども、

ここでは、今言われた令和6年度が34万人という

ことで、そこを基本にして、令和12年度には42

万人という目標値を掲げています。

これは、今後5年間の計画ですけれども、5年

前にちょっと振り返りますと、5年前の計画では、

平成30年度に56万人ということを基準にして、

令和7年度で67万人を目標に掲げましょうとい

う計画だったんですね。

それから今後、今後の5年間で令和12年度に42

万人にしましょうということで、私が何を言い

たいかというと、この令和12年度の目標値が42

万人ということで、5年前に遡ったときの平成30

年度、このときは56万人が基準値だったんです

けど、ここにも届かないんですよね。

コロナの影響もあって、「日本橋長崎館」の

来館者数っていうのは、当初の見込みから変わ

ってきたという経緯があるんですが、今回リニ

ューアルします。今後さらにそれを増やしてい

くということで、5年間の目標を立てるんですけ

れども、5年間の目標が言わば10年前と比べても、

そこに届かないっていうことはどういうふうに

見たらいいのか。

なかなかこれは来館者数を伸ばすというのは、

難しい市場状況にあるんでしょうか。ここの分

析といいますか、見通しといいますか、そこを

説明していただけますか。

【庄司物産ブランド推進課長】来館者数の目標

でございますけれども、来館者数が目標達成で

きなかった要因につきましては、委員がおっし

ゃったとおりコロナというものが、大きな要因

と考えております。

また「日本橋長崎館」を含む日本橋エリアの

近隣ショップも同様な状況にありまして、コロ

ナ前の令和1年までは戻り切れてないような状

況もございます。

また、もう一つの要因としましては、令和6年

度におきましては、熱中症アラートの発令とか

もございまして、来館者数が目標に達成できて

ないものと考えております。

なお、現計画の目標を達成できないというこ

とにつきましては率直にお詫びを申し上げます

が、目標の達成に向けましては、現状をまずし

っかり捉えまして、現状の来館者数をベースに

目標を立てさせていただいているところでござ

います。

今後の見通しでございますけれども、「日本

橋長崎館」のあるエリアにつきましては、再開

発事業が行われておりまして、今後人流が増え

ていくものと考えております。

今度の、新しい総合計画の目標は、前回の総

合計画の数字を下回っておりますけれども、し

っかりそのような現状の、周りの環境の変化を

捉えまして、今回のリニューアルの補正予算の

方を計上させていただいておりますけれども、

「日本橋長崎館」の魅力を向上させながら、し

っかり今回立てた計画目標を達成したいと考え

ているところです。

【堀江委員】今、答弁の中で、「日本橋長崎館」

が所在するあそこの場所が、再開発ですか、い

わゆる状況が一定人口が増えるような方向でま

ちの変化があるということなんでしょうか、す
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みません、教えてください。

【庄司物産ブランド推進課長】「日本橋長崎館」

がある一帯は、日本橋エリアにつきましては、

複数の再開発事業が今行われておりまして、商

業施設でありますとか、仕事ですね、ワークス

ペースが入ったり、ホテル等が入ることになっ

ていますので、さらなる人流の増が見込まれる

と考えているところです。

【堀江委員】いずれにいたしましても見守りた

いと思っておりますけれども、努力をされてい

るというのはもう申し上げるまでもなく、皆さ

ん努力をされているので、ぜひ今回の予算に伴

うリニューアルですかね、ここが来館者の増に

つながっていくように、頑張っていただきたい

と思います。終わります。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

よろしいですか。

【冨岡委員】事前に聞いておけばよかったんで

すけど、これの来館者数のデータというのはど

ういう、その数はどのように取っているのでし

ょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】来館者数につき

ましては、入口にカウンターをつけておりまし

て、そこで来館者数はカウントしているように

しております。

【冨岡委員】我々もですね、時々行ったりする

のですが、例えば僕らも視察に行ったりして何

人か入って、例えば誰か人によっては、あそこ

でたばこ吸いに行くっていう、そこにこうした

数も入るようなそういうイメージでしょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】委員が今おっし

ゃったとおり、カウンターを通られた方の数と

いうことになっています。

【冨岡委員】そんなことはあり得ないとは思い

ますが、例えばちょっと来館者数が少ないなと

いうときに、冨岡君、あそこを往復してくれな

いかと。それを１日100往復ですね、ランニング

してきますと、こうするだけでも数は増えてい

くということですね。

【庄司物産ブランド推進課長】すみません、往

復の数は、2分の1でカウントするようにしてお

ります。特に操作というか、多く来館していた

だくようなことはしておりません。

【冨岡委員】往復の数はということは、そこは

監視カメラと二つ含めて誰がどうしているかと

いうのをカウントしているということですか。

【庄司物産ブランド推進課長】 そういう点は、

2分の1して往復をカウントしないので、出入り

を、1回入って出られたらカウントは2回するの

ですが、そこを2分の1して、来館者数としては、

適切な数を把握しているということです。

【冨岡委員】僕の理解力不足なのか、何か質問

がかみ合ってない気がするんですが。要するに

そういった何か1人がこうしても、そういうカウ

ント数に上がるのではないかっていう、そうい

う意味ですね。往復してどうこうというよりも

ですね。

【庄司物産ブランド推進課長】すみません、確

かに委員おっしゃるとおり、同じ方が、何回何

十回と来店されれば、そこは申し訳ございませ

んけれども、カウントはずっとされていると思

います。往復については、2分の1して1回でカウ

ントするということです。

【冨岡委員】そうですね、往復の半分は分かっ

たんですけど。そうですね、この辺りについて

は、どうしても何かそういう数を、データを取

るときの限界っていうのはあると思うんですけ

ど。
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あとですね、せっかくそういった、どういう

人が来るのか、どういう人がっていうか、ここ

の目的としてですね、そういう長崎の魅力を発

信して、今後、長崎とつながりをつくってもら

いたい、これはもう長崎魅力あるなということ

でこっちに来てもらうとか、移住してもらうと

か、そういうところを目的としてあると思うん

ですけど。

では、どういった方が、例えば男女の性別、

年齢、職種とか、お土産目的で来るのかとか、

何かそういったことができるだけ、もうこれか

らビッグデータの時代、いろいろ分析をして、

こういった今後の対策につなげていくというと

ころの中で、そういったデータを何らか取って

いるのでしょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】今、顧客につき

ましては、ｄポイントカードを活用して、デー

タを取っております。ちなみに令和6年度のお客

様の属性としましては、県別では東京都が最も

多く、続いて、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨

城県となっており、性別・年代別では、50代の

女性が最も多くて21％、続いて40代の女性が

14％、60代女性が10％となっております。

【冨岡委員】分かりました。うちの母もですね、

何かいろいろ買物とか行ったら、いつも僕が買

物するときにも、ちょっとこのｄポイントを使

ってするように、もうそういうことを通じて、

どういった方が、少なくとも買物をした方につ

いてはどういった方がっていうところで。

先ほど一定のどういった方々いらしているの

かっていうお示しいただきましたけども、果た

してこれが、だからどうなのかというふうにつ

ながっているかどうかですね。

では、女性の50代の方が多いと、だからそこ

でどうするのかですね。そういった方々に、例

えば何かダイレクトメールを何らかの形で送る

なり、何かそういった何らかの形につながるよ

うなものになっているのでしょうか。それとも、

こういう人が来ました、それで終わりっていう

形になっているんでしょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】「日本橋長崎館」

といたしましては、首都圏の多くの方々に長崎

県の魅力を発信するとともに、首都圏消費者の

ニーズを収集し、県内事業者にフィードバック

することが目的と考えております。

ｄポイントデータを基とした購買者情報は、

運営事業者の方から県内事業者へのフィードバ

ックの内容に含まれております。そのデータを

基に、県内の事業者が首都圏への販路拡大や商

品改良を検討する上の有益な情報として活用さ

れているものと考えております。

【冨岡委員】何となくはですね、だからどうい

ったものが売れた、例えばカステラがいっぱい

売れたら、長崎のほかのカステラなんかもブラ

ンドをこっちも入れてみようとか、何かそうい

ったいろんなことには、つながっているという

ことですかね。

【庄司物産ブランド推進課長】個別の事業者の

話をしまして申し訳ございません。県といたし

ましても、当然そのようなデータを活用して、

物産ブランド推進課だけでなくて、県の様々な

施策に「日本橋長崎館」を訪れた方がどういう

方で、どういう属性の方がどういった買物をし

ているかということのデータを生かしながら、

いろんな施策の検討材料にはしたいと考えてお

ります。

【冨岡委員】ありがとうございます。もう終わ

りたいと思うのですけれども、この来館者数と
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いうのがかなり大きな目標、大きなっていうか

ですね、何かその達成度とかを表すための指標

になっていますので、私も会社員時代はですね、

自分の場合は工務とかで契約書を何通こうした

のかとかって、何かそういうデータって、例え

ば自分の場合でも、そのボーナスとか給料に反

映してくるとなるとですね、どうしてもちょっ

と何とか多めにできないかな、やっぱそういう

心が働いてしまうものですね。

そういうことはあり得ないと思うんですけど、

やっぱり今回今年ちょっと少ないなって、でき

るだけこう、往復でも何でもたったったったっ

てしてもらうとか、そういう方たちによってデ

ータが動き得るっていうのは気になるところで

はございます。

何らかのほかの形で、それこそｄポイントの

購入者数は分かる、ただ来館者数ってしたとき

にそこのデータが幾らでも動かせるっていうの

は気になるところではございます。

何かほかに、ぱっと僕は思いつきませんけど、

ほかの方法で来館者数というのを正確に把握す

る方法はありますでしょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】すみません。今

の現状ですと、やはりどちらの館も、カウンタ

ーで来館者数を取っているのが現状だと思いま

すけれども。

引き続きですね、ほかの館の状況等の聞き取

りをしまして、どのような来館者数の把握が一

番正確になるかというのは研究してまいりたい

と思います。

【浅田委員】早いものだなと思いました。日本

橋館ができて、もう10年なんだなと。場所をど

こにするのかっていうところから我々議論をし

てきたわけでございますが、ここの場所で大き

なリニューアルって2回目になるんですかね。

前はもっと、最初はおしゃれ型な感じにして、

次はドン・キホーテ型にしてっていう、そのと

きそのときの流行りというものを取り入れなが

ら、来館者を促すという戦略だったと思うんで

すが、次のターゲットというか、どういうイメ

ージで、それも含めて公募なんでしょうけれど

も、県が主体として考えている次なるイメージ

というものはあるんでしょうか。それとも、公

募先にある程度任せるのか。

これまでの10年間にわたっての2回の大きな

イメージ戦略の中において、やはり県がある程

度は決めた上で、先導した上でというのも必要

なのかなと思ったので、ご質問していますけど

いかがでしょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】「日本橋長崎館」

につきましては、委員おっしゃるとおり、平成

28年3月に開設で約10年営業してまいりました。

お客様をはじめ県内の事業者や市町と県議会等

などから様々な意見を頂戴しているところです。

今、課題としましては、商品数が多くて雑多

感や整理されてない印象がある、ハイダック型

重機により視界が遮られ店内の回遊性が低下し

ている。長崎の食を感じさせるメニューの提供

が必要ではないかなどの課題や意見等をいただ

いているところです。

今後、より魅力的なアンテナショップにする

ことで、来館者数の増加を図りたいと考えてお

りますけれども、そのためにリニューアルにお

きましては、老朽化した厨房機器や重機等の更

新をはじめ店内の視認性改善や雑多感の解消に

向けた施設環境の整備などに取り組むなどとし

ており、快適な魅力的な「日本橋長崎館」とな

るよう努めてまいりたいと考えております。
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【浅田委員】ごめんなさい、私の言い方が非常

に分かりづらかったかもしれないんですが、例

えば、前はその雑多感を目指していたんですよ

ね、皆さんは。何でそこから急に変更するんで

すかと聞いたら、今の購買者数のイメージとい

うのがそっちだったから。ドン・キホーテみた

いに積み上げ型でというのを確かおっしゃって

いたんですよ。

それを今まで2回大きなリニューアル、イメー

ジを変えた流れの中で、次、それも含めての公

募なんだと思いますが、県としてはどういうふ

うにした方が、ここの「日本橋長崎館」がより

よくなるのか。

また、ここは物だけではなくて、いろんな誘

致とかも含めた話し合いをする場とかでもある

と思うし、長崎をより知らしめるためのものだ

と思うんですけど、そういうこちら側のビジョ

ンというものをお示しせずの公募なのか。こち

ら側としてのイメージはどうなのかということ

を、その細かいリニューアルの機材がどうのこ

うのとかっていうことではないところをお伺い

したいです。

【庄司物産ブランド推進課長】大きなイメージ

としましては、やっぱり「日本橋長崎館」によ

り多くの方が来ていただくように、長崎館の魅

力の向上を図るためには、長崎の食の魅力を感

じることができるものとか、今、物が単純に陳

列されているようなイメージがありますので、

触れてもらうことで、長崎の魅力をさらに感じ

てもらうような館づくりをしたいと考えている

ところです。

また、長崎館設置のもう一つの目的が県内事

業者へのフィードバックということもございま

すので、そこについても、今も取り組んでおり

ますけれども、今以上に情報が確実に事業者等

にフィードバックできるように、新しい事業者

とは取り組んでいきたいと考えているところで

す。

【浅田委員】新しい事業者さんと考えていくと

いう前に、今どんなビジョンが県側としてあっ

て、それを示しながら公募するのか。任せた状

況の中で費用をかけているのかというところを

伺いたく、すみません、私の聞き方が悪いのか、

なかなかそのイメージが見えてこないんですけ

れども。政策監、どうでしょうか。

【村田文化観光国際部政策監】アンテナショッ

プの公募のイメージというか店内のイメージと

いうふうなことでございますけれども、委員が

先ほどからお話しいただいたとおりですね、

様々な経過、ご意見をいただきながらリニュー

アルしてきたというところです。

現状で今ですね、ある程度今までの雑多感と

いう感じよりは、少し代表的なものを来館者の

皆さんに触れていただくというようなものが多

くなってきているのかなというふうな印象を受

けておりますけれども、そういったところも含

めて、各県の現状なども含めて、業者さんとも

ご相談しながら、改めて検討していくというよ

うなことだというふうに考えてございます。

【浅田委員】なかなかまだこれからの事業なの

で非常に難しいのかなという気もしているんで

すけれども、10年たって、いろんな地域の中で、

こういう物、物産館とかずっとありますけれど

も、増えたりとか、新しくなっている中で、長

崎が目指すものという部分をもうちょっと知り

たかったかなという中でのご質問をさせていた

だきました。

そもそも論として、ここ自体、家賃が大分高
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かったというふうに思うんですけれど、この物

価高騰でこの10年間で大分上がっているんです

か。すみません、調べておけばよかったんです

けど、教えていただけますか。

【庄司物産ブランド推進課長】家賃につきまし

ては、こちらに設置してから、家賃は上がって

おりません。

今回、次の5年間の新たな契約を結び直してお

りますけれども、こちらにつきましても、今お

っしゃるとおり様々な物価が高騰してきており

ますけれど、家賃につきましては少し減額をし

ていただくような話を進めております。

【浅田委員】 減額を、あの一等地で、年どれぐ

らいになりますか。

【庄司物産ブランド推進課長】 坪単価で2,000

円減額の話を進めておりまして、年間で260万円。

【浅田委員】 今、家賃幾らですか。

【庄司物産ブランド推進課長】 家賃が年間で、

現契約で約9,200万円程度でございます。これが

年計画では8,900万円程度になる予定でござい

ます。

【浅田委員】 8,900万円を年間かけているとい

うことで、ここに対する費用対効果、我々の望

むところはもっともっと高みを目指していただ

きたいというところで、やはり県が主体となる

イメージを持って引っ張っていくということが

大事なのではないかなという気がしています。

これまでのリニューアルの中でも、業者さん

がある程度、こっちがって。いや、これ雑多じ

ゃないって、私、何回言っても思ったけれども、

これが今の流行りなんですよ、これが売れるん

ですよって、当時皆さんからの説明はずっとそ

れに終始しておりまして、見づらいな、通りづ

らいなと思っても、これが主流なんですよみた

いな感じで。ううん、どうなのって思っていた

ので、今後に関してはそこがどうなのかなとい

うところが気になって質問をさせていただきま

した。

かなりの予算をかけているわけですから、飛

躍的なというか目に見えるリニューアルであろ

うということを期待して、質問を終わります。

【田川委員】 私は、この議案は初めてで、教え

ていただきたいんですけれども。この物産館と

いうのは、そもそもそこが繁盛することが目的

ではないのではないかと。とにかく長崎県産品

をいかにして発信していくのか、知っていただ

くのか。そこで幾ら売れても、結局そこで終わ

るのではなくて、その売上げだけで考えるので

はないと、私は思うんですよ。

ですから、いろんなイベントをする際に、長

崎県がどういうブランドをこれだけやりましょ

うとかですね、そういうのは常に公募者と協議

していく必要があると思うんですけれど、これ

までそういう長崎県、例えば、松浦のアジとか

ですよ、旬の魚フェアとか、そういうことで協

議をされた経緯があるんですか。それとも今後

そういうのをされるおつもりでしょうか。お尋

ねします。

【庄司物産ブランド推進課長】「日本橋長崎館」

においては、県の施策、その時々の県の施策に

応じた装飾ですとかイベント等も関係部局と連

携を取りながら実施しているところです。

またイベントスペースにおきましては、各市

町や、事業者においてもそれぞれで、時期や目

的を持ってイベントに取り組んでいただいてい

るところでございます。

【田川委員】イベントを行っているということ

で安心したんですけれども、その効果というの



令和７年観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２５日）

- 70 -

は、どういうふうに捉えられていますか。デー

タで出ているんでしょうか。

【庄司物産ブランド推進課長】すみません、個

別のイベントごとに、具体的な数字のデータと

いうのは持ち合わせておりませんけれども、イ

ベントをした事業者ですとか、市町にお聞きし

ましたら、継続してイベントを実施していただ

いておりますので、一定の成果が出ているもの

と認識しております。

【田川委員】確かにですね、私の出身の西海市

でもアンテナショップでいろんなイベントをし

ましたっていうか、それで、この産品が幾ら売

れましたって、それは私、それぞれあると思う

のですが、それはデータはないということです

けれども、できれば、それぞれの市町で、アン

テナショップでイベントした際にどれどの程度

効果があったのかというのは、後で調べておい

ていただきたいんですけれども。

結局、こういう事業を通じて、ふるさと納税

につながるとかですよ、そういうことが一番大

事ではないのかなと。長崎県の魅力をここで発

信して、ふるさと納税でこういう産品がある。

最も大事なのは、それぞれブランド力を向上す

るということですけれども、ここにも基本戦略

で、時代の変化に対応する力強い産業を創出す

る。まずここに力を入れていくと、自然とそれ

が消費者に認知されると、評価を受けると。

長崎館に買いに行こうではないかって、そう

いうことになると、あまりリニューアルとか関

係なくですね、あそこに行けば長崎県の旬の魚

が買えますよ、おいしい加工品が食べられます

よっていう、こういうことが大事だと思います

ので、そういうことについて、もう一回具体的

に産品の開発ですね、どのように取り組んでい

るのか、改めて。それが最も大事だと私は思い

ますので、よろしくお願いします。

【庄司物産ブランド推進課長】「日本橋長崎館」

の設置の１つの目的といたしまして、事業者へ

のフィードバックというところがございますの

で、最低、年に１回は「日本橋長崎館」に商品

を出していただいている事業者様に首都圏の方

の皆様のお声というのを届けております。

そういった声を活用して、事業者におかれて

は商品の開発等や改良等にもつなげていただい

ているというような状況でございます。

【田川委員】とすればですよ、アンケートを取

られて、この加工品についてはちょっとこれが

足りないとか、そういうこともされているとい

うことでよろしいですか。

【庄司物産ブランド推進課長】商品につきまし

ては様々なお声をいただいたもので、例えばパ

ッケージをこう変えた方がいいですとか、発送

したときに少し破損があったとか、そういった

ことで改善してほしいとか、値段とか商品の数

量を小さくした方がいいとかっていうようなお

声をいただいたものなどにつきまして、事業者

の方にフィードバックして、改良等事業所の方

で検討していただいたところです。

【田川委員】そういう取組をですね、これまで

もされてこられたということでうれしく思うん

ですけれども、今まで私の地元で考えるとです

ね、手を挙げる事業者は、ある程度限定されて

いるんですよね。ですから、いい商品があって

も、そこに行ってチャレンジしようという事業

者が少ない、あるいは特産品がそこで発掘でき

ないっていうことにもつながりますので、そう

いう新たな事業者、新たな特産品の発掘ですね。

それに向けても取り組んでいただきたいと、こ
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れはもう要望ですけど、よろしくお願いします。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。

第88号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ご異議なしと認めます。よっ

て、88号議案のうち関係部分は、原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

文化観光国際部においては、委員会付託議案

がないことから、所管事項についての説明を受

けた後、陳情審査及び議案外の所管事務一般に

ついて質問を行います。

まず、文化観光国際部長より、所管事項の説

明を求めます。

【伊達文化観光国際部長】文化観光国際部観光

生活建設委員会関係説明資料をお開きください。

今回は当初版のほか、追加1、追加2もお配り

をしております。

当初版の2ページをお開きください。

議案外の主な所管事項についてご説明いたし

ます。

日本遺産については記載のとおりでございま

す。

ここで追加2をお開きいただき、2ページをご

覧ください。

ながさきピース文化祭2025の開幕について。

去る9月14日、アルカスＳＡＳＥＢＯにおいて、

天皇皇后両陛下のご臨席のもと、ながさきピー

ス文化祭2025の「開会式」を開催しました。

開会式には、さだまさし氏をはじめ、本県ゆ

かりの著名人や400名を超える県民の皆様にご

出演いただき、本県が誇る文化や歴史の魅力を

演奏や演技により表現し、発信しました。

金沢知樹氏が総合演出を務めたフェスティバ

ルを中心とした、プロローグからエピローグま

での演出の数々は、出演者と観覧者の一体感を

生み、文化祭の幕開けを飾るにふさわしいもの

であったと考えております。

無事に本文化祭の開幕を迎え、滞りなく開会

式を終えることができましたのも、県議会をは

じめ市町や関係団体の皆様のご理解とご協力の

賜物であり、心から感謝を申し上げます。

11月30日までの78日間の会期中は、県下全域

で180を超える多彩な文化イベントを実施いた

します。一人でも多くの方々にご来場いただき、

本県ならではの歴史や文化・芸術に触れていた

だけるよう、引き続き市町や関係団体と連携し、

誘客促進等に取り組んでまいります。

ここで、当初版2ページへお戻りください。

観光の振興について。

申し訳ございません、ここで追加1をお開きい

ただき、2ページをご覧ください。

令和6年の本県の観光客延べ数は、対前年比

2.4％増の3,080万人となり、4年連続で増加して

おります。

また、新規ホテルや長崎スタジアムシティの
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開業、大型スポーツイベントの開催などにより、

延べ宿泊客数は2.9％増の748万人となり、イン

バウンドについても、長崎～ソウル線の運航再

開などにより、対前年比34.5％増の73万人とな

っており、観光消費額は、公表値としては過去

最高の4,587億円となりました。

さらに、令和7年4月から6月までの主要宿泊施

設の延べ宿泊客数は、対前年同期比3.0％の増加

となっており、1月から3月に引き続き、増加傾

向で推移しております。

ここで当初案2ページへお戻りいただき、下段

をご覧ください。

本県では、より多くの方に長崎の魅力を知っ

ていただき、実際に訪れていただくため、市町

と連携して、映画やドラマ等のロケ誘致支援に

取り組んでおります。

今年度は、長崎を舞台とした映画が全国で相

次いで公開され、7月には「夏の砂の上」、8月

には「長崎－閃光の影で－」、9月にはカズオ・

イシグロ氏の小説が原作の「遠い山なみの光」

が話題となっております。

また、一般社団法人アニメツーリズム協会が

実施する、訪れてみたい日本の「アニメ聖地88」

2025年版においては、本件関連の6作品が選定さ

れ、全国4位の選定数となっておりますが、今回

新たに、昨年公開されたアニメ映画「きみの色」

が選定されたことに伴い、7月に聖地認定プレー

ト等の贈呈を受けたところでございます。

今後も映像作品を通じて本県の魅力を発信し、

誘客促進につなげてまいります。

本年度で計画期間が終了する観光振興基本計

画については、新たに令和8年度から始まる5年

間の計画策定を進めております。この間、7月に

は県内9地区で地域別意見交換会を開催し、地域

の皆様から様々なご意見をいただくとともに、

今月1日の県観光審議会では、計画案についてご

議論をいただいたところであります。

今後も県議会をはじめ市町や関係者の皆様の

ご意見を踏まえながら、検討を深めてまいりま

す。

また、新たな観光振興財源の導入については、

7月の地域別意見交換会の意見を踏まえ、8月8日

に第３回観光振興財源検討専門委員会を開催い

たしました。

その中で、宿泊税の検討を進めるに当たって

は引き続き関係者と意見交換を重ね、丁寧に対

応していくことというご意見をいただいたとこ

ろであり、今後も県議会をはじめ市町や関係団

体、各地域の皆様のご意見等を丁寧にお聞きし

ながら検討を進めてまいります。

大阪・関西万博を契機としたプロモーション

について。

連日多くの来場者でにぎわっている大阪・関

西万博の会場内において、9月3日から5日の3日

間、九州7県合同によるブースを出展し、長崎の

食や歴史・文化、自然景観といった魅力を積極

的にＰＲしてまいりました。

このほか、9月11日から14日には、国内外の報

道機関が利用するメディアセンターにおいて、

9月12日から13日にはポルトガル館において、世

界遺産や天正遣欧少年使節の展示、長崎コンシ

ェルジュによる観光等のＰＲを行いました。

さらに、9月19日から23日には、大阪駅と隣接

するＫＩＴＴＥ大阪において、市町、民間事業

者と連携し、観光や物産等、本県の多彩な魅力

を体感いただく本県単独イベントを開催したほ

か、10月1日からの1か月間は、各市町選りすぐ

りの産品を取りそろえ、来場者が試食や購入で
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きる場を設け、本県の魅力ある産品の認知度向

上や販路拡大を図ってまいります。

インバウンドの推進について。

インバウンドについては、さらなる誘客拡大

を図るため、8月25日から26日に韓国のソウル特

別市と釜山広域市、9月10日に台湾の台北市にお

いて、本県主催の旅行商談会を開催し、本県の

観光情報をＰＲするとともに、旅行商品造成の

働きかけを行ってまいりました。

クルーズについては、寄港数が8月末までに

251回と、順調に回復しているところですが、今

後、さらなる寄港の拡大に向けては、長崎港や

佐世保港のほか、県内各地へのクルーズ船誘致

が必要であることから、クルーズ船受入れに向

けた機運醸成を図るため、7月に雲仙市において、

関係自治体をはじめ観光関係団体などを対象に、

長崎県クルーズ振興セミナーを実施したところ

です。

引き続き、船会社や旅行会社へのセールスな

ど積極的なプロモーションを展開し、本県の認

知度向上とインバウンドの誘客拡大を図ってま

いります。

国際航空路線については、既存路線である上

海線、ソウル線の利用促進の取組に加え、新規

路線の誘致に向け航空会社や旅行会社等への働

きかけや協議を続けてまいりました。

こうした中、長崎空港と韓国・釜山広域市の

金海国際空港を結ぶ長崎～釜山線の臨時便が、

10月1日から10月11日までエアプサンにより8往

復、16便運航されることが決定しました。

県としては、航空会社やソウル事務所等とも

連携し、同路線の利用促進に向けたＰＲを積極

的に行うことで、早期の定期便就航につなげて

まいりたいと考えております。

引き続き、東アジアや東南アジアを中心に、

市場のニーズや経済効果の高い地域からの新規

路線の誘致に向け戦略的に取り組んでまいりま

す。

県産品のブランド化と販路拡大については、

記載のとおりでございます。

核兵器廃絶に向けた取組。

去る8月9日、長崎に原爆が投下されてから、

80年を迎えました。長崎、広島で開催された原

爆犠牲者慰霊平和祈念式典には、両県知事が、

初めてそれぞれの式典に参列し、犠牲になられ

た方々のご冥福をお祈りしたところであります。

昨年、日本原水爆被害者団体協議会がノーベ

ル平和賞を受賞し、また、今年7月にはノルウェ

ー・ノーベル委員会のフリードネス委員長が本

県を訪れ、核兵器の非人道性を訴えられるなど、

核兵器廃絶に向けた機運は高まりを見せていま

す。

このような中、核兵器を取り巻く国際情勢は

一段と厳しさを増していることから、これまで

以上に核兵器の非人道性を訴えることに加え、

核抑止が安全保障の唯一の選択肢であるのかと

いう問題提起を行うとともに、全世界の方々に、

核の問題を自分事として捉えていただくことが

極めて重要であると考えております。

県といたしましては、長崎市や広島県、関係

団体等と連携し、被爆の実相や核兵器廃絶の必

要性について、より一層、力強く世界に訴えて

まいります。

Ｂリーグの開幕については記載のとおりでご

ざいます。

ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウムに

ついて。

いよいよ国際サイクルロードレース「ツール・
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ド・九州2025佐世保クリテリウム」の開催まで

残すところ2週間余りとなりました。

10月10日のレースには、国内外から18チーム、

約100名の選手が参加予定であり、世界トップク

ラスのスピードと技術を間近で体感できる大変

貴重な機会となります。

また、県内外から多くの皆様においでいただ

くため、レース以外の取組として、レース当日

から翌日にかけて、著名人によるトークショー

やＢＭＸパフォーマンスなどのアトラクション、

自転車体験会等を実施します。

さらに、観光・物産ブースを設置し、来場さ

れた皆様に、本県の魅力をしっかりと発信して

まいりたいと考えております。

県としては、多くの皆様の心に残る、魅力あ

ふれる大会となるよう、佐世保市や実行委員会

等と共に、開催に向けた最終確認並びに大会期

間中の運営に全力を注いでまいります。

「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」

等の進捗状況については記載のとおりでござい

ます。

新たな総合計画の策定について。

文化観光国際部においては、8ページ、最終行

からになりますが、主に「地域の魅力で人を惹

きつける」や、「国内外とのネットワークを拡

大する」等に関する戦略に関連施策等を位置づ

けております。

基本戦略「地域の魅力で人を惹きつける」で

は、観光客の心をつかみ選ばれる持続可能な観

光の推進や特色ある文化資源・スポーツによる

地域のにぎわいづくりに関する施策において、

観光客の満足度を高め、消費単価の増加と県内

周遊を促進し、観光消費額の底上げに取り組む

ことや、データ分析等による戦略的なプロモー

ション、本県ならではの魅力的なコンテンツを

生かした国内外からの誘客について、九州各県

や観光関連事業者等と連携して実施していくほ

か、本県の特色ある歴史や文化・芸術による地

域づくり、それを担う人材の育成など、官民協

働で地域の文化資源の磨き上げ等に取り組んで

いくこととしております。

また、基本戦略「国内外とのネットワークを

拡大する」では、国際交流と平和意識醸成の推

進に関する施策において、長い交流の積み重ね

により培われた友好交流関係や人的ネットワー

ク等を生かして海外との交流をさらに拡大して

いくことや、被爆体験の継承や次代の平和人材

の育成等に取り組んでいくこととしております。

今後も引き続き県議会や有識者懇話会のご意

見をお伺いするとともに、パブリックコメント

等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今

年度中の計画策定に向けて検討を進めてまいり

ます。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【坂口委員長】次に、提出のありました政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料に

ついて説明を求めます。

【松尾文化振興・世界遺産課長】政策等決定過

程の透明性の確保及び県議会議員との協議等の

拡充に関する決議に基づきまして、本委員会に

提出いたしました文化・観光国際部関係の資料

についてご説明申し上げます。

観光生活建設委員会提出資料の2ページをお

開きください。

令和7年6月から8月までの1,000万円以上の契

約状況一覧表になっております。
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内容については記載のとおりでございます。

次に、4ページをお開きください。

令和7年6月から8月までの期間に行われた陳

情・要望に対する対応状況について30ページま

でに記載をしております。

次に、31ページをお開きください。

附属機関等の会議結果について、令和7年6月

から令和7年8月までの実績といたしまして、第

2回長崎県観光審議会観光振興財源検討専門委

員会のほか、2つの委員会が開催され、その概要

を35ページまでに記載しております。

以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。

【坂口委員長】次に、観光振興課長より補足説

明を求めます。

【長野観光振興課長】 私の方から2点本日ご説

明をさせていただきます。

まず、長崎県観光振興基本計画の次期骨子に

ついて、ご説明したいと思います。横長の資料

をご覧いただければと思います。

現在策定を進めております基本計画の骨子で

ございます。

昨年11月から、県の観光審議会において、現

行計画の振り返りや、今後の方向性について議

論を始めてきたところでございます。

今年4月、また先ほども部長から説明がありま

したように9月と、今年度2回開催しておりまし

て、途中地域別の意見交換会を踏まえて、現段

階での骨子についてご説明をさせていただきま

す。

表紙をおめくりいただきまして、資料の1ペー

ジでございます。こちらの計画の中に基本的な

項目として、策定に当たってということで計画

の趣旨でございますとか位置づけ、計画の期間、

推進体制などについて記載することとしており

ます。

本計画でございますけれども、平成18年10月

に、長崎県観光振興条例というものを制定いた

しまして、それに基づき策定するというもので

ございます。

2番にも計画の位置づけとして記載しており

ますけれども、長崎県総合計画を上位計画とし

て位置づけておりまして、条例にはこういった

基本理念でございますとか、基本方針、定めて

おりまして、それに沿って、県や市町、県民が

共有する指針としての役割を担っております。

3番の計画期間でございますけれども、こちら

は令和7年度に現行の計画が終期を迎えており

ますので、上位計画の総合計画と同様に、令和

8年度から12年度までの5年間としております。

推進体制等については記載のとおりでござい

ます。それぞれの役割をしっかりと認識しなが

ら、連携しながら観光振興を進めることを基本

としておりまして、こういった計画の進捗状況

については県の観光審議会、また今定例会、議

会においても報告をするということになってご

ざいます。

2ページをご覧願います。

計画の中には、観光の現状と課題というもの

を記載することとしております。

本日お示しさせていただいておりますが2ペ

ージ、3ページにかけまして整理をさせていただ

いております。

国の全体の動きとして4つの視点でまとめて

おります。1番から4番ございます。国内旅行に

ついてもご承知のとおり令和6年には国内旅行

消費額25.1兆円と過去最高を記録したという一

方で、やっぱりしっかりと国内旅行の振興には
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取り組む必要があるということ。また、訪日旅

行につきましても、過去最高を記録していると。

ただ個人旅行の手配が主流の中で、新たな需要

開拓が必要であるといった動向。

また、国の施策の動向でございますけれども、

国においても、令和12年に訪日客6,000万人、消

費額15兆円の目標を掲げてといった状況でござ

いまして、今年度中に国においても第5次の計画

の策定を予定しているといったところで注視し

ていく必要があるというところ。

観光を取り巻く環境でございます。

人口減少で国内旅行者数の減少というのは長

期的には見込まれる一方で、インバウンド誘客

拡大が重要になる中で、外部要因の影響が少な

い国内旅行にも力を入れつつ、旅行スタイルの

多様化などに対応しながら、しっかりと進めて

いくということが必要といったような内容を、

11月議会にはしっかりと文章とデータ、グラフ

併記しながら素案をお示ししていきたいという

ふうに思っております。

続きまして、3ページをご覧いただきまして、

こちらについては本県の現状を記載しておりま

す。

1番から3番でございます。観光客の状況と観

光客数と延べ宿泊客数、またその県内観光客の

動向、3番では外国人旅行客の動向、これも同様

に、文書化して、しっかりグラフ化しながら、

計画の中に記載させていただきたいと思ってお

ります。

4ページをご覧いただければと思います。

4ページでございますけれども、計画の中にも

しっかり現行計画の振り返りを記載しようとい

うことで考えてございます。現行計画において

は「感動あふれる長崎県～みんなで磨く、文化

と食と真心と～」という将来像の下、5つの柱を

掲げて取組を進めております。

これはそれぞれの柱ごとに取組を進展してい

るもの、不足しているものというのを整理させ

ていただいておりまして、これ代表例を記載し

ておりますけれども、素案の中ではしっかりと

文書化してですね、お示しをさせていただきた

いと思っております。

5ページをご覧いただきまして、5ページには

現在の本県の抱える現状について、課題につい

て記載をさせていただいております。

こちら、本県の課題として、現時点で4つ大き

く捉えて整理をしようと思っております。1つは、

観光を支える人材の確保と育成、また2番目にあ

りますように、持続可能な観光まちづくり、3番

目にございます旅行ニーズや消費行動の多様化

を捉えた誘客、4つ目に、インバウンド観光との

誘客推進と受入環境の整備、こちら4つの大きな

課題をしっかりと捉え、次期計画について策定

をしていこうというところでございます。

6ページでございます。次期総合計画の骨子の

概略になります。

次期計画の将来像といたしましては、「観光

客の心をつかみ、選ばれる観光立県ＮＡＧＡＳ

ＡＫＩ～歴史と文化を未来へつなぎ、世界と心

を結ぶ、笑顔あふれる地域へ～」といたしてお

りまして、しっかりと観光客に期待を上回る体

験を提供することで、地域経済の活性化を図り

ながら、選ばれ続けることで、観光立県として

持続的に発展していく長崎の姿を将来像として

描いているところでございます。

そういった中でＫＧＩでございますけれども、

現行計画と同様に観光消費額を掲げ、その増加

によって地域経済の活性化、持続可能な好循環
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の実現につなげてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

このＫＧＩをしっかりと達成するために、下

にもございますけれども、観光消費額の増加を

直接的に押し上げる要素でございますとか、今

回もう一つは持続可能な観光を支える要素、基

盤を支えるっていうことで、2つ大きく掲げてお

ります。

これまでこの観光消費額を支える要素といた

しまして、そのＫＰＩでございます、そちら緑

の中に掲げておりますけれども、しっかりとし

たこのＫＰＩを設定し、観光消費単価の増、観

光客の増、滞在時間の延長、リピーターの増、

これを直接的に伸ばしていくことで観光消費額

を伸ばしていきたい。

また、将来的に、しっかりと持続可能な観光

に結びつけていくためにも、右側にございます

とおり、ホスピタリティの向上、働きやすい環

境づくりの推進と記載しておりますけれども、

ＫＰＩには観光客の満足度に加え観光に携わる

方々、また県民の観光に対する理解度といった

ものを設定しながらしっかりと進めていくとい

う考え方を持って、下段の5つの方向性を定め進

めてまいりたいと考えております。

最後に7ページでございます。7ページには、

この柱ごとの基本施策の方向性について記載を

しております。

1つ目の柱では、国内外から選ばれる魅力的な

コンテンツの磨き上げには3つの方向性、2つ目

の柱、ターゲットにささる戦略的なプロモーシ

ョンの展開には、インバウンド向けの日本食や

文化などの多様な魅力の発信など5つの方向性、

3つ目は、長期滞在につながる広域周遊の推進と

いうことで、こちらも3つの方向性。

右側にございますこちらの基盤を支えるとい

うことで、4つ目の柱として、稼げる観光につな

げる産業基盤の強化、5つ目の柱として持続可能

な観光を推進していく体制の確立ということで

現在検討を進めているところでございます。

今後、本日のご意見、また市町のご意見を踏

まえながら、11月議会には計画の素案をご説明

したいと考えているところでございます。

計画の骨子についての説明は以上でございま

す。

続きまして、もう一つございます。縦型の補

足説明資料で、新たな観光振興財源の導入に向

けた検討状況についてという資料をご覧いただ

ければと思っております。

現在検討を進めております新たな観光振興財

源の導入に向けた動きを6月定例会以降の動き

を中心に記載をさせていただいております。

1番目でございます。地域別の意見交換会とい

うことで開催させていただいておりますが、新

たな観光振興財源の導入に向けて検討を深める

ために専門委員会を設置しております。

こちらの意見をいただいた中で、しっかりと

市町の意見を聞きながらといったようなご意見

をいただいておりまして、7月に9つの地域で意

見交換を実施しております。

それぞれ主な意見としては、中段以降に記載

をしております。やはり宿泊税の導入に肯定的

な意見、また、宿泊税の導入に否定的な意見、

また下段にございますとおり徴収事務の使途に

関する意見、ページおめくりいただきまして、

その他の意見においても、市町単位での実施で

ございますとか、離島では宿泊税とは別の形が

いいのではないかといったようなご意見もいた

だいております。



令和７年観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２５日）

- 78 -

それを受けまして、2ページ目の中段にござい

ます第3回の専門委員会を開催させていただい

ているところでございますけれども、こういっ

た出された意見の対応として、関係者の理解を

深めるためのアプローチなどについてご議論い

ただいております。

委員からは、税ありきといったようなご意見

を、地域別の意見交換会でもいただいておりま

すけれども、この専門委員会でも税導入の意義

からしっかり議論しているということで、説明

が不足しているのではないかといったご意見で

ございますとか、やはり経過を丁寧に説明して

ほしい、様々な意見はあるけれども、やはり税

を導入するべきではないかというようなお話も

いただいております。

ただ、やはり地域の理解を得ることが重要で

あるというふうなご意見をいただいております

ので、今後、結論のところに結果の方に記載さ

せていただいておりますけれども、宿泊税の検

討を進めるに当たっては、引き続き関係者と意

見交換を重ね丁寧に対応していくことといった

ご意見をいただいているところでございます。

今後のスケジュールでございますけれども、

年内には再度地域別の意見交換を実施するとい

ったような流れで進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

この3ページ以降には、前回6月議会にご説明

させていただきました資料を参考までに添付さ

せていただいております。後ほどご確認いただ

ければと思っております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますのでご

覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【冨岡委員】ありがとうございます。資料を共

有させていただきます。

まず、5つのうち随意契約は4つでした。それ

ぞれ質問させてください。

まず、上2つですね、1番と2番、アルカスＳＡ

ＳＥＢＯ舞台機構設備更新工事（第4期）とアル

カスＳＡＳＥＢＯ昇降機（4・5号機）改修業務、

こちら1億5,500万円と8,900万円と立派なおう

ちが幾つも建つような金額ですけれども、これ

それぞれ随意契約となっております。我々もこ

の間のピース文化祭開会式で、舞台など見てお

りますが、大体イメージがつくと思いますので、

これそれぞれについて、どの部分を言っている

のか。楽団とか立派にですね舞台の下にあった

りして、そこら辺のことを言っているのかなと

思うんですけれども、その内容と、なぜ随意契

約としないといけないのかというところについ

て教えていただけたらと思います。

【松尾文化振興・世界遺産課長】お答えいたし

ます。まず1つ目のアルカスＳＡＳＥＢＯの舞台

機構設備更新工事でございますが、こちらにつ

きましては、舞台設備の電動システム等の機械

や吊り物、幕等の設備更新を実施する内容とな
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っております。

それにつきまして、アルカスＳＡＳＥＢＯが

平成13年に開設いたしまして、もう約20年以上

経過しているということもありまして、平成30

年に劣化部分がないか等の調査を行いましたと

ころ、やはり更新の必要性があるっていうこと

で、舞台機構設備につきましては7段階に分け、

それぞれ更新を実施するということにしており

ます。今回は4段階目というところで、令和7年

度は実施するようにしております。

随契の理由につきましては、この舞台機構設

備につきましては当初から、この当該事業者が、

機器・部品のみでなく各種の制御プログラムに

ついても当該業者で設計開発の上、設置してお

りまして、設置当初から同社が一貫したメンテ

ナンスを行っているというもので、こちらの事

業者にしか事業の方は実施することができない

ということで、随意契約となっているところで

ございます。

次、2つ目の昇降機につきましても、こちらも

先ほど言いましたように、もう20年以上経過す

るということで、段階的にエレベーターについ

て更新を図るというもので、今度4号機、5号機

についての改修を令和7年度に予定をしている

ものでございます。

このエレベーターにつきましては、三菱電機

製でございまして、この三菱電機製のエレベー

ターのメンテナンスをするところが指定する系

列会社という指定がございますので、当該事業

者の三菱電機ビルソリュ―ションズ株式会社と

随契をしているものでございます。

【冨岡委員】 ありがとうございました。

続きまして4番のながおしデジタルマーケテ

ィング活用推進事業業務委託についても、その

内容と随意契約としないといけない理由を教え

ていただけたらと思います。

【庄司物産ブランド推進課長】ながおしデジタ

ルマーケティング活用推進事業でございますけ

れども、こちらにつきましては、令和4年度から

県産品のブランド化に向けて食のポータルサイ

トながおしとながおし公式インスタグラムを活

用した県産品の魅力を発信しているところでご

ざいます。

今回の業務につきましては、ポータルサイト

ながおしに掲載する記事の作成やインスタグラ

ムへの投稿や、それに基づく他情報発信の効果

検証等と加えまして、購買促進の場として県公

式ECサイトの開設を行うこととしております。

また、首都圏、関西圏等を中心に認定してお

ります長崎県産品応援店と連携したＳＮＳキャ

ンペーンの実施等が今回の事業内容でございま

す。

随意契約をした理由でございますけれども、

本件事業の実施に当たっては、Ｗｅｂ、ＳＮＳ

を活用した情報発信によるデジタルマーケティ

ングだけでなく、ＥＣサイトを紐づけて分析・

検証をする高い専門性や業界ネットワークを駆

使した企画立案能力を有する事業者に委託した

いと考えまして、公募型プロポーザル方式を採

用したところです。

そのことによりまして、最終提案者と随意契

約をしたものでございます。

【冨岡委員】承知しました。ちょっと随意契約

の理由のところが分からない。

あとすみません、今回、確認、チェックすべ

きところとまた違うのかもしれませんけれども、

こちらについてですね、インターネット、ホー

ムページなどを見ると、楽天市場・ヤフーショ
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ッピングの方で何か掲載をされるような形にな

るのですかね。

先ほど長崎館のお話ではないですけど、ちょ

っと自分がここら辺の認識が自分の勉強不足だ

ったのかもしれませんけど、何か効果的なとこ

ろというか、本当にそれだけ3,600万円かけてし

て、それだけの長崎の情報の発信であるとか長

崎のブランド品のいろいろな購買促進とかにな

っているのかという、ちょっとそこの大まかで

もいいので、何かイメージを教えていただけた

らと思います。

【庄司物産ブランド推進課長】ＥＣサイトにつ

きましては、今月から楽天市場の方に、12月か

らヤフーモールの方に掲載するようにしており

ます。

ＥＣサイトにつきましては、今年の開発とい

うことになりますので、実績はこれからになる

と思いますけれども、食のポータルサイトなが

おしにつきましては、令和4年度のアクセス数は

3万6,000回ということでございましたけど、令

和6年度は約8倍の28万回、インスタグラムにつ

きましてはフォロワー数が1,600人から2万

3,000人へと大きく伸びておりますので、一定の

認知度拡大、周知にはつながっているかと思い

ます。

【冨岡委員】ありがとうございます。結構一定

の効果が出ているということで、インスタグラ

ムも2万何千人というですね。すごい数だと思い

ます。ありがとうございます。

あとすみません、5番の気軽にスポーツしよ

う！プロジェクト業務についても、その内容は

ですね、ネットで見たら、あそこですねスタジ

アムシティでいろいろとイベントを開催されて

いて、期間を見ると、9月から1月までですかね、

1月までで週に1回、水曜日、1時間、合計で30回

ほどになるんですかね、そうしますと、9月から

ですね。それプラス9月21日に一遍と、1月まで

に5回ですかね。合計5回されるということで、

1回当たりのイベントでいうと、一、二枚ぐらい

の感じなんですかね。何かそういった形で、こ

の内容とですね、あとはここを随意契約とされ

ることの理由を教えていただけたらと思います。

【川瀬スポーツ振興課長】本県の生涯スポーツ

の課題として、スポーツ実施率というのがあり

ます。特に働き盛り世代、子育て世代について

は、全体的なスポーツ実施率、県民の実施率に

ついては、成人で50％ちょっとですけれども、

働き盛り・子育て世代については40％程度とい

う状況でございます。

そういった状況ですので、働き盛り・子育て

世代に対してスポーツに取り組むきっかけづく

り、そういった目的から、今年度新規事業とし

て、気軽にスポーツしよう！プロジェクトを始

めたところです。

委員からお話がありましたように、事業内容

としては、8月から1月までの毎週水曜日ですね。

年末年始を除き、1時間程度のスポーツ教室を実

施しております。

現在のところは、2教室やっておりまして、1

つはピックルボール、先日佐世保の方でもピッ

クルボールの国際大会が開催されましたけれど

も、特にピックルボールに関してはニュースポ

ーツと言われているもので、これまでは日本で

はあまり流行ってなかったのですけれども、ア

メリカの方で爆発的に人気があって、日本の方

でもかなり愛好者は増えているようなスポーツ

でございます。

あまり聞かれたことがないスポーツかもしれ
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ませんが、内容的には卓球とかテニスとかバド

ミントン、それを組み合わせたような、大人で

も子どもでもお年寄りの方でもできるようなス

ポーツでございます。

もう一つのプログラムとしては、ランニング

です。スタジアムシティのスタジアムのピッチ

の周りをランニングする、インストラクターも

つけながらランニングする。そういった2つのプ

ログラムを実施しているところでございます。

また、今までご説明したのは平日の教室です

けれども、それに加えて、毎月1回スタジアムシ

ティ内において、3つのプログラムを実施してお

ります。

先日実施した内容としましては、1つ目が平日

でもやっておりますピックルボールです。あと

2つが親子ヨガ教室、もう一つがバブルサッカー

といいまして、普通にサッカーするのではなく

周りに風船みたいなちょっと大きなものを身に

つけて、大人と子どもがサッカーをするような、

そういった3つのプログラムを休日プログラム

として実施しているところでございます。

一応それぞれの定員を設けているのですけれ

ど、募集したところかなり好評で、平日のイベ

ントもですね、水曜日でありながら、毎回2つの

プログラム合わせて50人から60人位申込みがあ

っております。

申込み自体を制限しなければ、もっと参加者

はあると思うのですけれども、どうしても運用

の都合上、50から60ということでやっておりま

す。

休日スポーツイベントについても1つのプロ

グラム当たり30人程度ということで、それを1日

3回やりますので、合計延べ9回です。それぞれ

30名程度ということで200名から250名程度前後

集まるということで、見込んでおります。

最後もう一つの質問で、随契の理由なのです

けれども、これについては、関係者との円滑な

連携による企画内容の充実や、効果的な情報発

信などが必要ということと、あと深い知見と企

画立案、運営能力を有する事業者に委託するこ

とが適当ということで、公募型プロポーザル方

式を採用して業者を選定しております。

複数の業者から提案がありまして、この株式

会社マルクスインターナショナルを最優秀業者

として選定して、その後契約を結んだところで

ございます。

【冨岡委員】プロポーザル方式だったというこ

とで、すみません、そうですね、ちょっと調べ

てみたら結構一般的なイベント会社さんなのか

なという印象があったもので、ちょっとご質問

をさせていただきました。ありがとうございま

す。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般に対するご質問はありませ

んか。

【小林委員】 質問の前にね、一言、ながさきピ

ース文化祭について感想を述べさせてもらいた

いと思います。

先ほどからもお話があっておりますように、

今月の14日ですね、天皇皇后両陛下のご臨席の

もとに開会式が行われ、ピース文化祭らしくで

すね、高校生を中心として、若い方々が懸命に

ステージを務めていただき、本県の持つ歴史・

文化・芸術、こういうものをですね、全国に向

けて大いに発信することができたのではないか

と考えております。
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また、ご来場をいただきました多くお客様、

内外からお客様がお見えでございましたが、心

から満足してですね、すばらしい感動を与える

ことができたのではないかと、このように確信

をいたします。

なお会場に参りましてですね、受付、それか

ら誘導、それから運営、進行、こういうことに

ついて、長崎県の県庁の職員の方々、一丸とな

って取り組んでいただいている。こういう姿を

見ましてですね、大変な感動を覚えた次第でご

ざいます。

これからまだ閉会までは相当な時間がござい

ますが、なかなか大変だろうと思いますが、今

回の皆さん方の一体感をですね、しっかり継続

できるようにして、すばらしい文化祭にしてい

ただくことを特にお願いを申し上げておきたい

と思います。大変お疲れさまでございます。

それでは、質問をいたす前にですね、これま

たね、大体私はこの要らんことを申し上げるこ

とはね、主でございますが、耳障りであればお

許しをいただきたいと思いますが。

先ほどからですね。物産ブランド推進課長の

説明と、または説明に伴う姿を見ておりますと、

率直に言って、全然ブランド推進の顔になって

ない。そう私は感じました。まだまだ危機管理

の顔をしていると。ブランド推進の顔にならな

いといけないと、こういうような感じがね、や

っぱりするわけですよ。そうしないと、なかな

かですね物が売れていかない。そういうこと等、

いろいろ相手に与える印象がですね、いかがな

ものかということになってくる。

見てください。横のあの長野君がね、いつの

間にかね、宿泊税の顔になっているし、あるい

はそうやって観光振興の顔になっているではな

いですか。あなたの斜め前の小宮君、ＩＲの厳

しい顔から、今やですね、インバウンド・アウ

トバウンドの顔になっている。

こういうふうにね、やっぱりこのポストにつ

くとね、いつの間にかそういう顔にならなけれ

ばならないと、こう感じるわけですね。

そういう意味からですね、やっぱり物産ブラ

ンドというのは大変本県の持つ重要な役割でご

ざいますから、なかなか大変でしょうけれども、

しっかり頑張っていただくことをですね、特に

お願いを申し上げて、質問をいたしたいと思い

ます。

部長からもですね、説明があっておりますけ

れども、全国でインバウンドの増加がですね、

非常に続いております。九州でもその勢いが続

いていると言われています。

我が国の上半期のインバウンドは過去最高の

2,151万人、上半期で我が国。九州の上半期は、

283万人、過去最高になろうとしております。

インバウンドが昨年1年間で、幾らぐらいのお

金を落としていったかというと、宿泊、食事、

買物に使った金額は、昨年1年間で8兆円と言わ

れていると、こんなことでございます。

この数字が示すようにですね、観光が地域の

経済や雇用に与える影響というものがいかに効

果が大きいかと、こういうことをしっかり認識

しなければいけないと、こういう感じでござい

ます。

今、インバウンドの方々は、どこに行ってい

るのかというと、これはもうご存じのように、

東京それから富士山、大阪・京都、こういうゴ

ールデンルート。こういうところがインバウン

ドの多いところでありまして、これをいかに九

州、そして我々長崎県にですね、引き寄せるか
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ということにしっかり取り組んでいかなければ

ならないと思います。

九州のインバウンドの課題は、何と言っても

福岡一極集中ということが言われておりまして、

九州を訪れるインバウンドの宿泊者の60％は福

岡県と言われていると、こういうことでござい

ます。

申し訳ないが、佐賀県とか宮崎県は、2％にす

ぎないと、こんなことも言われているわけであ

ります。

それからね。九州のインバウンドの多くは、

やっぱり第1に韓国、それから中国、そして台湾、

香港と、こういう順になっているというような

ことを踏まえてですね。質問に移りたいと思い

ます。

まず、インバウンドの観光が増大している中

において、今年令和7年ですね、上半期1月から

6月までの外国人の延べ宿泊数はどれぐらいの

数になっているのか。それをまずお尋ねをした

いと思います。

【小宮インバウンド推進課長】令和7年の1月か

ら6月までの上半期の本件の外国人延べ宿泊者

数につきましては、速報値でございますけども

約38万人泊ということで、観光庁の統計データ

から確認をいたしております。

【小林委員】そうするとね、昨年の同時期にお

いてはいかがですか。昨年の同時期は幾らでし

たか。

【小宮インバウンド推進課長】 昨年令和6年

2024年の1月から6月までの上半期については29

万6,000人泊ですので、約30万人泊ということで、

観光庁の統計データで集計をいたしております。

【小林委員】ただいまのですね、答弁のとおり、

今年の上半期38万人泊、昨年は30万人泊であっ

たと。だから8万人泊増加しているというような

ご答弁をいただいたわけであります。

このことについてはですね、率直に言って、

村田政策監ももちろん部長をはじめインバウン

ド推進課の皆さん方の頑張り、ここを評価しな

がらですね、やっぱり韓国ソウルから直行便の

復活などですね、そういうことが非常に大きな

プラスになっているのではないかと。

もちろんプロモーションの展開とか、こうい

うことも行っていただいていると、こういうこ

とでございます。

そうしますとね。いつも言われているように、

コロナ前、これが非常に盛んであったけれども、

コロナ前のは6年前の2019年と、こういうことに

なっておりますが、ここを比較すると、回復率

はどのような数値になっているかお尋ねをいた

します。

【小宮インバウンド推進課長】コロナ前の2019

年、令和元年の統計データによりますと、1月か

ら6月までの上半期で、約46万5,000人泊という

ことで、回復率については、先ほど令和7年2025

年が約38万人泊と申し上げましたので、回復率

は約81％にとどまっているという状況でござい

ます。

【小林委員】 2019年、6年前ですね。この上半

期の外国人の延べ宿泊者数は46万5,000人泊と、

こういう答弁で、まだ本年度上半期は38万人泊、

回復率は81％ということで、この81％にとどま

っていると、こういう答弁ですが、例えば昨年

1年間ですね、1月から12月までの本県の回復率

を、九州各県の中でもですね、観光に特に力を

入れている福岡県、熊本県、大分県、ここに対

するですね、この県の2019年に対する回復率は

どのようになっているか。この点についてお尋
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ねをしてみたいと思います。

【小宮インバウンド推進課長】 本県の2024年1

年間の外国人延べ宿泊者数が約64万3,000人泊

でございます。2019年、コロナ前ですね2019年

と比較しますと、2019年が75万3,000人泊でした

ので、回復率は85.4％にとどまっております。

今、小林委員からご質問がありました福岡県

で申し上げますと、回復率が173.3％、コロナ前

と、2019年と2024年の比較でございます。それ

から、熊本県が157.4％、大分県が130％の回復

率となってございます。

○【小林委員】 今の説明でもですね、昨年1年

間、昨年ではなくて6年前のコロナ前における回

復率をいろいろお尋ねしまして、今の答弁では

福岡県が173.3％、熊本県が157.4％、大分県が

130％の回復率と。こういうことで、一方長崎県

はですね、この点から見ると85％だと。こんな

ことをね、今答弁があったわけです。

そうするとね、長崎県も順調に回復している

と、こんな話になっていますけれども、福岡、

熊本、大分県と比べたときに、その85％の数字

はあまり喜ばれるような数字ではないのではな

いかと。もっともっとですね、この活気に満ち

た取組が必要ではないかと、そんな感じがいた

しますが。まずこの点についてはどう考えます

か。この数字を見て、比較して。

【小宮インバウンド推進課長】やはりコロナ前

と比較いたしますと、このコロナが明けて令和

4年、5年、6年、今年度に至るまで、他県におい

ては、インバウンドに取り組む各プロモーショ

ンの成果が出てきているということ。

もう一点は、長く指摘されておりますけども、

本県の直行便が上海線、それから昨年復帰しま

したソウル線のこの週に2便しかない。一方、福

岡、熊本、大分については、それぞれ直行便が

増便されているという点が大きく影響している

ものと認識をいたしております。

【小林委員】 先ほどね、申し上げるように、観

光における消費額、インバウンド、昨年1年間だ

けでも8兆円と、こういうようなことがデータと

して明らかになっております。

こういう点から考えてみると、観光のもたら

す経済効果と、また雇用に及ぼす影響とか、こ

んなようなことを考えればですね、もっともっ

と観光立県として長崎は力を入れていただかな

ければいけないのではないかと、こういう感じ

を持つわけですね。

この点のところについてですね、これからね、

韓国便がですね、おかげで、またね、復活をい

たしました。またプサンからもですね、長崎に

臨時便から、そしたらまた将来は定期航空路線

になるかもしれないと。

こんなような状況があって、いろいろ取り組

んでいただいていることは事実であるけれども、

やっぱりですね、もっともっと観光資源の長崎

県の姿を生かしていって結果を出していただか

なければ、観光長崎県としてですね、いかがな

ものかということになっていくと、こういうふ

うに私は考えるわけであります。

だから例えばですね、韓国からこうやって直

行便が復活し、またプサンからも、新しい臨時

便が適切に通うと。

こういう実績からですね、例えば大村はです

ね、天正遣欧少年使節という１つの資源があり

ます。韓国から大村にもですね、たくさんの巡

礼ツアーというものが来ていることは事実です。

私はかつて県議会からですね、6名ぐらいの県会

議員でバチカンに行ってきましたけれども、バ
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チカンでご挨拶する中において、私は大村です

と、この大村ですとこう言っただけでもですね、

このバチカンの方々から相当な歓待を私どもは

受けたわけです。

それぐらいですね、キリスト教とかね、昔の

ですね、天正遣欧少年使節、こういう歴史はで

すね、相当インパクトがあると思うんです。

ですから、そういう点から考えていけばです

ね、まだまだやることがあるのではないかと。

例えば、大村はですね、そういう点からいけば、

スペイン、ポルトガル、そういうような国々と

提携を結んで、ずっと姉妹都市で行っておりま

すけれども、この巡礼ツアーみたいなことにつ

いては、もっともっと打ち出していかなければ

いけないのではないかと。

そういうことを考えるわけですから、是非、

そういう取組をもっともっとやるべきではない

かと思いますが、その点についてはいかがです

か。

【小宮インバウンド推進課長】小林委員ご質問

のとおりですね、韓国から多くのお客様をお迎

えしておりますけれども、その旅の目的の１つ、

温泉ですとかゴルフも人気がある一方で、やは

り巡礼ツアーに多くの参加が結果としてござい

ます。

潜伏キリシタン関連遺産の世界遺産認定がで

すね、2018年でございまして、3年後、2028年に

は10周年を迎えますので、こういった関連資産

等を活用して、県下で巡礼ツアー等をしっかり

と海外にもプロモーションを行い、今お話があ

りましたポルトガルやスペイン、イタリア等に

もですね、情報を届けてしっかりと欧米豪から

の誘客にも努めてまいりたいと考えてございま

す。

【小林委員】時間がなくなっておりますから少

し急ぎますけどね。今度ね、皆さん方の努力で、

プサンから長崎線、これが臨時便、これをです

ね、何としても定期航空路線にしていただきた

いと、こういうことを心から願っているわけで

す。

この定期航空路線に対するですね、可能性、

見通し、あるかないか、こういう点については

いかがなものでしょうか。

【村田文化観光国際部政策監】プサン線につき

まして、これまで何度となくですね、航空会社

等と協議を重ねてきております。ご承知のとお

り、10月1日から臨時便を就航していただきまし

て、これはプサン側からの、インバウンドだけ

になりますけど、そちらの実績というのがです

ね、非常に大きく影響してくるのだろうという

ふうに思っておりまして、これまでもプサンに

出向きまして、プロモーションを実施してきた

ところでございます。

私どもといたしましても、プサンにつきまし

てはですね、古くからの交流の歴史がありまし

て、県民の皆さんにとりましても地理的にも身

近なところでございます。ぜひともですね、プ

サンの方々、県民の皆様にも気軽にプサンへお

出かけしていただけるようにですね、しっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

【坂口委員長】 ほかに質問ありますか。

【堀江委員】1件だけ質問いたします。3日前に、

議会として、県立大学生と議員との意見交換会

が開かれました。山村県議と私、学生4人が参加

をして、約2時間、有意義な意見交換を行うこと

ができました。4人の学生から意見表明があり、

なるほどと私も学んだところです。

その1つに、インバウンドに向けて、まず、Ｍ



令和７年観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２５日）

- 86 -

ａａＳアプリ「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」をどう改善

するかという提案がありました。

学生からは、観光庁、訪日外国人の消費動向

に基づいて、外国人観光客の旅行情報源トップ

がスマホ、そして役立った情報のトップが交通

手段ということを根拠にして、交通機関の検索、

チケットの購入が一体的にできるアプリをもっ

と知らせて、外国人観光客の誘客促進につなげ

るべきという趣旨の意見表明がありました。

3日前のことなので、部とか課とかの協議には

なっていないと思いますし、この学生のプレゼ

ンっていいますか、意見表明に対して、課長の

個人的見解ということで、せっかく学生が提案

したことなので、見解をお示しいただければと

思います。

【小宮インバウンド推進課長】ＭａａＳアプリ

の「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」につきましては、一般

社団法人の九州バス協議会でプロモーションを

行っているということで、本県も会員となって

いるということで、政策企画課が今所管してい

るということで承知をしておりますけども。

今、堀江委員がご指摘されたように、交通ア

クセスですとか地図上の情報がスマートフォン

の中で確認ができるということで、また他言語

対応もできるということで認識はしております

けども、やはり学生の指摘のとおり、まだまだ

認知度が高くないというのが課題としてあろう

かと思います。

取扱いのチケット、キャッシュレスでチケッ

トが購入できるというところもありますけども、

まだまだそういった取扱いのチケット数が少な

いというところも課題としてあろうかと思いま

すので、やはりそういったところが整備される

と、インバウンドのお客様にも有効なアプリに

はなるのではないかと思いますけれども、まず

は、この「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」っていうアプリ

をダウンロードする。そこがまず1つのハードル

だと思いますので、いかに「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」

のアプリをダウンロードしてもらえるか。ダウ

ンロードすることによって、どういったインセ

ンティブ、特典があるのか。そういったところ

を踏まえて、認知度を高めていくというところ

からの出発ではないかと認識をしております。

【堀江委員】直接の担当は政策企画課というこ

とで、直接の担当ではないのに、見解を示して

いただきありがとうございます。

この学生さんは、どうしてこれを知ったのっ

て言ったら、自分がシドニーに行ったときに、

ホストファミリーの方からこういうのがあるん

だよって。だから交通手段、これ見るとすぐ分

かるよっていうふうに教えてもらったと。なる

ほどこれは便利だなと、当人がすごい実感をし

て、日本に帰ってきて、こういうのがあったら

もっといいのにというのが1つの提案の理由だ

っていうふうに発言をされました。

山村県議もご存じなくてですね、もちろん私

なんか知らないんですけど、やっぱり交通手段

をどうしたらいいのかっていうことではなるほ

どそういうアプリがあるんだということを初め

て知りました。

言われるように、現状としては知名度が低い、

対象チケットが少ないということで、ここを改

善するためにどうしたらいいかということまで

踏み込んでですね、解決策の提案も発言をして

おりました。

今、九州ＭａａＳプロジェクトということで、

現にそういう動きがあっているということは、

私も今、課長の答弁で知りましたけれども、お
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っしゃるように海外の方の交通アプリの利用率

っていうのはやっぱりＧｏｏｇｌｅマップが一

番多いということも学生さんが言われたとおり

です。

そういう意味ではいろんなもちろんアプリが

あるかと思いますが、1つの考えとして、海外の

方が交通手段が一番悩むというか検索するとい

うことからすると、こうした「ｍｙ ｒｏｕｔ

ｅ」の課題も克服した上で、利用してもらえれ

ばいいかなと、私も率直に思いました。

そういう意味では九州ＭａａＳプロジェクト、

ここにもですね、いろんな形でこうした意見を

出していただいてですね、今課長言われました

ように、「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」というアプリを

どうダウンロードとしてもらうかというところ

にもですね、さらに視点を持って協議をしてい

ただければと思うんですけれども。

この九州ＭａａＳプロジェクト、ここへの提

言といいますか、直接には政策企画課というこ

とを踏まえた上で言えるところはここしかない

ので思っているんですけど、その点最後に見解

を示していただければと思います。

【小宮インバウンド推進課長】堀江委員ご指摘

のとおりでございまして、この「ｍｙ ｒｏｕ

ｔｅ」が非常に優れたアプリであるということ

は実証して、私も実際もうダウンロードして何

回か利用したことあるのですけども。

やはりスマートフォン上で地図を検索してバ

ス停ですとか電停ですとかそういったところを

表示する。そこに移動する、道案内をするって

いう時にスムーズな動作をする環境というのが

やっぱりＷｉ－Ｆｉの整備が必要になってまい

りますので、そういったＷｉ－Ｆｉの整備も含

めたところで受入環境をどうつくっていくのか。

これは、県のレベルではなく市町、または民間

事業者も含めて、そういった協議会、団体を含

めてですね、インバウンドのお客様、またはイ

ンバウンドに限らずですね、国内のお客様もこ

ういった「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」を活用できるよ

うな形。

また私も業務上海外に行く場面で、よくタク

シーの配車アプリ等も使いますけれども、東南

アジアや中国、韓国含めて、そういったタクシ

ーの配車アプリも優れております。自分のホテ

ルにタクシー来てもらって、空港まで行く。そ

のときにはもう既にお金の支払いまでできてい

るということで、現地の通貨にも両替しなくて

いいという場面もありますので、そういった事

例も踏まえながら、こういった「ｍｙ ｒｏｕ

ｔｅ」の協議会等、または政策企画課とも情報

共有しながら、堀江委員から、こういったお話

があったということは共有しておきたいと思い

ます。ありがとうございます。

【坂口委員長】 よろしいですか。

ほかに質問はありませんか。

【まきやま委員】 長崎県観光振興基本計画の6

ページのところのＫＧＩの直接的に寄与する要

素ということで1番から4番まであると思うんで

すけれども、この順番は重みづけがあるかどう

か教えてください。

【長野観光振興課長】 1番から4つ目の要素で

ございますけれども、やはりこれからは、やは

りこちらの商品単価の増、やっぱり単価をしっ

かり増やしていくっていうところには注力を注

いでいかないといけないというふうには思って

おります。

といいますのは背景といたしまして、やはり

インバウンドについては数が今増えていってい
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るという状況がございます。ただ日本人を考え

ますと、どうしても人口減少進んでまいります

ので、やはり国内旅行というのはパイが少なく

なっていくということを意識すると、やはり少

し単価を伸ばすというところにも力を入れない

といけない。次はやはり滞在時間を増やす。当

然数も増やしていかないといけないのですけれ

ども、そういった長期滞在、高付加価値といっ

たところを意識してまいりたいと考えておりま

す。

【まきやま委員】私も商売をしてきたんですけ

れども、リピーターっていうのはすごく重要だ

と思うんですね。コロナ禍でも生き残って元気

なところはリピーターが常についているところ

なので。

国内の観光する人口もどんどん減っていきま

す。だから、長崎が好き、何回も行きたいって

いう人をどんどん増やしていってほしいですし、

海外も親日国が結構多いので、日本といえば長

崎、こういったリピーターを増やす重みづけを

していっていただきたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】先ほどに引き続き質問をいたしま

すが、村田政策監、要するに、プサンから長崎、

これを定期便にしていただきたいと。臨時から

定期と、やはり定期航空路線にしていただきた

いと。こういう気持ちを持つわけでございます

ね。

それで何といってもですね、また後でも申し

上げますが、インバウンドだけじゃなくして、

こっちから行くアウトバウンドもですね。それ

なりにしっかりやらないとということで、先ほ

どそういう問題についてもお触れになりました。

まさにアウト、イン、これをうまく組み合わせ

ながらですね、定期路線というのは可能になっ

ていくのではないかと、こう考えておるわけで

すね。

それでですね、もう一回先ほどちょっと時間

が足りなかったようですけれども、定期航空路

線になる可能性はありますかと。これを聞いて

いて、もう少し力強い発言が政策監からできな

いものかと、今までこうやってソウル線を復活

させてきたり、いろいろ頑張ってきたではない

か。

そういう点から考えていけば、プサンからの

臨時便をですね、やっぱりこれだけ成功させて

いるわけだから、あと一歩定期便に対してね、

もうちょっと前向きな力強い発言が出ないかな

と思うんですけれどいかがですか。まだ言うこ

とができないのか。言うことができないという

ことはできるということか。

【村田文化観光国際部政策監】プサンとの定期

便につきましては、まだエアプサンと交渉が続

いている状況でございます。ですので今の段階

で、できる、できない、そういったことを発言

するのは控えさせていただきたいと思いますけ

れども、私どもといたしましては、この定期便

化に向けて、必ずそれを実現させるという思い

と、できることは全てやるんだというようなこ

とで、そういう強い思いで、取り組んでいると

ころでございます。

【小林委員】いろいろ言えない状況にあるとい

うことも分かりますけれども、前向きにですね、

今やっていただいているかと思いますが、定期

便に向けて、このソウルもプサンも何とかです

ね、同じような扱いをできるようにご尽力をで

すね、さらに重ねていただきたいと思います。

そうしますとね、小宮課長ね、我々の関心は
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ですね、今度はプサンから長崎県と、こういう

ことで、この間の一般質問で、臨時便の経済効

果は明らかになっていますけれども、これが定

期便になった場合には、どういうような経済効

果が考えられるのか。

大体週何便、年間何便ぐらいですね、この長

崎県にやって来るのか。そういうところからで

すね、経済効果が言えますか。

【小宮インバウンド推進課長】現在エアプサン

と協議を進めておりますのが、臨時便で使用す

る機材が180人乗りの機材でございます。週3便

で年間ですので52週ございますので、便数で言

うと年間156便を仮定して積算をいたしており

ます。

一般的に県の産業連関表で各係数を入力いた

しまして、搭乗率が70％以上から100％まで最大

見積もった際に1年間で生じる経済波及効果と

しましては、年間で12.5億円から16億円という

ことで経済効果を試算してございます。

【小林委員】 今の小宮課長の説明ではですね、

大体このプサン線の可能性がね、可能性という

が現状では、今これが週に3便、180人乗りの機

材と。それで年間これが156便になりますと。こ

ういうことで、このお客さんの数もですね、3万

人近くなっていくのではないかなと、ざっと計

算してね。そんな感じはいたしました。

これから考えて、これは大体1人3万幾らくら

いの考えですか。1人幾らぐらい掛けるのですか。

人数掛けることの。

【小宮インバウンド推進課長】観光庁の統計デ

ータで韓国からのお客様の1日当たり1人当たり

の観光消費額が約2万7,000円と統計データが出

ておりますので、この係数を用いて試算をいた

しております。

【小林委員】今明らかにしていただきましたけ

ど、韓国からの1人当たりの消費額は大体2万

7,000円と。これ掛けることの180人掛けること

の、年間の便数156便等々いけばですね、かなり

の状況で、そこから明らかになったことが12.5

億円とか、あるいは16億円とか。こういうよう

な数字になるんではないかと、こういうことで

ございますね。

何度も言うように、この観光から消費される、

経済効果というものは、長崎県にとってはです

ね、絶対に避けて通ることができないと思う。

要するに、今、新幹線でもそうですが、それな

りに観光消費額は出てきて、これはいい展開を

していただいているということ。

この長崎県にですね、こういう空港を持って

るわけだよ。それでこれを国際空港化というよ

うな形で、今どんどん新しい展開がおかげで出

てきていると。

そういう点から考えると、さっきも言います

ように、インバウンドも大事、同時に、アウト

バウンドも大事と。こういうことでないと、ま

た運休ということになってしまう。これを今ま

でも繰り返してきているわけだよ。

それで私はですね、この間から考えておりま

すけれども、アウトバウンド対策において、具

体的に、パスポートの取得を力を入れるという

ような形の中で、きちんとやっていただいてい

ると思いますが、このパスポートの取得につい

て、現状をどういうような展開になっているか

お尋ねをしたいと思います。

【小宮インバウンド推進課長】パスポート助成

につきましては、8月末時点で申込数が約180件

ということで報告を受けております。

【小林委員】 180人だけれども、当初の見込み
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は大体何名程度で、どれぐらいの予算を使った

んですか。

【小宮インバウンド推進課長】今年度取り組ん

でおりますパスポート助成の予算枠としまして

は、1,400万円の予算枠で、対象の想定人数が

1,327人の事業規模でございます。

【小林委員】 1,400万円を予算化して、それか

ら1,327名、これを目標にしていると。そういう

状況で、その中の今180人と、こういう状況です

か。この目標1,327名に対して現状180人という、

この展開はいかがですか。予定どおりですか。

【小宮インバウンド推進課長】予算規模それか

ら想定の人数に対する8月末の180人というのは、

私どものプロモーション不足、周知不足が要因

であるということで、私どもが想定した数字よ

りもまだまだ進捗が進んでないと認識をしてお

ります。

今後予定しております県民の翼のプロモーシ

ョン、中国東方航空を利用して上海へ、それか

ら大韓航空を利用してソウルへ、こういったア

ウトバウンドの企画、プロモーションとも連動

してパスポートの取得助成の件数を伸ばしてい

きたいと考えております。

【小林委員】やはり、まだ道半ばという感じが

率直にしますね。1,327人の中の180人と、ＩＲ

で頑張ったあなたにしては、ちょっと物足りな

いな。

そういう点から考えてですね、でもね、今道

半ばと言うけども、今始まったばかりなんだ。

だからもっともっとアピールをしてもらいたい。

パスポートを作ったら、これを使って外国に行

きたいと思うような人間の心理、人の心という

ものを考えるとね、私はですね、道半ばどころ

かですね、たくさんの方々がパスポートを取得

していただけるのではないかと、こういうふう

に思います。

この計画はアウトバウンドを推進するために

は絶対に必要なことだと考えておりますから、

引き続きですね、これは頑張っていただかなけ

ればいけない。これはね、部長、私はそう考え

ておりますけども、あなたからもこのことにつ

いては、前向きな発言をお願いいたします。

【伊達文化観光国際部長】国内の観光需要が縮

小していく中で、やはり本県でもインバウンド

をいかに多くの方に、本県においでいただくか

ということが大きなポイントになってまいりま

す。

そしてやはりその中でも国際航空路線をどう

誘致するのか、それを維持していくのか、やは

り航空会社も採算が取れなければ、また撤退と

いうことにもなりますので、やっぱりここはア

ウトも含めて、我々としてもしっかり県民の皆

様に、海外に行っていただけるような環境をつ

くっていくことが重要であろうというふうに思

います。

やはりその中でもパスポートをまずは取得し

ていただく、これが一番最初の大きなきっかけ

になると思いますので、しっかりと今後も周知

徹底しながら、事業を推進していきたいという

ふうに考えております。

【小林委員】1,400万円の予算、それと1,327名

の目標、現状180名と、こういうようなことがず

っと続いていくとね、ひょっとしたら予算がカ

ットされたり、いつの間にかなくなってしまっ

て、単発で終わってしまって、その結果どうい

うことになるかというと、お互いが認識のとお

り運休とか、こういうような一番最悪な状態に

なっていくわけだよ。
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だからここはですね、部長の方でもよく財政

の方とも考えていただきながら、この1,400万円

というこのパスポート取得、これは絶対に必要

と。しばらくですね、温かい目で見守っておき

ながら、我々もそうです、180人が少ないのでは

ないかという言い方はできますけども、今始ま

った取組だから、これを継続して、しっかりい

い成果につなげて、ますます定期航空路線が増

便されたりね、新しい路線がですね、拡大され

るように、そのことを強くお願いをしておきた

いと思います。終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【冨岡委員】 すみません、急ぎます。

先ほどまきやま委員がおっしゃったところの、

ＫＧＩとかのところなんですけども、すみませ

ん、ちょっと思いつきのような質問になってし

まって申し訳ないんですけれども、今年の4月に

ですね、令和7年4月に観光庁の観光地域振興課

が、ちょっとこの県とはまた違うものになると

は思いますが、観光地域づくり法人ＤＭＯによ

りＫＧＩ、ＫＰＩ計測に係る手引書っていうの

を作成されておりましてですね、そこで示され

ている、県とはまた違うと思うんですけれども、

観光地経営に関わるＫＰＩツリーの中では、例

えばＫＧＩにおいては旅行消費額だけでなく経

済波及効果についても書かれており、またＫＰ

Ｉの間にですね、ＫＳＰ、キー・サクセス・フ

ァクターとして、似たような要素というかです

ね、消費単価の向上滞在日数の増加、来訪者の

管理、需要の平準化、環境歴史、文化保全、地

域の裨益という形でされていたりします。もし

かしたらこういうのも参考にされてしているの

かもしれませんけど。

イメージとしてですね、今回も総合戦略もで

すね、この組立てっていうか枠組みがこれまで

と変わってしまったりとかしてますし、その過

去とのつながりの件と、あとは国との連携とか

いうところに関しても、説明とかに関しても、

やっぱり国等の一定何かいろいろ共通言語って

いうか、一定何か組立ても似たようにすればい

ろいろとやりやすいのではないかなというイメ

ージがあります。

そこでこういったものも参考にされているの

か、それとかですね、今後、もう今日はいいん

ですけれども、参考にされるお考えがあるのか

とか、あとはＫＧＩのところで言うと、その経

済波及効果がそういうものを含めるべきものな

のかとか、もうあえて含めないようにしている

のか、その辺りを教えていただけたらと思いま

す。

【長野観光振興課長】今回の計画を策定する際

に少し意識したものがございます。それは観光

消費額で先ほどご説明したように消費に直接関

わる要素、これと最終的なＫＧＩの関連性とい

うのをできるだけ分かりやすくしていきたいと

考えているところでございます。

観光消費額、要素として砕きますと、当然数

と単価といったところを意識していく、あとは

それに付随するような要素として時間をどうす

るのかであったりとか、先ほど少しリピーター

のお話がございましたけれども、そういう繰り

返し来ていただく方をどうするのかと。こうい

った活動をしっかり明確にしていきたいという

思いで、今この組立てをやっているところでご

ざいます。

あと国との整合性というのもございますけど、

国も同じようにそういったその経済効果であっ

たりとか消費であったりとかと、意識している
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ところでございますので、経済波及効果を今回

私たちが示していないというところでもって、

連動していないとは考えてございません。

そういったところはしっかり意識しながら、

あとは県の総合計画との関連性でございます。

そういった県の総合計画の中の施策にも観光客

の心をつかむ選ばれる持続可能な観光の推進と

いうことで、今にぎわいの中に位置づけられて

いると。こういったところを意識した中で、今

回いろんな様々な要素を考えて、こういった形

で計画を定めたといったような計画でございま

す。

【坂口委員長】 ほかに質問ありませんか。

【湊副委員長】今回、私はＳＮＳでの情報発信

について質問させていただきます。

今年が被爆80年、節目の年でございます。大

石知事はＮＰＴの再検討会議にも出席しており、

平和の実現に積極的に取り組んでいるのは承知

しております。

今の時代ですね、ＳＮＳを使って平和の発信

に取り組んでいくことも重要だと考えています

けれども、県としてはどのようなことをされて

いるのか、事例があれば教えてください。

【久間国際課企画監】ＳＮＳを活用した平和の

情報発信についてでございますけれども、令和

3年から核兵器のない平和な世界の実現を願う

機運を国内外に広げていくことを目的に、平和

の象徴である折り鶴を作成して、ＳＮＳを通じ

て平和へのメッセージを発信する「未来へのお

りづるキャンペーン」という取組を広島県とア

メリカのＮＧＯ団体、ＮＴＩというところと協

力して実施をしており、今も8月5日から9日にか

けまして実施をしたところでございます。

キャンペーンの内容といたしましては、先ほ

ど申し上げましたとおり折り鶴を作り、それを

写真や動画で撮影し、Ⅹやインスタグラム、Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳに投稿しまして、

平和や核兵器廃絶を呼びかけるというものでご

ざいます。

我々もいろんなところに働きかけを行い、知

事も表敬訪問などで、例えば映画「長崎－閃光

の影で－」の出演者の方がいらっしゃった際や、

インフルエンサーである各国の大使の方々がい

らっしゃった際に働きかけをしていただいたと

ころでございます。

今年のキャンペーンでは、本県の関係者で俳

優の長濱ねる様とか、先ほど申し上げました「長

崎－閃光の影で－」での出演者の皆様、Ⅴ・フ

ァーレン長崎様、長崎バイオパーク様、県内テ

レビ局のアナウンサーの皆様など長崎にゆかり

のある幅広い著名人や団体などの皆様にご参加

いただいたところでございます。

【湊副委員長】ありがとうございます。私もⅩ

で少し見たことがあるんですけれども、その折

り鶴キャンペーンの実績というか、閲覧数とか、

分かれば教えてください。

【久間国際課企画監】所定のハッシュタグつき

の投稿は、例えば先ほど申し上げたＮＴＩです

と、アカデミー女優のジュリアン・ムーアさん、

俳優のジョージ・タケイさん、広島県ですと、

アイドルグループのＳＴＵ48さん、サンフレッ

チェ広島さんなどにも投稿いただきまして、総

数で約800件投稿をいただきました。

この投稿全体の閲覧総数というのは分からな

いですが、それぞれの投稿のフォロワーの方の

総数を足すと、約1,900万人のフォロワーの方が

いらっしゃいました。また、投稿に対する「い

いね」などのエンゲージメントというのは分か
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っており、こちらが約18万7,000件いただいてい

るところでございます。

また本県の総合公式Ⅹでも、5日間、投稿を行

いまして、8月5日から申し上げますと、閲覧数

が、5日が約5,400件で、いいねが100件程度、広

島の原爆の日の8月6日が、閲覧数が約7万6,000

件でいいねが6,300件、8月7日が、閲覧数が約

1,200件でいいねが20件ほど、8月8日が、閲覧数

が約3万4,000件でいいねが1,100件、長崎の原爆

の日であります8月9日につきましては、閲覧数

が約963万件、いいねが約2万4,000円件というこ

とで多くの方々にご覧をいただきました。

それ以外は、こちらの方でも分からないので

すが、期間中に著名人をはじめとした発信力の

ある方々にご協力いただいて発信を続けたとい

うことが最終日の本県の発信の閲覧に結びつい

たのではないかというふうに考えております。

今後も広島県、先ほど申し上げたＮＴＩなど

と連携しながら、ＳＮＳなどの多くの方にご覧

いただける手法も活用いたしまして、世界に向

けて情報発信を行うことによって核兵器廃絶の

推進に向けて市民社会を動かす動きというもの

をつくっていきたいと考えております。

【湊副委員長】ありがとうございます。県の公

式の投稿に対する閲覧数が963万件で、いいねが

2万4,000件。これはもうすごいバズっていると

言えると思います。もうそこは大きく評価いた

します。

こうやって、ＳＮＳでバズっていくことが多

くの方の目に留まって、大きな反響を受けて、

平和への注目度も高くなっていくと思うので、

しっかり引き続き積極的に取り組んでいただき

たいのと、あと私も先ほどおっしゃっていた「長

崎－閃光の影で－」は、私の友人・知人がＳＮ

Ｓで投稿していて、映画館に見に行きました。

すごくつらくて、悲しい映画だけれども若い人

たちに特に見てほしいと、この平和のありがた

さとか、戦争の悲しみとか、いろんなことを、

次世代に伝えていくには、すばらしい映画だと

思いました。

それと、ながおし、インスタグラムのながお

しも私が何を食べようかなと困ったときとか、

いろいろ利用させていただいておりますので、

多方面で平和だけじゃなくいろんなところで、

ＳＮＳしっかり頑張っていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。

【坂口委員長】それではほかに質問がないよう

ですので、文化観光国際部関係の審査結果につ

いて整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前 ０時 ８分 休憩 ―

― 午前 ０時 ８分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、県民生活環境部関係の

審査を行います。

本日はこれをもって散会いたします。お疲れ

さまでした。

― 午後 ０時 ９分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２６日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ０時２１分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委員長（分科会長）

湊  亮太 副委員長（副会長）

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

大安 哲也 県民生活環境部長

下野 明博 県民生活環境部次長

立石 寿裕 県民生活環境課長

本多 千穂 男女参画・女性活躍推進室長

石田 祐子 人権・同和対策課長

伊藤 博子 交通・地域安全課参事

谷村 重則 統 計 課 長

渡邉  渡 生活 衛生課 長

荒木雄一郎
生活衛生課企画監
（動物愛護管理センター整備担当）

岩永 俊一 食品安全・消費生活課長

赤澤 貴光 地域 環境課 長

佐藤 貞夫 水環境対策課長

山内 康生 資源循環推進課長

深谷 雪雄 自然 環境課 長

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【坂口委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、畑島委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承願います。

また、交通・地域安全課、大嶋課長から、本

委員会を欠席し、伊藤参事を代理出席させる旨

の届けが出ておりますので、ご了承をお願いい

たします。

これより県民生活環境部関係の審査を行いま

す。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

県民生活環境部長より、予算議案の説明を求

めます。

【大安県民生活環境部長】おはようございます。

県民生活環境部関係の議案について、ご説明い

たします。

お手元にお配りしております資料のうち、令

和7年9月定例県議会予算決算委員会 観光生活

建設分科会関係議案説明資料 県民生活環境部

の2ページ目をお開き願います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

88号議案令和7年度長崎県一般会計補正予算（第

4号）のうち関係部分であります。
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歳入予算については、国庫支出金2,900万円の

増、計2,900万円の増、歳出予算については、統

計調査費2,900万円の増、計2,900万円の増を計

上いたしております。

次に、補正予算の内容について、ご説明いた

します。

令和7年国勢調査費について、市町からの追加

要望に伴い、市町へ交付する国勢調査に係る経

費として、2,900万円の増を計上いたしておりま

す。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 堀江です、質問します。

2,900万の予算につきましては、今説明があり

ましたとおり市町からの追加要望に伴い市町へ

交付する国勢調査に係る経費ということなんで

すが、これは具体的にどういう使い道になりま

すか。

【谷村統計課長】 中身でございますけれども、

これにつきましては国勢調査に関して4月から

調査協力依頼、また調査員の選考等の事務を行

っている中で、調査員等の確保が難航しており

まして、市町職員による時間外での個別説明、

また訪問しての依頼など、想定していない規模

での時間外業務が発生しております。これは5月

末の市町との会議で判明しておるものでござい

ます。

また、郵送提出による調査票の仕分け作業、

これは市町ごとに郵送される調査票を、これら

を調査区の番号順に並べ替えるというような作

業でございますけれども、これは前回の令和2年

のときには郵便事業者で対応しておりましたけ

れども、今回は市町で対応するといったことに

なっておりまして、新たな業務が発生すること

となっております。これは5月末に国が実施した

説明会で判明したものでございます。

これに伴いまして、市町の職員また会計年度

任用職員等に係る年間の所要額が不足するとい

ったことになっておりますため、追加で市町へ

の交付を行うというものでございます。

【堀江委員】国勢調査費は2月の当初予算で7億

8,354万計上されていると思います。

そうしますと、調査員の確保ができなかった、

そのためにどれぐらい市町の職員を対応させる

か、それで時間外がどうなるかというのは、2月

の時点では分からなかったということですか。

【谷村統計課長】当初予算につきましては、総

務省の統計局からの概算の提示額に基づきまし

て計上したものでございまして、その時点では

市町から幾らというような具体的な数字という

のは出ておりませんでしたので、その時点では

分からなかったということでございます。

【堀江委員】 先ほどの課長の答弁で、5月末に

判明したという答弁がありました。

9月からいろいろ始まっているわけですけれ

ども、そうしますと5月からはしばらく時期がた

っていますね。それで5月末でこれぐらい足りな

かったという人たちが、実際にその後、増えた

り減ったりということ、調査員に関わって、し

ますと、また予算上はさらに追加なりというこ

ともあり得るのでしょうか。

また追加となった場合は、国としてはその予

算の確保は対応していただけるのでしょうか。

その見通しも教えてください。

【谷村統計課長】お尋ねいただいた件につきま
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しては、少し余裕といいますか、それも持って

今回計上させていただいております。

それで必要な場合には、国においても今後ま

た予算措置ということも可能性としてはあると

は伺っておりますので、必要に応じてまたその

ときには検討したいと考えております。

【堀江委員】今回初めてこの国勢調査の調査員

を頼まれたというか任されたという方が、この

暑さの中で本当に大変だと、訪問がすごく大変

で、そうなるといわゆる担当する戸数が、やり

切れるのかといった声もあるということも聞い

ております。

そうであれば今日の異常気象とかの中で、5年

に1回の当然の調査であると分かっていても、例

えば担当地域ではこれぐらいの数というのが、

この温暖化の中で、気候変動の中でとても回り

切れないと。そうすると1人で担当する地域を2

人でやらなければいけないとかいうこともある

のかなと、担当にあずかった方は、とても一人

では回り切らんというような、時間もかけない

とやれないというようなことを訴えられていた

んですけれど、そういったことによる人数の変

更というか、そういう見直しとか、そこについ

てはまだ調査は始まったばかりなので、終わっ

てからの対応になるかと思うんですけれど、そ

ういうことの見直しとかもあり得るのでしょう

か。

【谷村統計課長】実際に今年の夏は大変暑くご

ざいまして、それで熱中症対策ということで、

こちらの方からも十分体調には注意しながら調

査を行ってほしいということでお願いしている

ところでございます。

例えば熱中症対策として涼感タオルみたいな

ものを準備したりとか、そういったことはして

おります。

また、調査区というのは一定数が既に決まっ

ておりますので、それを減らすということは、

現時点では難しいというような状況もございま

す。

それで調査員も全て充足しているというよう

な状況でないところは、一人で複数の調査区を

担当したりとか、そういったところもあるよう

には聞いておるところでございます。

将来的に調査員による調査を今後も同じ数で

続けていくかどうかというところは、基本的に

これは国の調査でございますので、国の方での

制度設計ということになると思いますけれども、

県の方からもいろんな今回の調査で出てきまし

た問題点等がございましたら、積極的に国の方

に声を上げてまいりたいと考えておるところで

ございます。

【坂口分科会長】 よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第88号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することに、ご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第88号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。
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【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、県民生活環境部長より総括説明を求め

ます。

【大安県民生活環境部長】観光生活建設委員会

関係議案説明資料 県民生活環境部をお開きく

ださい。

今回、ご審議をお願いしております議案は、

2ページに記載の1件でございます。

第100号議案令和6年度長崎県流域下水道事業

会計利益剰余金の処分についてにつきましては、

令和6年度長崎県流域下水道事業会計において、

利益剰余金を処分し、資本的収支の補塡財源に

充当しようとするものであります。

次に、議案外の主な所管事項について、ご説

明いたします。

4ページをお開きください。

「人権尊重の社会づくりの推進について」、

県においては、人権尊重を促す条例の制定とパ

ートナーシップ宣誓制度の導入を目指しており、

人権尊重を促す条例については、人権問題等に

関する専門的知識を有する方々からご意見を伺

うための有識者会議を設置し、第1回会議の開催

に向けて準備を進めているところです。

また、パートナーシップ宣誓制度については、

市町との調整を丁寧に進めているところであり、

市町から要望があった行政サービス所管課を含

めた担当者説明会を8月に開催し、今後の検討の

参考にしていただいているところです。

このほか、去る8月1日に、東彼杵郡3町のご協

力をいただき、「人権文化に満ちた豊かな地域

社会の実現」をテーマに、第49回長崎県人権教

育研究大会を川棚町で開催し、376名に参加いた

だきました。この大会では、教職員をはじめ社

会教育関係者や地域住民等の人権意識の高揚を

図るため、小郡市人権教育啓発センターの田中

博通さんによる講演のほか、だれもが住みたく

なる地域づくりに関する取組について、3町から

報告をいただきました。

さらに、県民や社会教育関係者等の人権につ

いての理解の深化や人権感覚の向上を図るため、

県内4会場で「社会人権・同和教育地区別研修会」

を開催するとともに、各地域の人権教育・啓発

を推進する人材を育成するため、県内3会場にお

いて「人権・同和教育指導者養成研修」を開催

するなど、参加体験型の各種研修会を実施した

ところであります。

今後とも、県民一人ひとりの人権が尊重され

る社会の実現を目指し、市町や関係機関と連携

しながら、人権教育や啓発をはじめとした人権

施策に取り組んでまいります。

5ページをお開きください。

「令和7年国勢調査の実施について」、我が国

に住んでいるすべての人を対象に、人口及び世

帯の実態を明らかにする最も基本的で重要な統

計調査である国勢調査を、本年10月1日を調査期

日として実施いたします。

調査の回答には、紙の調査票に比べて記入の

手間が少なく、時間や場所を選ばない、簡単で

便利な「インターネット回答」の利用推進に努

めております。

ここで、観光生活建設委員会関係議案説明資

料追加1の2ページをお開きください。

国勢調査関係の追加でございます。

県では、Ｖ・ファーレン長崎の公式戦が開催

された9月20日に長崎スタジアムシティで、9月

23日に浜町アーケードで、それぞれ広報イベン

トを開催し、多くの方々にご参加いただきまし

た。
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インターネット回答デモ体験を通じて、その

利便性を実感いただいたものと考えております。

10月4日には、させぼ四ヶ町商店街で調査期間に

おける最後の広報イベントを予定しております。

続きまして、観光生活建設委員会関係議案説

明資料の5ページをお開きください。

調査後、国が集計した調査の結果は、令和8年

5月に男女別人口及び世帯数の速報結果が公表

され、さらに、同年9月までに人口、世帯、住居

などに関する詳しい結果が公表され、その後、

就業状態や人口の転出入状況などについて、順

次公表される予定となっております。

今後とも、県民の皆様のご理解とご協力を得

られるよう、インターネット回答の利便性を広

く周知しながら、国や市町と連携し、円滑な実

施に努めてまいります。

「新たな総合計画の策定について」、8ページ

目2行目からになります。

県民生活環境部においては、主に基本戦略「多

様性を尊重し合う共生社会をつくる」や「安心

して生活できる環境づくりを推進する」等に関

連施策等を位置付けております。

基本戦略「多様性を尊重し合う共生社会をつ

くる」では、互いに支え合う地域共生社会の更

なる推進や男女が性別にかかわりなく個性と能

力を発揮できる社会づくりに関する施策におい

て、あらゆる場や機会を通じた人権教育・啓発

の推進や共家事・共育ての促進に取り組むこと

としております。また、基本戦略「安心して生

活できる環境づくりを推進する」では、カーボ

ンニュートラルの実現を目指した持続可能な社

会づくりや環境への負荷が少ない循環型社会づ

くりに関する施策において、ゼロカーボンアク

ション12の周知・啓発や、一般廃棄物の削減・

リサイクルに向け市町と連携した取組の実践等

に取り組んでいくこととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

このほか、ご報告いたしますのは2ページから、

「次期長崎県環境基本計画について」「次期長

崎県男女共同参画基本計画について」「共家事・

共育ての促進について」「犯罪のない安全・安

心まちづくりの推進について」「消費者行政の

推進について」「汚水処理人口普及率について」

「廃棄物不適正処理対策について」「長崎県総

合計画チェンジ＆チャレンジ2025等の進捗状況

について」であり、内容は記載のとおりであり

ます。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口委員長】次に、水環境対策課長より補足

説明を求めます。

【佐藤水環境対策課長】第100号議案令和6年度

長崎県流域下水道事業会計利益剰余金の処分に

ついて、補足して説明いたします。

観光生活建設委員会説明資料、横長の4ページ

をお開きください。

県が管理しております大村湾南部流域下水道

は、公営企業会計として運用しておりますけれ

ども、利益剰余金を処分する場合には、地方公

営企業法第32条第2項に議会の議決を経て行わ

なければならないとされているため、今回、議

案として提出いたしたものでございます。

議案の内容は2点あります。

1点目は、利益剰余金から5,576万8,188円を資
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本的収支の補塡財源としようとするもの、2点目

は、利益剰余金から4億円を減債積立金としよう

とするものでございます。

まずは1点目、資本的収支の補塡財源とするこ

とについて、説明いたします。

補足説明資料の7ページ、8ページに、企業会

計の決算報告書を記載しております。

7ページになりますが、企業会計には施設の運

営や維持管理に関する経費に関する収益的収支

と、8ページ目に記載しております下水道施設の

建設や改築などに係る経費に対する資本的収支

の2つの予算がございます。その中で、今回は8

ページの資本的収支に関する内容になっており

ます。

改めて8ページをご覧ください。

上の段の表が収入になりますが、決算額の列

の一番上、2億8,635万6,850円が資本的収支にお

ける収入の総額となっております。

一方、下段の表、こちらは支出になりますが、

同様に決算額の一番上の4億1,344万741円が支

出の総額となっております。

収入と支出を比べますと、支出の方が1億

2,708万3,891円多くなっておりますので、決算

上はこの支出の不足分を補塡する必要がござい

ます。

4ページにお戻りください。

補塡財源に充てるものとしては3つありまし

て、1つ目が消費税に関する資本的収支調整額、

2つ目が損益勘定留保資金、3つ目が利益剰余金

となっており、この順序で補塡するという対応

をしているところでございます。

企業会計に移行しました令和2年度から令和4

年度までは、消費税に関する資本的収支調整額

と損益勘定留保資金のこの2つで不足分を補塡

してきたところでございます。

しかし損益勘定留保資金、こちらは減価償却

費から得られる、いわゆる内部留保資金になり

ます。流域下水道が平成11年に供用開始で、供

用開始から25年が経過しており、下水道施設が

古くなってきておりまして、減価償却費が減少

してきたため、令和5年度と令和6年度の決算に

おいては、2番目までの損益勘定留保資金までで

は補塡財源が不足するということになりました。

このため、次の補塡財源である利益剰余金の

方から5,576万8,188円を資本的収支の不足額に

補塡するというものでございます。

次に、2点目の「減債積立金の4億円について」、

ご説明いたします。

減債積立金は、下水道施設の改築工事などの

財源としている企業債の償還財源として積み立

てるものでございます。

先ほども申しましたとおり、流域下水道の供

用開始から25年を経過しており、終末処理場の

設備等の老朽化が進んでいることから、今後は

設備の更新等が必要になり、その財源の一部と

する企業債の借入れも増加していくという状況

でございます。

流域下水道における中期の収支計画の最終年

度である令和14年度末には、企業債の未償還残

高が令和6年度末の約14億円から4億円増加する

という見込みであります。

このため、減債積立金として4億円を積み立て

ることにより、将来の企業債の償還財源を確保

するものでございます。

今回、利益剰余金を補塡財源と減債積立金と

して処分しますので、議案として提出したもの

でございます。

なお、参考になりますけれども、令和6年度に

おける流域下水道事業会計事業費全体としての

純利益は、約1億8,000万円の黒字となっており
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ます。

また、今回は利益剰余金から5,576万8,188円

を補塡し、かつ4億円を減債積立金といたします

が、未処分の利益剰余金の残高は3億9,052万

2,915円ありますので、企業会計としての流域下

水道の運営には支障がないということを判断し

ております。

以上で、流域下水道事業会計における利益剰

余金の処分に関する補足説明を終わります。ご

審議のほどよろしくお願い申し上げます。

【坂口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【小林委員】100号議案です、令和6年度長崎県

流域下水道事業会計利益剰余金の処分について

ということでございますが、今、立て板に水の

ような説明を受けたけれども、これは理解でき

るところと理解しにくいところがあって、下水

道事業会計はなかなか難しいものだなとつくづ

く実は感じるわけで、大した質問はできないわ

けでありますけれども、議案について何の意見

もない、質問もないということもいかがなもの

であるかと思いますので、分からないながら質

問するという立場もご理解いただければありが

いと、このように思いますのでよろしくお願い

いたします。

今の説明によりますと、収益的な収支におい

ては収入額が約10億円、それから支出が8億

9,500万とかいうことで約9億円と、いわゆる収

入額の方がこれから見れば10億円と9億円でご

ざいますから大体理解ができますが、しかし資

本的収支を見ますと、収入が2億8,635万6,850円、

これに対していわゆるこの支出が4億1,300万と

こういうような状況で、ここに1億2,700万強の

不足額が生じていると、大体こういう見方でよ

ろしいですか。

こういうところからなぜ不足額が生じている

のかということについて、まずお尋ねしたいと

思います。

【佐藤水環境対策課長】なぜ不足しているかと

いうお尋ねでございますが、まず資本的収支と

いうものは下水道施設の建設改良に係るものに

なります。支出の中からの建設改良費について、

実際に処理場とかを改良する場合には、国から

の補助金と諫早市と大村市からの地元負担金、

それと本来は県が負担する部分がありますが、

企業会計が企業債をお借りして対応していると

いう状況になります。

支出の方には、それに加えて、今までに借り

た企業債元金の償還をしなければなりませんの

で、この企業債で借りた借金の返済に関しては、

特定の財源というものを持っておりませんので、

必ず支出の方が多くなります。

それでこの足りない部分については、毎年度

自己資金で企業会計の中で賄っているというこ

とになります。

【小林委員】確実な答弁をいただいたと思いま

すけれども、分かるところと分からないところ

があってなかなか申し訳ないと思っているんだ

けれども、そうしますと不足額が、要するにこ

の補塡をしないといけないと、1億2,700万強、

これを利益剰余金の分から処分するということ、

これを議会に了解してもらいたいということで

すよね。これまでもこのような取扱いをやって

きたんですか。

【佐藤水環境対策課長】不足額に対する補塡で

すけれども、これに関しては減価償却費等から

得られる損益勘定留保資金と消費税への資本的

収支調整額で賄うことでこれまでやってきまし

た。
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それで令和4年度まではこの2つで足りている

状況でございました。令和5年度から足りなくな

って補塡する状況が生じておりますが、それは

どういうことかと言いますと、流域下水道とい

うのが、これは平成11年度から供用を開始して、

今は供用開始後25年がたっております。25年た

って機械とか電気とかの減価償却が終わりまし

て、減価償却費が減少したということによりま

して、損益勘定留保資金の方が目減りしてきま

して、令和5年度からは利益剰余金からも補塡を

行うという状況が生じてございます。

【小林委員】少し分かってきたような感じがし

ます。それで供用開始から今答弁にあったよう

に25年が経過して、施設も老朽化が進んでいる

と。というようなことで減価償却が減少してき

ているんだと。

減価償却費が減少しているということで、で

は今後についてはこういう状況の中でどうなる

んですか。

【佐藤水環境対策課長】処理場が供用開始後25

年を経過しておりまして、処理場に設置してい

る機械とか電気というのが、大体耐用年数が25

年ぐらいというものが多いものですから、それ

が減価償却費が目減りしてきていると。

それで今からその耐用年数を迎えたものに関

しては更新工事を実際にやっていきますので、

機器を新しくするということで、今後は減価償

却費も増加するということになっていきますの

で、今後はそれに伴いまして損益勘定留保資金

も増加するということを考えているところでご

ざいます。

【小林委員】そうしますと補塡財源、これにつ

きましてはそういう経過の中でよく分かりまし

たけれども、これとはまた別に4億円を減債積立

金としているが、この理由は一体何なのか、お

答えください。

【佐藤水環境対策課長】 令和6年度末において

建設等にかかった企業債に係る未償還残高が約

14億円となってございます。

ただし先ほど申しましたとおり、これから電

気とか機械関係の設備更新をやっていきます。

これからは改築工事を行っていくため、中期収

支計画では令和14年度末に企業債の未償還残高

が約18億円まで増加する見込みと考えておりま

す。

この増加分は14億円から18億円で、4億円増加

するものを今回、減債積立金とすることで、企

業債の償還財源として確保するということを明

らかにしようとするものでございます。

【小林委員】大体が利益剰余金の処分です。こ

れについてはよく理解できたとまでは言わない

が、分かりましたけれど、そうしますと今新聞

報道などを見ると、やっぱり最近の新聞報道に

よると上下水道の経営が厳しいという記事をよ

く目にいたしますが、流域下水道の経営状況は

今後どのようになっていきますか。

【佐藤水環境対策課長】流域下水道における経

営の状況というお尋ねでございます。

流域下水道に関しては、令和2年度に企業会計

に移行しました。令和2年度からは毎年黒字とい

う決算となっております。令和6年度においても

1億8,421万1,176円の黒字となっております。

また今回、未処分利益剰余金を2つ処分すると

いうことで議案にかけてお願いしておりますが、

処分した後にも3億9,052万2,915円の利益剰余

金がありますので、流域下水道の今後の運営に

関しては支障がないと考えているところでござ

います。

【小林委員】今のお話では毎年1億8,000万円ぐ

らいでこれだけの剰余金が出る、黒字だという
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ようなことを胸は張ってないけれどもしっかり

とおっしゃったとこういうことでございまして、

いろいろ聞いておりますとなかなかそういう流

域下水道のこういう会計がうまくいっていると

いうことで理解いたしましたけれども、この資

本的な収支ですが、例えば先ほどからあってい

るように2億8,600万とかいうのは建設負担金と

企業債とか国庫補助金ということになってます

が、実際に諫早市とか大村市からどれくらいの

収入を得ているのか、ここをまずお尋ねしたい

と思います。

【佐藤水環境対策課長】資本的収支の部分の市

からの負担金の額のお尋ねですが、これは建設

改良に係る部分になります。

今度は令和6年度における諫早市から建設に

係る負担金としていただいた金額が5,468万

6,831円、こちらが諫早市からの収入になります。

大村市からは233万8,019円、こちらが大村市か

らの建設負担金としていただいた額になってお

ります。

【小林委員】この諫早市と大村市では、諫早市

が5,468万円ぐらい、それから大村市が233万円

とかなり差がありますけれども、これはどうい

うことですか。

【佐藤水環境対策課長】流域下水道のエリアと

しては諫早市と大村市がありますが、それぞれ

の諫早市、大村市から実際に流れてくる下水道

の計画水量というのがございます。それでこの

計画水量は諫早市でいうと1日当たり3万6,250

立方メートル、大村市では1,550立方メートルの

下水が処理場に流れてくるという、こういう計

画を持っております。

ですので、このそれぞれの諫早市、大村市か

ら発生する下水道の量に応じた費用負担を諫早

市と大村市にお願いしているという形になりま

す。

【小林委員】なるほど計画水量に、いわゆるこ

の量が諫早市の方が多くて大村市の方が少ない

んだと、こういうようなご説明でこういう金額

の差が出てくると。

そうすると大体この１立米というか、これは

幾らぐらいで実はやっているのか、そこはどう

なんですか。

【佐藤水環境対策課長】今のは建設に係る費用

でございまして、あと実際にその下水道に流れ

てきたときに下水道処理する費用がございまし

て、その費用に関しては諫早市、大村市からこ

ちらは維持管理に係る費用ですけれども、１立

米当たり65円ということで、そちらの方は費用

負担をしていただいているところでございます。

【小林委員】汚水量についてもそういう処理料

というのか、それが１立米65円と、これは高い

んですか高くないんですか。少しもうけ過ぎじ

ゃないのかと、こういうようなことがあなたの

顔に書いているように感じるが、そこはどうで

すか。

65円をこの際にもうちょっと考えてもらうと

かの検討はできますか。

【佐藤水環境対策課長】今は１立米当たり65円

という額を持ってますが、これまで基本的に額

を下げてきてこの金額になっているという状況

でございます。

それとあとまだ実質的に利益剰余金としてあ

る程度の金額は今持っていますが、まだ建設に

係る企業債の償還もございますので、今のとこ

ろこの１立米当たり65円という金額を見直す予

定はございません。

【小林委員】65円は見直すことはないと、将来

の展望を考えたときに、今はこうして黒字だけ

れども将来的にどうなっていくかは分からんと、
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こういうようなことで65円については現時点で

下げることは考えていないというようなことで、

ただ1億8,000万儲かっているとか、そういうこ

とをあなたが言えば、なかなかすばらしいビジ

ネスマンだなとこういう感じを受けるわけです。

当然、諫早市においても大村市においても、

大村市はまだ水量が小さいわけだけれども、や

っぱり65円というものが何とかできないかと思

うのは、それは両市も考えているんじゃないか

と思いますが、今の黒字経営をしっかり堅持し

ながら、一般財源からいろいろと補塡とかそう

いうようなことがないような形で、しっかりや

っていただくことをお願いして終わりたいと思

います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第100号議案については、原案のとおり可決す

ることに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第100号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。

次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について説明を

求めます。

【立石県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保」及び「県議会議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提

出いたしました県民生活環境部関係の資料につ

いてご説明いたします。

なお、今回の報告対象期間は本年6月から8月

までに実施したものとなっております。

初めに、資料2ページをご覧ください。

県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金でありま

す。

直接補助金の実績については資料2ページに

記載のとおり、緑といきもの賑わい事業補助金

の1件となっております。

次に、3ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約状況についてでありま

すが、記載のとおり計3件となっております。

なお、4ページ以降に入札結果一覧表を添付し

ております。

次に、6ページをご覧ください。

「知事及び部局長等に対する陳情・要望」の

うち、県議会議長宛てにも同様の要望が行われ

たものにつきましては、佐世保市など7団体から

要望がありました計16項目であり、要望項目ご

との県の対応につきまして、6ページから24ペー

ジにそれぞれ記載のとおりであります。

次に、25ページをご覧ください。

「附属機関等会議結果報告」でございます。

附属機関につきましては上段に記載のとおり、

長崎県環境審議会環境基本計画策定部会など10

件、また私的諮問機関等については下段に記載

のとおり、長崎県油症対策委員会など4件を開催

しており、会議の概要等については26ページ以

降に記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。
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【坂口委員長】次に、県民生活環境課長より補

足説明を求めます。

【立石県民生活環境課長】続きまして、次期長

崎県環境基本計画についてご説明いたします。

補足説明資料2の次期長崎県環境基本計画の

策定についてをご覧ください。

本県の各計画は、長崎県環境基本条例第9条に

基づき、環境の保全に関する政策を総合的かつ

計画的に推進するための基本的な計画でござい

まして、県の総合計画の個別計画として環境保

全の取組を実施する際の指針となるものでござ

います。

現行計画の計画期間が本年度で終期を迎える

ことから、昨年度から長崎県環境審議会の意見

を伺いながら、地域計画の策定作業を進めてお

りまして、策定の方向性としましては、大きな

方向性については現行計画を継承することとし

ております。

ただし、具体的な政策を検討するにあたりま

しては、気候変動や海洋プラスチック問題など

地球規模の問題から、人口減少や地域活力の低

下といった地域課題に至るまでの様々な視点か

ら検討を行うとともに、国の第六次環境基本計

画や社会情勢の変化なども踏まえた内容にした

いと考えております。

現行の計画からの主な変更点としましては、

脱炭素社会の実現に向けた取組を拡充すること

や、生物多様性の保存と回復に向け、新たに企

業や事業者等の理解促進と自然共生サイトなど

の面的な保全活動の取組を推進すること、食品

ロス削減に向け数値目標を設定し、具体的取組

をさらに促進することなどが挙げられます。

次期計画の概要につきまして、計画期間は令

和8年度から令和12年度までの5か年とし、めざ

すべき環境像として現行の計画を継承するとい

う観点から、引き続き、「海・山・人 未来に

つながる環境にやさしい長崎県」としておりま

す。

この環境像の実現に向けて、「脱炭素型の社

会づくり」「人と自然が共生する社会づくり」

「循環型社会づくり」「安全・安心で快適な環

境づくり」の4つの基本目標を掲げております。

2ページをお開きください。

めざすべき環境像、基本目標を達成するため

の具体的な施策の方向性及びそれに沿った事業

群を示した施策体系図となっております。

まず、地球温暖化による気候変動や海洋プラ

スチック問題など、地球規模の課題への対応と

いたしまして、基本目標Ⅰ、「脱炭素型の社会

づくり」の施策の方向性、温室効果ガス排出削

減対策の推進におきまして、温室効果ガス排出

量のさらなる削減に取り組むとともに、施策の

方向性、気候変動への適応策の推進において、

気温上昇や短時間の大雨などの発生頻度の増加、

熱中症リスクの増加など、今後避けられない地

球温暖化による影響の軽減に取り組み、いわゆ

る緩和策と適応策という両輪として進めること

としております。

また、基本目標Ⅲ、「循環型社会づくり」の

施策の方向性、食品ロス削減などの4Ｒの推進に

おきましては、食品ロス削減等のごみの発生抑

制、排出抑制に取り組むとともに、施策の方向

性、プラスチックごみの発生抑制、再資源化の

促進におきましては、海岸漂着ごみの回収やプ

ラスチックごみの発生抑制、再資源化に努める

こととしております。

一方、本県の地域特性に応じた対策といたし

ましては、基本目標Ⅱ、「人と自然が共生する

社会づくり」の施策の方向性「自然の恵みに関

する理解促進と活用」におきまして、国立公園
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をはじめとした本県の優れた地域資源を活用し、

交流の拡大につなげる取組を促進することとし、

基本目標Ⅳ「安全・安心で快適な環境づくり」

の施策の方向性「水環境の保全」におきまして、

本県の地域課題である大村湾、諫早湾干拓調整

池の環境保全の推進や島原半島の地下水の水質

保全を図ることとしております。

そしてこれらの取組を実効性のあるものにし

ていくために、下段の黄色の部分でございます

が、「環境保全の基盤となる取組の推進・充実」

としまして、県民一人ひとりが環境保全の重要

性の認識を深め、自主的な環境保全活動につな

がるような環境教育の充実や、県民、事業者、

行政等の多様な主体が連携・協働して環境保全

に取り組むことの必要性などを盛り込んでまい

りたいと考えております。

最後に1ページの方にお戻りいただきまして、

今後のスケジュールでございます。

今後は環境審議会の意見等も踏まえながら肉

付けを行い、次の本委員会で素案をご報告し、

改めてご意見をいただきたいと考えております。

また、パブリックコメントを実施し、それら

の意見も踏まえ、来年1月に環境審議会からの答

申を受け、2月に議案として上程させていただく

予定としております。

以上で次期環境基本計画の骨子案の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。

【坂口委員長】 次に、男女参画・女性活躍推進

室長より補足説明を求めます。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】次期長崎

県男女共同参画基本計画の策定についてという

ことで、補足してご説明いたします。

委員会補足説明資料の次期長崎県男女共同参

画基本計画の策定について、右肩に補足説明資

料3と記載してございます資料をご覧ください。

今回お示しするのは、計画の骨子案でござい

ます。概要でございますが、まず本計画の役割、

法的位置づけといたしまして、男女共同参画社

会基本法第14条、長崎県男女共同参画推進条例

第7条、それから次のポツですが、女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律第6条に基

づく計画でございまして、男女共同参画の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め策定するものでございます。

現行計画の計画期間が本年度で終期を迎える

ことから、長崎県男女共同参画審議会に諮問い

たしまして、現在策定作業に着手しており、本

年度中に新たな男女共同参画基本計画を策定す

ることとしております。

次に、策定の方向性ですが、人口減少や生活

様式の多様化など、社会情勢の変化を踏まえな

がら、国が現在策定しております第六次男女共

同参画基本計画を勘案した内容といたします。

また、目指すべき姿については現行計画を継

承すること、基本目標につきましては普及啓発

を全体的な取組に位置づけるなど、現行計画の

4つの目標を分かりやすく3つに再編すること、

新たに共家事・共育ての促進などを盛り込んだ

内容としております。

次期計画の概要（案）でございますが、計画

期間につきましては令和8年度から令和12年度

の5年間としております。

目指すべき姿につきましては先ほど申したと

おり、現行計画を継承いたしまして、男女が性

別に関わりなく、個性と能力を発揮できる社会

としております。

基本目標として、ローマ数字のⅠからⅢまで

設定しております。

2ページをご覧いただきたいと思います。



令和７年観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（９月２６日）

- 106 -

下の方に、次期計画施策体系の新旧がござい

ますが、こちらの方をご覧いただきたいと思い

ます。

現行計画が基本目標ⅠからⅣということで4

本柱であったのを次期計画では基本目標のⅠか

らⅢという3本柱に再編することといたしてお

ります。

どこが違うかと申しますと、左の現行計画の

基本目標Ⅱの中の6番、7番をご覧いただきたい

のですが、教育を通じた男女共同参画の推進、

それから7番、意識改革に向けた啓発・普及の推

進、こちらの方を全体的な取組に係るものとい

たしまして、推進体制と一緒に下の方に、右側

の次期計画の表に行きますと10番、11番という

ことで、こちらに啓発・普及、教育といったも

のを位置づけます。

それによりまして、現計画の1番から5番、政

策・方針決定過程への女性の参画拡大から下に

行きまして、5番の子育て・介護等の支援体制の

充実、こちらの方を基本目標Ⅰとしてまとめる

といった再編を行っております。

これにより第5次計画につきましては、基本目

標Ⅰ「男女がともに活躍できる社会の実現」、

基本目標Ⅱ「男女共同参画社会の視点に立った

誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現」、基

本目標Ⅲ「男女共同参画の実現に向けた基盤の

整備及び推進体制の強化」といった形に再編す

ることとしております。

次に、3ページをご覧ください。

次期計画の施策体系図を掲載しております。

目指すべき姿の下に、基本目標と施策というこ

とで設けております。

まず、基本目標Ⅰにつきましては、「男女が

ともに活躍できる社会の実現」ということで、

1番といたしまして、あらゆる分野における政

策・方針決定過程への女性の参画拡大、2番とい

たしまして、雇用の場における男女共同参画及

びワーク・ライフ・バランスの推進、3番といた

しまして、女性のライフステージに応じたキャ

リア形成の支援、4番、地域における男女共同参

画の推進、5番、共家事・共育ての促進及び子育

て・介護等の支援体制の充実ということで、先

ほども申しましたとおり、この共家事・共育て

の促進を新たに盛り込んでおります。

それからⅡに行きまして、「男女共同参画の

視点に立った誰もが安全・安心に暮らせる社会

の実現」といたしまして、6から9まで施策を設

定しております。

6番、生涯を通じた健康支援、7番、ジェンダ

ーに基づくあらゆる暴力の根絶、8番、生活上の

困難を抱える人への支援、9番、防災・復興にお

ける男女共同参画の推進に取り組んでまいりま

す。

Ⅲ番、「男女共同参画社会の実現に向けた基

盤の整備及び推進体制の強化」ということで、

10番から12番までに取り組んでまいります。

10番、意識改革に向けた啓発・普及の推進、

11番、教育を通じた男女共同参画の推進、12番、

推進体制の整備・強化、こちらの方に取り組ん

でまいります。

2ページ目にお戻りください。

上の方に今後のスケジュールを記載しており

ます。今回、骨子案をお示ししておりますが、

令和7年11月に素案を作成いたしまして、12月に

パブリックコメントを実施、11月議会で素案を

説明してまいります。

それから来年1月に審議会からの答申を経ま

して、2月議会に議案を上程というスケジュール

となっております。

以上で、次期男女共同参画基本計画の策定に
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ついて補足説明を終わります。よろしくご審議

賜りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【冨岡委員】ありがとうございます。共有させ

ていただきます。

1,000万円以上の契約状況一覧表で、令和7年

国勢調査広報業務委託、こちらは随意契約とな

っておりますけれども、随意契約としなければ

ならない理由を教えていただければと思います。

その前提として、その広報業務委託の内容を教

えてください。

考えられるのは、普通は入らないですけれど、

例えば調査員の募集、採用も含めるのか、ある

いは分かりやすいのは、自分も今事務所の方に

貼ってますけれど、国勢調査のポスターのデザ

イン、印刷、配布、ポスター貼り、あるいはテ

レビＣＭの作製、放映、あとはネット広告の作

製とか配信とかいろんなものが考えられると思

いますけれど、そのうち内訳はどういったもの

になるのでしょうか。

【谷村統計課長】 まず令和7年国勢調査広報業

務委託の内容ということでございますけれども、

大きく言いますと国勢調査を円滑かつ確実に実

施するために、調査実施の認知だけではなくて

調査の必要性や調査内容、こういったものを広

く周知して調査に対する理解を得るといったこ

とを目的として、ポスターやインターネットを

通じての周知啓発と広報イベントを実施すると

いうものでございます。

具体的な内容で申しますと、例えば県庁や各

振興局、浜町アーケード、三ヶ町アーケードで

実施しておりますけれども、横断幕の掲載、ま

た公共交通機関、バス、電車、列車のこういっ

たものにおけるポスターの広告、あと県民が集

まる場における広報イベントをスタジアムシテ

ィ、浜町アーケードで実施しておりますけれど

も、そういった広報イベント、あとテレビへの

スポットＣＭ、またＳＮＳを利用した広報とし

まして、ユーチューブ、ティーバーでの動画配

信、ＬＩＮＥ、インスタグラムでのバナー広告、

また県内5か所でのデジタルサイネージにおけ

るＣＭ配信、こういったものを行っているとこ

ろでございます。

それで随意契約の理由でございますけれども、

今回の国勢調査ですが、簡単・便利なインター

ネット回答を積極的に推進することとしており

まして、インターネット回答率50％を目的とし

ているところでございます。

参考までに前回の令和2年国勢調査では、目標

の40％に対しまして全国が37.9％、本県が

33.4％でございました。

このインターネットの回答率が上がるほど、

調査に回答する世帯だけではなくて、調査員ま

た市町の負担軽減にもつながるということでご

ざいまして、本県も様々な工夫を凝らしてイン

ターネット回答を積極的に推進することとして

おるところでございます。
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そこで事業実施に当たりましては、調査対象

である県内の全世帯に対し、特にインターネッ

ト回答を前回以上に積極的に呼びかけていくと

いったことで、視覚的に目を引いたり、話題性

や回答の利便性、こういったことをこれまで以

上に効果的に伝えるポスターのデザインであり

ますとかＳＮＳ広告、イベント等の広報活動を

通じて、インターネット回答を選択してもらえ

るようなノウハウが必要不可欠と考えておると

ころでございます。

そのために民間事業者が有します企画・発想・

技術力、こういった専門的知見を活かした広報

手法の企画提案を広く募りまして、県が求める

ニーズに対して最も優れた企画提案を行った委

託先を選定するということで、より事業効果を

高めるといったことができると考えまして、競

争入札ではなくて公募型プロポーザルの方式で

事業者を選定した上で、この当該事業者と1者随

意契約を行うと、そういったことで今回、随意

契約としたところでございます。

【冨岡委員】ありがとうございます。たくさん

ご回答いただきました。内容としてはいろいろ

で、ＳＮＳもありましたしテレビＣＭとかイン

ターネットの広報もあるということでしたけれ

ども、これは国との関係はどのようになるんで

しょうか。

例えば多分、電通さんと国はいろいろと先ほ

どおっしゃられたような広報内容とかポスター

のデザインとか、全部契約しているというイメ

ージで、県としてこのように出さないといけな

いという、なかなか分かりづらいもので、その

国との関係というか、どこが主体的にそれを本

来すべきなのかみたいなところになると思うん

ですけれど、教えていただけたらと思います。

【谷村統計課長】国におきましても、ユーチュ

ーブでの動画配信でありますとか、あとテレビ

でもＣＭ配信とかもしているんですけれども、

それとかぶらないような形で県の方ではやって

いるところでございます。

また、ポスターについても国が準備している

ポスターでは松平健さんを使ったようなポスタ

ーとかがございますけれども、それとは別に、

また県の方でも県でなじみが深いといいますか、

ローカルタレントの方を使ったようなポスター

を作っておりまして、そういった身近な方も利

用しながら広報啓発を図っていこうということ

で、そういったすみ分けをしているところでご

ざいます。

【冨岡委員】分かりました。県としてもこの回

答率を何とか上げるために、国とはまた別に独

自で、特に地元の人なども使ってするというこ

とでございます。

私も自分の事務所には松平健さんのを貼って

いて、それが長崎県独自でされているのか、ど

ういう内容なのかはまだ確認はできておりませ

んけれども。

少し話がずれるかもしれませんが調査員の話

とかは、特にこういったお金をせっかくかける

なら、先ほども今回の議案の中で堀江委員が質

問された、調査員が足りなくて、ほかのところ

では学生さんを使ったりというところもありま

したけれど、せっかくお金を使うなら大学とか

そういうところに、何かそういうアルバイトの

募集をしているようなところに訴えかけたら学

生さんの調査員がたくさん集まりやすいのかと

か、ちょっとその辺をご検討いただけたらと思

いまして、質問を終わらせていただきます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【まきやま委員】 同じ質問なんですけれども、

電通さんの機材です。ポスター等は各県で違う
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んですか。

【谷村統計課長】ポスターにつきましては、全

国共通版というのが各県に配布されております。

それで今回、長崎県では独自のポスターとい

うのを作っておりますけれども、それは各県そ

れぞれの広報の中で、実施されるかどうかとい

うのはそれぞれのご判断でされていますので、

ほかの県がその独自ポスターを作っているかど

うかというのは、現在は承知しておりません。

【まきやま委員】私の質問は、長崎県が委託し

ているじゃないですか。長崎県独自のポスター

を使っているとか広告をしているとか、そうい

ったことを聞いているんですけれど。

【谷村統計課長】この電通の業務内容につきま

しては、国の分とは別で実施しているところで

ございまして、国とダブっている部分というの

は、これはございません。

【まきやま委員】国とのダブりではなくて、例

えば佐賀県の電通さんのやっているポスターと

長崎県のポスターが一緒かどうかということで

す。

【谷村統計課長】それは長崎県のポスターでは、

具体的に申しますと長崎亭キヨちゃんぽんとい

うようなタレントさんと、森あゆさんという方

を使ったポスターでございますので、本県独自

のポスターということでございます。

あともう一つ、統計課のキャラクターとして

杉さんというキャラクターもございますので、

その杉さんを中心に作っているようなポスター

でございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【田川委員】おはようございます。ちょっと水

質の問題でお尋ねしたいんですけれども、この

資料の7ページに記載されているんですけれど

も、閉鎖性水域の、大村湾の水質について、事

前に通告といいますか、お調べくださいという

ことでお伝えしたんですけれども、県内各地で

水質調査をされていますけれども、大村湾内で

17か所を水質調査されて、それでこの長崎県は

全国と比べたら若干、全国平均は93.7％、長崎

県が84.8％となっていますけれど、大村湾の17

か所についてはどのような状況になっているの

か、お尋ねいたします。

【赤澤地域環境課長】大村湾の水質に関するご

質問ですが、大村湾では県の方で毎年月1回、合

計12回、水質を測定しているというところでご

ざいます。

大村湾内で17ポイントを設定しております。

この17ポイントについて月1回測定していると

いうことで、昨年度の結果ですが、速報ですけ

れど、17ポイント全てで、環境基準の2.0mg/Lと

いうのがありますけれど、これを超えたという

ところでございます。

それで経年的に見ますと20年、30年前にはＣ

ＯＤが、全湾平均で3.0mg/Lを超えるということ

もあったという時期がありました。それから考

えますと、ここ数年は大体2.0mg/Lから2.5mg/L

の間で推移しているというところですので、経

年的に見ますと減少傾向にあるというところで

ございます。

この水質が17ポイントで超えた理由につきま

しては、その年の気候であるとか気温の上昇、

それから赤潮の発生、昨年度につきましては特

に夏場に赤潮が全湾的に発生したという状況が

ありましたので、そういったことも影響して全

湾的に基準を超過することがあったのではない
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かと考えております。

【田川委員】そこで周辺流域に市町があるわけ

ですけれども、下水道の整備率、それと今後の

方針です。それについてちょっとお尋ねいたし

ます。

【佐藤水環境対策課長】大村湾の場合、大村湾

に流れ込む地域である大村湾流域は、5市5町に

またがっております。

それで大村湾流域、5市5町での令和6年度末の

汚水処理人口普及率は96％となっており、全国

平均の93.7％と比べますと、汚水処理施設の整

備が進んでいる状況となってございます。

引き続き、どの地域においても5市5町全てが

高いというわけでもありませんので、引き続き

それぞれ浄化槽の普及促進とかであったり、そ

の辺の支援を行うとともに、汚水処理の推進に

向けて汚水処理施設整備も進めていきたいと考

えております。

【田川委員】そこで閉鎖性水域の場合、流入す

る河川ですが、そこから汚水が来る、下水も含

めて、それが調査されるわけですけれど、調査

の項目ですが、先ほどの説明の中にも海洋プラ

スチックとか、そういうような新しい物質もご

ざいますので、どこまで今の状況に応じた有害

物質の調査をされているのか、そこら辺を具体

的にご説明願います。

【赤澤地域環境課長】県の方では、毎年水質の

測定計画というのを策定し、年間で大村湾に限

らずですが、水質の測定ポイント、それから測

定する項目を定めて公表させていただいている

というところでございます。

大村湾に関しましては、環境基準が設定され

ており、ＣＯＤ、水質の汚濁の指標ですけれど、

これを測定しています。他にＤＯといって溶存

酸素、水質の中の酸素の量です、それからｐＨ

というのも測定しております。

そのほかに、栄養塩類として窒素、リン、ト

ータル窒素、トータルリンという言い方をして

いるんですけれど、富栄養化の原因となるよう

な窒素とリンがどのぐらいあるのかということ

を全湾で測定しているというところでございま

す。

【田川委員】それも含めて新しい有害物質がプ

ラスチックも含めて入っているということでよ

ろしいですか。

【赤澤地域環境課長】海洋プラスチックの関係

ですけれど、海洋プラスチックに関してはまだ

環境基準というのがございません。どういった

ことが環境に害を与えるのかとか、そういった

ものも含めまして、まだそのリスク評価という

のが完全にできている訳ではございませんので、

まだ国の方でもそういったものの考えというの

を研究されているという状況でございます。

大村湾に関しては、環境保健研究センターの

方でも、海洋プラスチックに関しどのぐらい量

があるのかとか、どういったものが粒径として、

粒径とは大きさのことですが、そういったもの

はどれくらいかとかについて、大村湾に限らず

ですが、全県で10ポイントを選んで測定してい

るというところでございます。

大村湾の中では2ポイントを決めて測定して

いるというところで、これはまだ現在、研究段

階で、まだ測定結果という形で公表できるよう

な状況ではございませんけれど、現在は測定し

ているというところでございます。

【田川委員】そこでこの施策の進捗状況という

中に、水質改善に取り組むということがあるん

ですけれども、一方で、大村湾に既に流れ込ん

だ大村湾の水質ですね、これを環境改善のため

に流入することに対しては、対策を今講じてい
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っている、既にやっているということですけれ

ども、どういったことで水質を改善していくの

か、具体的な方策等があればお示し願いたいと

思うんですけれど。こういうことでやっていま

すということがあれば。

【赤澤地域環境課長】 県の方では、第4期大村

湾環境保全・活性化計画、これを令和元年、平

成31年から令和7年までの計画ですけれど、策定

しているというところでございます。

この中で、自立的な再生能力のある里海づく

り、これを方向性として掲げています。それで

健全な生態系の保全・再生、創出に向けた取組

を推進するということで、いわゆる生物の力で

環境を修復していこうという取組を重視してい

るというところでございます。

これを環境部の方では廃ガラスを原料とした

再生砂を用いた人工浅場の造成によりまして二

枚貝の生息場の確保などに取り組んでいるとい

うところでございます。

アサリとかそういったものがどれぐらいいる

かということの調査を事後調査という形でさせ

ていただいて、昨年度までに事後評価議員の委

員からも底生生物の有効な生息場となっている

のではないかということで、評価いただいてい

るというところでございます。

【田川委員】ありがとうございます。今ご答弁

があった中に、生物多様性ということで生物に

よる水質改善です、いわゆる海藻類、そしてま

た二枚貝の育成によって二酸化炭素を吸収する、

それで浄化が図られるということなんですけれ

ども、それは結局どの程度を、今は二枚貝の生

息で試験をしているということですけれど、結

果として調査結果が出ていますか。

【赤澤地域環境課長】先ほども申しましたよう

に事後調査ということで、造成した後5年間ほど

を浅場の中でどのくらいアサリがいるかという、

単位面積当たりの個体数の調査とか、そういっ

たものを行っていますので、結果は出ています。

それを踏まえて、底生生物についての有効な

生息場となっているという評価をいただいてい

るというところでございます。

【田川委員】ちょっと言っていることとは、私

の質問の仕方が悪いんでしょうけれど、二枚貝

の二酸化炭素吸着能力、あるいは海藻類の浄化

能力、そういうことに対してある程度の結果は

出ているということですけれど、それを拡大し

て浄化に向けてそういう施策を行うかどうかと、

これは所管外かもしれませんけれど、これは県

民生活環境部だけではなくて水産部とも連携し

て、そこでそういう施策は効果があるとなれば、

水産部と連携してコンブとかワカメの養殖事業

に予算を投じる、それはそのまま漁業者の収入

につながりますので、これはブランド振興にも

つながるわけですよね。

それで二枚貝にしても昔はアカガイとか、タ

イラギなどもいたんですけれど、どんどん減っ

ているわけです。

その中で、大きな特産品である二枚貝です、

それを再生することが浄化にもつながると私は

思っているんですけれども、そういう各課を横

断した取組を今後はやっていかれるのかどうか、

予算化に向けて連携して私は取り組んでいって

いただきたいんですけれど、いかがでしょうか。

【赤澤地域環境課長】先ほどは県民生活環境部

の関係の分だけお話をさせていただきましたけ

れど、水産部の方でも水産多面的機能発揮対策

事業というのがございまして、こちらの方で海

藻のアマモの設置であるとか、それから堆積物

の除去であるとか、あるいは魚介類の放流であ

るとか、そういったものの取組をやられている
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というところでございます。

それで当然、この水産部局の方とも連携しな

がら進めていくということが大事ですので、引

き続き水産部の方とも連携しながら大村湾の水

質改善に取り組んでいきたいと考えております。

【田川委員】そこでですね、予算の在り方なん

ですけれども、西海市でも海底耕うんというこ

とで毎年10万円ぐらい各市町がそういう予算を

もらって、浄化についての取組をされていると

思うんですけれど、10万ぐらいなんですよね。

それで何か熊手みたいなものを海底に沈めてか

き回すという、耕うんで。

それでその程度の浄化に向けての取組がどれ

だけ効果があるのか、抜本的な対策として、こ

の長崎県が主体となって各課横断で大規模な浄

化作業について進めていっていただきたいんで

すけれども、これは実は大村湾沿岸議員連盟と

いうのがございまして、これは各市町が頂いた

資料の中に、平成15年からですか、それで私た

ちの市議会の方からも代表者が出て、各市議会

が大村湾に集って代表者が会議を行った。

それで県議会もそこに入っていたというお話

を伺ったんですけれど、今ちょっと同僚議員の

皆さんにお伺いしたら、初めて聞く名前とか、

そういう声も結構ございました。

それで県議会がそこに入って、大村湾を何と

か再生する、これは有明海もそうなんですけれ

ど、ひいてはですね。それで大村湾を活性化す

る、沿岸議員連盟というのはそれだけではなく

て、経済的な結びつきもあるんでしょうけれど

も、こういう会議に行政サイドとしてどのよう

な関わりを持たれてきたのか、そして今後はど

のような取組をされるつもりなのか、お尋ねい

たします。

【赤澤地域環境課長】大村湾沿岸議員連盟に関

しましては、大村市さんの方が事務局と思いま

すが、この研修会とかシンポジウムの開催であ

るとか、そういったものを行われているとお伺

いしております。

県の方でも数年前だったかと思いますけれど、

研修会の中で講師として現況とかについてご説

明をさせていただいているところでございます。

【田川委員】そこで水産部の取組はご存じだっ

たというわけですけれども、環境、水質改善の

ためには、先ほど言った流域への流れ込みです、

水質改善、それだけではなくて、ここにも書い

ているんですが、生活環境部でその水質も改善

するということであれば、その一つの川だけじ

ゃなくて、そこに一緒に協働してそういう会議

に参加していただきたいんですけれど、部長さ

ん、それはどう思われますか。

【大安県民生活環境部長】大村湾の水質改善の

ところで、大村湾環境保全・活性化計画がござ

います。これについては地域環境課の方で俯瞰

してその計画をつくって、取組を行っていると

ころでございます。

これは今委員からのお話にもありましたとお

り、関係部局と一緒にやっていくところですの

で、水産部の方とも、いろんな事業をこの計画

の中でもどう反映させていくのか、ちょうどこ

の計画の改定もございます。そういうところも

踏まえて、水質改善にはいろんな関係者、また

関係部局ともに取り組んでいくというところで

あるかと思います。この大村湾の計画の「みら

いにつなぐ宝の海 大村湾」という目標も掲げ

てやっていくというところでございますので、

この宝の海を将来へしっかり受け継がれていく、

そういった取組になるように関係部局と力を合

わせてやっていきたいというように思います。

【田川委員】そういうふうに取り組んでいただ
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きたいんですけれど、議員連盟については小林

委員がおられる大村が中心になっているんです

けれど、場所は、それで名前も大村湾というこ

とですから、ぜひ大村湾に関わる皆さんには全

力で一緒に取り組んでいただきたいと思います。

そういうことで、とにかく議会の人に、また市

議会も各市町の長さんも、大村を何とかしよう

と、大村湾で育ったガンバという小さなフグで

すか、あそこで育ったのがキンプクということ

で特産品にもなっておりますので、そういうよ

うに環境浄化がそのまま新しい産業の醸成につ

ながる、育成につながるという思いで、私も今

後も頑張っていきたいと思うんですけれど、そ

の各課横断というのをぜひ、その会議が毎年行

われていますので、県民生活環境部の方からも

顔を出して提言、そしてまたごみを捨てないよ

うにという指導もいいんじゃないかなと思うん

です。その点、その関わり方について、最後に

お尋ねいたします。

【大安県民生活環境部長】今ご指摘がありまし

たところの中で、取組に関してはいろんな要素

があろうかと思います。そういったところも常

に情報共有をしっかりやりながら、その中でど

ういったことがそれぞれのどこでできるのかと

いったところも含めて、またお互いが検討しな

がら、しっかりと連携して取り組んでいきたい

と思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堀江委員】 大きく2点、質問したいと思いま

す。

まず、消費者被害の防止と今後の対応、消費

者教育の推進について質問いたします。これは

総合計画の素案とつながりますので、ちょっと

共有したいと思います。

まず最初に、昨年度の消費者トラブルの相談

件数を教えてください。

【岩永食品安全・消費生活課長】県消費生活セ

ンターにおける相談の状況についてのお尋ねで

ございます。

県の消費生活センターへの相談件数につきま

しては、令和3年度以降は2,300件台でほぼ横ば

いの状況でございます。直近の令和6年度は

2,321件となっております。このうち簡単な問合

せ等を除きますと2,181件の具体的な相談を受

け付けております。

年代別では60歳代からの相談が一番多く、448

件、次いで70歳代の438件となっておりまして、

令和6年度は初めて60歳代以上の相談が全体の5

割を超えることになりました。

また、20歳代以下の若年層からの相談につき

ましては188件と全体の1割弱ではありますけれ

ども、副業サイトに関するトラブル相談が多い

など、他の年代とは異なる特徴が見られるとこ

ろでございます。

【堀江委員】数とそれから分析も併せて答弁を

ありがとうございます。

そこで高齢者への対処が初めて50％を超えた

という答弁がありました。そうしますとこの消

費者被害等に関わる高齢者への対応ということ

では、今後の対応にも関わるかと思うんですけ

れども、福祉との連携とかそういうことについ

てはどのように考えておられるのか、答弁を求

めます。

【岩永食品安全・消費生活課長】60歳以上の高

齢層の方々からのご相談といいますのは、令和

3年度以降、年々増加してきております。令和6

年度は1,110件でございます。昨年度より81件の

増といったことになっております。

内容的には架空請求や迷惑メールなどの相談

が最も多くて139件、次いで化粧水や洗顔クリー
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ム等の定期購入などの化粧品に関する相談が95

件といったような状況になっております。

やはり高齢者の方は加齢に伴って判断力が少

し弱くなっていることですとか、インターネッ

トやスマートフォンの操作に不慣れであるとい

ったようなデジタルリテラシーの不足などが考

えられまして、やはり消費者トラブルも多くな

っている傾向がございます。

今後の対策につきましては、県の方では現在、

市町やＮＰＯ等の共催によります消費者トラブ

ル防止講演会の開催ですとか、自治会などが主

催して県から講師を派遣しますシニア講座、ま

た介護職員等福祉関係者を対象にいたしました

高齢者の見守り講座、こういった講座を開催い

たしまして、高齢者の消費者被害防止を図って

いるところでございます。この講座等につきま

しては、今後も引き続き実施していきたいと考

えております。

また、高齢者の方々が消費者被害に遭わずに

早期にご相談につながるように、地域で高齢者

を見守る福祉関係者の方ですとか民生児童委員、

自治会等の皆さんの協力をいただきながら、ふ

だんの生活の異変にいち早く気づいていただい

て、それを消費生活センターや相談窓口につな

げていただくネットワーク、消費者安全確保地

域協議会と呼んでおりますけれども、こちらを

全市町に設置して推進していきたいと考えてお

るところでございます。

【堀江委員】消費者被害の中でも若い世代への

対応です。20代の方の内容については、ほかと

違うという趣旨の答弁がありました。

今、県立高校等における消費者教育授業の支

援なんですけれども、これは現状、どのように

なっているのか教えてください。

【岩永食品安全・消費生活課長】県の方におき

ましては、国の消費者教育推進基本方針という

ものを踏まえまして、市町や学校など関係機関

と連携・協力しながら消費者教育の取組を進め

ているところでございます。

また、令和4年4月に成年年齢が18歳に引き下

げられましたので、若者が消費生活の中でトラ

ブルに巻き込まれる心配もなされております。

このような中で、県では学校での消費者教育

授業の連絡調整ですとか、支援を担う専任の消

費者教育推進員を配置いたしまして、県の相談

員と協力しながら県立高校と一部の私立高校で、

家庭科等の授業において消費者教育に係る支援

を行っております。

なお、令和4年度からは全ての公立高校で授業

支援を行うことができております。

【堀江委員】 令和4年度から全ての公立高校で

実施されているということでは、非常に大きな

私は取組だと思っておりますので、マンパワー

の確保が大変かと思いますが、これはぜひ続け

ていただきたいと思います。

そこで逆に、中学生です。15歳で中学校を卒

業して同時に社会人になるという、そういう世

代への支援なんですけれども、教育については

どうなっているのか。

これは県ということよりも、市町とどのよう

に連携するかということにも関わってくるかと

思いますが、今の時点で今後の見通しについて、

あればお示しください。

【岩永食品安全・消費生活課長】中学生への消

費者教育につきましては、市町が主体となって

取り組んでおるところで、市町の消費者行政担

当課の相談員の方を講師として派遣する形で、

昨年度は14市町の29校の中学校で授業支援を実

施しておるところでございます。

このとき県におきましては、その中学校の授
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業で使用する資料作成への指導ですとか助言と

いったことで、市町の取組をサポートしている

ところでございます。

また、県の方でも各中学校から依頼がござい

ましたら、県の方から講師として出向いていっ

て授業支援を行っているところでございますが、

昨年度は7市町11の中学校に対して授業支援を

行ったという状況でございます。

また、県の方で平成28年度から毎年度、中学

校と高校の生徒さん用に消費生活教材という副

教材を作成いたしまして、全中学・高校に配布

して、消費者教育に役立てていただいていると

いうような状況でございます。

今後につきましては、市町ですとか学校の関

係機関と引き続き連携しながら消費者教育を続

けていきたいと思っております。

特に若者から相談が多いインターネットゲー

ムのトラブルの事例を紹介するなど、中学生に

も分かりやすい資料づくりに努めて、中学生に

対する理解促進と啓発に引き続き努めていきた

いと考えております。

【堀江委員】課長の答弁を了としたいと思いま

す。

この質問を最後にさせていただきますが、こ

の総合計画素案の消費者被害の防止と消費者教

育の推進の指標です。これまでは県・市、消費

者講座受講者数というのが指標だったんですけ

れども、今度から消費者講座受講者数の理解度

というように指標が変わっているんですけれど

も、この指標が変わった理由というか、その経

緯といいますか、趣旨の説明を最後にお願いし

たいと思います。

【岩永食品安全・消費生活課長】委員お尋ねの

消費者被害の防止と消費者教育の推進に係る指

標につきましては、現在の計画では受講者数、

講座を受けた方の数を目標という形で設定して

おりましたが、次期計画におきましては受講者

の理解度ということで変更したいと考えており

ます。

この変更理由につきましては、今まで数とい

うことでより多くの方々に、消費者教育という

ものを行っていくという考え方でございました

けれども、やはり単に講座を受けるだけではな

くて、その講座で一つでも消費者トラブルに遭

わないような知識を得ていただいて帰っていた

だくといったところが必要で、やはり講座の理

解をしっかりしていただくといったことが今後

は必要になってくるのではないかと考えまして、

次の計画からは講座を受けた方の理解度をしっ

かり、アンケートを取って把握して、次の消費

者教育に生かしていきたいと考えております。

【堀江委員】もう一つの質問ですけれども発信

します。先ほど説明がありました第5次長崎県男

女共同参画基本計画について、次期計画につい

て質問したいと思います。

私の思いも述べて、室長の見解が述べられる

ようであれば答弁をお願いします。抽象的な質

問になることをお許しください。

この基本計画に述べてある、男女が性別に関

わりなく個性と能力を発揮できる社会の実現は、

これは諦めず、そのための努力をしなくてはな

らないと思っています。

それで今年2025年は日本が女性差別撤廃条約

を批准してちょうど40年の節目でもあります。

昨年10月、国連の女性差別撤廃委員会において

日本政府が提出した、女性差別撤廃条約の実施

状況報告が8年ぶりに審議されています。そこで

は選択的夫婦別姓制度が実現されていないとか、

女性の政治・政策決定への参加が遅れていると

か、雇用の差別とか女性の健康をめぐる課題や
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貧困、縷々その日本社会の課題が多面的に指摘

されて、国際基準の施策による改善を求める国

連としての総括所見が発表されております。つ

まり国際基準に照らして日本の女性が置かれた

状況は、依然として国際社会から大きく立ち後

れていると思っています。

そうした中で私が注目したのが、2022年5月成

立の「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律」です。

女性たちの抱える複雑で絡まりあった困難を

支援していくには、根拠としてこれは売春防止

法だったんですけれども、これでは限界だと。

それで困難な女性たちを支援する現場から、女

性支援の新たな法律を求める世論と温度が広が

って成立したのがこの法律です。

女性の福祉の増進、人権の尊重、女性が安心

して自立して暮らせる社会の実現が高らかにう

たわれていて、困難を抱える女性の定義の最初

に性的な被害が挙げられていることも画期的だ

と私は思っています。

売春防止法にはなかった基本理念には、民間

団体との協働による当事者中心の支援でありま

すとか、人権擁護、男女平等の実現が明記され

て、ほかの福祉法では当たり前になっている国

及び地方公共団体の責務を明確化しています。

私はこの男女共同参画基本計画というときに、

全国どこでも同じように性暴力被害者への支援

を行ってほしいと思いますし、また困難を抱え

る女性を誰一人取り残さず多面的に支援してい

ただきたいという思いがあります。

要は何が言いたいかというと、この５年間の

間にいろいろ状況が変わる。状況は変わるんだ

けれども、日本の女性が置かれた状況は国際基

準に照らしてまだまだ低いと。けれどもその中

でもこういう新たな女性支援の新法ができてい

るという中で、そうしたことが反映されるよう

な基本計画であってほしいという私の思いがあ

るんですけれども、これで答弁を求めるという

のは無理かと思いますが、今の状況で室長が思

っている見解を述べられるようであれば答弁を

お願いしたいと思います。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】堀江委員

のご質問ですけれども、国際的な日本の男女共

同参画が立ち後れているということで、女性差

別撤廃委員会のお話がありましたけれども、併

せて世界経済フォーラムが発表しておりますジ

ェンダーギャップ指数、そちらでも日本は政治、

経済分野の男女格差が大きく148か国中第118位、

Ｇ7では最低といった状況でございます。

本県の状況といたしまして令和6年度調査で

は、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきとい

う考えに反対する人の割合」が、全国64.8％に

比べて本県は60.2％にとどまるなど、依然とし

て固定的性別役割分担意識が根強く、立ち後れ

ている状況と認識しております。

そんな中、先ほど委員もおっしゃいましたと

おり、女性支援新法というのが成立しまして、

その中で本県でも令和7年3月に計画を策定して、

新たな枠組みの下、困難を抱える女性の支援に

取り組んでいるという状況でございます。

第6次男女共同参画基本計画を国が策定中で

すが、その中の基本的な考え方の中に、国際社

会における男女共同参画女性活躍の進展を真剣

に受け止め、国際規範・基準等や国際的なコミ

ットメント等を国内施策に適切に反映していく

必要があるとされております。

本県の計画策定に当たりましても、内外の社

会情勢、それから国の国際規範・基準等を適切

に反映していくという動きも踏まえながら、男

女共同参画社会の実現に向けまして、県民の意
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識ですとか社会のあらゆる分野における制度、

慣行、こういったものの改革を着実に進めてい

けるよう、関係各課と連携、議論しながら計画

策定に当たっていきたいと考えております。

【堀江委員】無理難題な質問をして申し訳あり

ません。

ここは例えば性暴力被害の問題で、具体的に

なれば個々それぞれの課があるので、その問題

は置いておいても、そういう基本理念といいま

すか基本計画に対する思いといいますか、それ

も一度述べさせていただいた上で、その上で今

後どういう計画をつくろうとしているのかとい

う総論的な話をちょっとしたくて、こういう質

問をしたところです。

いずれにしましても今の室長の答弁を了とい

たしますので、ぜひ実効ある計画ができますよ

うに、議会としてもそのために議論していかな

ければいけないと思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。ありがとうござい

ました、終わります。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】長崎県の上下水道対策、そういう

ことについてお尋ねしたいと思います。

もう言うまでもないことでありますが、今年

の1月、埼玉県の八潮市で道路がいきなり陥没し

て、ああいう大きな犠牲が生じたことは、お互

いの記憶に残っているところであります。

これに対して国交省なり、また全国の各自治

体なり、いろんな対策に取り組んでいらっしゃ

ると思うけれども、先日の長崎新聞の9月10日号

を見ておりますと、下水道管路の下水道管です、

これについて、いわゆる国交省から全国特別重

点調査、これをやるようにということがあって、

陥没リスクが297キロという記事があったわけ

です。

この全国特別重点調査とはどういう内容の調

査なのか、まずお尋ねしたいと思います。

【佐藤水環境対策課長】全国特別重点調査の内

容でございますけれども、こちらは直径が2メー

トル以上で管路を布設してから30年以上が経過

した下水道管を対象としまして、テレビカメラ

などを使って管の内部の目視確認を行うという

調査になっております。

【小林委員】今答弁がありましたように、直径

2メートル以上、それから布設して30年以上の経

過、こういうところの点検を改めてやってもら

おうということが全国特別重点調査というよう

なことで、また新聞記事の中には本県は調査中

とこういうような記事がありましたが、今はど

のような状況なのかお尋ねしたいと思います。

【佐藤水環境対策課長】本県としては対象とし

て、長崎市の780メートルが対象になっていると

いうことが、そのときに国土交通省の方からも

公表されております。

それでこの780メートルに関して調査中とい

うことでございますけれども、長崎市がテレビ

カメラを入れて調査するために、まず業者に入

札をかけておりますが、その1回目の入札が不調

で、業者が決まらず再入札という手続を踏んだ

ことで、調査の進み具合が遅れておりまして、

今回公表には間に合っていないという状況にな

っております。

それで実際に長崎市の方に確認したところに

よりますと、工期としては11月末までで発注し

ているということではございましたけれども、

一応、テレビカメラの調査分に関しては9月1日

で調査は完了しておりまして、現在その結果の

取りまとめを行っているところと聞いていると

ころでございます。

【小林委員】 要するにこの780メートルという
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のがちょっと問題であって、これは八潮市の陥

没事故と類似している場所ということが、ただ

いまの答弁で明らかになったわけだけれども、

ここの780メートルについては、長崎市はいろい

ろ不落とか不調とかがあったのかもしれないが、

これは若干遅くなったが、これは調査が済んだ

みたいだとこういうようなことだけれども、実

際にこの780メートルについては、下水道管の腐

食というのがあったのか、またはこの破損とい

うようなそういうものが見つかったのか、腐食

なのか破損なのか、その辺の内容は今回の調査

で明らかになったんですか。

【佐藤水環境対策課長】長崎市がテレビカメラ

で調査したというところまでは、昨日に確認し

たところですけれども、その調査の状況でどう

いうものがあるかというところは、まだ今はち

ょっと取りまとめ中ということですみません、

長崎市の方から回答をいただけていないという

状況でございます。

【小林委員】 実はそこのところが、780メート

ルも、しかも八潮市と類似の箇所という、先ほ

ど言ったようなそういうことが指摘されておき

ながら、テレビカメラで調査したと、その結果

がまだあなたのところに来ないということ、ま

た昨日も電話を入れていただいて、まだ連絡が

来ていないと。こういうような状況で、率直に

言って大丈夫かなという感じがするわけです。

だってあの八潮市と類似していると、あれも

本当に突然にそうやって陥没したわけだよ。そ

ういうところの現実のものがある中で、また八

潮市だけじゃなくて全国において事故が結構増

えているわけだ。そういう状況から考えれば、

えらい長崎市は呑気と言えば怒られるかもしれ

んが、えらい対策が遅いんじゃないかと。

あくまでも調査が終わったということで、こ

れから何か具体的に工事をしなければいけない、

つまり下水道管を替えるとか、何か更新をしな

ければいかんとか、そういうような形になって

くるのかなとこう考えるわけだけれども、ちょ

っと佐藤さんの、あなたの答弁も少しぬるいよ

うな、あまり県には関係のない長崎市に任せて

おけばいいと、こんなニュアンスでしか聞こえ

てこないんだけれども、いかがなものでござい

ますか。

【佐藤水環境対策課長】 まず1点説明を補足い

たしますが、今回、直径が2メートル以上で布設

30年以上の管路を対象として、全国特別重点調

査を行っておりますが、その中でも八潮市と類

似した状況にあるものが優先実施を行う箇所と

されており、8月末に公表されたところです。今

回の長崎市の箇所は管が90度で曲がっており、

曲線半径が小さいということで類似していると

いうことになっておりますが埼玉県と違います

のが、埼玉県での事故は汚水管ですので硫化水

素が発生して陥没しているということでござい

ますが、長崎市の管につきましては、雨水の管

ということでございまして、その点は八潮の分

と違うという状況になっております。

それで確かに調査が少し遅れているというと

ころではございますが、そこは長崎市に再度申

して早期の結論を出すように促していきたいと

思います。

【小林委員】こういうことについては県が直接

やっているわけではないので、長崎市が直接や

っているというようなことからして、県のそう

いう水道行政や上下水道行政、こんなことを考

えるときに、やっぱり県なりにいろいろと指導

する立場とか、あるいは県にお伺いを立てに来

るとか、そんなことは当然、長崎県の市町から

あり得ることです。
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そういう点からいって、現実に780メートルの

この類似する条件の箇所があったと、こういう

ことが明らかになっているわけだから、やっぱ

りそういう意味から、これは率直に言って、も

し仮に私も地元であるならば、まきやま委員と

一緒になって、それは乗り込んでいきたいと本

当は思うわけです。

そういう状況から少しあなたも生ぬるい感じ

がするし、長崎市はもっと生ぬるいとそんな感

じがしますから、何でもそうだけれども備えあ

れば憂いなしと、こういうことじゃないかと思

うけれども、今のような取組については雨水で

あろうが何であろうが八潮市と類似する条件が

あるということで、結構長い780メートルとこの

ようなことが明らかになっているわけですから、

大丈夫かということで県の方からも、議会で話

題になったということをぜひお伝えいただけれ

ばありがたいと、こう考えておりますからよろ

しくお願いしたいと思います。

また水道の件でございますが、今は水道につ

いてもやっぱり全国では漏水事故、これがしば

しば報道されております。

長崎市でも5月末に漏水事故の報道がなされ

ていましたが、県内ではどれくらいの漏水事故

が発生しているのかお分かりになりますか。

【佐藤水環境対策課長】漏水事故の件でござい

ますが、水道統計というものがございまして、

こちらは100戸以上の断水が生じた漏水事故が

対象となっておりますが、100戸以上の断水が生

じた漏水事故に関しては令和2年度が2件、令和

3年度が4件、令和4年度が5件となっております。

それでまだその水道統計には実際に計上され

ておりませんが、当課が把握している分として

は令和5年度においては4件、令和6年度で5件、

今年度においては長崎市の1件ということで把

握しているところでございます。

【小林委員】今のを聞けば、何か多いのか少な

いのかよく分からないわけで、何かが1件だとか、

3件だとか4件だとか、そういうようなお話で、

これは基本的には絶対あってはいかんのでしょ

う。それがあっているという事実、こういうこ

とに対していろんな日頃の調査をやっていただ

くなど対策はやっていただいているわけだけれ

ども、実際にこういう何件かの漏水事故が発生

していると。

これは市民生活に大きな影響を与えますから、

これは断じて発生しないようにしっかり行政指

導もしていただかなければいけないんじゃない

かと、そんなことを考えますが、その辺の取組

についてもう一度、実のある答弁をお願いした

いと思います。

【佐藤水環境対策課長】水道事業は各市町が実

際に行っております。それで水道の老朽化もあ

りますが、その中において当然住民の皆様に断

水とかが生じないように維持管理等に取り組ん

でいるところでございます。

それで実際にその漏水に対する調査というの

はこれまでどのようにやっていたかというと、

道路に音聴棒という棒みたいなものを当てて、

地中の音を聴くことによって水が漏れているよ

うな音を聴いて漏水箇所を探すというような、

そういうことをやっておりました。

それでやっぱり今の時代はなかなか職員も減

ってきて、そのあたりの音を聴き分けるのには、

ある程度やはり熟練というのが必要ということ

で、なかなかうまく進んでいない、調査が難し

かったという状況にあるんですが、ここ最近は

ＤＸ技術を活用した、人工衛星からマイクロ波

を照射して、その反射波をエリア解析すること

で漏水が疑われる箇所を判断できるとか、そう
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いう技術ができたり、あと地質状況だったり水

道管の埋設情報、この辺を入れて漏水が発生し

たとかという、これらの全部をＡＩの中に学習

させることで将来の漏水リスクを判断する技術、

このようなものも新技術としてできてきており

ます。それで実際に県内の市町においても、こ

れらの新技術を活用してやっているところもご

ざいます。

そのように漏水が発生しないように、市町に

そういう新技術も含めて調査の効率化を図って、

断水が生じないように取組を促していきたいと

考えております。

【小林委員】いろんな報道の中でよく見ること

は、上下水道のそういう対策についてはなかな

か費用がかかると、予算がついていけないと、

これははっきり言って水道料金はやっぱり限界

があるわけです。

そういう状況で、独立採算の中で更新の費用

とか修繕の費用とかを捻出するには相当のご苦

労を煩わせているというか、かけているのでは

ないかと、そんなことが側聞されますが、しか

しそうであったとしても、やるところはやって

いただかなければいけないという現状があるわ

けです。

そこで要するに国土強靱化の、今回はまた新

たに中期計画20兆円と、こういうような新しい

国土強靱化です、この取組が始まろうとしてお

ります。

そういう点から考えると、これまで8年間、3

年と5年で第1次、第2次というような形の中で国

土強靱化対策は行われました。これはすばらし

い、地方も特に長崎県などにおいてはありがた

い予算の確保と、このように受け止めておりま

すけれども、この今までの国土強靱化の3年、5

年という8年間、つまりは水道・下水道事業の実

績と効果はどれくらいのものであったか。

つまり国土強靱化からどれくらいの予算を確

保し、それをうまく対策に講じていただいたか

というようなことだと思いますが、いかがです

か。

【佐藤水環境対策課長】 防災・減災、国土強靱

化から3か年、緊急対策というのが平成30年から

令和2年でございました。それで防災・減災、国

土強靱化のための5か年加速化対策というのが

令和3年から令和7年、合わせて平成30年から令

和7年の8年間でございます。

それでこの国土強靱化の予算として、県内に

おける水道事業におきましては、国土強靱化の

予算としては48億円、下水道としては56億円を

確保して対策を行ってきたところでございます。

それで効果としては、国土強靱化ですので管

路の耐震化率で言わせていただきますと、すみ

ません、これは最新値が令和4年度までの5年間

という数字しかございませんが、水道において

は28％から33％の5ポイントの上昇をしており

ます。下水道では50％から52％ということで、

2ポイントの上昇をしているという状況でござ

います。効果としては以上でございます。

【小林委員】それでは引き続きお願いしたいと

思いますが、こういうことでやっぱり国土強靱

化のこの8年間の対策として、要するに水道が48

億円とか、あるいは下水道が56億円とこういう

ことのご答弁がありましたけれども、この数字

の48億とか56億とかいうのは、これはなかなか

立派なものなのか、そう大したことはないよと。

国としてはそれなりに頑張ってもらったと思

うけれども、それほどまであまり感謝が少ない

というようなことになるのか、その辺はいかよ

うに捉えていますか。

【佐藤水環境対策課長】一部の要望に対して水
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道とかはほぼ満額増加という内示もいただいた

りしていた状況もございますので、市町の要望

に対しては、これまではそれなりの平均額との

ことで予算はいただいてきたところだと感じて

おります。

【小林委員】それから最後にしますけれど、要

するにやっぱり県内の上下水道の老朽化の状況

は、どのように今はなっているのかと、ここの

ところは今まであまり委員会で議論したことは

なかったと思うんだが、ああいう事故が起きて

から長崎県もいろんな調査をしていただいてい

ると思うけれども、老朽化対策、現状の老朽化

はどのようになっているのか、明快なお答えを

いただければありがたいと思います。

【佐藤水環境対策課長】県内の老朽化について

でございます。

まず、水道に関してでございますが、水道管

が県内の総延長としては約1万2,900キロござい

ます。このうち水道は40年というのが耐用年数

になっておりますので、この40年を経過した水

道管の延長は約2,700キロとなっており、水道管

全体の21％ということで把握しております。

一方、下水道管でございますが、こちら下水

道管は県内に総延長で約4,500キロメートルご

ざいます。それで下水道管の方は耐用年数が50

年となっておりますが、この50年を経過した下

水道管の延長は約400キロメートルとなってお

りまして、全体の約9％が老朽化という状況にな

っております。

以上が県内の状況でございます。

【小林委員】そういうようなことで、なかなか

今の答弁から見ても、ああそうですかというわ

けにはいけないわけですよ。

こういうように例えばそうやって水道にして

も下水道にしても、対応年数を超えていると、

そういう状況からしてみて、これだけの長さが

あるということを、もっと明らかにしながらそ

の対策をどうするかと。

例えば今こうやって40年、50年を経過してい

るそういうようなこの水道でも40年、下水道で

は50年と、これを経過しているのが結構な長さ

でまだあるわけです。こういうことはこれから

どういう対策を考えておられるのか、先ほども

言うように市町でしっかりやっていただかなけ

ればいかんことだけれども、県はこれに対して、

こういう現実に対して市町よ頑張ってくれとい

うだけでいいのか、県としてどういう対策支援

に乗り出していこうとされているのか、この点

について明解にしていただきたいと思います。

【佐藤水環境対策課長】上下水道の老朽化に関

してでございますが、当然古い管というのは老

朽管で、イコール耐震化もできていない管にな

ります。ですので今回、国が第1次国土強靱化実

施中期計画というものを打ち出しております。

その中で当然、上下水道に関しても耐震化は進

めていくということで施策が掲げられていると

ころでございます。

特にその耐震化に関しては、浄水場とか下水

処理場とかの根本的施設の耐震化であったり、

あとは避難所とか病院につながる、そういう重

要施設につながる上下水道管とかは耐震化を向

上させるということで、そういう施策も掲げて

おられます。

それで県としてもそういう国土強靱化の予算

というのをしっかり確保するために、国へ働き

かけていきたいと思っておりますし、特に水道

においては、この国土強靱化に合わせて補助対

象基準とかの見直し等も結構頻繁に行われてい

る状況でございます。その辺の状況を各市町に

確実に伝えて、極力その国土強靱化の予算を確
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保して老朽化、耐震化を推進できるように、県

としても一緒に情報収集を行って市町に流して、

そういうことで一緒になって取り組んでいきた

いと思っております。

【小林委員】今言うような状況で、もう少し危

機感を持っていただかなければいかんのじゃな

いかなという感じがするわけです。

だから何度も言っているように、水道、下水

道は当該市町の事業であるということははっき

り分かっております。それに対して県は何をど

うするのかというところが、いま一度国に対し

て予算獲得に動きますということなんだけれど

も、それで十分に事足りるのか、一緒になって

やっぱり考えていこうというような、何かもう

少し市町に、そういう支援の一つの心の支えと

いうか、何かその辺の対策が見えないわけだよ

ね。

この辺のところについてもう少し明快に、こ

れは部長が答えますか、どのように考えていら

っしゃるか。

【大安県民生活環境部長】今委員からご指摘い

ただきました。冒頭にもありましたとおり、長

崎市の調査の関係におきましても、やはりまさ

にこの上下水道はライフラインでございます。

そこのところをある意味そのようなところのリ

スクは本当にないのかという、そこら辺の危機

意識といったものを私どももしっかりと持った

上で、市の状況についての把握であったりとか

市とのやり取りとかいうのをまずやっていく必

要もあると、改めて認識をしてございます。

それで今お話がありました老朽化・耐震化の

計画ですけれども、今年の1月に耐震化計画をそ

れぞれ市町がつくっております。それでこれを

しっかりと進めていくということが必要だと思

っております。

それには県として、1つはやはり予算の確保を

しっかりやっていくということでもございます

し、その耐震化計画を進めていく中において、

例えば市町の方の状況も把握しつつ、もしそこ

の中で何かあれば、我々としても市町とのやり

取りを通して何か必要な助言であったりとかや

れること、また場合によってはそれに関連して

国への要望といったことにもつながるという面

もあるかもしれません。

そういったところも含めて、県としては全体

的に市町と連携しながら、しっかりとこの耐震

化計画が進んでいくように取組を進めていきた

いと考えております。

【小林委員】今の部長の答弁をもって、非常に

ありがたいと思いますし、やっぱり県の行政は

それなりに頼れるし、そのような姿勢を常に持

っていただきたいと、このように思っておりま

す。

これも新聞で読みましたけれども、佐世保に

おいて水道料金が値上がりになると。これに対

しては石木ダムができないんだから、その分に

よって値上がりしなければいけないと。要する

に県が主体となって、石木ダムの事業だから、

これができないが故に水道料を上げなければい

けないと、市民生活は大変なことになると。

だから県も当事者意識を持って一緒に協議し

てもらいたいとか、こんなことを佐世保市の水

道局長が明らかにしているわけだし、佐世保市

議会においてもそのような動きがあるわけです。

県の方にそういう要望が来ているかどうかは分

からないけれども、やっぱり拠り所としては、

まず国にさっと行くわけにはいかないから、県

にそれなりの市町がお願いに来ざるを得ないと。

このときの対応を県としてはしっかりやって

いただかないと、今部長がおっしゃるようにラ
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イフラインというそういう状況から考えて、生

活がかかっているわけです。もっと危機意識を

持ちながら取り組んでいかなければいかんとい

うことを我々も含めて新たに考えさせられたと

受け止めておりますので、今後はそういう意味

でよろしくお願いし、頑張っていただきたいと

思います。

以上で終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【冨岡委員】発信させていただきます。施策の

進捗状況のところで、まず1つ目が「ながさき暮

らしＵＩターンの推進」のところで13ページで

す、資料の共有はできてますでしょうか。成果

指標ですが、県や市町の窓口を通した移住者数

ということで、基準値が1,121人、令和3年が実

績値で目標の2,000に対して740だったんですけ

れどもだんだん下がってきて、下がってきた理

由が令和6年は目標値を3,000人ということで、

大分大きくして、実績値としては毎年はそんな

には、ある程度増えていったりはしているんで

すけれども、その目標が高いがゆえに、このよ

うに達成率としては大分少なくなっているとい

うところで、時間もないので私の方でちょっと

読ませていただきますと、状況の分析としては

移住の実現まできめ細かに取り組んだものの、

都市部からの移住者数が減ったことにより対前

年度比で減となり目標値には届かず、進捗状況

としては遅れてなったと、それでここはちょっ

と状況の分析が薄いなと思ったんですけれども、

今後は東京で開催する大規模移住相談会の回数

を増やすことや、福岡や東京などの都市部の移

住潜在層の掘り起こしを目的としたイベントを

開催するなどして、異なる移住促進を図ってい

くということで、ちょっとここからはその分析

が見えなかったんですけれども、この対策を見

てみると、要するにそのポテンシャルというか、

長崎としてはちゃんとそのアピールをすれば人

が来るんだという、そういう分析になっている

のではないかと思います。

あるいは本来はよく言われる就きたい仕事が

ない、給与が低い、家賃が高いと、そういうと

ころは皆さんあえて言い訳をせずに、ちょっと

こういうところにスポットを当ててしているの

かと思うんですけれども、そうした中でそうし

た分析をされるならば、直近でこうした大規模

移住相談会の回数を増やされたのか、あるいは

福岡や東京などの都市部の移住潜在層の掘り起

こしをされたのか、そして今後の具体的な目的

があるのか、すみませんこれは所管課が本来は

地域振興部地域づくり推進課なんでしょうけれ

ども、施策関係課として統計課の方が挙がって

いましたので、もしお答えできる範囲でお答え

いただけたらと思います。

【谷村統計課長】申し訳ございません、その回

数とかそういったことについては、こちらで現

在のところ承知はしておりません。

【冨岡委員】先ほどの分析の部分については統

計課の方で関与されているかと思うんですけれ

ども、いかがだったでしょうか。

【谷村統計課長】これは移動理由アンケートを

基にですね、分析をしているのは統計課でござ

います。

【冨岡委員】急に質問してしまったもので、分

かりました。そうした分析を基にされると。

あとは先ほどの、要するに目標値があまりに

も高過ぎて今後も達成率がどんどん低くなって

いく可能性もあるとは思うんですけれども、自

分も目標は高くというのは当然大切なこととは

思うんですけれど、あまりにもその達成率が低

くなってしまうと、出生率の話もそうですけれ
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ど、なかなかかえって何かやる気がというか、

なかなか無理をした施策をしてしまったりとか

そういうことに結びつくのかなと思うんですけ

れども、その辺りで今後の新しい総合政策との

関係であるとか、今後もこうした高い目標値を

目標として維持し続けるのかというところにつ

いて教えていただけたらと思います。

【谷村統計課長】これは所管が統計課ではなく

て地域づくりの方でございますので、すみませ

んがこちらでは回答はできません。

【冨岡委員】もう一つが、こちらもすみません、

所管が福祉保健課の方になっているんですけれ

ども、施策の関係課に県民生活環境部県民生活

環境課、人権・同和対策課が入っておりました

ので、分かる範囲で質問させていただきます。

こちらについては施策名「誰もが安心して暮

らし、社会参加できる地域共生社会の推進」と

いうことで、成果指標としては生活困窮者自立

支援事業における就労・増収率（就労・増収者

/就労支援対象者数）ということになっておりま

す。進捗状況調書の14ページです。

こちらについても実績値が、以前は文教厚生

委員会の方とのお話では、たしかコロナの影響

で大分低くなっているというお話がありました

けれども、今年度も令和6年は46％、達成率61％

ということです。前の年も達成率は52％で大分

低くなっておりました。

こうした中で右の分析は、すみませんこちら

がメインではしてないでしょうけれども、要す

るにいろいろとメンタルヘルスの不調などがあ

って、ここで書かれているのが就労による経済

的自立以外（日常生活や社会生活の自立）が当

面の支援目標となっている事例もみられている

ということで、そもそものこの成果指標のとこ

ろですが立て方というか、これを目的とするこ

と自体がどうなんだろうという、そういう読み

方もできるんですけれども、この辺りの施策の

関係課としての何らかの分析みたいなものがあ

れば、あるいはこれからの総合計画でもこれを

また維持し続けるのかというところについて、

もしもお答えができるんだったら教えていただ

けたらと思います。

【石田人権・同和対策課長】こちらの方は関係

課に人権・同和対策課が入っているんですけれ

ども、こちらの成果指標につきましては福祉保

健部の方でしておりますので、すみませんがこ

ちらの方ではお答えできません。

【坂口委員長】よろしいですか。ほかに質問は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

県民生活環境部関係の審査結果について、整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ０時２０分 休憩 ―

― 午後 ０時２０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、来週9月29日は、

午前10時から委員会を再開し、交通局関係の審

査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。お疲

れさまでした。

― 午後 ０時２１分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２９日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時３４分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委 員 長

湊  亮太 副 委 員 長

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

太田 彰幸 交 通 局 長

岩﨑 良一 管 理 部 長

柿原 幸記 乗合 事業部 長

江頭 興祐 貸切 事業部 長

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

なお、畑島委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承お願いいたします。

これより、交通局関係の審査を行います。

委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

交通局長より総括説明を求めます。

【太田交通局長】 おはようございます。

令和7年9月定例県議会観光生活建設委員会関

係議案説明資料の1ページをお開きください。

交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第92号議案「長崎県営交通事業の企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例」であります。

この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴い、職

員が育児のために勤務時間の一部を勤務しない

こととする部分休業制度を拡充するため、所要

の改正をしようとするものであります。

以上をもちまして、議案関係の説明を終わり

ます。

次に、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。

経営状況について。

交通局の経営状況につきましては、バス利用

者がコロナ禍前に、いまだ回復せず、また、軽

油費等で物価高騰の影響を大きく受けるなど、

厳しい経営環境にありますが、共同経営方式に

よる路線バスの再編などの改革を進めることで、

経営の効率化を推進しております。

今年度、第1四半期（令和7年4月から6月）に

おいて、営業収益が乗合バスや県外高速バスが

堅調に推移したことや、貸切バスが修学旅行等
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で受注増となったことなどから、前年度同期と

比べ9％増の12億4,000万円となりました。

営業費用については、バス車両の更新増等に

伴い、減価償却費が増加し、また、軽油費や修

繕費等において物価高騰の影響を大きく受け、

前年度同期と比べ3％増の11億3,000万円となり

ました。

この結果、営業外収支を含めた経常収支（税

込）は、前年度に比べ8,000万円改善し、1億4,000

万円の黒字となりました。

今年度においては、これまでバス利用者の状

況や収入は堅調に推移しており、今年9月1日か

ら実施した乗合バスの運賃改定の効果を含めた

収入の状況を注視しつつ、職員の処遇改善など

による運転士確保策を積極的に進めるとともに、

これまで滞っていたバス車両の更新に着手する

など、路線バス網の維持等の持続可能な事業の

構築を図ってまいります。

乗合バスの状況について。

交通局においては、夏休み期間中、小学生を

対象に、エリア内の路線バスが乗り放題となる、

夏休みこども定期券を毎年販売しており、今年

度は猛暑による外出控え等の影響があってか利

用者数が昨年度から比べ約30％減少し、296名の

方にご利用いただきました。

この取組は、バスを日頃利用しない小学生に

バスの乗車体験を通して、バスの乗り方や車内

でのマナーを啓発するとともに、公共交通機関

の役割や大切さについての理解を深めることを

目的としており、今後も将来にわたってバスを

ご利用いただくための取組として継続してまい

ります。

さきの6月定例県議会において、上限運賃等に

関する条例改正の議決をいただきました乗合バ

スの運賃改定については、国土交通省九州運輸

局へ認可申請を行い、去る8月14日付で認可とな

ったことから、9月1日に実施いたしました。

今回の改定は、平成9年12月から約27年ぶりと

なる本格改定となったことから、路線バスの主

な区間の運賃が、おおむね30円から50円の値上

がりとなり、平均で約17％の改正となりました。

この運賃改定に当たっては、認可後速やかにホ

ームページで新運賃の検索を可能として周知を

図るとともに、定期券更新の利便を図るため、

改定日前日にバスターミナルの定期券窓口を臨

時営業するなど、お客様への対応についても丁

寧に行ったところです。

今後は定期券購入のキャッシュレス決済や空

港リムジンバスへのタッチ決済の導入など、利

便性の向上にも取り組むこととしており、地域

生活交通の維持に向け、しっかり取り組んでま

いります。

貸切バスの状況について。

貸切バスについては、夏季は比較的閑散期と

なりますが、今年8月においては、各種イベント

開催に伴う輸送を中心に実施しております。

稲佐山野外イベントでは、8月6日、同16日、

同24日の3日間で延べ約110台のバスが稼働した

ほか、長崎スタジアムシティ開催のイベントで

約40台が稼働しました。また、長崎原爆の日や

県外修学旅行、クルーズ団体など、毎年ご利用

いただいている団体についても、例年並みの稼

働となりました。これらの貸切バスの運行に当

たっては、他のバス会社のご協力もいただきな

がら、円滑な輸送と利便性確保に努めたところ

です。

また、周遊観光バス「ぶらりん」については

コースの見直しを行っており、その1本目として、

「三つの国宝めぐり 長崎のランドマーク稲佐

山＆長崎スタジアムシティ」の募集を行い、4本
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のツアーを催行いたしました。

ツアー内容については、長崎県の3つの国宝で

ある崇福寺第一峰門、崇福寺大雄宝殿、大浦天

主堂を見学後、グラバー園や長崎スタジアムシ

ティ、稲佐山を訪れ、最後にその他の観光地を

車窓からバスガイドが案内するという観光コー

スとなっており、利用者からは、主な観光地を

コンパクトにまとめてあり大変満足した。日中

の稲佐山も夜景とは違う良さがあったなどと好

評をいただいております。

今後、秋以降に向けて、50周年を迎える長崎

空港のツアーや20周年を迎える女神大橋登頂の

ツアーなどについても、関係部署と連携しなが

ら、取り組んでまいります。

バス運転士の確保について。

交通局においては、喫緊の課題であるバス運

転士の確保を図るため、その処遇改善を図ると

ともに、バス運転体験会の開催や県内外の合同

説明会への参加、新高卒者運転士の採用、大型

二種免許取得費用の貸与など、積極的な人員確

保策に取り組んでおります。

企業説明会への参加として、去る6月28日には、

福岡市で開催されたバス運転士専門の合同企業

説明会「どらなびＥＸＰＯ」に交通局のブース

を出展し、来場された皆様に対して採用案内等

行いましたが、後日の採用試験において、説明

会の参加者2名が受験され、合格に至ったところ

であり、一定の成果が生じてもいるものと考え

ております。この「どらなびＥＸＰＯ」は、10

月の関西会場、11月の東京会場及び福岡会場で

開催予定であり、交通局において、引き続き出

展し、県営バス運転士として働く魅力を伝える

ことで、採用の増加につなげてまいります。

新高卒者運転士養成制度においては、昨年採

用した職員1名が、1年5か月の研修期間を経て、

この9月1日に営業所に配属され、交通局として

初めてとなる新高卒者のバス運転士が誕生しま

した。

交通局においては、バス運転士が高齢層に多

数集中する中、地域の公共交通を支える若い世

代のバス運転士の確保が必要不可欠と考えてお

り、引き続き高校訪問や職場見学などの取組を

通して、新高卒者の採用に努めてまいります。

今後も職業として、県営バス運転士を選択し

ていただけるよう、採用活動に力を注ぐととも

に、処遇改善を含めた各種取組を推進してまい

ります。

追加1をご覧ください。

職員の不祥事について。

去る9月9日に福岡営業所の会計年度任用職員

（貸切バス運転士）が、同営業所の車庫におい

て、同僚の男性職員が所有する軽乗用車に対し、

ゴムひもを使って球を飛ばすスリングショット

で軽乗用車のフロントドア部分を凹ませたとし

て、器物損壊の疑いで逮捕されるという事案が

発生しました。

職員がこのような不祥事を起こしたことは誠

に遺憾であり、心からおわび申し上げます。

今後、経過等を確認の上、厳正に対処すると

ともに、職員の綱紀の保持に全力を尽くしてま

いります。

元にお戻りください。

以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【坂口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】これは委員会資料ですね。92号議

案の部分休業制度について質問します。
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今回、新たに追加された部分休業で、1年につ

き10日相当の範囲内で勤務しない形態というこ

とで、これは①の場合は、これまではですね、

1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しない

形態ということで、今後追加されるのは2時間以

上も可能だということなんですが、いわゆる10

日という限定がありますよね。1年につき10日相

当、これは何か根拠があるんですか。何か10日

しか取れないぞとなると、不利なようにも思う

んですけれども、この10日というこの根拠を教

えてください。

【岩﨑管理部長】今回の改正の背景でございま

すけれども、昨年、民間企業に適用されます育

児・介護休業法というのが改正されまして、そ

の中で育児期の柔軟な働き方を実現するための

措置の一つとして、新たに養育両立支援休暇と

いう制度が設けられております。これは民間に

適用されるもので、年間10日以上の休暇を取得

することという制度でございます。

これを受けまして、公務員につきましても、

昨年の人事院勧告におきまして、このような民

間の動きを踏まえて、年10日の部分休業制度と

いうものを設けるという形になったものでござ

います。

新しい制度におきましては、先ほど委員ご指

摘ありましたとおり、従来の制度に比べて10日

と限定されておりますけれども、こちら、例え

ば通常、保育園の送り迎えを配偶者がされてい

るようなご家庭におきまして、たまたま出張と

かで行けないという場合が想定されますので、

そのときに代わりに送迎をするであるとか、そ

ういう対応が新しく可能になるといったもので

ございます。

いずれにしましても2時間そのまま部分休業

とするか、この10日とするかというのは、職員

の家庭の都合に応じまして、年度ごとに選択が

可能となってございますので、子どもの成長の

段階に合わせて、新しい選択肢が増えるという

点で効果があるものじゃないかというふうに考

えてございます。

【堀江委員】そうしますと、今の部長が答弁さ

れました、年齢に応じて、例えばＡさんが、子

どもが年齢にもよるんですけど、最初は、例え

ば現行制度を使っていて、その後、いわゆる今

回新設された制度を使おうということで、1人の

職員が現行の、いわゆる①も②も、これは年度

に応じて使える、そういう意味で選択肢の幅が

広がったという条例改正と理解していいですか。

【岩﨑管理部長】委員ご指摘のとおりでありま

して、小学校就学前までの期間という形になり

ますけれども、年度によりまして、この①番な

のか②番なのかというのを選べる制度になって

ございます。

【堀江委員】最後にしますけれども、この休業、

育児休暇のね、取得状況、あるいは今回、条例

改正となる部分休業の取得状況、先ほど局長の

説明の中に職員が高齢化しているという話もあ

りましたけれども、対象となる職員、ももちろ

ん女性の方もいるかと思うんですけれども、そ

の職員は少ないかと思うんですが、今回のこの

改正を見据えて、いわゆる職員のこうした育児

休業、ここの取得状況というのはどうなんです

か、教えてください。

【岩﨑管理部長】今回、議案として出させてい

ただいております部分休業につきましては、現

在のところご利用いただいている方はいらっし

ゃいませんけれども、通常のフルタイムで休業

する育児休業については、年間2名、あるいは3

名程度の取得をいただいているという状況でご

ざいます。
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【坂口委員長】よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。

【田川委員】おはようございます。

堀江委員の質問に関連するんですけれども、

今答弁の中に2名とか3名ということでしたけれ

ども、全体数ですね、運転士さんが何名おられ

るのか。そしてまた、その対象者が、今はいな

いけれども可能性があることも含めて、どの程

度の方がこの改正によって救われるのかどうか、

その辺について簡単にお願いします。

【岩﨑管理部長】 交通局の職員が約500名おり

まして、そのうち簡単に言いますと、運転士さ

んが400名程度という形になっております。

運転士につきましては、シフト制で勤務をし

ているということもございまして、この部分休

業というのは、なかなかこれまで利用される方

がいらっしゃらないということではありました

けれども、小学校就学前のお子様をお持ちの職

員もおりますので、周知の徹底をして、可能な

限りでご利用いただいて、仕事と育児を両立し

ていただけるようにということで考えておりま

す。今後は、周知徹底を図ってまいりたいと思

います。

【田川委員】 今使われる方が2名で、対象者は

まだ把握してない、可能性がある人は、数字と

して今、公表できないということでよろしいで

すか。

【岩﨑管理部長】申し訳ありません。手元に数

字がございませんので、実績ということで答弁

をさせていただきました。

【坂口委員長】 よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第92号議案については、議案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議なしと認めます。

よって、第92号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。

次に、提出がありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について説明を

求めます。

【岩﨑管理部長】政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づき本委員会に提出いたしました、交

通局関係の資料についてご説明いたします。

1,000万以上の契約案件につきましては、資料

の2ページから記載をしておりますとおり、本年

6月から8月までの実績は、合計16件となってお

ります。

以上をもちまして補足説明を終わらせていた

だきます。よろしくご審議を賜りますようお願

いいたします。

【坂口委員長】以上で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【山口委員】ちょっと細かい質問します。

細かい話なんですが、先ほどご説明をいただ

きました3番と4番のインタンクの軽油の購入の
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関係なんですが、これが、日付も同じで相手先

も同じという状況の中において、契約金額が少

し違うわけなんですが、それは長崎と県央地区

との関係で違うわけなんですが、この理由とい

うのは、どういうことでこれだけの差があるの

か教えていただけますか。

【岩﨑管理部長】今回、インタンク軽油購入と

いうことで、長崎地区と県央地区ということで、

2つ分かれております。

前回の契約までは、インタンク軽油購入は、

長崎も県央も1本の契約でしてございました。今

般、軽油の価格が非常に高止まりをしていると

いう背景も踏まえまして、地区を分けることで、

新たな業者が入札に参入していただけるんじゃ

ないかということで、今回分けたという趣旨に

なってございます。

入札の結果、業者については同一の業者が入

札後、そこが落札されたという形になりますけ

れども、この落札された契約相手方の軽油の運

搬の拠点がございまして、やっぱりそちらから

各県央地区、長崎地区の各営業所への距離等も

ございますので、そちらを踏まえて、この契約

金額に差が生じているものと認識してございま

す。

【坂口委員長】 よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。

【冨岡委員】ありがとうございます。共有させ

ていただきます。

入札の一般乗合旅客自動車市内線小型車2台

について、入札に参加されたのが、1者になって

おりますけれども、ほかのところがなかなか参

加しづらかった理由みたいな、もし分析できて

いたら教えていただけたらと思います。

【柿原乗合事業部長】今年度、新車を購入させ

ていただきまして、小型路線バス、こちら結果

としては、応札者が1者だったということになり

ます。全国的にも小型路線バスというのが、や

はりニーズが少ないということがありまして、

そういった保有車種というのをお持ちのメーカ

ーさんというのがやっぱり少ないというのは、

もともとございます。

今回、実は持ってらっしゃるところというの

が、今回落札いたしました三菱ふそうさんと、

もう一社さんいらっしゃったんですけれども、

もう一社さんの方が、新しい認定取得というと

ころが、ちょっと取得のスケジュールが遅れて

しまったということで、当初、参加の意思を示

したみたいなんですけれども、スケジュール的

に間に合わないということで応札ができなかっ

たということでお聞きしております。

【冨岡委員】ありがとうございます。承知いた

しました。

あともう一点が、バスボディ改造工事につい

て、2件、9ページ目と10ページ目のところ、こ

ちらについて2者ですね、1者は長崎の企業さん

もいたんですけども、そちらの方、辞退という

形になっていますけど、ここの経緯みたいのが、

もしお分かりであれば、教えていただけたらと

思います。

【柿原乗合事業部長】 バス改造ということで、

こちらのバス改造というのが、大きなバス、車

体を改造するということで、基本的には特殊な

技術であるとか、施設が必要であるということ

がありまして、九州管内でも応じられる事業者

というのが少ないというのが、もともとござい

ます。

現在、交通局としましては、大体今まで毎年

こういう形で改造の入札をかけていますけれど

も、応札してくださる事業者さんが、この2者と

いうことになります。
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今回、木原車体さんが応札はしていただいた

んですけれども、結果、辞退となりましたのは、

今年、やはり他社からの注文をたくさん受けら

れているということで、私どもが示した改造ス

ケジュールというのが、年間予定の中では、消

化することはちょっと難しい、かなわないとい

うことで、入札案件としては、もう5件とも辞退

をさせていただいたということで、お話として

は伺っているところでございます。

【坂口委員長】 よろしいですか。

ほかに質問はありませんか。

【田川委員】今の冨岡委員の関連なんですけれ

ども、改造の内容について教えていただければ

と思いますけど。それが、ここに書いてあるよ

うに、辞退されたところが長崎県ですよね。取

られたところが佐賀県、できればやっぱり長崎

県にしてもらいたいので、そこら辺やはり、今、

理由は分かりましたけれども、早めに、そうい

う仕事が詰まっていてとか、業務が多忙でとい

う理由もあったんですけれど、発注の時期とか

そういうので調整を早い段階でこういうところ

に頼んでおくとできた可能性もあるんじゃない

かなと思いまして、この2点お願いします。

【柿原乗合事業部長】バス改造でございますけ

れども、ちょっと様々ございます。大きく分け

ると2つありまして、1点は、新車等をする中で

経年劣化してまいりますので、やはりバスの外

板等がやっぱり傷みが出てきます。そうした一

台一台のその傷みの状況というのを見て、例え

ば外板を切りついだりとか、そっくり替えたり

とかというような、言ってみれば少しリニュー

アル、安全面のところの措置を行うというのが、

まず、大きなところで1点ございます。

もう一点が、最近、私ども中古車両を購入し

ておりますので、中古車につきましては、こち

らは東京都営さんの方から持ってくるんですが、

やはり中身の仕様が違います。バスのボディか

ら違ってまいりますので、そうしたものも含め

て、私どもで運行ができるような形で、バスの

改造を行うという、大きく分けて、この2パター

ン、改造の内容としてはございます。

今回、結果こういう形で、確かに長崎の事業

者さんが、結果、応札できなかったというとこ

ろもあって、こちらにつきましては、どうして

も入札をするとなると、一台一台の状況を見て、

仕様をつくって、入札をかけるということにな

りますので、どうしてもちょっとこのぐらいの

時期になってくるというところがございます。

あとは、やはり全体的にそうですね、こうい

うバス改造というのがなかなか、できる事業者

さんというのが少ないは少ないんですけれども、

例えば何かパーツパーツに分けてというか、少

し簡単なこういうことだったらできるとか、何

か少し今の2社だけというわけではなくて、少し

ほかの事業者さん、施工業者さんとかというと

ころも少しできるといいのかなということで、

少し探してはまいりたいなというふうに思って

おります。

【田川委員】9ページの方が4両、5ページが5両

ですよね、9両あるわけですよ。であれば、もう

少し分割して頼むこともできるんじゃないかな

というところが、とにかく地元の、県内の事業

を育てるという意味で、私は話をさせてもらっ

ていますけども。

そこで、今の2社で、今の説明ではですよ、そ

ういう技術がまだまだないとか、こうおっしゃ

いますけれど、それは発注しないと育たないと

思うんですよ。とにかく1両でもいいから今回や

ってくださいとか、そういう私は努力が大事じ

ゃないかな。それをきちんと育てていって、次
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は2両、最終的には今回みたいに4両とか5両とい

う、そういう手法も可能だと思いますけど、ま

ず、県内業者が対象者じゃないということじゃ

なくて、技術的に。やはり育てるという思いで、

そういう考えがないのか、お尋ねいたします。

【柿原乗合事業部長】そうですね、委員ご指摘

のとおり、なかなか全部をまとまった単位で請

け負うとすると、それなりの施設等が必要にな

ってくるというところもあって、やはりなかな

か敷居が高い状態になっているのかなというと

ころはございます。ちょっとどういうやり方が

いいのかというのは、少しまだ現時点ではちょ

っと言及はしかねるところではありますけれど

も、今の応札者が少ない状況というのは、これ

がよいと思っているわけではございませんので、

少しこう、そうですね、発注の仕方等を少し検

討してまいりたいというふうに思っております。

【田川委員】最後にしますけど、検討されると

いうことでよろしくお願いしたいんですけれど、

それはいつまで、来年度からそういう方向で取

り組むということで考えてよろしいでしょうか。

【柿原乗合事業部長】ちょっと検討はさせてい

ただきたいとは思いますけれども、やはり何て

いうんでしょう、やっぱり大きなバスをピット

に入れないといけないとかというと、そういう

施設整備みたいなものも当然必要になってきま

す。当然そういったところ、一部例えばトラッ

クなんかをやられているところとかに聞き取り

なんかをしながら、こういうことはできるでし

ょうかというところを少し調査をしていく必要

があるのかなというふうに思っております。ち

ょっと来年からすぐできるかということでは、

ちょっとお約束はしかねるところではあります

けれども、はい、そうですね、少しちょっと検

討はしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

【田川委員】すみませんね、最後と言いながら。

まだ工場の整備ができてない、そういう問題

が当然あろうかと思いますけれども、そういう

ときに、国・県に対して、特に国に対して、そ

ういう地方創生の整備予算とか、そういうのを

補助金のメニューを探してですよ、こういうメ

ニューがございます、補助制度がございますか

らチャレンジしてみませんかというのが、地元

企業育てる意味で、最も大事なことだと思いま

す。そういう事業者、補助金の在り方とか知ら

ないと思うんですよ。ですから、ぜひ県内の事

業者に任せたいので、こういう制度を活用して、

工場のいろんな整備をしてくださいという、そ

こは一歩進んだ取組が、今後に生きてくると思

いますので、これはもう要望でとどめておきま

すので、よろしくお願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 よろしいですか。

ほかに質問がないようですので、次に、議案

外所管事務一般について、ご質問はありません

か。議案外です。

【小林委員】 座ったまま失礼します。

県営バスが、料金改正前に、その辺までの間

の取り巻く経営環境、課題というものがいろい

ろあったかと思います。大体我々が認識してい

るところは、まず、乗客の減少が1つ。2番目に、

慢性的な運転士の不足、それから3番目に、燃油

に関わることから、物価高の問題、それから4番

目が、車両の老朽化、こういうですね、まだほ

かにもいろいろあるかもしれないが、4つの大き

な課題があったんではないかと考えます。

それで、この4つの問題を解決し、各地域にお

いて、いつまでも地域路線として、その維持を
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確保していかなければいけないと。そのために

は、今言ったような課題を解決していかなけれ

ばいけないと。解決するためには、財源が必要

になってくる。そのためには、やはりこの料金

の改正もやむを得ないところだというようなこ

とで、我々は認識をいたしているところであり

ます。何も値上げをしたくてしているわけでは

ないと。こういう今大事な課題を解決していか

なければいけないと、そういうような問題点が

あるんだと。財源を必要とすると。その財源を

乗り越えるためには収入を確保しなければいけ

ないと。そういうようなことで、いつまでも生

活路線としても地域にとってかけがえのない県

営バスであり続けなければいけないと。こうい

うことが大きな理由であったと、こんなふうに

認識いたしているところであります。

そこで、27年ぶりに料金の改正を行ったと。

何か新聞で見ていたら長崎バスは、また6年ぶり

に改正と。こういう点から考えれば、27年間も

改正をしなかったというところに県営バスの

並々ならぬ努力があるのではないかと、そう考

えるわけでございますね。

6月議会で我々は、それを議決をさせていただ

きました。それから、9月の1日からスタートと

いうようなことで、率直に言って、認可申請と

かいろいろ時間がなかったんではないかと。9月

1日に、もう既にスタートされているけれども、

そのスタートの間の、いわゆる取組の経過が、

どんな対応をされてきたのか、まず、その点に

ついてお尋ねしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】 委員おっしゃるとおり、

9月1日に乗合バスの運賃改定をさせていただき

ました。前回の議会で議決いただいた後の簡単

な結果でございますけれども、条例を議決いた

だいた後に、その後、速やかに7月14日になりま

すけれども、九州運輸局に認可申請を行ったと

ころです。その後、ご審議いただきまして、8月

14日に認可を受けて、それ以降、新しい運賃、

改定後の運賃について、利用者に対する周知等

を行いまして、9月1日の実施に至ったというよ

うな状況でございます。

【小林委員】今の答弁を聞いておりましてもね、

九州運輸局に認可申請と、こういうことを7月14

日にやって、それから1か月後の8月14日に認可

が許可されたというようなことから考えてみま

すとね、あと半月ぐらいしか9月1日までにはな

かったと。もうこの半月までにおいて、料金改

正の周知をいかにして徹底させていったのかと。

この取組について、どういう取組をなされたか、

ちょっと関心がありますからお尋ねしたいと思

います。

【柿原乗合事業部長】委員ご指摘のとおり、認

可後から実施まで、約半月しかなかったという

ことで、非常にタイトな中での周知ということ

になってしまいました。運賃改定の実施に当た

りましては、そういった中でも多くの利用者の

お客様に、迅速かつ正確に情報をお伝えする必

要があると思いましたので、ホームページ、あ

とＳＮＳによる情報発信、それからバスの車内

であるとか、あと各窓口がございます。そうい

った窓口へのお知らせを掲示したり、あとは、

これはテレビや新聞等でも大分報道等いただき

ましたので、多様な媒体で広く周知が図られた

のではないかなというふうに思っています。

それから、今回、制度をちょっと廃止させて

いただきました団体発売定期券というのがござ

いました。こちらは、そのご利用の企業様、そ

の企業の担当者様に直接連絡を取りまして、制

度廃止の背景等ということで、個別に説明をさ

せていただきまして、一定ご理解をいただいた
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というような状況でございます。

こうした事前周知を行いました結果、あと、

お客様のご理解・ご協力も十分あったと考えて

おります。大きな混乱もなく、スムーズに運賃

改定を実施できたと考えております。

【小林委員】今の答弁で、ホームページとかＳ

ＮＳとか、車内に掲示をするとかね、いろんな

取組を頑張って行っていただいたと。それで、

僅か15日しかないぐらいの状況の中で、周知徹

底ができたというようなことのご答弁ではなか

ったかと思います。

そうしますと今は、やっぱり世を挙げて物価

高騰というようなことで、市民、県民の皆さん

方が、大分とご苦労されていると。そういう環

境の中において、今回、この県営バスが、値上

がりをすると、改正されるというようなことに

ついて、何らかのクレーム、そういうものが届

いているかどうか、乗客の皆さん方のご理解を

いただいているというわけだけれども、やっぱ

りこの世情を取り巻く環境は、物価高、こうい

う状況だから、バスよ、おまえもかというよう

な感じでね、またこの値上がりがなる。これで

ね、当然クレームなどがあるんではないかと推

測するけれども、その点についてはどうでした

か。

【柿原乗合事業部長】運賃改定、久方ぶりの運

賃改定ということもありまして、委員ご指摘の

とおり、私たちも運賃が上がることに対するお

客様からの一定の反発というんでしょうか、そ

ういったものも想定はしていたところでござい

ましたが、実際には値上げに対する、言わばク

レームというんでしょうかは、ごく少数にとど

まったというような状況でございます。

こうした状況を鑑みるに、テレビや新聞等の

報道を見ると、インタビュー等を見ると、やっ

ぱり負担増の懸念というのを示す声が聞かれる

ような一方で、運転士不足を考えるとやむを得

ないであるとか、運転士の処遇改善に理解を示

すようなご意見であるとか、値上げは仕方ない

けれども便数を維持してほしいといった、路線

維持を望むような声もあったように感じており

ます。物価上昇が続きます、こうした社会情勢

に加えまして、深刻さを増しております運転士

不足に対する、世間一般のご理解が深まってい

ることが、その背景かなというふうに私どもと

しては考えているところでございます。

そして、多くのお客様が、運賃改定の必要性

というものについて、これは地域公共交通の維

持のためにはやむを得ないものということで受

け止めていただいたものではないかなというふ

うに、私ども考えているところでございます。

【小林委員】乗合部長、なかなか答弁が今日は

上手だね。全然いつもよりも、何か爽やかだね。

そういうような感じを受けながらね、あんまり

クレームはなかったというようなことで、ご利

用者様のご理解をいただいている、ご協力をい

ただいていると、こういうありがたいそういう

この状況というものをしっかり受け止めなけれ

ばならないと思います。

しかし、そのためには、やっぱり運賃が上が

ったと。そしてサービスまでが、イコールよく

なったとか、満足度が高まったとか、そういう

お客様本位の立場から考えて見て、やっぱり値

上がりをしたんだから、何らかのサービスがよ

くなったと、今までとは違うと、こういう見返

りが、当然あってしかるべきではないかと、こ

のような考え方もあると思うんですが、そうい

うサービス向上について、どのようにお考えを

持っているか、お尋ねしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】今回の運賃改定の効果に
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つきまして、やはり先ほど来、委員からご指摘

いただいていますように、運転士の確保である

とか、老朽化したバス車両であるとか、はたま

た利用者に対する利便向上というものにやっぱ

り充てていく必要があるんだろうというふうに

考えております。利便向上に係るものにつきま

しては、窓口でキャッシュレス決済というもの

を今後取り組んでいきたいと考えておりますし、

あと、空港のリムジンバスへのタッチ決済とい

うものも、こういった利用者利便についても積

極的に取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。

【小林委員】それなりに、お客様あっての我々

の経営だから、そういう面では、公共交通とし

て絶対になくてはならないと。やっぱり生活路

線だからこれを堅持したいというような形で、

ご協力・ご理解をいただいていると。そのため

には、サービスもよくなったと、そういうよう

なことがイコールとして聞こえてくるように、

人気を上げてもらいたいと。そして、お客様の

確保をしなければいけないと、こう考えますか

ら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

そうしますと、料金改正の議案のときに議論

をしたところであるけれども、先ほども課題に

ついていろいろ申し上げました。特に何といい

ましても運転士の確保、これが、最大の当面の

課題の中の、私はナンバーワンではないかと、

こういうふうに考えておりますね。

今回、料金を改正させてもらい、それから運

転士を確保、そのための処遇改善と、こういう

ようなことと同時に、非常にこの車両が老朽化

していると。これを何とかしないといけないと、

こういうようなことも、この2つが、非常に大き

く強調された内容ではなかったかと、こういう

ふうに考えております。今回の改正に伴い、そ

ういう車両の新たな購入とか、あるいは運転士

確保について、どのような具体的な取組を行お

うとされているか、お尋ねしたいと思います。

【岩﨑管理部長】まず、処遇の改善につきまし

てでございます。運賃改定の効果額をしっかり

と車両の改善と処遇改善に充てるという形が必

要かというふうに認識をしておりまして、まず、

処遇改善につきましては、現在、職員組合との

間で、内部でどういった形がいいかというのを

調整をしている段階でございます。これまで処

遇の改善、給料表の見直しをするときは、翌年

4月からという形で実施することが多くござい

ましたけれども、こちらにつきましては、でき

るだけ早期にということで、調整を終了させま

して、運転士をはじめ人材の確保という形にし

っかり取り組んでいきたいということで、作業

を進めているところでございます。

【小林委員】大体がね、処遇改善と言うわけだ

から、どういうふうに改善されているかと。あ

るいは組合の方々にどういう提案をね、これま

でと違う処遇改善につながるように、やっぱり

働く喜び、働く希望、やりがいを見いだして、

自分なりの人生を豊かなものにしていかなくて

はならないと。そういうことが働く方々の一番

の要望だろうと思うんです。だから、組合との

交渉ですから、今こんな提案をしていますよと

いうことは言われないのではないかと。なかな

かね、これを言葉にすることはできないんだろ

うとは理解をしていますが、処遇改善も、例え

ば仮に長崎県でいうなら、長崎バスがどれくら

いの、手当を出しているのか、どれぐらいの人

件費を出しているのかと。これに比べて今、県

営バスはこうだと、共同運営、共同経営をやっ

ているから、そこは話し合いながらやっている

のか、長崎バスを越えたらいけないのか、この
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辺はどういうふうになりますか。

【岩﨑管理部長】交通局、公営企業の職員の給

与という形になります。こちらにつきましては、

人事院勧告というのが、公務員の給与制度の水

準としてございますが、公営企業につきまして

は、こちらに加えまして、民間の、同業の給与

水準、そういったものを勘案して決定をすると

いう形になってございます。民間の給与の水準

でございますので、長崎自動車様の給与水準を

我々つぶさに把握しているわけではございませ

んけれども、初任給の水準であるとか、そうい

ったところを見ながら、現在の喫緊の課題であ

ります人員の確保につながるような形にしたい

ということで今作業を進めているところでござ

います。

【小林委員】 そうするとね、今、組合と交渉し

ている、処遇改善については、いろいろな新し

い新たな提案をしていただいているものと推測

いたしますが、現時点で、この運転士の方々の

年収は幾らかということは言えるんですか、現

時点で。

【岩﨑管理部長】交通局の正規の運転士、平均

年齢が53歳程度でございますけれども、現時点

で正規の運転士の平均年収は510万程度という

形になってございます。

【小林委員】 510万円、これはね、我々が新聞

情報で得た情報、内容によるとね、大体今、全

国的に、いわゆる人件費は幾らかと、年収はと、

大体470万から500万、こういうふうに実は言わ

れているわけですね。そうしますと、今お話の

とおり53歳の平均で、これが510万円ぐらいとい

うようなことを見れば、私は失礼だけど、もう

少し低いのかなとか、もう少し条件がよくない

のかなと思っておりましたら510万と、よく頑張

っているじゃないかと。あえて私は、そういう

声を申し上げたいと思うんだけれども、この510

万円にプラスして処遇改善というのは、一体ど

ういうことをやろうとしているのか。あるいは

2024年問題というのがありますよね。要するに、

トラックとかバスの運転士確保については、な

かなか厳しいということで、今2024年問題とい

うのが出てきていると思うんですが、今この点

についてはいかがですか。

【岩﨑管理部長】まず、平均年収の話でござい

ます。

申し訳ございません、先ほど申し上げた510万

程度といいますのは、現役としての正規職員と

して、今も働いていただいている方のみの年収

の水準ということでございまして、公営企業の

正規職員は、運転士の正規職員、定年延長の方

とかいらっしゃいますので、そこを平均します

と、大体460万円程度という形になってございま

す。

加えまして、2024年問題でございます。

こちらにつきましては、バス運転士の働き方

改革という形で、年間の総労働時間を、例えば

3,484時間から3,300時間に制限をするといった

ような制限が加えられまして、それを踏まえて

運転士の働き方と運転士の数というのが、従来

の働き方でありますと、運転士の数が足りなく

なるということで各バス会社ともに、運転士不

足に直面する大きな課題の一つになっていると

いうものでございます。

すみません。今後の給与の在り方の考えです

けれども、1つは、初任給水準をどうするかとい

うことかと思っています。そちらが、新しく入

ってこられる方については、初任給水準という

のが重要、もう一つは、今働いておられる方が、

長く安心して働き続ける環境ということで、こ

ちらも踏まえたところのベースアップというも
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のが必要になっておりますので、そちらを両方

併せたところで、現在、検討を進めているとこ

ろでございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】先ほど平均年齢53歳ということで

すけれども、運転士が400名ですよね。よく聞く

話は、民間、公営ともに、時間外労働で本当に

勤務状態が厳しい。いないから、とにかくもう

一回働いてください、運転をしてくださいとい

う、本当に厳しい中に頑張っておられるんだな

と思うんですけれど、その状況について、どう

いう認識をされているのか、まず、お尋ねいた

します。

【岩﨑管理部長】先ほどご答弁申し上げました

2024年問題におきまして、1日の拘束時間であり

ますとか、1日のハンドル時間などが新たに定め

られたという状況になってございます。

それを踏まえまして、交通局としましては、

運転士の年間の休日を、これまで91日だったも

のを令和6年度から104日ということで、13日間

拡大をしているということになってございます。

これによりまして、休日を取りながら運転に集

中していただくという環境を整えたいというふ

うに制度改正したんですけれども、先ほど来か

らの欠員の状況もございまして、この休日が拡

大した分、本来お休みのはずの公休日に出勤を

していただいて、運行を支えていただいている

という状況になっているということでございま

す。

【田川委員】もう本当に労働人口が減少する中

に、この運転士だけじゃなくてですよ、働く人

の数が絶対的に減っていますので、他業種との

競争にもつながると思うんですよ。この業界じ

ゃなくて、もっといい業界、業界内の比較では

なくてですよ。そういうことを考えたときに、

巷のうわさとして非常に勤務状況が厳しい、ま

してや働き方改革によって休日が増えると、残

された人たちがまた厳しい状況になる。先ほど

いろんな試みは、私は大変高く評価するんです

けれども、いろんな、何ていうんですか、アプ

リ、何ていうんですか一緒に話をするシステム

ですね。それでですよ、2名とか1名とかいう話

で、これも頑張っておられるなと思うんですけ

れども、私は、今後そういう状況を踏まえて、

何名、今度新たに必要なのか。数値目標を示し

て取り組んでいかないと間に合わないんじゃな

いかなと思うんですけれど、定年退職される人

がおられる。それで、労働力の奪い合いという

か競争が生まれている。その中で、厳しい状況

がますます進む中にどういう政策で取り組んで

いくのか、数値目標とともにお知らせください。

【岩﨑管理部長】運転士の不足の状況でござい

ますけれども、欠員という形で必要運転士に対

して足りていない数、欠員と申しますけれども、

これが今年の4月1日現在で24名という形になっ

てございます。まず、この欠員状況ということ

を1つ解消するというのが大きな目標というこ

とで掲げて取り組んでございます。

昨年1年間、令和6年度で36名程度、採用をし

たということで、近年、令和5年度が12名でした

ので、採用の環境につきましては、幾分改善を

しつつあるということかと認識をしております

が、いずれにしても欠員状況が長く続いている

と。乗務員の公休出勤についても、引き続き続

いているということで、やはり今般の運賃改定

を踏まえまして、処遇改善、必要な処遇改善を

思い切ってやるということが、何より欠員解消

に向けた取組の一つだと思っておりますので、

まずは、そちらに力を注いでまいりたいと考え

ております。
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【田川委員】ぜひ積極的に、意気込みが感じら

れましたので、進めていただきたいと思います

けど。

そこで、処遇改善策は、今後メニューを出さ

れるとは思うんですけれど、イメージ戦略とい

いますか、そういう小学校、中学校に対して、

制服でこういうことが、制服姿の運転士さんが

こういうことをしましたよとか、そういうソフ

ト分野のイメージ戦略等についても、私は一定

の効果があるんじゃないかなと思いますので、

そこら辺も検討していただきたいんですけれど、

それは、今後考えていただくということで。

もう一点、運転士のマナーのことについて、

市民の方から幾つか問合せがあったんですけれ

ども、黄色信号で慌てて突っ込んでいくとか、

そういう粗暴な運転が見受けられる。そういう

声を耳にしたんですけれど、そこら辺の状況認

識と、そういうことがもし少なからずあった場

合は、早急に事故に至る前に、法令遵守等につ

いて、指導とかそういうのをされるのかどうか、

状況認識と今後の方針を尋ねいたします。

【柿原乗合事業部長】委員ご指摘のとおり、バ

ス運転士というのは公道を走りますので、やは

り法令遵守もしっかりやらないと、これは、も

う輸送の安全がかなわないということになりま

す。

私ども運転士の指導教育につきましては、新

任で雇い入れたときから、その都度、毎年にな

りますけど適宜、指導、教育をしているという

ような状況でございます。そうした中でも、当

然その法令遵守を徹底するということは、やっ

ぱりございます。

ただ、実際に道路を運行しておりますので、

そうした中でお客様等から、そうしたご指摘等

いただくことというのは、やはりございます。

こうしたものは、実際、その時間帯であるとか

場所であるとか、そうしたものをドライブレコ

ーダーの映像等でしっかりまず事実確認をさせ

ていただきまして、その上で、それが事実であ

るということであるならば、基本的にはその内

容に応じてということになりますけれども、例

えば所属する営業所長の指導教育であったりと

か、内容によっては、本局に育成指導課という

乗務員を指導教育する係・課がございますので、

そこに呼んで、特別教育をしたりとか、場合に

よっては、私が直接対応する場合もございます。

なかなか、いろんな状況がございますのであれ

でしょうけど、繰り返し指導教育をしっかりや

っていきまして、粘り強く教育を図っていきた

いと思っております。その結果、法令遵守、し

っかり守っていけるように努力してまいりたい

というふうに考えております。

【田川委員】当然、いろんな問題が生じました

ので、人身事故も含めて、長崎県以外で。起こ

ってからもっと徹底的にされるんですよ。です

から、起こる前に、もう一度そういう声があっ

たということを踏まえて、アンケート調査とか

ちゃんとしていますかとか、それだけでも未然

に防ぐ効果が、私はあるんじゃないかなと思い

ますので、その点も含めて状況を見ながら、ド

ライブレコーダー等があれば、ご本人も思い当

たるとこもあるんじゃないかなと思いますので、

もう一度、そういう声がありますよということ

で周知していただいた上で、アンケート等につ

いて何項目かつくってですよ、それを守ってい

ますかとか、そういうことをしていただければ、

市民も、利用者も安心すると思います。

さっきも別の案件でありましたけどね、職員

の運転士さんのストレスがたまると、もう行こ

うかとか、あるいは利用者に対してちょっとし
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た言葉、態度が出てくる可能性がございますの

で、気持ちよく運転していただくためにも、先

ほど言った環境の改善、処遇改善を進めていた

だければと思います。これはもう要望で終わり

ますので、よろしくお願いします。

【太田交通局長】ただいま田川委員からご指摘

をいただきましたけども、本当に安全の確保と

いうのは、バス事業者として第一の項目でござ

います。

令和元年に矢上団地内で人身事故がございま

して、大きな被害を与えたということが根本に

ありますけども、その後、県営バスとしては重

点5項目ということで、市内は40キロ走行、それ

から横断歩道前での一旦停止、それからイエロ

ーストップ、それから3秒、発車前に乗客、それ

から周囲を見て発車するということで、3秒確認

をしようと。

もう一つは、ターミナル内、それから営業所

内で10キロでの走行という、この5項目を定めま

して、重点的にずっと取り組んでおります。そ

の結果、かなり事故件数も減りまして、そうい

う取組が、成果が出てきているのかなというふ

うに思います。

それから各営業所においては、その重点5項目

の取組について、毎日、各営業所で運転士の早

朝点呼がありますので、その際に、安全の項目

を1つずつ確認をして送り出すということをや

っております。そういうことで周知を図ってお

るところでございます。

【田川委員】ありがとうございました。よろし

くお願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】今、田川委員のそういう法令遵守

についてのご意見がありましたけども、以前、

多少、ちょっとマナー違反的なところがあるん

じゃないかと、こういうクレームがあった時期

があるね。そういうことは、過去においてあっ

たということはちょっと記憶にありますけれど

も、現時点において、今あなた方がおっしゃる

ように、交通局として法令遵守の徹底、それか

らさっきから何度も言っているお客様あっての、

県営バスだと。こういうことで運転士の方々に

徹底をしていただいていると。こういうことに

ついて、むしろ私は、最近のマナーがよくなっ

てきたとか、法令遵守が徹底されていると。こ

ういうことで運転士の皆様方が、交通局の維持

管理の上において、そういういろいろ問題点を

しっかり受け止めていただきながら、本当に頑

張ってやっていただいているんじゃないかと、

こういうふうに思います。

ただ、400名も運転士の方々がいらっしゃると

いうような状況の中で、時として、いろんな問

題が出てくる可能性があると思うんです。だか

らその点は、田川委員が心配されるような、そ

ういう懸念をしっかり払いのけることができる

ように日頃からの法令遵守を徹底的にやっても

らうというようなことで、運転士の方々も大変

だと思うんですね。そういうようなことで、お

互いに気持ちよく信頼関係を持って、本当に利

用者のためにというようなことで、今後も頑張

っていただくことをお願いしたいと思うわけで

あります。

それで、処遇改善の問題については、先ほど

から田川委員がこれもおっしゃいました。要す

るに管理部長のやる気というか、そういう意気

込みを感じると。私も聞いていて、そう感じま

す。やっぱり改定して、大体、年間4億円ぐらい

の、年間、大体、増収効果があるんだというよ

うなことを前提にして、いろんな問題をここで

解消していこうと。いろんな形の中で一番大事
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な運転士確保について並々ならぬ取組を感じて

おりますから、ぜひとも組合の皆さん方のご協

力をいただきながら、ぜひその確保に努めてい

ただきたいことを要望しておきたいと思います。

次に、1つの大きな問題は、車両の方が老朽化

していると。長崎県営バスは、何か車両が古い

と、危ないと、危険性があるとかいうようなこ

とを言われたら大変だと思いますね。それで車

両の更新について、真剣に考えていただいてい

ると思うわけでありますけども、この辺のとこ

ろについては、どういう取組をされているか、

お尋ねしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】委員ご指摘のとおり、大

きな課題として車両購入がございます。やはり

車がもう老朽化しきておりまして、そういった

ことから、今年度から現計画の最終年度であり

ます令和9年度までの3年間で、乗合貸切車両を

含めて82台の更新をしていこうという形で考え

ているというところでございます。

今回、そういう声を受けまして、車両購入に

つきましては、今年の7月から8月にかけて、先

ほどお話もありましたけれども、新車20台の入

札を実施して、無事、売買契約を締結したとい

うようなところでございます。

一方、また中古車両を導入しております。こ

ちらの方もちょうど今しがた、調整のさなかと

いうことになるんですが、15台の調達を目指し

て、現在調整をしておるところでございます。

今後もしっかりと計画的な車両更新を取り組ん

でまいりたいというふうに思っております。

【小林委員】82台の更新を考えていると。まず、

一段階として新車20台、それから中古車15台と、

こういうことを、これは経営計画があったね、

大体、今年度から9年度までというような形で経

営計画はあったと思うわけで、その中で、そう

いう計画をきちんと立てていらっしゃるわけで

すから、それで、大体幾らぐらいの財源が、こ

の82台を更新するのにかかるのか、例えば今回

20台の新車、それから15台の中古車というよう

なことで、使える期間というか、どれくらいの

期間が、大体、バスが有効期間なのか、その辺

はどういうふうになっていますか。

【岩﨑管理部長】先ほど新車20台、中古車15台

ということで申し上げましたけれども、令和7年

度の予算のベースでいきますと、この車両購入

費に6.5億円計上させていただいているという

形になります。こちらが、減価償却という形で

5年間にわたって、今後費用化をしていくという

形になります。こちらが令和7年度6.5億、令和

8年度に2.4億ということで、徐々に低減しなが

ら費用がかかるという形になります。

バスの場合、5年間の減価償却なんですけれど

も、例えば1両3,000万のバスを買うと、翌年

1,000万の費用が、2年後に700万という形で、こ

ういったカウントをしてまいりますので、そち

らの減価償却の動向を推測しながら、今後、検

討を進めていく必要があろうかというふうに考

えてございます。

【小林委員】大体20台と15台と、こういうこと

で、令和7年度の予算で6.5億円と、こういうお

話がありました。なかなかやっぱりお金がかか

るもんです。そういうことで財源を確保しない

といけないと、こういうことでございますね。

それから今、減価償却の話が出てまいりまし

た。おっしゃるとおり、減価償却というのは非

常に大事で、ある意味では現状、この長崎バス

との共同経営とか、いろいろ考えて、赤字から

大体少しずつ黒字になってきていると。そうい

うことで、大体、民間の会社では、そういう固

定資産というような、例えば建物とか機械とか
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ね、あるいはそういう車両とか、そういうのが

固有財産ということで、これは減価償却の対象

になると思うんですね。じゃあ今ね、減価償却

の耐用年数というか、それは大体5年で考えてい

らっしゃるんですか。

【岩﨑管理部長】固定資産の種類によるんです

けれども、例えば建物であれば30年であります

とかいう形になりますが、この我々交通局にお

いて、非常に大きなものにつきましては、やは

りバスの車両という形になりまして、バスの車

両は減価償却期間が5年と定められております。

【小林委員】 バスの減価償却は5年と、耐用年

数は5年というようなことで、要するに支出で、

まず固定資産として、例えば仮に6.5億円なら

6.5億を上げる、支出にね。それで、これから減

価償却をしていくというようなことになってい

けば、やっぱりこれを5年で割るわけだね。5年

間でその総額を割って、そして減価償却として

これを支出に上げると。それでやっぱり利益と

いうか黒字の金額を幾らか抑えて、あんまりこ

の声を大にして言うことはないけども、ある程

度、税金を考えていくと、こういうような形で

減価償却が、この経営において非常に大事な要

素になってくるわけですね。だから82台という

ところの中で、今20台と15台とかいうことがあ

りますけども、大体がですよ、新車に替えると

いうことは、大体、バスの耐用年数を25年ぐら

いということで、考えておられるのか、その辺

のところをちょっと教えてもらいたいと思いま

す。

【柿原乗合事業部長】 バスの、実際、耐用年数

というか、実際どれぐらいで更新をしているか

ということになります。こちら、私ども更新基

準としましては、委員ご指摘のとおり、こちら

25年を一定の更新基準として考えてございます。

先ほどの82台と申し上げたのは、使用年数25

年を超える車両を、中古車も含めて全て更新を

しようという意味での台数でございます。

【小林委員】いわゆるこの車両の老朽化に対し

て、要するに新車を買う82台で更新しますよと。

その更新は、新車ばっかりじゃなくして、大体

中古車もその中に入っていると、この計画の中

に。その計画の中の82台は、新車は何台ぐらい

で、中古車が何台ぐらいと、もう計画はできて

いますか。

それじゃ同時に、幾らぐらいの82台で予算、

財源を考えているのか。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１２分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【岩﨑管理部長】現在の82台の計画でございま

すけれども、令和7年度から9年度にかけまして、

大体12億程度を想定しているという形になって

ございます。このうち、新車は半分程度を想定

しておりますが、収支の状況等を踏まえながら、

柔軟に対応していくものだというふうに考えて

ございます。

【小林委員】ちょっと言われるかどうか分から

ないけど、バスの新車で幾らぐらい、大体中古

車で平均幾らぐらいと、どのくらいの金額がか

かるんですか、購入費は。

【柿原乗合事業部長】車によっても違いますけ

ど、大型の路線バスということで申し上げます

と、こちら大型が、ノンステップバスというこ

とになりますと、こちらが約2,800万ほどになり

ます。

中古車で買う場合でございますけれども、こ

ちらは、車自体を東京都営さんから購入して、
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その後、改造をかけるということになりますの

で、そうしますと、現状といたしましては、総

額で、ちょっと車によっても違いますけど約900

万円ほどかかっているというような状況でござ

います。

【小林委員】 新車で大体2,800万ぐらい、平均

して、それから中古車で大体900万、1,000万と、

こういうような状況で、安くない買物ですよね。

これは耐用年数は大体25年というふうな考え方

でいいわけですよね。そうすると、82台という

ことで、大体この経営計画を今年から、令和7年

度から大体9年度が最終年度というようなこと

で、12億ぐらいと管理部長から話がありました。

このバスの購入とか、あるいは中古車購入につ

いては、当然、交付金とか補助金とか、そうい

うのはあるわけでしょうが、この辺のところは

幾らぐらいが、この82台を更新するとして、ど

のくらいの、そういうこの補助金とか、あるい

は交付金等々があれば、大体どれくらいがそう

いうこの補助金等になるのか、それで、自前で

幾ら用意しないといけないのか、その辺は分か

りますか。

【坂口委員長】しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１７分 休憩 ―

― 午前１１時１９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【岩﨑管理部長】車両購入に対する補助金でご

ざいますけれども、基本的にはバス会社が自前

で購入するというのが基本になっておりまして、

一部、赤字の路線の一部、例えば市と市をまた

がるような路線でありますとか、そういった部

分につきまして、一部減価償却に対する補助金

ということで頂いておりまして、これは令和6年

度でいきますと、大体1,100万程度ということで、

全体の購入費にしますと、かなり小さなものに

なっているというふうに認識してございます。

【小林委員】そのバス購入については、車両の

老朽化という関係で、いろいろお尋ねしてみま

した。なかなかやっぱり状況は厳しいと思いま

すよ。やはり財源を確保しなければ、82台、あ

るいは12億とか言っていますけどね、そう右か

ら左に簡単なものじゃないんじゃないかと。や

っぱり頑張っていただかないといけないと。こ

ういうことを我々自体が、しっかり認識をして

おかないといけないと思います。通常、今聞か

なかったら、局長や部長の意見を聞かなかった

ら、バス1台について、あるいは相当補助金か交

付金があるのではないかと。なぜならば、この

生活路線で、こういうバス路線がなければ、暮

らしぶりができないわけだから、そういうよう

なことだから、当然それなりの対策を講じてい

ただいているものと、こう考えていましたけれ

ども、今のような状況で、あまり交付金もない。

補助金も赤字路線に限って一部のみと、こうい

うようなことですから、こんなことを聞いて、

何かバスが古いじゃないか、早く対応をしない

といけないと、こう言うのは簡単だけれども、

やっぱり経営を上向きに乗せていただいて、そ

れだけの黒字経営をしっかりやってもらないと、

バス老朽化の対策はできないのではないかと、

こういうふうに考えます。やっぱりこの運転士

の処遇改善、バスの老朽化、相当な財源がかか

ると。こういうことですから、今までも一生懸

命頑張っていただいているけれども、なお、し

っかり取り組んでいただいて、よろしくお願い

したいと思います。大変お疲れさまです。

以上でございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】今、車両購入の話だったわけです
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けど、これは同じように廃車になる車両等が出

てくるんじゃないかなと思うんですけれど、こ

れまでにどういう処分の仕方をしてきたのか、

ちょっとお知らせください。

【岩﨑管理部長】 廃車のバスにつきましては、

中古車で売却する場合と鉄くずで売却する場合

と2種類ございまして、こちらの業者の見積りで

中古車の場合、鉄くずの場合という形で、毎年、

廃車のたびに売却をしているという形でござい

ます。

金額で申し上げますと、令和6年度、中古車で

売却したものが10両ございますけれども、1台当

たり27万円程度と、鉄くずで売却しましたのが

4両ということで、1両当たり12万5,000円という

形になってございます。

【田川委員】27万円で1台、10両売る、平均で、

わけですけど、その査定というのはどういうふ

うにされているのか。そしてまた、実は中古車

市場が、今高騰しておりまして、海外でも、日

本の車両は高値で売れる。30万キロ走ってから

が、本物よとか、そういう話も聞きますけど、

そういう少しでも高く売ろうとか、これが収入

につながるわけですので。

ちなみに私、なぜこういう質問するかという

と、地域の、地方の公立学校等も含めて、遠征

に行くわけですよね。そういうときに非常に苦

しい思いをして、リースで借りたりもしている

んですけれど、1台27万円だったら、まだまだ乗

れるかもしれないとか。そういう程度によりま

すけれども、そういうことも可能になるし、ま

た収入として考えたときに、先ほど言ったよう

に、東南アジア含めていろんなところに高値で

売れる可能性があるんですけれど、そういう努

力等はされているのかどうか。その中古車市場

の在り方とか、鉄くずもそうなんですけど、よ

り高く販売して、収入につなげていくという、

このことについて、どういう対応をされてきた

のか、そして今後していくのか、お尋ねいたし

ます。

【岩﨑管理部長】現状におきましては、廃車の

バスを売却しますということを公示させていた

だきまして、参加いただいた業者の皆様が、中

古車なのか鉄くずなのかというのを判断いただ

いて、中古車であれば幾らなのかという数字を

お示しいただいて、一番高い業者に売却させて

いただいているということでございます。

中古車の購入希望は、古物商許可のある業者、

鉄くずの場合は、引取業登録のある業者という

ことで、免許をお持ちの方の業者に見積りを頂

いて、実施をしているということでございます。

今後、海外も含めた売却につきましては、周辺

のバス事業者も廃車などしてございますので、

その辺の情報などを収集しながら研究してまい

りたいと考えてございます。

【田川委員】西海市において、消防車両があっ

たんですよ。消防車両を売却するときに、もう

100万とか、その程度だったんですよ。何千万も

するものが、その程度なのかと、くず鉄の値段

みたいな格好で、公募を図って、やった。

しかし、それがネットオークションでやった

ら、もうかなり高額で売れた。何百万かで売れ

たんですよ。まさにそういう努力を、そういう

社会ですので、少しでも税収というか、収入に

つながるようにするためにも、そういう努力が

必要じゃないかなと。1台27万だったら私も買お

うかなというぐらいの値段になってしまうんで

すよ。

ところが、そういうものが欲しい。100万円ぐ

らいで入るんだったら、それ欲しいねというこ

とも、私は十分あり得ると思いますので、そう
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いう今後の方針、考え方について、いかがでし

ょうか。

【岩﨑管理部長】今回の廃車バス、交通局の場

合は、公営の企業という形になりますので、い

わゆる公的な資産という形になります。こちら

を売却するという形になりますと、どなたかと

いう特定の売却をする手法が、やはり公募をし

て、金額をお示しいただかないといけないとい

う形でございますので、例えばそのインターネ

ットで募集をするとか、そういった形ができる

かどうかというところも含めて、今後ちょっと

検討させていただきたいと思います。

【田川委員】できると思います。実際それをや

って、少しでも高く売れたという、これはもっ

と厳しい、行政がやったことですので。そうい

う時代だと思うんですよ。いかにしてそういう

多くのお金を収入として取り入れるか。これが、

まさに処遇改善にもつながりますので、そして

また、長崎県のバスということでネットで広ま

ると、ペイントをして、少し高値で売ることも

できますし、宣伝にもつながると。長崎県でバ

スを売っているよとか、そういう話も話題性が

あっていいんじゃないかなと思いますので、ぜ

ひ積極的に検討していただきたいと思います。

これは要望にとどめておきます。よろしくお願

いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について、整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午前１１時２８分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時２８分 休憩 ―

― 午前１１時２９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これより、予算決算委員会観光生活建設分科

会の決算審査の日程について協議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うこととしたいと存じますが、ご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午前１１時３３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会の決算審

査の日程については、お手元の審査日程（案）

のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。
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― 午前１１時３３分 休憩 ―

― 午前１１時３４分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

以上をもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午前１１時３４分 閉会 ―



観光生活建設委員会委員長 坂口　慎一

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 外間　雅広　　様

１　議　　案

審査結果

長崎県営交通事業の企業職員の給与の種類及び基準に関
する条例の一部を改正する条例

原 案 可 決

契約の締結の一部変更について 原 案 可 決

財産の取得について 原 案 可 決

財産の処分について 原 案 可 決

和解について 原 案 可 決

令和６年度長崎県流域下水道事業会計利益剰余金の処分
について

原 案 可 決

計  ６件  (原案可決  ６件）

第 100 号 議 案

観 光 生 活 建 設 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和7年9月29日

記

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 92 号 議 案

第 96 号 議 案

第 97 号 議 案

第 98 号 議 案

第 99 号 議 案

-146-



委  員  長      坂 口  慎 一

副 委 員 長      湊    亮 太

署 名 委 員      中 村 一 三

署 名 委 員      まきやま 大 和

書  記   林 田  直 浩

書  記   和 田  周 也

反訳業務者   神戸綜合速記(株)
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令和７年９月定例県議会

予算決算委員会観光生活建設分科会

関係議案説明資料

土 木 部
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土木部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第８８号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（ 第４号） のうち関係部分

第８９号議案 令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（ 第１号）

であります。

はじめに、第８８号議案「 令和７年度長崎県一般会計補正予算（ 第４号）」 のうち関

係部分であります繰越明許費についてご説明いたします。

地元調整等に不測の日数を要したことにより、適切な工期が確保できなくなったこ

と等に伴い、

土 木 管 理 費 ５，８００万 円

道 路 橋 り ょ う 費 １４６億４，４８９万８千円

河 川 海 岸 費 ８２億８，１０７万５千円

港 湾 空 港 費 ２５億６，１８０万 円

都 市 計 画 費 １２億 ５８５万１千円

公共土木施設災害復旧費 ３億７，２００万 円

合 計 ２７１億２，３６２万４千円

について、繰越明許費を設定しようとするものであります。

次に、第８９号議案「 令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（ 第１号）」

の繰越明許費についてご説明いたします。

港湾施設の利用者との調整等に不測の日数を要したことにより、適切な工期が確保

できなくなったこと等に伴い、
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港 湾 施 設 整 備 費 ２億３，１５０万 円

港 湾 管 理 費 ４，５００万 円

合 計 ２億７，６５０万 円

について、繰越明許費を設定しようとするものであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わります。

何とぞ、よろしく ご審議のほどお願いいたします。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係議案説明資料

土 木 部
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土木部関係の議案、議案外の報告事項及び主な所管事項についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、

第９６号議案 契約の締結の一部変更について

第９７号議案 財産の取得について

第９８号議案 財産の処分について

第９９号議案 和解について

であります。

はじめに、議案についてご説明いたします。

第９６号議案「 契約の締結の一部変更について」 は、令和６年２月定例会で可決さ

れた一般国道３８３号橋梁補修工事（ 平戸大橋・ 橋梁補修工） について、高欄防護柵

補修工の追加、ハンドロープ補修工の数量変更などにより、請負代金額の変更契約を

締結しようとするものであります。

第９７号議案「 財産の取得について」 は、大村臨海工業用地の買い戻しをしようと

するものであります。

第９８号議案「 財産の処分について」 は、堂崎港の埋立地について、南島原市へ売

払いをしようとするものであります。

第９９号議案「 和解について」 は、不法占用されている県有地の明渡等請求に関す

る控訴審において、当該土地を売却することにより和解しようとするものであります。
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続きまして、議案外の報告事項について、ご説明いたします。

（ 和解及び損害賠償の額の決定について）

令和６年度及び令和７年度に発生した県の管理瑕疵による事故の和解及び損害賠償

の額の決定４件について、地方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専

決処分させていただいたものであります。

内容は、道路法面からの落石や路面の穴ぼこ等によるものが４件であります。

各事案の相手方へ支払った賠償金は合計で７３７，７１８円であります。

（ 起訴前の和解について）

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いに係る起訴前の和解の申し立て１件を地

方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させていただいたもの

であります。

起訴前の和解については、起訴まで至らない段階において簡単な裁判手続きにより、

分割支払いを認めて滞納解消を促すものであります。

（ 公共用地の取得状況について）

令和７年５月１日から令和７年７月３１日までの一定基準以上の土木部所管の公

共用地の取得状況については、長崎市における長崎港松ヶ枝地区旅客船ターミナル整

備工事、他１件であります。

続きまして、土木部関係の主な所管事項について、ご説明いたします。

（ 公共事業の再評価、事後評価について）
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今年度の土木部関係の公共事業評価については、再評価３３事業、事後評価４事業

を長崎県公共事業評価監視委員会に諮問し、８月２９日に知事に対し意見書の提出が

行われたところです。

再評価３３事業の全事業を「 継続」 とし、また、事後評価４事業については「 事業

効果が発現しており、改善措置は不要」 とする県の対応方針について、いずれも妥当

であるとの答申を頂きました。

今後とも、適正な事業評価に努め、効率的かつ効果的な事業実施を図ってまいりま

す。

（ 石木ダムの推進について）

石木ダムについては、渇水や洪水などの自然災害から地域の皆様の安全・ 安心の確

保を図るうえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があることから、工

期内の確実な完成に向け、工事工程に沿って着実に工事を進めてまいります。

一方、川原（ こうばる） 地区にお住まいの１３世帯の皆様のご理解とご協力を得た

うえで、事業を円滑に進めることが最善であるとの考えに変わりはなく 、今年度、川

棚町で開催している石木ダムの技術的な疑問等に対する説明会は、去る８月２３日に

第３回を開催し、これまでいただいた質問に対し、県の考えを一通りご説明させてい

ただいたところであります。

また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進めております水源地域整備計画につい

ては、昨年１２月に素案の公表を行い、広くご意見を伺ったところであります。

今後、地元説明会を開催したうえで、その結果も踏まえ、国へ計画を提出する予定と

しております。

県としましては、石木ダムの一日も早い完成に向けて、引き続き、佐世保市及び川

棚町と一体となって、事業の推進に全力を注いでまいります。
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（ 長崎港元船地区整備について）

長崎港元船地区において、港湾機能の再編にあわせた賑わいの創出を進めており、

賑わい施設については、ＰＦ Ｉ 手法の活用を検討しているため、令和７年２月議会で

「 実施方針の策定の見通し」 の公表について報告しておりましたが、今回、内容の見

直しが必要となったため、改めて「 実施方針の策定の見通し」 を公表することとして

います。

（「 長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」 等の進捗状況について）

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「 長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」 に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、施

策体系を共通化し一体的推進を図っている「 第２期長崎県まち・ ひと・ しごと創生総

合戦略」 の関連施策も含め、令和５年度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標

改訂の内容を反映のうえ評価・ 分析を行ったところであり、土木部関係部分について

は、配付している資料のとおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である１８項目の令和６年度の進捗状況は、最終

目標を既に達成したもの及び令和６年度の目標値を達成したものが１１項目、令和６

年度の目標を達成していないものの、改善傾向にあるものが４項目、令和６年度の目

標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが３項目となっております。

次に、「 第２期長崎県まち・ ひと・ しごと創生総合戦略」 に掲げるＫＰ Ｉ である

１０項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したもの及び令和６年度の

目標値を達成したものが７項目、令和６年度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが

見られるものが３項目となっております。

各計画とも、今回の評価・ 分析の結果を踏まえ、取組の充実・ 強化を図りながら、

最終目標の達成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画・ 総合戦略の実現を図
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ってまいります。

（ 新たな総合計画の策定について）

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る６

月定例会において、「 こども」「 く らし」「 しごと創造」「 にぎわい」「 まち」 の５つの柱

のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示しし、ご

議論いただいたところであります。

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。

計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０

の考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図ることとしております。

また、施策の構築にあたっては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ ブランデ

ィングの展開、「 稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充実・

強化したところであります。

このうち、土木部においては、主に基本戦略「 国内外とのネットワークを拡大する」

や「 災害に強い県土をつくる」 等に関連施策等を位置付けております。

基本戦略「 国内外とのネットワークを拡大する」 では、「 道路・ 港湾・ 空港等の交

通ネットワークの充実」 に関する施策において、高規格道路や港湾の整備など、人流

や物流を支える交通ネットワークの充実に取り組んでいく こととしております。また、

基本戦略「 災害に強い県土をつく る」では、「 県民の暮らしと命を守る強靱な県土づく

り」 に関する施策において、県民の暮らしと命を守るインフラの整備やメンテナンス

を推進していく こととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ
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クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。

以上をもちまして、土木部関係の議案及び所管事項の説明を終わります。

何とぞ、よろしく ご審議のほどお願いいたします。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係議案説明資料

（ 追 加 １ ）

土 木 部
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【 観光生活建設委員会関係議案説明資料（ 土木部） ７頁２行目の次に、次のように挿

入する。】

（ 道の駅「 ２５１
にーごーいち

いいもりじゃがーロード」 の開駅について）

諫早市飯盛町の一般国道２５１号において令和元年度より諫早市と整備を進めて

おりました、道の駅「 ２５１いいもりじゃがーロード」 が令和７年１１月１日に開駅

することとなりました。

この道の駅は、長崎市と島原半島を結ぶ路線上にあり、地域振興施設として、地元

物産品を扱う直売所や多目的交流スペース、休憩施設として２４時間利用可能なトイ

レや大型車対応の駐車場の整備をすることにより、地域活性化や道路利用者の利便性

の向上を図るものです。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係議案説明資料

（ 追 加 ２ ）

土 木 部
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【 観光生活建設委員会関係議案説明資料（ 土木部） ７頁２行目の次に、次のように挿

入する。】

（ 諫早西部団地開発事業者の公募について）

諫早西部団地の未処分地については、長崎県住宅供給公社において、令和７年３月

に２回目の公募を実施し、９月１０日に一部区域の優先交渉権者を決定・ 公表しまし

た。県としましては、残りの区域の公募が速やかに実施できるよう、公社に対し適切

に助言・ 指導を行ってまいります。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係議案説明資料

（ 追 加 ３ ）

土 木 部
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【 観光生活建設委員会関係議案説明資料（ 土木部） ７頁２行目の次に、次のように挿

入する。】

（ 女神大橋の事故について）

去る９月１３日、女神大橋においてトレーラーが乗用車に追突する死亡事故が発生

いたしました。

この事故を受け、女神大橋の管理主体である道路公社の監視体制については、事実

関係の確認を進めるとともに、事故の重大性を踏まえ、今後の監視体制のあり方につ

いて検討を進めてまいります。



令和７年９月定例県議会

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案説明資料

文 化 観 光 国 際 部
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文化観光国際部関係の議案について、ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第８８号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（ 第４号） のうち関係部分

であります。

第８８号議案「 令和７年度長崎県一般会計補正予算（ 第４号） 」 の関係部分について

ご説明いたします。

予算額は、歳出予算で、

商 業 費 ４４０万 円の増

であります。

歳出予算の内容について、ご説明いたします。

本県アンテナショップ「 日本橋長崎館」 の管理運営業務委託契約が令和７年度末を

もって満了となることから、令和８年度以降の新たな契約に向けて準備を進めておりま

す。これに併せて、県産品のさらなる認知度向上や観光誘客等につなげるため、回遊性

向上や軽飲食機能強化等のリニューアルに係る実施設計に要する経費として、

情報発信拠点企画運営事業費 ４４０万 円の増

を計上いたしております。

この結果、令和７年度の文化観光国際部所管の歳出予算総額は、

５５億 ２，３５４万 ７千円

となります。
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（ 債務負担行為について）

次に、令和８年度に債務負担行為を行うものについてご説明いたします。

「 日本橋長崎館」 のリニューアル工事に要する経費に係る令和８年度の債務負担行

為として、

３，４３５万 ７千円

を計上いたしております。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。

よろしく ご審議を賜りますようお願い申し上げます。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係説明資料

文 化 観 光 国 際 部
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文化観光国際部関係の議案外の所管事項についてご説明いたします。

（ 日本遺産について）

平成２８年度に日本遺産の認定を受けた「 鎮守府横須賀・ 呉・ 佐世保・ 舞鶴」 及び

「 日本磁器のふるさと 肥前」については、文化庁の日本遺産審査・ 評価委員会による

総括評価・継続審査の結果、認定を継続することが去る７月３１日に公表され、特に、

「 鎮守府」 については、他の地域のモデルとなる重点支援地域に選定されたところで

あります。

また、平成２７年度に日本遺産の認定を受け、昨年度、認定継続となりました「 国

境の島壱岐・対馬・ 五島」については、同委員会における審査を経て、対馬市の「 孝行
こ う こ

芋」 及び新上五島町の「 五島うどん」 が食文化としては初めて構成文化財に追加され

ました。

今年度は、日本遺産「 国境の島」認定１０周年を記念して、関係４市町での講演会・

展示会の開催や、構成文化財を巡るクイズラリーの実施、新たな旅行商品の造成など

に取り組むこととしており、今後とも、関係市町や民間団体等と連携しながら、日本

遺産の魅力や文化的価値を広く発信し、交流人口の拡大や地域の活性化に取り組んで

まいります。

（ 観光の振興について）

本県では、より多く の方に長崎の魅力を知っていただき、実際に訪れていただくた

め、市町と連携して映画やドラマ等のロケ誘致・ 支援に取り組んでおります。今年度

は、長崎を舞台とした映画が全国で相次いで公開され、７月には『 夏の砂の上』、８月

には『 長崎－閃光の影で－』、９月には、カズオ・ イシグロ氏の小説が原作の『 遠い山

なみの光』 が話題となっております。

また、一般社団法人アニメツーリズム協会が実施する「 訪れてみたい日本のアニメ



3

聖地８８」 ２０２５年版においては、本県関連の６作品が選定され、全国４位の選定

数となっておりますが、今回、新たに、昨年公開されたアニメ映画『 きみの色』 が選

定されたことに伴い、７月に聖地認定プレート等の贈呈を受けたところです。今後も、

映像作品を通じて本県の魅力を発信し、誘客促進につなげてまいります。

本年度で計画期間が終了する観光振興基本計画については、新たに令和８年度から

始まる５年間の計画策定を進めております。この間、７月には県内９地区で地域別意

見交換会を開催し、地域の皆様から様 な々ご意見をいただく とともに、今月１日の県

観光審議会では、計画案についてご議論をいただいたところであります。今後も、県

議会をはじめ、市町や関係者の皆様のご意見を踏まえながら、検討を深めてまいりま

す。

また、新たな観光振興財源の導入については、７月の地域別意見交換会の意見を踏

まえ、８月８日に第３回観光振興財源検討専門委員会を開催いたしました。その中で、

「 宿泊税の検討を進めるにあたっては、引き続き、関係者と意見交換を重ね、丁寧に

対応していく こと」 というご意見をいただいたところであり、今後も、県議会をはじ

め、市町や関係団体、各地域の皆様のご意見等を丁寧にお聞きしながら、検討を進め

てまいります。

（ 大阪・ 関西万博を契機としたプロモーションについて）

連日、多くの来場者で賑わっている「 大阪・ 関西万博」の会場内において、９月３日

から５日の３日間、九州７県合同によるブースを出展し、長崎の「 食」 や「 歴史・ 文

化」、「 自然・ 景観」 といった魅力を積極的にＰＲしてまいりました。この他、 ９月

１１日から１４日には国内外の報道機関が利用するメディアセンターにおいて、９月

１２日から１３日にはポルトガル館において、世界遺産や天正遣欧少年使節の展示、

長崎コンシェルジュによる観光等のＰＲを行いました。

さらに、９月１９日から２３日には、大阪駅と隣接する「 ＫＩ Ｔ Ｔ Ｅ（ キッテ）
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大阪」 において、市町、民間事業者と連携し、観光や物産等、本県の多彩な魅力を体

感いただく本県単独イベントを開催したほか、１０月１日からの１か月間は、各市町

選りすぐりの産品を取り揃え、来場者が試食や購入できる場を設け、本県の魅力ある

産品の認知度向上や販路拡大を図ってまいります。

（ インバウンドの推進について）

インバウンドについては、更なる誘客拡大を図るため、８月２５日から２６日に韓

国のソウル特別市と釜山広域市、９月１０日に台湾の台北市において、本県主催の旅

行商談会を開催し、本県の観光情報をＰＲするとともに、旅行商品造成の働きかけを

行ってまいりました。

クルーズについては、寄港数が８月末までに２５１回と、順調に回復しているとこ

ろですが、今後、更なる寄港の拡大に向けては、長崎港や佐世保港のほか、県内各地

へのクルーズ船誘致が必要であることから、クルーズ船受入に向けた機運醸成を図る

ため、７月に雲仙市において、関係自治体をはじめ、観光関係団体などを対象に、

長崎県クルーズ振興セミナーを実施したところです。

引き続き、船会社や旅行会社へのセールスなど積極的なプロモーションを展開し、

本県の認知度向上とインバウンドの誘客拡大を図ってまいります。

国際航空路線については、既存路線である上海線、ソウル線の利用促進の取組に加

え、新規路線の誘致に向け航空会社や旅行会社等への働きかけや協議を続けてまいり

ました。

こうした中、長崎空港と韓国・ 釜山広域市の金海
キ メ

国際空港を結ぶ長崎～釜山線の臨

時便が、１０月１日から１０月１１日までエアプサンにより８往復、１６便運航され

ることが決定しました。

県としては、航空会社やソウル事務所等とも連携し、同路線の利用促進に向けた

ＰＲを積極的に行うことで、早期の定期便就航に繋げてまいりたいと考えております。
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引き続き、東アジアや東南アジアを中心に、市場のニーズや経済効果の高い地域か

らの新規路線の誘致に向け戦略的に取り組んでまいります。

（ 県産品のブランド化と販路拡大について）

首都圏における情報発信拠点「 日本橋長崎館」 では、長崎県特産品新作展受賞商品

の展示販売や世界文化遺産登録１０周年を迎えた「 明治日本の産業革命遺産」 に係る

店内装飾の実施のほか、県内事業者の商品の磨き上げを促進することを目的としたテ

スト販売を７月から開始しております。今年度は全５回の開催に対し、１０市町２０

事業者３７商品の出品を予定しており、商品販売を通じて得られた情報を県内事業者

へフィードバックすることで県内事業者の商品開発や改良に繋がるよう取り組んでま

いります。

県産品の輸出促進については、県産酒の販路拡大に向けて７月に中国上海市のバイ

ヤーや飲食店関係者を招聘し、県内の酒蔵７社を訪問した結果、複数の酒蔵において

新たな取引が成立し、今後の継続的な輸出に向けた足がかりを築く ことができたとこ

ろであります。さらに、今年度は、シンガポールとマレーシアでの菓子類等の販路開

拓に向けて、現地の商社等と連携し、現地のニーズに合った商品へのブラッシュ

アップや、飲食店・ 小売店でのフェアを実施する予定としております。

今後とも市町や生産者団体等と連携しながら、県産品のブランド化の推進や販路拡

大に努めてまいります。

（ 核兵器廃絶に向けた取組）

去る８月９日、長崎に原爆が投下されてから、８０年を迎えました。

長崎、広島で開催された原爆犠牲者慰霊平和祈念式典には、両県知事が、初めてそ

れぞれの式典に参列し、犠牲になられた方々 の冥福をお祈りしたところであります。

昨年、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞し、また、今年７月に
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はノルウェー・ ノーベル委員会のフリードネス委員長が本県を訪れ、核兵器の非人道

性を訴えられるなど、核兵器廃絶に向けた機運は高まりを見せています。

このような中、核兵器を取り巻く国際情勢は一段と厳しさを増していることから、

これまで以上に核兵器の非人道性を訴えることに加え、核抑止が安全保障の唯一の選

択肢であるのかという問題提起を行うとともに、全世界の方 に々、核の問題を「 自分

事」 として捉えていただく ことが極めて重要であると考えております。

県といたしましては、長崎市や広島県、関係団体等と連携し、被爆の実相や核兵器

廃絶の必要性について、より一層、力強く世界に訴えてまいります。

（ Ｂリーグの開幕について）

プロバスケットボールのＢリーグ２０２５－２６シーズンが１０月２日に開幕し、

Ｂ１
びーわん

３年目となる長崎ヴェルカは１０月４日、昨シーズンＢ２
びーつー

東地区１位「 アル

ティーリ千葉」 との開幕戦を千葉ポートアリーナで迎えます。

昨シーズンから新たな本拠地となったハピネスアリーナでは、チケット完売の状況

が続くなど、大きな盛り上がりを見せましたが、今シーズンにおいても、県内外から

多くのファンやブースターの来場が見込まれ、国内最高峰のプレーを存分に楽しんで

いただけるものと期待しております。

Ｖ・ ファーレン長崎も念願のＪ １昇格に向けて、熱い戦いを繰り広げているところ

でありますが、地元プロスポーツクラブの活躍は、県民に夢や感動を与え、地域の活

性化にも大きく寄与することから、県としましても、引き続き全世帯広報誌等による

試合情報の周知を行うほか、県民応援フェアの開催など、多くの県民の皆様に足を運

んでいただけるよう努めるとともに、県議会をはじめ、市町や経済界・ 関係団体とも

連携しながら、県民の皆様とともにチームを応援してまいります。
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（ ツール・ ド・ 九州２０２５
にーぜろにーご

佐世保クリテリウムについて）

いよいよ国際サイクルロードレース「 ツール・ ド・ 九州２０２５佐世保クリテリウ

ム」 の開催まで残すところ２週間余りとなりました。

１０月１０日のレースには、国内外から１８チーム、約１００名の選手が参加予定

であり、世界トップクラスのスピードと技術を間近で体感できる大変貴重な機会とな

ります。

また、県内外から多く の皆様においでいただく ため、レース以外の取組として、

レース当日から翌日にかけて、著名人によるトークショーやＢＭＸパフォーマンスな

どのアトラクション、自転車体験会等を実施します。

さらに、観光・ 物産ブースを設置し、来場された皆様に、本県の魅力をしっかりと

発信してまいりたいと考えております。

県としては、多くの皆さまの心に残る、魅力あふれる大会となるよう、佐世保市や

実行委員会等とともに、開催に向けた最終確認並びに大会期間中の運営に全力を注い

でまいります。

（ 「 長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」 等の進捗状況について）

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「 長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」 に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、施

策体系を共通化し一体的推進を図っている「 第２期長崎県まち・ ひと・ しごと創生総

合戦略」 の関連施策も含め、令和５年度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標

改訂の内容を反映のうえ評価・ 分析を行ったところであり、文化観光国際部関係部分

については、配付している資料のとおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である２６項目のうち、目標値を設定していない

１項目を除いた２５項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したもの及

び令和６年度の目標値を達成したものが７項目、目標値を達成していないものの、改

善傾向にあるものが５項目、目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが
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１３項目となっております。

次に、「 第２期長崎県まち・ ひと・ しごと創生総合戦略」に掲げるＫＰＩ である１７

項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したもの及び令和６年度の目標

値を達成したものが４項目、目標値を達成していないものの、改善傾向にあるものが

４項目、目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが９項目となっておりま

す。なお、令和６年度の実績値が算定中のものについては、令和５年度の実績値を

もって進捗状況の評価を行っております。

各計画とも、進捗の遅れの主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

ものでありますが、今回の評価・ 分析の結果を踏まえ、取組の充実・ 強化を図りなが

ら、最終目標の達成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画・ 総合戦略の実現

を図ってまいります。

（ 新たな総合計画の策定について）

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る

６月定例会において、「 こども」「 く らし」「 しごと創造」「 にぎわい」「 まち」 の５つの

柱のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示しし、

ご議論いただいたところであります。

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。

計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０

の考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図ることとしております。

また、施策の構築にあたっては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ ブラン

ディングの展開、「 稼ぐ」 視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充

実・ 強化したところであります。

このうち、文化観光国際部においては、主に「 地域の魅力で人を惹きつける」や「 国
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内外とのネットワークを拡大する」 等に関する戦略に関連施策等を位置付けておりま

す。

基本戦略「 地域の魅力で人を惹きつける」 では、「 観光客の心をつかみ、選ばれる持

続可能な観光の推進」 や「 特色ある文化資源・ スポーツによる地域の賑わいづく り」

に関する施策において、観光客の満足度を高め、消費単価の増加と県内周遊を促進し、

観光消費額の底上げに取り組むことや、データ分析等による戦略的なプロモーション、

本県ならではの魅力的なコンテンツを活かした国内外からの誘客について、九州各県

や観光関連事業者等と連携して実施していくほか、本県の特色ある歴史や文化・ 芸術

による地域づく り、それを担う人材の育成など、官民協働で地域の文化資源の磨き上

げ等に取り組んでいく こととしております。また、基本戦略「 国内外とのネットワー

クを拡大する」 では、「 国際交流と平和意識醸成の推進」 に関する施策において、長い

交流の積み重ねにより培われた友好交流関係や人的ネットワーク等を活かして海外と

の交流をさらに拡大していく ことや、被爆体験の継承や次代の平和人材の育成等に取

り組んでいく こととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。

よろしく ご審議を賜りますようお願いいたします。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係説明資料

（ 追加１）

文 化 観 光 国 際 部
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【 観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の２ページ１９行目の後に、

次のとおり挿入】

令和６年の本県の観光客延べ数は、対前年比２．４％増の３，０８０万人となり、

４年連続で増加しております。また、新規ホテルや長崎スタジアムシティの開業、

大型スポーツイベントの開催などにより、延べ宿泊客数は２．９％増の７４８万人

となり、インバウンドについても、長崎～ソウル線の運航再開などにより、対前年

比３４．５％増の７３万人となっており、観光消費額は、公表値としては過去最高

の４，５８７億円となりました。

さらに、令和７年４月から６月までの主要宿泊施設の延べ宿泊客数は、対前年同

期比３．０％の増加となっており、１月から３月に引き続き、増加傾向で推移して

おります。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係説明資料

（ 追加２）

文 化 観 光 国 際 部
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【 観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の２ページ１８行目の後に、

次のとおり挿入】

（ ながさきピース文化祭２０２５
にせんにじゅうご

の開幕について）

去る９月１４日、アルカスＳＡＳＥＢＯにおいて、天皇皇后両陛下の御臨席のも

と、ながさきピース文化祭２０２５の「 開会式」 を開催しました。

開会式には、さだまさし氏をはじめ、本県ゆかりの著名人や４００名を超える県

民の皆様にご出演いただき、本県が誇る文化や歴史の魅力を演奏や演技により表現

し、発信しました。金沢知樹氏が総合演出を務めたフェスティバルを中心とした、

プロローグからエピローグまでの演出の数々 は、出演者と観覧者の一体感を生み、

文化祭の幕開けを飾るに相応しいものであったと考えております。

無事に本文化祭の開幕を迎え、滞りなく 開会式を終えることができましたのも、

県議会をはじめ、市町や関係団体の皆様のご理解とご協力の賜物であり、心から感

謝を申し上げます。

１１月３０日までの７８日間の会期中は、県下全域で１８０を超える多彩な文化

イベントを実施いたします。ひとりでも多くの方 に々ご来場いただき、本県ならで

はの歴史や文化・ 芸術に触れていただけるよう、引き続き、市町や関係団体と連携

し、誘客促進等に取り組んでまいります。



令和７年９月定例県議会
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県民生活環境部関係の議案について、ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第８８号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（ 第４号） のうち関係部分

であります。

歳入予算については、

国 庫 支 出 金 ２，９００万 円の増

計 ２，９００万 円の増

歳出予算については、

統 計 調 査 費 ２，９００万 円の増

計 ２，９００万 円の増

を計上いたしております。

次に、補正予算の内容についてご説明いたします。

（ 令和７年国勢調査費について）

市町からの追加要望に伴い、市町へ交付する国勢調査にかかる経費として、

２，９００万 円の増

を計上いたしております。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。

よろしく ご審議を賜りますようお願いいたします。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係議案説明資料

県民生活環境部
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県民生活環境部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第１００号議案 「 令和６年度長崎県流域下水道事業会計利益剰余金の処分について」

であります。

第１００号議案「 令和６年度長崎県流域下水道事業会計利益剰余金の処分について」

につきましては、令和６年度長崎県流域下水道事業会計において利益剰余金を処分し、

資本的収支の補てん財源に充当しようとするものであります。

次に、議案外の主な所管事項について、ご説明いたします。

（ 次期長崎県環境基本計画について）

長崎県環境基本計画については、令和８年度を初年度とする５か年の新たな計画の

策定作業を進めております。

県環境審議会等でのこれまでの議論を踏まえ、現計画の環境像「 海・ 山・ 人 未来

につながる環境にやさしい長崎県」を継承するとともに、「 脱炭素型の社会づく り」、

「 人と自然が共生する社会づく り」 、 「 循環型社会づく り」 、 「 安全・ 安心で快適な

環境づく り」 の４つの基本目標からなる計画を策定することとしております。

「 脱炭素型の社会づく り」においては、気候変動の緩和策、適応策の推進について、

「 人と自然が共生する社会づく り」 においては、生物多様性の保全、国立公園等の利

用促進について、「 循環型社会づく り」においては、食品ロス削減などの４Ｒの推進、

プラスチックごみの発生抑制・ 再資源化の促進や廃棄物の適正処理の推進について、

「 安全・ 安心で快適な環境づく り」 においては、大気、水環境の保全についてなど、

県民生活に身近な取組等を盛り込みたいと考えております。
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今後、環境審議会のご意見や庁内関係部局との調整を踏まえて計画素案を作成し、

県議会のご意見を十分にお伺いするとともに、県民の皆様の声をお聞きしながら、次

期計画を今年度中に策定してまいります。

（ 次期長崎県男女共同参画基本計画について）

長崎県男女共同参画基本計画については、令和８年度を初年度とする５か年の新た

な計画の策定作業を進めております。

国の次期計画策定等の動きや県男女共同参画審議会での議論などを踏まえ、現計画

の目指すべき姿「 男女が性別にかかわりなく 、個性と能力を発揮できる社会の実現」

を継承するとともに、 「 男女がともに活躍できる社会の実現」 「 男女共同参画の視点

に立った誰もが安全・ 安心に暮らせる社会の実現」 「 男女共同参画社会の実現に向け

た基盤の整備及び推進体制の強化」 の３つの基本目標からなる計画を策定することと

しております。

今後、男女共同参画審議会のご意見や庁内関係部局との調整を踏まえて計画素案を

作成し、県議会のご意見を十分にお伺いするとともに、県民の皆様の声をお聞きしな

がら、次期計画を今年度中に策定してまいります。

（ 共家事・ 共育ての促進について）

夫婦間の家事や子育てについては、依然として女性に偏っており、男女が共に家事・

子育てを担い、家事と仕事の両立を図ることが重要であることから「 共家事・共育て」

の意識啓発を行っております。

本年１１月１４日から１１月２３日までの１０日間を新たに「 共家事・ 共育てウィ

ーク」 とし、民間企業や団体と連携した家事・ 子育てを応援する取組、市町等と連携

した集中的な周知・啓発などを行い、より一層の意識啓発を図ることとしております。

今後も、女性活躍推進及び男女共同参画社会の実現に努めてまいります。
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（ 人権尊重の社会づく りの推進について）

県においては、人権尊重を促す条例の制定とパートナーシップ宣誓制度の導入を目

指しており、人権尊重を促す条例については、人権問題等に関する専門的知識を有す

る方々 からご意見を伺うための有識者会議を設置し、第１回会議の開催に向けて準備

を進めているところです。

また、パートナーシップ宣誓制度については、市町との調整を丁寧に進めていると

ころであり、市町から要望があった行政サービス所管課を含めた担当者説明会を８月

に開催し、今後の検討の参考にしていただいているところです。

このほか、去る８月１日に、東彼杵郡３町のご協力をいただき、「 人権文化に満ち

た豊かな地域社会の実現」 をテーマに、第４９回長崎県人権教育研究大会を川棚町で

開催し、３７６名に参加いただきました。この大会では、教職員をはじめ、社会教育

関係者や地域住民等の人権意識の高揚を図るため、小郡市人権教育啓発センターの田

中博通
ひろみち

さんによる講演のほか、だれもが住みたく なる地域づく りに関する取組につい

て、３町から報告をいただきました。

さらに、県民や社会教育関係者等の人権についての理解の深化や人権感覚の向上を

図るため、県内４会場で「 社会人権・ 同和教育地区別研修会」 を開催するとともに、

各地域の人権教育・啓発を推進する人材を育成するため、県内３会場において「 人権・

同和教育指導者養成研修」 を開催するなど、参加体験型の各種研修会を実施したとこ

ろであります。

今後とも、県民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指し、市町や関係機

関と連携しながら、人権教育や啓発をはじめとした人権施策に取り組んでまいります。

（ 犯罪のない安全・ 安心まちづく りの推進について）

本年度も、自治会等の団体に対し、子供の見守り活動やパトロール活動などの具体
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的な防犯活動に１年間自主的に取り組むことを宣言してもらう「 長崎県犯罪のない安

全・ 安心まちづく り宣言団体」 の募集を行ったところ、昨年度を上回る４３１団体か

ら参加の申込みがあり、それぞれの地域で防犯にかかる連帯感の醸成や活動の輪が広

がっております。また、６月１１日には、昨年度この宣言を行い優れた活動を行った

１０団体に対し、「 長崎県犯罪のない安全・ 安心まちづく り地域賞」 の知事表彰を行

い、防犯意識等の更なる高揚を図ったところであります。

今後とも、県民の皆様と一体となって、犯罪のない安全・ 安心まちづく りの推進に

力を尽く してまいります。

（ 令和７年国勢調査の実施について）

我が国に住んでいるすべての人を対象に、人口及び世帯の実態を明らかにする最も

基本的で重要な統計調査である国勢調査を、本年１０月１日を調査期日として実施い

たします。

調査の回答には、紙の調査票に比べて記入の手間が少なく 、時間や場所を選ばない、

簡単で便利な「 インターネット回答」 の利用推進に努めております。

調査後、国が集計した調査の結果は、令和８年５月に男女別人口及び世帯数の速報

結果が公表され、さらに、同年９月までに人口、世帯、住居などに関する詳しい結果

が公表され、その後、就業状態や人口の転出入状況などについて、順次公表される予

定となっております。

今後とも、県民の皆様のご理解とご協力を得られるよう、インターネット回答の利

便性を広く周知しながら、国や市町と連携し、円滑な実施に努めてまいります。

（ 消費者行政の推進について）

県では、「 第４次長崎県消費者基本計画」に基づき、市町や関係団体等と連携して、

消費者に関する各種施策を総合的に推進しております。
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令和６年度に県消費生活センターへ寄せられた相談受付件数は２ , ３２１件、市町の

消費生活センターや相談窓口に寄せられた件数を合わせた県全体の相談受付件数は１

１，２３０件となっており、近年は横ばいで推移しております。

年代別では、県消費生活センターに寄せられた相談受付件数の中で、簡単な問合せ

等を除いた苦情相談にかかる件数は２，１８１件あり、うち６０歳代以上の相談件数

は１，１１０件で、はじめて全体の５割を超えました。

相談の傾向としては、デジタル化の進展に伴い、インターネット通信販売に関する

相談が依然として多く 、高齢者からは架空請求や化粧品の定期購入などが、若者から

はＳＮＳ等を通じた副業やインターネットゲームなどの相談が多くあっております。

県では、高齢者や若者の被害防止を図るため、県消費生活センターによる相談対応

や市町の相談窓口への支援に加え、消費者トラブル講座や学校等と協働した消費者教

育の実施、ホームページやＳＮＳでの注意喚起のほか、新聞、テレビ、広報誌等を活

用した普及啓発に取り組んでおります。

今後とも、県消費生活センターを中心に、市町や関係団体等と緊密に連携を図りな

がら、消費者トラブルの未然防止・ 拡大防止に努めてまいります。

（ 汚水処理人口普及率について）

県では、令和６年３月に「 長崎県汚水処理構想２０２４」 を策定・ 公表し、汚水処

理の早期概成に向け、下水道や浄化槽等の汚水処理施設の整備に取り組んでいるとこ

ろであります。

本年８月に公表しました、令和６年度末の県汚水処理人口普及率は８４．８％とな

り、前年度より０．６ポイント増加しましたが、全国平均９３．７％に比べて低い状

況にあります。

今後とも、県と市町が一体となって、汚水処理施設の整備を進め、県民の生活環境

の向上及び河川や海域等の公共用水域の水質保全を図ってまいります。
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（ 廃棄物不適正処理対策について）

毎年、６月の環境月間に併せ、不法投棄の未然防止、早期発見に努めるとともに、

広く県民に不法投棄防止の啓発を行うことを目的として、市町、警察、海上保安部な

ど関係機関が連携して合同パトロールを実施しているところです。

本年の実施結果としては、不法投棄の発見件数は２０件で前年度より４件増加して

いる一方、不法投棄量は１６．５㎥で１６．７㎥減少しております。直近の１０年間

は１００㎥未満で推移しており、県民への理解促進と抑止効果が現れてきているもの

と考えております。

今後も廃棄物の不適正処理や不法投棄防止のため、産業廃棄物処理業者に対する計

画的かつ効率的な立入検査の実施、関係機関等と連携した巡回パトロールを通して、

未然防止、早期発見に努めてまいります。

（ 新たな総合計画の策定について）

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る６

月定例会において、「 こども」 「 く らし」 「 しごと創造」 「 にぎわい」 「 まち」 の５

つの柱のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示し

し、ご議論いただいたところであります。

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。

計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０

の考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図ることとしております。

また、施策の構築にあたっては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ ブランデ

ィングの展開、「 稼ぐ」 視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充
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実・ 強化したところであります。

このうち、県民生活環境部においては、主に基本戦略「 多様性を尊重し合う共生社

会をつく る」 や「 安心して生活できる環境づく りを推進する」 等に関連施策等を位置

付けております。

基本戦略「 多様性を尊重し合う共生社会をつく る」 では、互いに支え合う地域共生

社会の更なる推進や男女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会づく りに

関する施策において、あらゆる場や機会を通じた人権教育・ 啓発の推進や共家事・ 共

育ての促進に取り組むこととしております。また、基本戦略「 安心して生活できる環

境づく りを推進する」 では、カーボンニュートラルの実現を目指した持続可能な社会

づく りや環境への負荷が少ない循環型社会づく りに関する施策において、ゼロカーボ

ンアクション１２の周知・ 啓発や、一般廃棄物の削減・ リサイクルに向け市町と連携

した取組の実践等に取り組んでいく こととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。

（ 「 長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」 等の進捗状況について）

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「 長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」 に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、施

策体系を共通化し一体的推進を図っている「 第２期長崎県まち・ ひと・ しごと創生総

合戦略」 の関連施策も含め、令和５年度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標

改訂の内容を反映のうえ評価・ 分析を行ったところであり、県民生活環境部関係部分

については、配付している資料のとおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である３４項目のうち、目標値を設定していない

ものを除いた３３項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したもの及び
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令和６年度の目標値を達成したものが１４項目、令和６年度の目標を達成していない

ものの、改善傾向にあるものが１２項目、令和６年度の目標値を達成しておらず進捗

に遅れが見られるものが７項目となっております。

次に、「 第２期長崎県まち・ ひと・ しごと創生総合戦略」 に掲げるＫＰＩ である４

項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したもの及び令和６年度の目標

値を達成したものが２項目、令和６年度の目標を達成していないものの、改善傾向に

あるものが２項目となっております。

各計画とも、今回の評価・ 分析の結果を踏まえ、取組の充実・ 強化を図りながら、

最終目標の達成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画・ 総合戦略の実現を図

ってまいります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。

よろしく ご審議を賜りますようお願いいたします。
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【 観光生活建設委員会関係説明資料 県民生活環境部５頁の１４行目の次に、次のとお

り挿入する。】

県では、Ｖ・ ファーレン長崎の公式戦が開催された９月２０日に長崎スタジアムシテ

ィで、９月２３日に浜町アーケードで、それぞれ広報イベントを開催し、多くの方々 に

ご参加いただきました。

インターネット回答デモ体験を通じて、その利便性を実感いただいたものと考えてお

ります。１０月４日には、させぼ四ヶ町商店街で、調査期間における最後の広報イベン

トを予定しております。



令和７年９月定例県議会

観光生活建設委員会関係議案説明資料
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交通局関係の議案につきましてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第９２号議案 長崎県営交通事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例

であります。

この条例は、「 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」 の

施行に伴い、職員が育児のために勤務時間の一部を勤務しないこととする部分休業

制度を拡充するため、所要の改正をしようとするものであります。

以上をもちまして、議案関係の説明を終わります。

次に議案以外の主な所管事項についてご説明いたします。

（ 経営状況について）

交通局の経営状況につきましては、バス利用者がコロナ禍前にいまだ回復せず、

また、軽油費等で物価高騰の影響を大きく受けるなど厳しい経営環境にありますが、

共同経営方式による路線バスの再編などの改革を進めることで、経営の効率化を推

進しております。

今年度第1四半期（ 令和７年４月～６月） において、営業収益が、乗合バスや県

外高速バスが堅調に推移したことや貸切バスが修学旅行等で受注増となったことな

どから、前年度同期と比べ９％増の１２億４千万円となりました。

営業費用については、バス車両の更新増等に伴い減価償却費が増加し、また、軽

油費や修繕費等において物価高騰の影響を大きく 受け、前年度同期と比べ３％増の

１１億３千万円となりました。

この結果、営業外収支を含めた経常収支（ 税込） は、前年度に比べ８千万円改善

し、１億４千万円の黒字となりました。
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今年度においては、これまでバス利用者の状況や収入が堅調に推移しており、今

年９月１日から実施した乗合バスの運賃改定の効果を含めた収入の状況を注視しつ

つ、職員の処遇改善などによる運転士確保策を積極的に進めるとともに、これまで

滞っていたバス車両の更新に着手するなど、路線バス網の維持等の持続可能なバス

事業の構築を目指してまいります。

（ 乗合バスの状況について）

交通局においては、夏休み期間中、小学生を対象にエリア内の路線バスが乗り放

題となる「 夏休みこども定期券」 を毎年販売しており、今年度は、猛暑による外出

控え等の影響があってか利用者数が昨年度に比べ約３０％減少し、２９６名の方に

ご利用いただきました。

この取組は、バスを日頃利用しない小学生に、バスの乗車体験を通して、バスの

乗り方や車内でのマナーを啓発するとともに、公共交通機関の役割や大切さについ

ての理解を深めることを目的としており、今後も、将来にわたってバスをご利用い

ただくための取組として継続してまいります。

先の６月定例県議会において上限運賃等に関する条例改正の議決をいただきまし

た乗合バスの運賃改定については、国土交通省九州運輸局へ認可申請を行い、去る

８月１４日付けで認可となったことから、９月１日に実施いたしました。

今回の改定は平成９年１２月から約２７年ぶりとなる本格改定となったことか

ら、路線バスの主な区間の運賃が概ね３０円から５０円の値上がりとなり、平均で

約１７％の改定となりました。この運賃改定に当たっては、認可後速やかに、ホー

ムページで新運賃の検索を可能として周知を図るとともに、定期券更新の利便を図

るため、改定日前日にバスターミナルの定期券窓口を臨時営業するなどお客様への

対応についても丁寧に行ったところです。

今後は、定期券購入のキャッシュレス決済や空港リムジンバスへのタッチ決済の
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導入など利便性の向上にも取り組むこととしており、地域生活交通の維持に向けし

っかりと取り組んでまいります。

（ 貸切バスの状況について）

貸切バスについては、夏季は比較的閑散期となりますが、今年８月においては、

各種イベント開催に伴う輸送を中心に実施しております。

稲佐山野外イベントでは、８月６日、同１６日、同２４日の３日間で、延べ約

１１０台のバスが稼働したほか、長崎スタジアムシティ開催のイベントで約４０台

が稼働しました。また、長崎原爆の日や県外修学旅行、クルーズ団体など毎年ご利

用いただいている団体についても例年並みの稼働となりました。これらの貸切バス

の運行に当たっては、他のバス会社のご協力もいただきながら円滑な輸送と利便性

確保に努めたところです。

また、周遊観光バス「 ぶらりん」 についてはコースの見直しを行っており、その

１本目として「 三つの国宝めぐり 長崎のランドマーク稲佐山＆長崎スタジアムシテ

ィ」 の募集を行い、４本のツアーを催行いたしました。

ツアー内容としては、長崎県の３つの国宝である崇福寺
そう ふく じ

第一
だいいっ

峰門
ぽうもん

、崇福寺
そう ふく じ

大雄
だいゆう

宝殿
ほうでん

、大浦天主堂を見学後、グラバー園や長崎スタジアムシティ、稲佐山を訪れ、

最後にその他の観光地を車窓からバスガイドが案内するという観光コースとなって

おり、利用者からは「 主な観光地をコンパクトにまとめてあり大変満足した」 「 日

中の稲佐山も夜景とは違う良さがあった」 などと好評をいただいております。

今後、秋以降に向けて、５０周年を迎える長崎空港のツアーや２０周年を迎える

女神大橋登頂のツアーなどについても、関係部署と連携しながら取り組んでまいり

ます。
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（ バス運転士の確保について）

交通局においては、喫緊の課題であるバス運転士の確保を図るため、その処遇改

善を図るとともに、バス運転体験会の開催や県内外の合同企業説明会への参加、新

高卒者運転士の採用、大型２種免許取得費用の貸与など、積極的な人員確保策に取

り組んでおります。

企業説明会への参加として、去る６月２８日には、福岡市で開催されたバス運転

士専門の合同企業説明会「 どらなびＥＸＰＯ」 に交通局のブースを出展し、来場さ

れた皆様に対して採用案内等を行いましたが、後日の採用試験において、説明会の

参加者２名が受験され合格に至ったところであり、一定の成果が生じているものと

考えております。この「 どらなびＥＸＰＯ」 は１０月の関西会場、１１月の東京会

場及び福岡会場で開催予定であり、交通局において引き続き出展し、県営バス運転

士として働く魅力を伝えることで、採用の増加につなげてまいります。

新高卒者運転士養成制度においては、昨年採用した職員１名が、１年５か月の研

修期間を経てこの９月１日に営業所に配属され、交通局としては初めてとなる新高

卒者のバス運転士が誕生しました。交通局においては、バス運転士が高齢層に多数

集中する中、地域の公共交通を支える若い世代のバス運転士の確保が必要不可欠と

考えており、引き続き、高校訪問や職場見学などの取組を通じて、新高卒者の採用

に努めてまいります。

今後も、職業として県営バス運転士を選択していただけるよう、採用活動に力を

注ぐとともに、処遇改善を含めた各種取組を推進してまいります。

以上を持ちまして、交通局関係の説明を終わります。

よろしく ご審議を賜りますようお願いいたします。
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【 観光生活建設委員会関係議案説明資料（ 交通局） ５頁２０行目の次に、次のとお

り挿入する。】

（ 職員の不祥事について）

去る９月９日に、福岡営業所の会計年度任用職員（ 貸切バス運転士） が、同営業

所の車庫において、同僚の男性職員が所有する軽乗用車に対し、ゴムひもを使って

球を飛ばすスリングショットで軽乗用車のフロントドア部分をへこませたとして、

器物損壊の疑いで逮捕されるという事案が発生しました。

職員がこのような不祥事を起こしたことは誠に遺憾であり、心からお詫び申し上

げます。

今後、経過等を確認のうえ、厳正に対処するとともに、職員の綱紀の保持に全力

を尽く してまいります。


